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法科大学院構想に係る検討経緯

平成１１年７月 司法制度改革審議会を設置（～平成１３年７月）

・ 内閣の下に委員として法曹三者（最高裁判所，日本弁護士連合会，法務省）が参加

して設置。

平成１３年６月 司法制度改革審議会意見書

※ 概要については（別添１）参照

平成１３年１２月 司法制度改革推進本部設置（～平成１６年１１月）

・ 内閣総理大臣を本部長，全閣僚が構成員として設置。

平成１４年３月 司法制度改革推進計画（閣議決定）

※ 詳細については（別添２）参照

平成１４年８月 中央教育審議会 答申

・ 法科大学院の設置基準等について答申。

平成１４年１１月 「学校教育法の一部を改正する法律」及び「法科大学院の教育と司

法試験等との連携等に関する法律」の成立

・ 大学院の目的規定に高度専門職業人を養成することを追加し，「専門職大学院」制

度を創設。

・ 法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職大学院を「法科大学院」

と位置づけ。

平成１５年３月 専門職大学院設置基準の制定

・ 専門職大学院設置基準の中に，法科大学院に関する１章を規定。

平成１５年４月 「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派

遣に関する法律」の成立

・ 各法科大学院から，教員派遣の要請があった場合は，国の責務として裁判官及び検

察官その他の一般職の国家公務員を派遣することができる。

平成１５年６月 法科大学院設置認可申請等

・ 平成１６年４月の開設に向けて，７２大学から設置認可申請等される（国立：２０

大学，公立：２大学，私立：５０大学）。

平成１５年１１月，１６年１月 法科大学院設置認可等

・ 大学設置・学校法人審議会におかれている法科大学院特別審査会（法曹三者などの

実務経験者，大学法学関係教授，大学長等で構成）による慎重かつ厳正な審査がな

され，６８大学に設置認可等がなされた。

平成１６年４月 法科大学院６８校（国立２０，公立２，私立４６）開設

平成１７年４月 〃 ６校（国立３，私立３）開設
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（別添１）

司法制度改革審議会意見書（平成１３年６月１２日）（要約）（抄）

（法科大学院関係）

Ⅱ 司法制度を支える法曹の在り方

法曹人口の拡大

１．法曹人口の大幅増加

○ 平成16年（2004）年には現行司法試験合格者数1,500人達成を目指す。

○ 平成22年（2010）年ころには新司法試験の合格者数の年間3,000人達成を目指す。

○ おおむね平成30（2018）年ころまでには、実働法曹人口は５万人規模へ。

法曹養成制度の改革

－法科大学院（仮称）を中核とし法学教育・司法試験・司法修習を有機的に連携させた

「プロセス」としての法曹養成制度の整備－

１．法科大学院

○ 法科大学院は法曹養成に特化した実践的な教育を行う学校教育法上の大学院。

○ 法科大学院は平成16（2004）年４月からの学生の受入れを目指す。

○ 法科大学院の標準修業年限は３年とする（短縮型の２年修了を認める。）。

○ 法学部出身でない者や社会人等を一定割合以上入学させる。

○ 法科大学院は、理論と実務の架橋を目指し、その修了者の７～８割程度が新司法試

験に合格できるような充実した教育を行う。

○ 法科大学院の設置認可は広く参入を認める仕組みとする。

○ 適切な機構を設けて法科大学院に対する第三者評価（適格認定）を実施する。

２．司法試験

○ 司法試験は、法科大学院の教育内容を踏まえた新たなものに切り替える。

○ 第三者評価機構による適格認定を受けた法科大学院の修了者は、新司法試験の受験

資格を有する。経済的事情等により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得の途

を確保する。

○ 新司法試験は法科大学院の 初の修了者向けの試験から実施する。移行措置として、

現行司法試験を５年間程度は併行して実施する。

３．司法修習

○ 司法修習は、修習生の増加や法科大学院での教育内容に応じ、実務修習を中核とし

て位置付けつつ、内容を適切に工夫する。
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（別添２）

司法制度改革推進計画（平成１４年３月１９日閣議決定）（抄）

（法科大学院関係）

Ⅲ 司法制度を支える体制の充実強化

第１ 法曹人口の拡大

現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況

にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっ

ているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記

の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成２２年こ

ろには司法試験の合格者数を年間３，０００人程度とすることを目指す。

（略）

これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講

ずることとする。

１ 法曹人口の大幅な増加

現行司法試験の合格者数を、平成１４年に１，２００人程度に、平成１６年に１，５

００人程度に増加させることとし、所要の措置を講ずる。（法務省）

第２ 法曹養成制度の改革

司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的な

法律知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等に加えて、社会や人間関係に対する洞察

力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力、職業倫理等が広く

求められることを踏まえ、法曹養成に特化した教育を行う法科大学院を中核とし、法学

教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を整備することと

し、そのための措置を講ずる。

これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講

ずることとする。

１ 法科大学院

司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、

学校教育法上の大学院としての法科大学院に関する制度を設けることとし、平成１６年

４月からの学生の受入れ開始が可能となるよう、所要の措置を講ずる。（本部及び文部

科学省）
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２ 司法試験

（１）法科大学院の教育内容を踏まえた新たな司法試験を法科大学院の最初の修了者を

対象とする試験から実施することとし（ただし、新司法試験実施後も５年間程度は

併行して現行司法試験を引き続き実施するとともに、経済的事情や既に実社会で十

分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取

得のための適切な途を確保することとする。）、所要の法案を提出するなど所要の措

置を講ずる（法案提出につき平成１４年末までを予定）。（本部）

（２）現行司法試験の合格枠制の実施は、平成１５年までとし、合格枠制の廃止につい

て、所要の法案を提出する（法案提出につき平成１４年末までを予定）。（本部及び

法務省）

３ 司法修習

（１）新司法試験実施後の司法修習が、司法修習生の増加に実効的に対応するとともに、

法科大学院での教育内容をも踏まえ、実務修習を中核として位置付けつつ、修習内

容を適切に工夫して実施されるよう、司法修習の具体的な内容等について、最高裁

における検討状況を踏まえた上で検討を行い、少なくとも主要な事項の枠組みにつ

いて結論を得る。また、併せて、司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。（本

部）

（２）司法研修所の管理・運営について、法曹三者の協働関係を一層強化するとともに、

法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けることに

関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部

設置期限までに、所要の措置を講ずる。（本部）

４ 継続教育

法曹の継続教育に関する態勢を総合的、体系的に整備することとし、逐次、所要の措

置を講ずる。（法務省及び文部科学省）

５ 新たな法曹養成制度の円滑な実施に向けて

法科大学院の設置認可及び第三者評価（適格認定）のための基準について、その内容

を公表し、周知を図ることとし、平成１５年３月までに、所要の措置を講ずる。（本部

及び文部科学省）
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法科大学院の設置基準等について

答申

平成１４年８月５日

中央教育審議会
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法科大学院に係る設置基準の概要

１．定義

 専ら法曹養成のための教育を行う専門職大学院を「法科大学院」として位置付け。

２．標準修業年限

 標準修業年限は３年（法学の基礎を学んだ法学既修者は、２年での修了が可能）。

３．教員

 教員は、高度の教育上の指導能力があると認められる者。

・最低限必要な専任教員数は12人。

・教員資格は、教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を大幅に加味。

・専任教員のうち、概ね２割以上は実務家教員。

４．入学者選抜

 入学者選抜にあたっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努める。

・法学部・法学科以外の出身者及び社会人が３割以上となるよう努力。

 入学者の適性を適確かつ客観的に評価。

５．教育内容・方法

 教育上の目的を達成するため、体系的に教育課程を編成。

 以下の科目群により授業科目を開設。（各々の単位数は大学の創意工夫による）

・ 法律基本科目群 （公法系、民事系、刑事系）

・ 実務基礎科目群 （法曹倫理、法情報調査、法文書作成、模擬裁判など）

・ 基礎法学・隣接科目群（基礎法学、外国法、政治学、法と経済学など）

・ 展開・先端科目群 （独占禁止法、地方自治法、立法政策など）

 教育上の目的を達成するよう、事例研究、現地調査、双方向・多方向の討論・質疑

応答など、適切な方法により授業を実施。

 授業方法・計画、成績評価方法をあらかじめ明示し、厳格な成績評価及び修了認定

を実施。

 教育内容・方法の改善を図るための組織的な取組（ファカルティ・ディベロップメ

ント）を実施。

 授業人数は、少人数を基本。

・特に法律基本科目については、１クラス50人を標準。

 １年間又は１学期の履修科目の登録上限を設定。

・１年につき36単位が標準。

 他の大学院において修得した授業科目の単位を30単位まで法科大学院の単位として

認める。

６．修了要件

 修了要件は「３年以上の在学、93単位以上の取得」。

・法学既修者については、１年以下・30単位以下を短縮することが可能。
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法科大学院の専任教員の配置について

１． 法科大学院の専任教員数については、収容定員数に応じてその配置

すべき人数の最低基準が決められている。（専門職大学院設置基準第４

条・第５条、専門職大学院に関し必要な事項について定める件（告示）

第１条・第２条）

【例】

○ 収容定員120名の場合 ： 12人

○ 収容定員300名の場合 ： 20人

２． 専任教員のうち２割以上の教員は実務経験を有し、かつ、高度の実

務の能力を有する者（いわゆる「実務家専任教員」）を置くこととされ

ている。（専門職大学院に関し必要な事項について定める件（告示）第

２条第３項）

３． これらに従って、法科大学院の総専任教員数は１，６３２名、うち

実務家専任教員数が５３４名となっている。（平成２３年５月１日現在。

文部科学省調べ）
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○専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）（抄）

第二章 教員組織

（教員組織）

第四条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を

置くものとする。

第五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、か

つ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員

を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者

二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者

三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

２ 前項に規定する専任教員は、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）第十

三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）

第九条第一項に規定する教員の数に算入できないものとする。

３ 第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専

攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとす

る。

第六章 法科大学院

（法科大学院の課程）

第十八条 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを

目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。

２ 法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。

３ 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又

は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることがで

きる。

（法科大学院の入学者選抜）

第十九条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところ

により、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。

第二十条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に

評価するものとする。

（他の大学院における授業科目の履修等）

第二十一条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるとこ

ろにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一

項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修

得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位

を超えてみなすことができる。

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育

における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するも

のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学

大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場

合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

（入学前の既修得単位等の認定）

第二十二条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学す

る前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修

得した単位を含む。）を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。
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２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場

合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二

項の規定にかかわらず、前条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規

定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位（同

条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないもの

とする。

（法科大学院の課程の修了要件）

第二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学

院に三年（三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分に

あっては、当該標準修業年限）以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。

（法科大学院における在学期間の短縮）

第二十四条 法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前

に修得した単位（学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得し

たものに限る。）を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単

位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位

数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定

める期間在学したものとみなすことができる。

（法学既修者）

第二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を

有すると認める者（以下「法学既修者」という。）に関しては、第二十三条に規定する

在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に

規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得

したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件

とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなす

ことができる。

２ 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前

条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。

３ 第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数

（第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。）は、第二十一条

第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第二十二条第一項の規定によ

り修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位（第二十一条第一項ただし書の規定

により三十単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。
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○ 専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成15年文部科学省告示第53号）

（抄）

（専攻ごとに置くものとする専任教員の数）

第一条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号（大学院

に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件）の別表第一及び別表第二に定

める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数（小数点以下の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修

士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示

の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四

分の三を乗じて算出される収容定員の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り

捨てる。）につき一人の専任教員を置くものとする。

２ 前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について

一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。

３ 第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則と

して教授でなければならない。

４～６ （略）

（専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員）

第二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三

割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務

の能力を有する者とする。

２ 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数（小数

点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。）の範囲内については、専任教員以

外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成

その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。

３ 法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」

とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。

４ 法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能

力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるも

のとする。

５～６ （略）

（法科大学院の入学者選抜）

第三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は

実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。

２ 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者

の選抜の実施状況を公表するものとする。

（法科大学院の収容定員）

第四条 法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収

容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。

（法科大学院の教育課程）

第五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一 法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関す

る分野の科目をいう。）

二 法律実務基礎科目（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な

分野の科目をいう。）

三 基礎法学・隣接科目（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目を

いう。）

四 展開・先端科目（先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野

の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。）

２ 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授

-59-

【５】



業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。

（法科大学院の授業を行う学生数）

第六条 法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とするこ

とを基本とする。

２ 前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うもの

とする

（法科大学院の履修科目の登録の上限）

第七条 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年

につき三十六単位を標準として定めるものとする。

-60-

【５】



大　　　学　　　数

　　　総計　　　　73　大学 4,261人      

　　　国立　　　　23　大学 1,336人      
　　　公立          2　大学 112人      
　　　私立　　　　48　大学 2,813人      

区 分 　大　学　院　名  研究科・専攻名  開設年度
人

1 国  立  北海道大学大学院  法学研究科　法律実務専攻 80 平成16年度
2 国  立  東北大学大学院  法学研究科　総合法制専攻 80 平成16年度
3 国  立  筑波大学大学院  ﾋﾞｼﾞﾈｽ科学研究科　法曹専攻 36 平成17年度
4 国  立  千葉大学大学院  専門法務研究科　法務専攻 40 平成16年度
5 国  立  東京大学大学院  法学政治学研究科　法曹養成専攻 240 平成16年度
6 国  立  一橋大学大学院  法学研究科　法務専攻 85 平成16年度
7 国  立  横浜国立大学大学院  国際社会科学研究科　法曹実務専攻 40 平成16年度
8 国  立  新潟大学大学院  実務法学研究科　実務法学専攻 20 平成16年度
9 国  立  金沢大学大学院  法務研究科　法務専攻 25 平成16年度

10 国  立  信州大学大学院  法曹法務研究科　法曹法務専攻 18 平成17年度
11 国  立  静岡大学大学院  法務研究科　法務専攻 20 平成17年度
12 国  立  名古屋大学大学院  法学研究科　実務法曹養成専攻 70 平成16年度
13 国  立  京都大学大学院  法学研究科　法曹養成専攻 160 平成16年度
14 国  立  大阪大学大学院  高等司法研究科　法務専攻 80 平成16年度
15 国  立  神戸大学大学院  法学研究科　実務法律専攻 80 平成16年度
16 国  立  島根大学大学院  法務研究科　法曹養成専攻 20 平成16年度
17 国  立  岡山大学大学院  法務研究科　法務専攻 45 平成16年度
18 国  立  広島大学大学院  法務研究科　法務専攻 48 平成16年度

20 国  立  九州大学大学院  法務学府　実務法学専攻 70 平成16年度
21 国  立  熊本大学大学院  法曹養成研究科　法曹養成専攻 22 平成16年度
22 国  立  鹿児島大学大学院  司法政策研究科　法曹実務専攻 15 平成16年度
23 国  立  琉球大学大学院  法務研究科　法務専攻 22 平成16年度

国立計 ２３大学 　 1,336 人
24 公  立  首都大学東京大学院  社会科学研究科  法曹養成専攻 52 平成16年度
25 公  立  大阪市立大学大学院  法学研究科  法曹養成専攻 60 平成16年度

公立計 ２大学 112 人
26 私　立  北海学園大学大学院  法務研究科　法務専攻 25 平成17年度
27 私　立  東北学院大学大学院  法務研究科  法実務専攻  30 平成16年度
28 私　立  白鷗大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　 20 平成16年度
29 私　立  大宮法科大学院大学  法務研究科  法務専攻      平成16年度
30 私　立  獨協大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻 30 平成16年度
31 私　立  駿河台大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻      平成16年度
32 私　立  青山学院大学大学院  法務研究科　法務専攻　       50 平成16年度
33 私　立  学習院大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　  50 平成16年度
34 私　立  慶應義塾大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　  230 平成16年度
35 私　立  國學院大学大学院  法務研究科  法務職専攻       30 平成16年度
36 私　立  駒澤大学大学院  法曹養成研究科  法曹養成専攻   36 平成16年度
37 私　立  上智大学大学院  法学研究科　法曹養成専攻　　　　　 90 平成16年度
38 私　立  成蹊大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　　　 45 平成16年度
39 私　立  専修大学大学院  法務研究科　法務専攻 55 平成16年度
40 私　立  創価大学大学院  法務研究科　法務専攻                 35 平成16年度

19 国　立
 香川大学・愛媛大学連合法務研究科
法務専攻

20 香川大学・愛媛大学大学院（連合） 平成16年度

入学定員

募集停止

募集停止

入　学　定　員

法　科　大　学　院　一　覧
（平成25年度）

【６】
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区 分 　大　学　院　名  研究科・専攻名  開設年度入学定員

41 私　立  大東文化大学大学院  法務研究科  法務専攻                 40 平成16年度
42 私　立  中央大学大学院  法務研究科  法務専攻            270 平成16年度
43 私　立  東海大学大学院 実務法学研究科  実務法律学専攻      30 平成16年度
44 私　立  東洋大学大学院  法務研究科  法務専攻            40 平成16年度
45 私　立  日本大学大学院  法務研究科  法務専攻            80 平成16年度
46 私　立  法政大学大学院  法務研究科  法務専攻            80 平成16年度
47 私　立  明治大学大学院  法務研究科  法務専攻             170 平成16年度
48 私　立  明治学院大学大学院  法務職研究科　法務専攻  　　　　 平成16年度
49 私　立  立教大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　 65 平成16年度
50 私　立  早稲田大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　 270 平成16年度
51 私　立  神奈川大学大学院  法務研究科  法務専攻               25 平成16年度
52 私　立  関東学院大学大学院  法務研究科  実務法学専攻　　　　  25 平成16年度
53 私　立  桐蔭横浜大学大学院  法務研究科  法務専攻               50 平成16年度
54 私　立  山梨学院大学大学院  法務研究科  法務専攻　　           30 平成16年度
55 私　立  愛知大学大学院  法務研究科  法務専攻　　           30 平成16年度
56 私　立  愛知学院大学大学院  法務研究科　法務専攻 25 平成17年度
57 私　立  中京大学大学院  法務研究科  法務専攻                25 平成16年度
58 私　立  南山大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　　 　　　 40 平成16年度
59 私　立  名城大学大学院  法務研究科  法務専攻      　　　　　 40 平成16年度
60 私　立  京都産業大学大学院  法務研究科  法務専攻                 32 平成16年度
61 私　立  同志社大学大学院  司法研究科  法務専攻                120 平成16年度
62 私　立  立命館大学大学院  法務研究科　法曹養成専攻　　　　　 130 平成16年度
63 私　立  龍谷大学大学院  法務研究科　法務専攻 25 平成17年度
64 私　立  大阪学院大学大学院  法務研究科  法務専攻 　     30 平成16年度
65 私　立  関西大学大学院  法務研究科  法曹養成専攻    100 平成16年度
66 私　立  近畿大学大学院  法務研究科  法務専攻          40 平成16年度
67 私　立  関西学院大学大学院  司法研究科　法務専攻 　　 　　 100 平成16年度
68 私　立  甲南大学大学院  法学研究科  法務専攻　　　　　 50 平成16年度
69 私　立  神戸学院大学大学院  実務法学研究科  実務法学専攻      平成16年度
70 私　立  姫路獨協大学大学院  法務研究科  法務専攻                  平成16年度
71 私　立  広島修道大学大学院  法務研究科  法務専攻               30 平成16年度
72 私　立  久留米大学大学院  法務研究科  法務専攻               30 平成16年度
73 私　立  西南学院大学大学院  法務研究科  法曹養成専攻  　     35 平成16年度
74 私　立  福岡大学大学院  法曹実務研究科  法務専攻　 30 平成16年度

私立計 ４８大学 2,813 人

合　 計 ７３大学 4,261 人

廃止
募集停止

募集停止

【６】
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【参考】法科大学院の設置状況

★
【北海道】
北海道８０
北海学園２５

【長崎県】 【佐賀県】

【熊本県】
熊本２２

【大分県】

【鹿児島県】
鹿児島１５

【宮崎県】

★
【福岡県】

九州７０ 久留米３０
西南学院３５ 福岡３０

【沖縄県】
琉球２２

【山形県】

★
【宮城県】
東北
８０

東北学院
３０

【福島県】

【栃木県】
白鷗２０

【茨城県】

【群馬県】

【埼玉県】
大宮法科

ー
獨協
３０

【千葉県】
千葉４０

★
【東京都】

筑波３６ 東京２４０
一橋８５ 首都大５２

駿河台ー
青山学院５０

学習院５０ 慶應２３０
國學院３０ 駒澤３６
上智９０ 成蹊４５
専修５５ 創価３５

大東文化４０
中央２７０ 東海３０
東洋４０ 日本８０
法政８０ 明治１７０
明治学院ー 立教６５

早稲田２７０

【神奈川県】
横浜国立４０
神奈川２５
関東学院２５
桐蔭横浜５０

【山梨県】
山梨学院

３０

【新潟県】
新潟２０

【青森県】

【長野県】
信州１８

【石川県】
金沢２５ 【富山県】

【福井県】

【静岡県】
静岡２０

【岐阜県】

★
【愛知県】
名古屋
７０

愛知３０
愛知学院

２５
中京２５
南山４０
名城４０

【三重県】

【京都府】
京都
１６０

京都産業
３２

同志社
１２０
立命館
１３０

龍谷２５

【滋賀県】

★
【大阪府】
大阪
８０

大阪市立
６０

大阪学院
３０
関西
１００

近畿４０

【奈良県】

【和歌山
県】

【鳥取県】

【島根県】
島根２０

【岡山県】
岡山４５

【兵庫県】
神戸
８０

関西学院
１００

甲南５０
神戸学院

ー
姫路獨協

ー

【山口県】

★
【広島県】
広島４８
広島修道

３０

【秋田県】 【岩手県】

【愛媛県】
愛媛

★
【香川県】

香川

【高知県】 【徳島県】

連合２０

【北海道】 【東北】

【関東】

【甲信越】

【北陸】

【中国】

【四国】

【近畿】
【東海】

【沖縄】

★：高等裁判所のある
都道府県

件数 定員

国立 ２３ １，３３６

公立 ２ １１２

私立 ４８ ２，８１３

計 ７３ ４，２６１

総括表 平成２５年度現在

【九州】

※ 姫路獨協大学は平成２５年度より廃止
※大宮法科大学院大学・駿河台大学・明治学院大学・
神戸学院大学は平成２５年度より募集停止

※ 大宮法科大学院大学は、平成２５年度に桐蔭
横浜大学に統合予定

【７】
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法科大学院の入学定員の推移

平成２５年４月１日現在

年 度 学校数 入学定員 増 減 備 考

平成１６年度 ６８校 ５，５９０人 － －

平成１７年度 ７４校 ５，８２５人 ２３５人 【新規開設】（ ）は入学定員

筑波大学（４０人）

信州大学（４０人）

静岡大学（３０人）

北海学園大学（３０人）

愛知学院大学（３５人）

龍谷大学（６０人）

平成１８年度 ７４校 ５，８２５人 － －

平成１９年度 ７４校 ５，８２５人 － －

平成２０年度 ７４校 ５，７９５人 △３０人 【入学定員削減】

関東学院大学（６０→３０人）

平成２１年度 ７４校 ５，７６５人 △３０人 【入学定員削減】

福岡大学（５０→３０人）

姫路獨協大学（４０→３０人）

平成２２年度 ７４校 ４，９０９人 △８５６人 【入学定員削減】

５３校：別紙参照

平成２３年度 ７４校 ４，５７１人 △３３８人 【入学定員削減】

２３校：別紙参照

平成２４年度 ７４校 ４，４８４人 △８７人 【入学定員削減】

８校：別紙参照

平成２５年度 ７３校 ４，２６１人 △２２３人 【入学定員削減】

９校：別紙参照

【８】
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別紙

平成２５年４月１日現在

No 大学名 H25 H24 H23  H22  H21 備考 No 大学名 H25 H24 H23  H22  H21 備考

1 北海道大学 80 80 80 80 100 39 専修大学 55 55 55 60 60

2 東北大学 80 80 80 80 100 40 創価大学 35 35 35 35 50

3 筑波大学 36 36 36 36 40 41 大東文化大学 40 40 40 40 50

4 千葉大学 40 40 40 40 50 42 中央大学 270 270 270 300 300

5 東京大学 240 240 240 240 300 43 東海大学 30 30 30 40 50

6 一橋大学 85 85 85 85 100 44 東洋大学 40 40 40 40 50

7 横浜国立大学 40 40 40 40 50 45 日本大学 80 80 80 100 100

8 新潟大学 20 35 35 35 60 46 法政大学 80 80 80 100 100

9 金沢大学 25 25 25 25 40 47 明治大学 170 170 170 170 200

10 信州大学 18 18 18 18 40 48 明治学院大学 募集停止 40 60 60 80

11 静岡大学 20 20 20 20 30 49 立教大学 65 65 65 70 70

12 名古屋大学 70 70 70 70 80 50 早稲田大学 270 270 270 300 300

13 京都大学 160 160 160 160 200 51 神奈川大学 25 35 35 35 50

14 大阪大学 80 80 80 80 100 52 関東学院大学 25 25 30 30 30
平成20年度に
60→30に削減

15 神戸大学 80 80 80 80 100 53 桐蔭横浜大学 50 50 60 60 70

16 島根大学 20 20 20 20 30 54 山梨学院大学 30 35 35 35 40

17 岡山大学 45 45 45 45 60 55 愛知大学 30 30 30 40 40

18 広島大学 48 48 48 48 60 56 愛知学院大学　 25 25 25 35 35

19 香川大学 20 20 20 20 30 57 中京大学 25 25 25 30 30

20 九州大学 70 80 80 80 100 58 南山大学 40 40 40 50 50

21 熊本大学 22 22 22 22 30 59 名城大学 40 40 40 40 50

22 鹿児島大学 15 15 15 15 30 60 京都産業大学 32 32 40 40 60

23 琉球大学 22 22 22 22 30 61 同志社大学 120 120 120 120 150

24 首都大学東京 52 52 52 65 65 62 立命館大学 130 130 130 150 150

25 大阪市立大学 60 60 60 60 75 63 龍谷大学 25 25 25 30 60

26 北海学園大学 25 25 25 30 30 64 大阪学院大学 30 30 30 45 50

27 東北学院大学 30 30 30 30 50 65 関西大学 100 100 100 130 130

28 白鷗大学 20 20 25 25 30 66 近畿大学 40 40 40 40 60

29 大宮法科大学院大学 募集停止 50 70 70 100 67 関西学院大学 100 100 100 125 125

30 獨協大学 30 30 40 40 50 68 甲南大学 50 50 50 50 60

31 駿河台大学 募集停止 48 48 48 60 69 神戸学院大学 募集停止 35 35 35 60

32 青山学院大学 50 50 50 50 60 70 姫路獨協大学 廃止 募集停止 募集停止 20 30
平成21年度に
40→30に削減

33 学習院大学 50 50 50 50 65 71 広島修道大学 30 30 30 30 50

34 慶應義塾大学 230 230 230 260 260 72 久留米大学 30 30 30 30 40

35 國學院大學 30 40 40 40 50 73 西南学院大学 35 35 35 35 50

36 駒澤大学 36 36 45 50 50 74 福岡大学 30 30 30 30 30
平成21年度に
50→30に削減

37 上智大学 90 90 90 100 100 4,261 4,484 4,571 4,909 5,765 ―

38 成蹊大学 45 45 45 50 50

計（平均）

各法科大学院における入学定員見直し状況

【８】
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法科大学院の認証評価について

制度の概要

・ 認証評価機関は、法科大学院の教育課程や教員組織等の教育研究活動の状

況について評価（５年以内ごと）を行い、評価基準に適合しているか否かの

認定（「適格認定」）を行う。

・ 大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択。

文部科学大臣による認証評価機関の認証

・ 認証評価機関として必要な評価の基準・方法・体制等についての一定の基

準（認証基準）を、省令により規定。

・ 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣に申請の上、中央教育審

議会の審議を経て、文部科学大臣より認証を受ける。

・ その際、認証評価機関になろうとする者は、当該団体が行う評価基準につ

いても、あらかじめ詳細を明示した上で、審議・認証を受ける。

法科大学院を対象とした認証評価機関

（財）日弁連法務研究財団（平成１６年８月３１日認証）

（独）大学評価・学位授与機構（平成１７年１月１４日認証）

（財）大学基準協会（平成１９年２月１６日認証）

その他

法科大学院における認証評価については、法科大学院の教育と司法試験等と

の連携等に関する法律（平成１４年法律第１３９号）において、

① 評価結果について、文部科学大臣から法務大臣に通知すること

② 適格認定を受けられなかった法科大学院に対し、文部科学大臣から報告

または資料の提出を求めること

などが定められている。

【９】

-67-



【参考】

○ 法科大学院の認証評価受審状況

＜第1サイクル（平成16年度～平成21年度＞

（ ）は不適格となった大学数

平成２５年３月３１日現在

日弁連法務 大学評価・ 大学基準 合 計

研究財団 学位授与機構 協会

平成１８年度 ２（ ０） － － ２（ ０）

平成１９年度 １１（ １） ９（ ４） ２（ ０） ２２（ ５）

平成２０年度 １４（ ６） １６（ ２） １４（ ９） ４４（１７）

平成２１年度 １（ ０） ３（ １） ２（ １） ７（ ２）

合 計 ２８（ ７） ２８（ ７） １８（１０） ７４（２４注）

※ 京都産業大学は平成２０年度及び平成２１年度に受審（上記の表では平成２０年度の評価

結果のみ記載）。

注 大学評価・学位授与機構はH16年度、大学基準協会はH22年度、日弁連法務研究財団はH23

年度より、適格認定を受けられなかった場合の追評価を実施しており、12校は追評価によ

り適格認定を受けている。

＜第２サイクル（平成22年度～）＞

（ ）は不適格となった大学数

平成２５年３月３１日現在

日弁連法務 大学評価・ 大学基準 合 計

研究財団 学位授与機構 協会

平成２３年度 ２（ ０） １（ ０） － ３（ ０）

平成２４年度 ９（ １） ９（ ０） ２（ ０） ２０（ １）

【９】
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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

（平成14年法律第139号）（抄）

（法科大学院の適格認定等）

第五条 文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況（以

下単に「教育研究活動の状況」という。）についての評価を行う者の認証の基準に係る

学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院

に係る同法第百九条第四項に規定する大学評価基準（以下この条において「法科大学院

評価基準」という。）の内容が法曹養成の基本理念（これを踏まえて定められる法科大

学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。）を踏まえたものとなるように意を

用いなければならない。

２ 学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関（以下この条において単に「認証

評価機関」という。）が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の

規定による認証評価（第四項において単に「認証評価」という。）においては、当該法

科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をし

なければならない。

３ 大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準

に適合している旨の認証評価機関の認定（第五項において「適格認定」という。）を受

けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。

４ 文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評

価機関から学校教育法第百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅

滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。

５ 文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格

認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状

況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。
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法科大学院に係る認証評価の見直しに関する留意事項

平成２２年３月１２日

中央教育審議会大学分科会

法科大学院特別委員会

中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会は，平成２１年４月１７日にとりまと

めた「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報告）」（以下「特別委員会

報告」という。）の提言及び平成２２年３月の学校教育法第百十条第二項に規定する基準

を適用するに際して必要な細目を定める省令（平成１６年文部科学省令第７号）の一部改

正などによる，認証評価機関の定める法科大学院の認証評価を行うための基準の見直しに

関して，各認証評価機関に対し，次の事項に留意されるよう求めたい。

１．認証評価項目の改正関係（第４条第１項第１号）

（１）「イ 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。」

認証評価を受ける法科大学院（以下「受審法科大学院」という。）が，特別委員会

報告において積極的に情報提供を行うべき事項として例示された事項などの基本的な

情報について，法科大学院案内，入学者募集要項やホームページなどを通じて，自ら

主体的に入学希望者をはじめとする社会一般に対して提供しているかを評価すること

が求められる。

（２）「ロ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保及び適性の適確かつ客観

的な評価に関すること。」

受審法科大学院が，入学者選抜における競争的な環境を整え，入学者の質を確保す

るよう取り組んでいるかを評価する必要がある。

その際，法科大学院適性試験について，実施機関により総受験者数や得点分布状況

などを考慮した，法科大学院への入学に最低限必要と考えられる点数の基準が公表さ

れた場合には，受審法科大学院において当該基準が適切に活用されているかを評価す

ることが求められる。

特に，受審法科大学院の実施する入学者選抜において，社会人を含めたすべての受

験者に対し，当該基準が等しく適用されているかを確認する必要がある。

-71-

【１１】



- 2 -

（３）「ハ 専任教員の適切な配置その他の教員組織に関すること。」

受審法科大学院が，専任教員について，法律基本科目をはじめとした教育上主要な

科目において，その年齢構成にも配慮しながら，十分な教育研究上の業績や実務上の

実績及び教育を担当する能力を有する者を確保し，適切に配置しているかを評価する

ことが求められる。

（４）「ホ 教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の体系的

な教育課程の編成に関すること。」

受審法科大学院が，法科大学院修了者の共通的な到達目標が策定された場合には，

当該目標を踏まえて，必要な教育課程の編成や適切な学修指導を実施しているかを評

価することが求められる。

特に，受審法科大学院が，司法試験の解答の作成方法に傾斜した技術的教育などの

司法試験の受験指導に過度に偏した教育や、法律基本科目や司法試験の選択科目とな

っている一部の授業科目に偏した教育を行っていないかを評価することが求められ

る。

（５）「ト 授業の方法に関すること。」

受審法科大学院において，双方向・多方向的な授業方法を基本とした適切な授業方

法により，教育が実施されているかを評価することが求められる。

（６）「チ 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関

すること。」

受審法科大学院において，ＧＰＡ制度の活用などによる厳格な成績評価・修了認定

が実施されているかを評価することが求められる。

その際，ＧＰＡ制度や進級制度の導入状況について形式的に評価するのではなく，

受審法科大学院において当該制度が実質的に機能し，厳格な成績評価・修了認定が実

施されているかを評価することが重要である。

また，法科大学院修了者の共通的な到達目標が策定された場合には，受審法科大学

院が，在籍する法科大学院生の当該目標の達成度について，厳格な成績評価・修了認

定により適切に評価しているかを評価することが期待される。

（７）「リ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施

に関すること。」
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受審法科大学院において，適切なファカルティ・ディベロップメント（教員の職能

開発）が実施されるとともに，その充実が図られているかを評価することが求められ

る。

（８）「ヌ 学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位

数の上限の設定に関すること。」

履修登録単位の上限の設定については，特別委員会報告において，引き続き３６単

位を標準とする考え方を維持しつつも，法学未修者教育の充実の観点から，各法科大

学院の判断により法学未修者１年次については，配当する法律基本科目を６単位増加

させ，最大４２単位とすることを認めると提言されており，認証評価においては，当

該提言を踏まえた評価を実施することが求められる。

法学未修者１年次における当該増加単位は，あくまで法律基本科目に係る学修を補

完することを目的としていることを踏まえ，受審法科大学院において，司法試験の受

験対策が実施されていないか，過剰な学修範囲の拡大などにより法科大学院生の自学

自修を妨げられる結果となっていないかなどを評価することが求められる。

（９）「ル 専門職大学院設置基準第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定

に関すること。」

受審法科大学院の実施する法学既修者認定試験の内容が，認定により修得したもの

とみなす科目に対応して適切に実施されているかを評価する必要がある。

（10）「カ 法科大学院の課程を修了した者の進路（司法試験の合格状況を含む。）

に関すること。」

法曹養成の中核的機関という法科大学院の設置目的にかんがみ，司法試験の合格状

況などを含む，法科大学院修了者の進路について評価することが求められる。

法科大学院修了者の進路については，司法試験の合格状況や法曹三者（裁判官，検

察官，弁護士）への進路のみではなく，受審法科大学院の掲げる人材育成の目標を踏

まえた，企業や官公庁などの多様な職域への進路を含むものであることに留意する必

要がある。

特に，司法試験の合格状況については，単に司法試験合格率などの数値的指標のみ

で判断するのではなく，合格状況の分析やその改善に向けた教育内容・教育体制の見

直しが適切に実施されているかなど，法科大学院の取組について総合的に評価される

必要がある。
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また，法科大学院修了者の進路については，本人が進路に関する情報を提供しない

場合や本人との連絡が取れない場合があるなど，全員の把握が難しい現状にあると考

えられるが，各法科大学院においては可能な限りにおいてその把握に努めることが求

められる。よって，法科大学院修了者の進路の評価にあたっては，単に把握状況につ

いての数値的指標のみで判断するのではなく，受審法科大学院において把握のための

適切な取組が行われているかどうかをあわせてを評価する必要がある。

２．評価方法関係（第４条第１項第２号）

「評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が法科

大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 （平成十四年法律第百三十

九号）第二条に規定する法曹養成の基本理念を踏まえて特に重要と認める事項

の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものその他の同法第五条第二項に規

定する認定を適確に行うに足りるものであること。」

「特に重要と認める事項」（特別委員会報告における「重点評価項目」）については，

特別委員会報告で例示された項目※を踏まえて設定されることが期待される。また，そ

れ以外についても，各認証評価機関の判断で，必要と思われる項目を付加することも考

えられる。

※ 特別委員会報告において提言された「特に重要と認める事項」（重点評価項目）の例

・入学者の質（適性試験の状況（入学最低基準の運用状況など），競争倍率等の入学者選抜状

況など）

・修了者の質（教育課程の編成の状況（授業科目間のバランス，共通的な到達目標の達成状況

など），厳格な成績評価の実施状況，司法試験の合格状況など）

・教育体制の確保（教員の教育研究上の業績・能力，適正な入学定員の規模など）

「特に重要と認める事項」として設定されていない項目についても，適格認定にあた

っての総合的な判定の要素として考慮することを可能とする必要がある。

明白かつ重大な法令違反については，適格認定にあたっての重要な判断要素であり，

これについては，「特に重要と認める事項」に当たるか否かにかかわらず，評価結果の

中で適切に取り扱われる必要がある。
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 1

はじめに 

 

１．法科大学院特別委員会においては，法科大学院修了者の質が十分ではないとの指

摘が一部でなされ，法科大学院の教育の在り方についても問われる中で，認証評価

機関による評価の結果，各法科大学院に対する実態調査，関係機関の見解等の検討

や法曹関係者からのヒアリングなどを行い，現状の正確な把握に努め，以下のよう

な認識に至った。 

 

（１）新しい法科大学院制度を総体としてみれば，司法制度改革で期待されている役

割を果たすため，多くの法科大学院において理論と実務を架橋する教育課程の整

備が着実に進み，法科大学院を修了した司法修習生の素質・能力も司法修習生の

指導に携わる関係者からは，全般的に従来に比べて遜色はないばかりか，以下の

ような優れた点が見られるとの評価がなされている。 

  ① 自発的・積極的な学修意欲が高いこと 

  ② 学修のための方法論を身に付け，判例や文献等の法情報調査能力が高いこと 

  ③ コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力に優れていること 

  ④ 法曹倫理の学修等を通じて法曹の果たすべき社会的使命についての確かな

理解を得るに至っていること 

  ⑤ 法律基本科目だけでなく，実務に有用な知的財産法，経済法など多様な分野

についての学識を有していること 

 

（２）しかしながら，法科大学院についての認証評価の結果や司法修習生考試の結果

などを踏まえると，法科大学院における教育の実施状況や法科大学院修了者の一

部について，以下のような問題点が認められ，これらの速やかな改善が必要とさ

れている。 

  ① 基本分野の法律に関する基礎的な理解や法的思考能力が十分身に付いてい

ない修了者が一部に見られること 

  ② 論理的表現能力の不十分な修了者が一部に見られること 

  ③ 各法科大学院における法律実務基礎教育の内容が不統一であること 

 

２．このため，本特別委員会においては，法科大学院における教育の質の一層の向上

を図るため，法科大学院における教育の質の保証の在り方について，法曹関係者を含

めた幅広い関係者の参画を得て，ワーキング・グループを設置し，集中的に審議を進

め，以下のような改善方策をとりまとめた。 
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第１ 入学者の質と多様性の確保 

１．競争性の確保 

２．適性試験の改善 

３．法学既修者認定の厳格化 

４．多様な人材の確保 

 

第２ 修了者の質の保証 

１．共通的な到達目標の設定と達成度評価方法 

２．教育内容の充実と厳格な成績評価・修了認定の徹底 

３．司法試験との関係 

 

第３ 教育体制の充実 

１．質の高い専任教員の確保 

２．入学定員の見直しと法科大学院の教育課程の共同実施・統合等の促進 

３．教員養成体制の構築 

４．教員の教育能力の向上 

 

第４ 質を重視した評価システムの構築 

１．教育水準と教員の質に重点を置いた認証評価 

２．積極的な情報公開の促進 

    ３．フォローアップ体制の構築 

 

 

３．今後，引き続き，法科大学院における共通的な到達目標の策定に向けて，審議を

継続していくとともに，本報告に基づく各法科大学院における改善計画及びその履

行状況について，適切なフォローアップを行っていくこととしている。 

 

４．本特別委員会としても，法科大学院関係者においては，この改善の方向を真摯に

受け止め，法科大学院における教育の質の一層の向上に，ただちに取り組むことを強

く要望したい。 

 

５．文部科学省においては，法務省をはじめ関係機関と連携を図りながら，この改善

方策を踏まえて，各法科大学院の現状と今後の改善計画について把握し，必要な改

善を推進していくことが望まれる。 
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 3

第１ 入学者の質と多様性の確保 

 

１．競争性の確保 

○ 現時点で，競争倍率（受験者数/合格者数）が２倍を下回っているなど，競争性の

確保が困難になっている法科大学院については，質の高い入学者を確保するため，

早急に入学定員の見直しなど，競争的な環境を整えることが不可欠である。 

〈入学者選抜の状況〉 

法科大学院の入学者選抜における志願者数は，法科大学院を創設した平成 16 年度の

72,800 人を除き，平成 17 年度～19 年度においては４万人台で推移したが，毎年，減

少傾向にあり，平成 20 年度は４万人台を割っている。平成 19 年度と比較して平成 20

年度は 5,652 人減となっている。 

平均志願倍率は，平成 16 年度の 13 倍を除き，平成 17 年度～20 年度においては７倍 

前後で推移しており，３倍を割っている法科大学院が 13 校に達している。 

現在，74 校の法科大学院（国立 23 校・公立２校・私立 49 校）が設置され，平成 20

年度の入学定員の総計は 5,795 人であるが，定員過欠員の状況は，平成 16 年度（177

名超過）を除き，入学定員に対して入学者数が下回る状態が続き，平成 20 年度では 388

名（46 法科大学院）の欠員が生じている。このうち，平成 19 年度及び 20 年度の２ヶ

年連続で入学者数が入学定員に満たない法科大学院は 28 校あり，そのうち入学定員の

８割を満たしていない法科大学院が 10 校ある。 

 

〈競争性の確保〉 

企業の雇用動向，司法試験の合格率や法曹有資格者の就職状況等の状況の変化にも

よるが，法科大学院の入学志願者数は，今後，ほぼ一定の水準で推移していくものと

見込まれる。 

各法科大学院は，それぞれ魅力あるものとなるよう切磋琢磨し，自らの活動に関す

る情報を社会に対して積極的に発信するとともに，入学者選抜の工夫等を通じて，志

願者の確保に努めていく必要がある。 

特に，競争倍率（受験者数/合格者数）が２倍を下回る状況は，入学者選抜における

選抜機能が十分に働いているとはいえず，現時点で，このような状況にある法科大学

院については，質の高い入学者を確保するため，早急に入学定員を見直すなど，競争

的な環境を整えることが不可欠である。 
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２．適性試験の改善 

○ 適性試験は，法科大学院入学時に，高度専門職業人として備えるべき不可欠の資

質・能力を測るものでもあるため，法科大学院の入学者選抜においては，適性試験

を重要な判定資料として活用することが求められる。 

○ 適性試験を課している制度趣旨を無意味にするような著しく低い点数の者を入学

させないよう，統一的な入学最低基準点を設定する必要がある。 

○ 統一的な入学最低基準点については，総受験者の下位から 15％程度の人数を目安

として，適性試験実施機関が，毎年の総受験者数や得点分布状況などを考慮しなが

ら，当該年度の具体的な基準点を設定すべきである。 

○ 認証評価において，各法科大学院における入学者の適性試験の得点状況を調査し，

当該年度の入学最低基準点に照らして適切に運用されているか否かを評価すること

が必要である。 

○ 適性試験は，すべての法科大学院において有効に活用されるよう，適切な内容・

方法について更なる改善が図られる必要がある。 

○ 適性試験の公平かつ安定的な実施を図るため，法科大学院関係者の主体的な参画

のもとに，適性試験の統一化が図られる必要がある。 

〈適性試験の在り方〉 

法科大学院の入学者選抜では，適性試験，小論文，面接などの総合判定で合否が決

定されているが，適性試験の成績と法科大学院の成績の間に強い相関関係は認められ

ないため，年々，適性試験の成績の配点の比重を下げる法科大学院が増えている。 

適性試験は，法科大学院入学時に，法科大学院における学修の前提として要求され

る法律以外の能力を測るものであり，法律そのものの試験ではないので，必ずしも法

科大学院の成績や司法試験の成績と相関関係が強くないが，そこで測定される一定程

度の判断力・思考力・分析力・表現力等は高度専門職業人として備えるべき資質・能

力である。このため，法科大学院の入学者選抜においては，他の成績と合わせた総合

判定の考慮要素の一つとして，または，もっぱら入学 低基準点として，適性試験を

重要な判定資料として活用することが求められる。 

 

〈適性試験の統一的な入学最低基準点〉 

適性試験の得点も含む総合判定方式で合否を決定する場合であっても，適性試験を

課している制度趣旨を無意味にするような著しく低い点数の者を入学させないよう，

統一的な入学 低基準点を設定する必要がある。 

統一的な入学 低基準点については，総受験者の下位から 15％程度の人数を目安と

して，適性試験実施機関において，毎年の総受験者数，平均点，得点分布状況や標準

偏差など諸要素を考慮しながら，当該年度の具体的な基準点が設定されるべきである。

この目安については，将来的に，受験者の状況等を踏まえながら，適切な時期に再度

の検証をすることが求められる。 
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認証評価において，各法科大学院における入学者の適性試験の得点状況を調査し，

当該年度の入学 低基準点に照らして適切に運用されているか否かを評価することが

必要である。 

このような適性試験の運用の厳格化に伴って，適性試験の年複数回の実施などの工

夫により，法科大学院の入学希望者に幅広い受験機会を付与することを確保するとと

もに，将来的には，各年の試験の難易度を調整し，試験結果の複数年の利用について

も検討することが望まれる。 

各法科大学院においては，入学者の適性試験の平均点や 低点などの状況を公表し，

入学希望者や社会に対して適切に情報を提供することが求められる。 

 

〈適性試験の内容等の改善〉 

 適性試験は，多様な経歴を有する者について，法科大学院における学修の前提とし

て要求される判断力・思考力・分析力・表現力等の資質・能力を測る共通の方法とし

て，すべての法科大学院において有効かつ適正に活用されるよう，その内容・方法に

ついて更なる改善が図られる必要がある。 

その際，受験技術のトレーニングを積んだ者が対応しやすい試験となっているので 

はないかとの指摘もある中で，基本的な能力を問う多肢選択方式を基本とし，受験技

術等による安易な対策が図りにくい試験となるよう配慮されるべきである。 

なお，適性試験は，現在，大学入試センター及び日弁連法務研究財団の２機関でそ

れぞれ実施されているが，適性試験の一層の公正かつ安定的な実施を図るため，それ

を用いて入学者選抜を行う法科大学院関係者の主体的な参画のもとに，その統一化が

図られる必要がある。そのためには，法科大学院関係者と適性試験実施機関（大学入

試センター及び日弁連法務研究財団）との間で，早急に，その統一化の検討が進めら

れることが望まれる。 

また，表現力の評価について，日弁連法務研究財団においては，論文試験として実

施しているが，その評価は各法科大学院に委ねており，大学入試センターの適性試験

においては，文章の並べ替え等の多肢選択式試験をもって表現力の評価を実施してい

る。表現力を適切に評価するための統一的な実施・採点体制の構築は，多大な人的負

担を伴うため，大学入試センターの適性試験にある多肢選択式試験及び日弁連法務研

究財団で実施されている各法科大学院に評価を委ねる論文試験の組み合わせの在り方

について，統一後の適性試験実施機関において検討することが必要である。 
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３．法学既修者認定の厳格化 

○ 法学既修者の質を確保し，修業年限の１年短縮という制度が適切に運用されるた

めに，各法科大学院で実施される法学既修者認定試験の試験科目と履修したものと

みなす科目の関係につき統一的な運用を図ることが必要である。 

 

【法学既修者認定試験の統一的な運用方法】 

① 法学既修者認定試験で課す試験科目は，履修したものとみなすすべての科目を

対象とすることとし，その合格者については原則として対象となる１年次配当の

必修科目すべての単位を一括して免除すべきである。 

② 各法科大学院において，法学既修者認定試験の各試験科目について，最低基準

点を設定すべきである。 

③ 法律基本科目のうち，少なくとも憲法，民法，刑法については，法的な文書作

成能力を評価するため，論文試験を課すべきである。 

〈法学既修者認定試験の意義〉 

法科大学院の法学既修者認定は，法科大学院の基礎的な法律基本科目の履修を省略

できる程度の学識を備えているかどうかを判定するため，法科大学院ごとに個別に実

施されているが，現状においては法学既修者の水準もある程度確保されており，統一

的な試験を直ちに実施することは必要と思われない。 

しかしながら，各法科大学院において法学既修者の入学者選抜の水準に関する基準

が必ずしも明確となっていないことから，既修者枠を埋めるために法学既修者認定試

験の低得点者も合格させることで入学者の数を確保している場合も一部見られる。法

学既修者の質を確保し，修業年限の１年短縮という制度が適切に運用されるために，

各法科大学院で実施される法学既修者認定試験の試験科目と履修したものとみなす科

目の関係につき統一的な運用を図ることが必要である。 

 

〈法学既修者認定試験の統一的な運用〉 

現状としては，法学既修者認定試験において６科目の試験を課すのが一般的な傾向で 

あるが，特に，多くの私立の法科大学院においては夏期休暇中に入学者選抜を実施す

るため，６科目の試験を課すことは現役の法学部生（４年次生）の負担が大きいので，

４科目で実施する法科大学院もある。 

法学既修者認定試験は，履修したものとみなす予定の科目すべてを対象とすべきで

あり，民事系・刑事系・公法系等の複合型の試験により行われる場合であっても，す

べての当該科目が試験の出題範囲に含まれていることは必要である。（なお，法学既修

者認定試験において，総合的な法律的な能力の判定を行うことを目的として，履修免

除とならない科目についても試験科目に含めることを，必ずしも排除するものではな

い。）また，法学既修者認定は，修業年限の１年短縮を伴っているため，履修免除は，

原則として，対象となる１年次配当の必修科目を一括して行うべきである。ただし，
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全体としては優秀な成績を修めているが一部の科目においてのみ合格点に達すること

ができなかった者について，教育上有益と認められる場合には，当該不合格科目の履

修を義務づけるという条件の下で法学既修者認定を行うことも考えられるが，これは

あくまで例外的にのみ認められるべきであり，履修免除を行わない科目は，２年次以

降に履修する必要があることに鑑み，６単位を上限とすべきである。 

このため，１年次配当科目のうち履修免除の対象とならない科目や法学既修者認定

試験で合格点に達せず履修免除されなかった科目については，２年次以降に履修する

ことになるが，２年次の履修登録上限が設定されている趣旨を踏まえ，上記６単位の

上乗せの範囲内で履修を認めることが適当である。 

各法科大学院の法学既修者認定試験は，択一試験のみで実施される場合，択一試験

と論文試験の組み合わせで実施される場合等があるが，法律基本科目のうち，少なく

とも憲法，民法，刑法については，論文試験を課すことにより，法的な文書作成能力

を評価することが求められる。 

また，法学既修者認定試験の合格判定について，例えば，ある科目で１割程度しか

得点できていなくても，各科目の総合得点で一定水準に達しているため合格としてい

るなど，法科大学院によっては，もっぱら総合点の成績のみを勘案して，個別の科目

の点数が著しく低い場合も法学既修者として認定している場合も見られるが，履修免

除措置の厳格な運用の観点から，各法科大学院においては，それぞれの試験科目につ

いて， 低基準点を設定することにより，一定水準の学修を終えたとは認められない

科目について履修を免除することがないようにすべきである。 

一方，法情報調査の基礎などの基礎的な能力の醸成に係る教育については，法学既

修者認定試験による履修免除判定に適さず，また，法学既修者のみにこれら科目の履

修を義務づけることも容易ではないから，適切な時期に導入教育を実施するなどの方

法により，その教育が実質的に担保されるようにすべきである。 
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４．多様な人材の確保 

○ 今後，より多くの多様な経験を有する優秀な社会人学生の法科大学院への入学を

促進するため，入学者選抜方法における社会人に対する一定の配慮のみならず，夜

間コースの設定や長期履修コースの運用により，働きながら学修できる環境を整備

するとともに，より一層社会人，他学部出身者を法科大学院に受け入れるためには，

法学未修者コースにおけるカリキュラムや授業内容・方法の改善にさらに努めるべ

きである。 

○ 社会人等の多様な人材を確保するため奨学金の充実が求められ，社会人入学者等

につき，大学院の課程全体における家計基準の合理化など公的奨学金制度のさらな

る充実が図られるべきである。 

〈社会人学生の入学の促進〉 

社会人入学者の割合は，平成 16 年度は全入学者の 48.4％と高い割合であったが，平 

成 17 年度～20 年度にかけては 30％前後で漸減傾向である。他学部出身者の割合は，

平成 16 年度は全入学者の 34.5％を占めていたが，平成 17 年度に 30％台を割り，その

後は 20％台後半で推移している。 

社会人ないし他学部出身者を対象とする特別選抜での入学者の全入学者に占める割

合は，平成 16 年度～20 年度にかけて，3％～4％にとどまっている。法科大学院制度創

設前に存在していた社会人の入学希望者は，かなりの部分が法科大学院１期生等とし

て，すでに入学したと考えられ，今後も，社会人の潜在的なニーズは少なからずある

ものの，入学志願者数は，ほぼ一定した水準で推移していくと考えられる。他学部出

身者についても，現在，25％程度で安定しており，社会人入学者と同様の状況と考え

られる。 

適性試験の実施回数・時期の検討とともに，多くの法科大学院において８月下旬か

ら 12 月にかけて実施されている入試時期の弾力的な運用等，入学者選抜方法における

社会人に対する一定の配慮が必要である。 

また，優れた資質を有する社会人が法科大学院にアクセスしやすい環境を整えるた

め，働き続けながら法科大学院に通学することを希望する社会人に配慮して，既存の

入学定員の枠内での夜間コースの設定や，標準修業年限よりも時間をかけて履修して

いく長期履修コースの運用等により，働きながら学修できる環境を整備する必要があ

る。その際，複数の法科大学院が共同して夜間コースを設置することも考えられる。

現在，夜間コースは関東地域に多く設置されているが，今後，既存の法科大学院の改

編等により，関西地域や他の地域にも整備されていくことが望まれる。 

一方で，働きながら法科大学院で学ぶことを希望する者については，高度な法律的

知識・思考力を身に付けることにより，一層質の高い業務が行えるようになるという

利点があることから，雇用者側の理解と積極的な協力が望まれる。なお，多様なバッ

クグラウンドを持つ法曹を養成する観点から，より一層社会人，他学部出身者を法科

大学院に受け入れるためには，法学未修者の中でも，とりわけ，法学を全く学んだこ
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とのない者が3年の教育課程を経れば法科大学院修了にふさわしい質と能力を備える

ことができるよう，カリキュラムや授業内容・方法の改善にさらに努めるべきである。 

 

〈奨学金の適切な運用〉 

日本学生支援機構の奨学金(または公的奨学金)の家計基準においては，自宅通学生

の場合，親の所得は対象とならず本人のみの所得が対象となるため，高額所得者の子

弟であっても奨学金の貸与が受けられるが，共働きで勤務していたが退職して法科大

学院に入学した社会人学生は，本人及び配偶者の所得の合算額が対象となるため，そ

れほど所得が多くなくても奨学金の貸与を受けられないといった事態が生じている。

今後，社会人等多様な人材を確保するためには奨学金の充実が求められることから，

社会人入学者等につき，法科大学院の課程全体における家計基準の合理化など公的奨

学金制度のさらなる充実が図られるべきである。 

司法試験の合格率の向上を図るため，優れた法学既修者を獲得することを目的とし

て，入学試験成績の優秀な法学既修者に対して過大な奨学金の付与や授業料全額免除

等を行っている法科大学院も見られるとの指摘がある。経済的に厳しい状況にある学

生の経済的負担の軽減を目的とした奨学金や授業料免除の制度の拡充は望ましいが，

もっぱら司法試験の合格率の向上に資することが期待される入学者を確保することを

意図して，法科大学院間で奨学金や授業料免除の拡大などの競争が過熱化しつつある

中で，奨学金の特典を受ける学生と受けない学生との間に過度の不均衡を生じさせる

ことがないよう配慮することが求められる。 
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第２ 修了者の質の保証 

 

１．共通的な到達目標の設定と達成度評価方法 

○ 将来の法曹として，法科大学院修了者が共通に備えておくべき能力を明確にし，

偏りのない学修を確保することにより修了者の質を保証するため，すべての法科大

学院における共通的な到達目標を策定する必要があり，それによって各法科大学院

における教育内容・方法の一層の改善を促進することが望まれる。 

○ 今回，共通的な到達目標を策定すべき科目は，法律基本科目及び法律実務基礎科

目とし，そこに掲げられるべき質・能力については，将来の法曹として必要な基礎

的な理解，体系的な法的思考能力，創造的・批判的思考能力，事例分析能力及び論

理的表現能力といった幅広い内容とすることが適当である。 

○ 共通的な到達目標の水準は，すべての法科大学院における学修として共通に必要

な水準（ミニマム・スタンダード）を定めるものであり，各法科大学院においては，

それぞれの教育理念に則り，創意工夫によって，共通的な到達目標を超える到達目

標を設定することが強く期待される。 

○ 共通的な到達目標の内容は，法改正などの法的状況や社会的環境の変化あるいは

学問分野の進展などに応じて適宜変更されるべきであり，少なくとも５年ごとに１

回程度の見直しが行われる必要がある。 

○ 各法科大学院は，修了者の共通的な到達目標の達成度を評価するため，厳格な成

績評価による単位認定・進級判定及び修了認定に取り組むとともに，各認証評価機

関においては，法科大学院修了者の共通的な到達目標の達成に向けた各法科大学院

の取組を適切に評価することが期待される。 

＜共通的な到達目標の策定の目的＞ 

法科大学院修了者に対しては司法試験の受験資格が付与されることとなっているが，

法科大学院における学修は，司法試験科目にとどまらず，司法試験では測ることがで

きないが，法曹になるために必要な内容を幅広く含んでいる。しかし，これまで，司

法試験委員会の考査委員ヒアリングや司法研修所の教官の所感などにおいて，法科大

学院を修了して司法試験を受験している者や司法修習を受けている者のうちに，基本

分野の法律に関する基礎的な理解や法的思考能力が十分身に付いていないと思われる

者が一部に見られる，との指摘がなされている。また，法科大学院が担うべき法律実

務基礎教育の内容については，明確な共通の理解が必ずしもなく，法科大学院によっ

て法律実務基礎科目の内容が不統一であるとの指摘もなされている。 

このため，将来の法曹として，法科大学院修了者が共通に備えておくべき能力を明

確にし，偏りのない学修を確保することにより修了者の質を保証するため，すべての

法科大学院における共通的な到達目標を策定する必要があり，それによって，各法科

大学院における教育内容・方法の一層の改善を促進することが望まれる。この策定に

向けて，本委員会は，引き続き検討していくこととする。 
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この共通的な到達目標は，デファクト・スタンダードとしての性格を有するもので

あるが，その内容は，授業において直接取り扱うかどうかにかかわらず，法科大学院

生が修了時までに必ず修得しておくべき能力等を示すものである。また，共通的な到

達目標は，ミニマム・スタンダードとして，法科大学院修了者として 低限度備えて

おくべき能力等を示すものであり，法科大学院での学修が，単に共通的な到達目標を

達成すれば十分であるという趣旨のものではない。 

共通的な到達目標の策定・運用に当たっては，法科大学院教育の多様性と裁量を確

保し，その水準及び対象とする法分野に関して，各法科大学院がその創意工夫によっ

て共通的な到達目標を超える教育を実施することを尊重する必要があり，授業内容・

授業方法への過剰な干渉や知識偏重型・暗記型学修を助長する内容とならないように，

特に留意すべきである。 

 

＜共通的な到達目標の内容＞ 

共通的な到達目標策定の対象となる法分野は，当面，法科大学院の教育において共

通に修得することが期待される能力等の主要な部分を明確にするという趣旨から，法

律基本科目及び法律実務基礎科目とすることが適切である。 

共通的な到達目標に掲げられる質・能力については，将来の法曹として必要な基礎

的な理解，体系的な法的思考能力，創造的・批判的思考能力，事例分析能力及び論理

的表現能力といった幅広い内容とすることが適当である。 

共通的な到達目標の対象とその到達目標の内容としては，当該法分野の理解にとっ

て不可欠な法制度の枠組，基本となる法理，重要な条文等について，法制度，法理や

条文の趣旨を理解しているか，条文の要件・効果を理解しているか，条文等の解釈・

適用に関する重要な問題点を理解しているか，条文等の解釈・適用に関わる主要な判

例・学説の考え方や対立点を理解しているか，複数の制度や複数の法分野の基本的な

連関を理解しているか，などといったものが考えられる。その内容は，法科大学院生

や法科大学院関係者において共通の理解が得られるよう，可能な範囲で，具体的な項

目を定めて明確化される必要がある。 

 共通的な到達目標の水準は，すべての法科大学院における学修として共通に必要な

水準（ミニマム・スタンダード）を定めるものであり，各法科大学院においては，共

通的な到達目標の水準の学修のみで満足するのでなく，それぞれの教育理念に則り，

創意工夫によって，共通的な到達目標を超える到達目標を設定することが強く期待さ

れる。 

 共通的な到達目標の内容は，法改正などの法的状況や社会的環境の変化あるいは学

問分野の進展などに応じて適宜変更されるべきであり，少なくとも５年ごとに１回程

度の見直しが行われる必要がある。 
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＜共通的な到達目標達成の評価方法＞ 

各法科大学院修了者の共通的な到達目標の達成度の評価については，各法科大学院

における厳格な成績評価による単位認定・進級判定及び修了認定において適切に行わ

れるべきものである。また，それらの取組については，認証評価機関による評価にお

いて，適切に評価されることが期待される。なお，個別の修了者についてどのように

評価を行うことができるか等について，将来的な検討が必要である。 
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２．教育内容の充実と厳格な成績評価・修了認定の徹底 

（１）法律基本科目の基礎的な学修の確保 

○ 今後，法学未修者の教育をより一層充実させるため，司法制度改革の理念・趣旨

に反して法律基本科目以外の授業科目群を軽視することにならないよう十分に留意

しながら，授業科目やその内容について，各科目群（法律基本科目，法律実務基礎

科目，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目）に即して適切な科目区分整理を行い，

偏りのない履修・学修の確保に配慮しつつ，法律基本科目の質的充実はもとより量

的充実を図る必要がある。 

○ とりわけ，法学未修者１年次における法律基本科目の基礎的な学修を確保するた

め，各法科大学院が法律基本科目の単位数を６単位程度増加させ，これを１年次に

配当することを可能にする必要がある。その場合，自学自習時間の確保などに配慮

するため，履修登録単位数の上限を36単位とするこれまでの考え方を原則として維

持しながら，法学未修者１年次については，これを最大42単位とすることを認める

弾力的な取扱いが必要である。この取扱いが，法学未修者１年次における法律基本

科目の充実を図る趣旨であることに鑑み，法学未修者の修了要件単位数についても，

各法科大学院がこれを増加させることができるような弾力的な取り扱いを行う必要

がある。 

○ 法学未修者１年次においては，法学の基礎知識の定着とともに，法的思考力の修

得が求められていることから，授業の実施については，同一の授業科目の中でも，

学修のテーマや学生の習熟度に応じて，双方向・多方向的な授業方法を基本としつ

つ，講義形式による授業方法との適切な組み合わせを行うなど，授業方法の一層の

工夫が必要である。 

○ 法学未修者１年次における基本分野の法律に関する基礎的な学修は，２年次以降の

学修の前提となるものであるから，１年次における成績評価・単位認定及び２年次へ

の進級判定は厳格に行われる必要がある。 

○ また，法学既修者の教育においても，法律基本科目の基礎的な学修を確保するた

め，法律基本科目の一層の充実が必要である。 

○ 認証評価機関における評価に当たっても，上記の単位数や教育方法の考え方に従

い，法律基本科目に関わる評価基準や解釈指針及びその適用の在り方について，今後

の検討が必要である。 

＜法学未修者教育の現状＞ 

法科大学院教育においては，司法試験及び司法修習との有機的連携を図る法曹養成

の中核的教育機関として，実務との架橋を意識した法理論教育を行うことにより必要

な学識及び実務の基礎的素養等を身に付けさせるため，法律基本科目を中心として論

理的・体系的な法的思考力や理解力を涵養することが求められている。 

法科大学院のカリキュラムにおいては，法律基本科目の他に，法律実務基礎科目，基

礎法学・隣接科目や展開・先端科目といった各科目群が存在し，適切な科目区分整理が
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行われることを前提として，各科目群について偏りのない学修が求められており，法律

基本科目の必要修得単位数は，おおむね，修了要件単位数の３分の２以内となっている。

また，法科大学院の修了要件単位数は 93 単位以上となっているが，各学年について 36

単位の上限を標準とする履修登録単位数の制限があり， 終学年次については 44 単位

を 大上限とする解釈・運用が認証評価機関における評価基準ないし解釈指針で認めら

れている結果，現在において，標準修業年限３年間で履修が可能となる単位数は 大で

116 単位となっている。 

法律基本科目の授業を正課外で実施することにより，実質的に履修登録単位数の上

限を超過することや，実質的に法律基本科目の内容を有する授業科目を展開・先端科

目等の他の授業科目群科目として開講することは，法律基本科目に偏り，それ以外の

授業科目の履修が十分確保されない結果を生ずる恐れがきわめて高くなり，認証評価

においても評価基準に不適合であると判断される例も見られる。 

平成 20 年度の新司法試験においては，法学未修者の新司法試験合格率（22.5％）は，

法学既修者の合格率（44.3％）の半分程度になっており，法学未修者教育のための修

了要件単位数や法律基本科目の授業時間数が十分でないとの指摘もみられる。 

 

＜法学未修者教育の充実＞ 

今後，法学未修者の教育をより一層充実させるため，司法制度改革の理念・趣旨に

反して法律基本科目以外の授業科目群を軽視することにならないよう十分に留意しな

がら，授業科目やその内容について，各科目群（法律基本科目，法律実務基礎科目，

基礎法学・隣接科目，展開・先端科目）に即して適切な科目区分整理を行い，偏りの

ない履修・学修の確保に配慮しつつ，法律基本科目の質的充実はもとより量的充実を

図る必要がある。 

とりわけ，法学未修者１年次における法律基本科目の基礎的な学修を確保するため，

各法科大学院が法律基本科目の単位数を６単位程度増加させ，これを１年次に配当す

ることを可能にする必要がある。その場合，自学自習時間の確保などにも配慮し，履

修登録単位数の上限を 36 単位とするこれまでの考え方を原則として維持しながら，１

年次については，これを 大42単位とすることを認める弾力的な取扱いが必要である。

この取扱いが，法学未修者１年次における法律基本科目の充実を図る趣旨であること

に鑑み，修了要件単位数についても，各法科大学院がこれを増加させる（現在の修了

要件単位に，法学未修者１年次の法律基本科目増加分の単位数を上乗せする）ことが

できるような弾力的な取り扱いを行う必要がある。このような弾力的運用は，あくま

で未修者教育の改善を図るためのものであることから，法律基本科目の単位数等を増

加させる場合においても，各法科大学院は，在学する学生の学修状況を十分に踏まえ，

法学未修者教育の充実に資する教育内容を増やすべきであり，導入的な内容などにも

配慮し，法律基本科目の基礎的な力を着実に身に付けさせるために，このような弾力

的運用を活用することが期待される。また，増加した単位数の枠内などで，将来的に
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法曹として求められる法的なリテラシーを醸成する観点から，単に技巧的な答案練習

とは区別された，法的文書の作成のための基礎教育が十分に行われるよう努めること

が期待される。 

また，正課の授業以外においても，法科大学院の教員によるオフィスアワーなどに

おける学修指導，上級年次の法科大学院生や修了者によるメンターないしチューター

制度の活用やＴＡ（ティーチング・アシスタント）によるサポートなど，とりわけ法

学未修者１年次の自学自習を支援する体制の充実も図られるべきである。 

このほか，法学未修者１年次の学修の充実を図る観点から，法律基本科目の単位数

を変更することなく，45 時間の学修量を１単位とする枠内で，授業時間数と事前事後

の学修時間の配分を見直し，通例 15 時間で行われている授業時間数を大学設置基準に

定める範囲内でより弾力的に運用すること※や，演習，実習等についても同様の考え方

で授業時間数を設定することも考慮の余地があるが，その実施に当たっては，慎重な

検討が必要である。 

 

※大学設置基準においては，１単位の講義の授業時間について，１５時間から３０時間までの

範囲で大学が定めることとされている。 

 

＜法学未修者の教育方法の改善＞ 

現在，法科大学院教育においては，法学の基礎知識の定着に加え，法的思考力を醸

成すべく，双方向・多方向型の授業を行うものとされているが，一方において，法学

未修者１年次においては，基礎的知識が十分でない状態で双方向・多方向型の授業を行

うと，授業の進捗が遅れ，教員負担も大きくなることから，法学の基礎的知識を定着さ

せるためには講義方式の授業の方が優れているとの指摘がある。他方において，体系的

な法的思考力を身に付けさせるための適切な工夫をすれば双方向・多方向型の授業は法

学未修者１年次にとっても十分効果的である，との指摘もある。 

法学未修者１年次においては，法学の基礎知識の定着とともに，体系的な法的思考

方法の修得が求められていることから，授業の実施については，同一の授業科目の中

でも，学修のテーマや学生の習熟度に応じて，双方向・多方向型の授業方法を基本と

しつつ，講義形式の授業方法をそれと適切に組み合わせるなど，授業方法の一層の工

夫が必要である。また，双方向・多方向型の授業は学生の予習・復習のインセンティ

ブを高めることが期待されるが，その際，学生の予習・復習に偏りが生じることのな

いよう，適切な教科書の選択や補助教材の活用等による自学自習の支援のための工夫

が特に必要である。 

法学未修者１年次における基本分野の法律に関する基礎的な学修は，法的知識や思考

力の基礎を修得させるものとして極めて重要であり，２年次以降の学修の前提となる

ものであるから，法学未修者は１年次終了の時点で，少なくとも，その後，法学既修者

と同一の授業を２年間受けることにより，法科大学院修了の水準に達しうる程度にま
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で到達していることが求められるため，１年次における成績評価・単位認定及び２年次

への進級判定は厳格に行われる必要がある。 

 

＜法学既修者教育の充実＞ 

 法学未修者に限らず，法学既修者の一部についても，法律基本科目の基礎的な学修

が十分でないとの指摘が司法修習の担当者などよりなされていることから，法学既修

者認定の厳格化を図るとともに，法律基本科目の基礎的な学修を確保する必要があり，

法律基本科目以外の科目の履修単位数の維持・拡充に配慮しつつ，修了要件単位数を

超える部分におけるカリキュラム編成や履修指導などの工夫により，法学既修者が履

修する法律基本科目についても，質的充実はもとより量的充実を図ることが考えられ

る。 

 

＜認証評価の考え方＞ 

認証評価機関における評価に当たっても，法学未修者教育の改善に係る上記の単位数

や教育方法の考え方に従い，法律基本科目に関わる評価基準や解釈指針及びその適用の

在り方について今後の検討が必要である。 

 

 

（２）法律実務基礎科目の在り方 

○ 法律実務基礎科目については，法科大学院における教育が司法修習における実務

教育の導入的役割をも果たすことを念頭に置いて，法律基本科目の共通的な到達目

標の設定内容を踏まえつつ，法科大学院修了時に最低限修得されているべき共通的

な到達目標の設定が必要である。各法科大学院においても，共通的な到達目標を踏

まえつつ，それを達成するための教育内容，教育方法についての様々な工夫を行う

とともに，共通的な到達目標を超える法律実務基礎科目の充実の在り方も検討する

ことが望まれる。 

○ また，法律実務基礎教育においては，法律基本科目の学修と密接に関連し，その

十分な理解が不可欠となることに鑑み，授業を効果的なものとするため，研究者教

員と実務家教員の緊密な連携協力が必要である。 

＜法律実務基礎科目の現状＞ 

法律実務基礎科目には，多様な目的を有した科目が各法科大学院において開講され，

すべての法科大学院において６単位以上の教育が行われ，修了に必要な法律実務基礎

科目単位数が 10 単位未満となっている法科大学院が 23 校となっており，多くの法科

大学院において，法律基本科目の学修を経た２～３年次での履修となっている。 

新たな法曹養成制度においては，法科大学院教育と，その成果を確認する司法試験

及び司法修習過程との連携や相互の情報交換が重要であるが，民法，刑法等の基本法

分野について，表面的な知識はあるものの，その理解が必ずしも十分でない法科大学
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院修了者がいるとの指摘がある。また，法律実務基礎科目の内容及び学修の到達水準

について，法科大学院関係者や司法修習に関わる実務家の間で明確な共通認識が得ら

れていなかったこともあって，司法修習に必要な水準に到達していない者が法科大学

院修了者に含まれていると指摘する司法修習関係者がいる。 

また，法律実務基礎科目の多様な教育目的と教育効果について，関係者の中でも統

一的な認識が形成されておらず，法律実務基礎科目に属する各授業科目における教育

が，教員相互間の連携が不十分なままに，それぞれ別個独立に行われているだけでな

く，法律実務基礎科目の学修は法律基本科目の学修を踏まえたものである必要がある

にもかかわらず，各科目の教員相互間の連携や各科目の内容の整合性が十分でない例

があるとの指摘もある。 

 

＜法律実務基礎科目の充実＞ 

法律実務基礎科目は，法律基本科目における基本法分野の基礎的な学修（それ自体

が実務との架橋を意識したものであることが前提である。）がなされていることを前提

として，法律実務教育の導入部分（例えば，要件事実や事実認定に関する基礎的部分）

を行うこととされており，その内容・方法の充実が求められる。このため，法律実務

基礎科目（特に法曹倫理，民事訴訟実務の基礎及び刑事訴訟実務の基礎に関する科目）

については，法科大学院における教育が司法修習における実務教育の導入的役割をも

果たすことを念頭に置いて，法律基本科目の共通的な到達目標の設定内容を踏まえつ

つ，法科大学院修了時に 低限修得されているべき共通的な到達目標の設定を検討す

ることが必要である。各法科大学院においても，共通的な到達目標を踏まえつつ，そ

れを達成するための教育内容，教育方法についての様々な工夫を行うとともに，共通

的な到達目標を超える法律実務基礎科目の充実の在り方も検討することが望まれる。

また，法律実務基礎科目の配当年次については，これらの科目が法律基本科目と密接

に関連し，その十分な理解が不可欠となることに鑑み，法律基本科目の基礎的な学修

を終えた後の２～３年次とすることが望ましいとする考え方が有力である。さらに，

法律実務基礎教育においては，授業を効果的なものとするため，研究者教員と実務家

教員の緊密な連携協力が必要である。 

法律実務基礎教育の充実を図ることは，法科大学院教育が従来の司法修習における

前期修習相当部分の実務教育を肩代わりすることを意味するものではないが，これに

より司法修習との円滑な接続を図ることが期待され，他方，司法修習においてもある

べき法科大学院教育との連続性を意識した修習内容となることが望まれる。 

なお，臨床系科目については，現在，多くの法科大学院が選択または選択必修科目

として開講しているが，科目の性質もあって，それらの法科大学院においても必ずし

も多数の法科大学院生が履修できる教育体制が確保されているわけではない。法律実

務基礎科目については，これまで，臨床系科目の導入を含めて，平成 23 年を目途に，

修了に必要な単位数を 10 単位程度とする議論がなされているところであり，各法科大
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学院においては，法律実務基礎科目の充実が期待される。また，エクスターンシップ

や模擬裁判などの実施に当たっては，これを短期間で集中的に実施することが有効で

あることから，夏季・冬季の休業期間の活用など，２セメスター制や授業時間帯の枠

にとらわれない工夫も期待される。 
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（３）厳格な成績評価・修了認定の徹底 

○ 厳格な成績評価を徹底するため，一部の成績区分への偏りが生じることのないよ

う，適切な成績分布の確保が必要であり，また，これを前提として，ＧＰＡ制度を

進級判定や修了認定において積極的に活用することも望まれる。 

○ また，再試験を実施する場合は，それが定期期末試験における成績不良者の救済

措置とならないよう，適切に運用される必要がある。 

＜進級率・修了率等の現状＞ 

法科大学院修了者には，司法試験の受験資格が付与されることとなっており，法科

大学院の教育において厳格な成績評価による単位認定・進級判定・修了認定が行われ

ることが求められている。現在，１年次から２年次への進級率が９割以上の法科大学

院は22校，進級制を採っていない法科大学院は16校，修了率が９割以上の法科大学院

は９校，進級時や修了時の判定の際に単位修得以外にＧＰＡ制度の数値を考慮してい

る法科大学院は22校，平成21年度以降にＧＰＡ制度を導入予定の法科大学院は12校と

なっている。 

 

＜成績評価・進級判定・修了認定の厳格化＞ 

厳格な成績評価を徹底するため，各授業科目の単位認定に当たっては，個々の法科

大学院ないしはクラスにおける相対評価でなく，全国的な水準を踏まえた絶対的な到

達度を基準とする必要がある。また，一部の成績区分への偏りが生じることのないよ

う，適切な成績分布の確保が必要であり，これを前提として，ＧＰＡ制度が進級判定

や修了判定に積極的に活用されることも望まれる。ＧＰＡ制度の運用に当たっては，

形式的な導入にとどまり，厳格な成績評価による単位認定に基づいた進級判定・修了

認定の機能を十分に果たさないという事態に陥らないように運用されるべきである。 

また，再試験を実施する場合は，それが定期期末試験における成績不良者の救済措

置とならないよう，適切に運用される必要がある。 

なお，厳格な成績評価の実施に当たっては，成績評価の水準に関して教員間での共

通認識の形成が不可欠であり，これを実現するためにＦＤ（ファカルティ・ディベロ

ップメント）の実施などを通じた努力が必要である。 
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３．司法試験との関係 

○ 司法試験の合否のみにより法科大学院の教育成果のすべてを評価することは適切

とはいえないが，法曹を養成するという法科大学院の設置の目的に鑑みれば，３回

の司法試験の受験の結果，修了者のうち，司法試験に合格し，法曹として活躍でき

る者の割合が相当に低い状況が継続的に見られる法科大学院については，入学定員

数の見直しを含めた適切な入学者選抜，教育水準の確保・向上並びに，厳格な成績

評価及び修了認定の徹底などを担保するための方策を早急に講じ，現状の改善を図

る必要がある。 

○ なお，これまでの司法試験において，合格者が全く又はごく少数しか出ない状況

が見られる法科大学院については，その在り方について，抜本的な見直しが必要で

ある。 

大多数の法科大学院において，平成17年度に修了した法学既修者の50パーセント以

上が，平成18年から平成20年までの３回の新司法試験において合格しているが，50パ

ーセントに満たなかった法科大学院は８校であった。また，法科大学院修了者が，直

近の司法試験で合格している割合が，全国平均の半分にも満たない法科大学院は，平

成18年は11校，平成19年は30校，平成20年は34校であった。平成18年から平成20年ま

でのいずれの司法試験においても，上記割合が全国平均の半分にも満たなかった法科

大学院は，８校であった。 

※ 合格率の算出に当たっては，法科大学院によって，修了者数と実際の司法試験受験者数

との乖離がある例も少なくないことに十分留意する必要がある。 

 

 法科大学院は，新たな法曹養成制度の中核的な教育機関として，司法試験及び司法

修習と有機的連携を図りつつ，法曹に必要な学識及び能力を備えた者を養成すること

を目的として設置されているものである。司法試験の合否のみにより法科大学院の教

育成果のすべてを評価することは適切とはいえないが，法曹を養成するという法科大

学院の設置の目的に鑑みれば，３回の司法試験の受験の結果，修了者のうち，司法試

験に合格し，法曹として活躍できる者の割合が相当に低い状況が継続（その見通しも

含む）して見られる法科大学院については，入学定員数の見直しを含めた適切な入学

者選抜，教育水準の確保・向上並びに厳格な成績評価及び修了認定の徹底などを担保

するための方策を講じ，現状の改善を図る必要がある。 

なお，合格者が全く又はごく少数しか出ない状況が見られる法科大学院については，

その在り方について，抜本的な見直しが必要である。 
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第３ 教育体制の充実 

 

１．質の高い専任教員の確保 

○ 各法科大学院においては，法律基本科目をはじめとする法科大学院の教育上主要

な科目について，年齢構成にも配慮しながら，適切に専任教員を配置し，十分な教

育体制を確保すべきである。 

○ 平成 25 年度まで認められている学部等との専任教員数のダブルカウントの暫定

措置については，延長しないこととする。各法科大学院においては，可能な限り早

いうちに自主的にこれを解消することが望まれる。 

○ 認証評価機関による評価においては，当該分野の状況などを踏まえながら，教員

の資質・能力・実績について，適切に評価が行われることが期待される。 

多くの法科大学院において，法律基本科目（特に民事訴訟法，刑事訴訟法，民法，

行政法など）や展開・先端科目（特に司法試験の選択科目である知的財産法，環境法，

経済法など）の専任教員の確保が困難となりつつある。すでに，認証評価機関による

評価では，複数の法科大学院において，法律基本科目の専任教員の一部が適切に配置

されていないことや，教員の年齢構成の偏りについて指摘されている。各法科大学院

においては，法律基本科目をはじめとする法科大学院の教育上主要な科目について，

年齢構成にも配慮しながら，適切に専任教員を配置し，十分な教育体制を確保すべき

である。 

また，現状では，多くの法科大学院において学部等との専任教員数のダブルカウン

トが行われているが，そのほとんどが，教育体制の充実を図る観点から，将来的な解

消のために計画的に教員の配置を行ってきている。このため，平成 25 年度まで認めら

れている学部等との専任教員数のダブルカウントの暫定措置については，延長しない

こととするとともに，各法科大学院においては，可能な限り早いうちに自主的にこれ

を解消することが望まれる。 

なお，これらの教員の組織体制や個別の教員の資質・能力・実績については，認証

評価機関による評価において適切に評価が行われることが期待される。 
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２．入学定員の見直しと法科大学院の教育課程の共同実施・統合等の促進 

○ 法科大学院教育の質の一層の向上のため，例えば，以下のような状況が見られる

法科大学院については，自ら主体的に平成 22 年度の入学者からの入学定員の削減な

どの適正化に向けた見直しを個別に検討する必要がある。 

・入学定員の規模に比して質の高い教員の数を確保することが困難 

・志願者が減少し競争倍率が低いため質の高い入学者を確保することが困難 

・修了者の多くが司法試験に合格しない状況が継続 

○ また，上記のような状況にない法科大学院においても，教育体制の充実，入学者

の質の確保や大量の司法試験不合格者の削減，などの観点から，平成 22 年度の入学

者からの入学定員の見直しに主体的に取組むことが望まれる。 

○ 特に小規模の法科大学院や地方の法科大学院において，今後，単独では，質の高

い教員が十分確保できず，充実した法律基本科目や幅広い展開・先端科目の提供が

困難となるなど，教育水準の継続的・安定的な保証について懸念が生じている場合

には，他の法科大学院との間で教育課程の共同実施・統合等を図ることを積極的に

検討する必要がある。 

＜入学定員の見直し＞ 

法科大学院の設置については，司法制度改革審議会意見書を踏まえ，関係者の自発

的創意を基本としつつ，基準を満たしたものを認可することとし，広く参入を認める

仕組みとなっており，現在 74 校の法科大学院が設置されるに至っている。しかしなが

ら，現状においては，競争倍率（受験者数／合格者数）が２倍を割っている法科大学

院が約３分の１に達しており，一部の法科大学院においては，適性試験の成績が平均

の半分にも達しない学生を入学させているケースが見られるほか，法科大学院の約８

割近くが，法律基本科目の専任教員の完全な確保は困難であると考えている状況があ

る。 

このような状況の中，今後，法科大学院教育の質の一層の向上を図るため，例えば， 

・入学定員の規模に比して質の高い教員の数を確保することが困難， 

・志願者が減少し競争倍率が低いため質の高い入学者を確保することが困難， 

・修了者の多くが司法試験に合格しない状況が継続（その見通しも含む）， 

といった状況が見られる法科大学院については，自ら主体的に平成 22 年度の入学定員

の削減などの適正化に向けた見直しを個別に検討する必要がある。 

また，そのような状況にない法科大学院においても，教育体制の充実，入学者の質

の確保や大量の司法試験不合格者の削減，などの観点から，平成 22 年度の入学者から

の入学定員の見直しに主体的に取組，法科大学院全体としての入学定員の適正化に寄

与することが求められていると考える。 

なお，これらの定員の見直しが教育体制の強化を目的としていることに鑑みれば，

その見直しに当たっては，教員数の削減などにより教育体制が脆弱になることのない

よう配慮されるべきである。 
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法科大学院の入学定員の見直しに当たっては，地域における法曹養成機関としての

機能・実績を分析・評価し，適切な規模に留意しながら，全国的な適正配置にも配慮

する必要がある。 

これらの取組によって，法科大学院全体としての入学定員が一定程度削減され，法

科大学院修了者が相当の割合で法曹資格を取得できるようになれば，優秀な法曹志望

者の法科大学院への入学を促進することにつながることが期待される。 

 

＜法科大学院の教育課程の共同実施・統合等の促進＞ 

現在，入学定員 50 人以下の比較的小規模な法科大学院は 36 校で，全体の約半数近

くとなっている。これらの小規模の法科大学院，特に地方の法科大学院の中には，入

学志願者の確保や単独で質の高い教員が十分確保できず，充実した法律基本科目や幅

広い展開・先端科目の提供が困難となるなど，教育水準の継続的・安定的な保証につ

いて懸念が生じている場合も見られる。すでに，平成 22 年度より，国公私立の大学間

における教育課程の共同実施が可能となるよう制度改正がなされているところであり，

このような法科大学院については，他の法科大学院との間で教育課程の共同実施・統

合等を図るなど，教育体制の抜本的な見直しを積極的に検討する必要がある。なお，

このような各法科大学院における組織体制の見直しが促進されるよう，必要な措置が

講じられる必要がある。 
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３．教員養成体制の構築 

○ 学部等との専任教員数のダブルカウントの暫定措置終了後も，法科大学院の教員

が博士後期課程における研究指導に携わることにより，優れた研究・教育能力を備

えた教員を育成していくことができるような制度的な配慮が必要である。 

○ 法科大学院のカリキュラムにおいても，法科大学院の教員を志す学生のために，

外国法や研究論文の作成などの選択的な学修ができるような科目配置を行うことが

望まれる。 

○ 法科大学院修了者が博士後期課程に進学することは，大きな経済的負担を伴うた

め，授業料免除や奨学金の充実，ＴＡ制度の活用など経済的支援の充実も図るべき

である。 

法科大学院修了者のほとんどは法曹の道に進むことを希望するため，特に博士後期

課程への進学を希望する者が減少してきており，将来的な法科大学院教員の養成に懸

念が生じている。今後，平成 25 年度まで認められている学部等との専任教員数のダブ

ルカウントの暫定措置終了後，法科大学院の教員が博士後期課程における研究指導に

携わることが難しくなれば，教員養成体制の確保に支障が生じることになる。このた

め，平成 25 年度以降も，法科大学院の教員が博士後期課程において，優れた研究・教

育能力を備えた教員を育成していくことができるような制度的な配慮が必要である。

あわせて，一つの法科大学院で教員養成体制が構築できない場合は，他の研究科（博

士課程・修士課程）との連携を図りながら，複数の法科大学院が，その一つを基幹校

とした連携型の教員養成システムを構築することも考えられる。 

一方，法科大学院のカリキュラムにおいては，研究論文の作成や外国法といった研

究者養成に必要な基礎的な教育が十分なされる体制になっていないとの指摘がある。

法科大学院のカリキュラムにおいても，法科大学院の教員を志す学生のために，外国

法や研究論文の作成などの選択的な学修ができるような科目配置を行うよう配慮する

ことも考えられ，その際，他の研究科・他専攻の履修単位数の法科大学院修了要件単

位数への算入の仕方についても整理が必要である。 

また，博士課程に進学するなどして教員を目指そうとする法科大学院修了者等につ

いては，経済的な負担が大きいのに，奨学金など経済的な支援が十分でないとの指摘

があり，法科大学院修了者が博士後期課程に進学することに伴う経済的負担を軽減す

るため，授業料免除や奨学金の充実，ＴＡ制度の活用など経済的支援の充実も図られ

る必要がある。 
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４．教員の教育能力の向上 

○ 教員の教育能力の向上を図るため，各法科大学院におけるＦＤ（ファカルティ・

ディベロップメント）を充実させるとともに，その成果を授業内容・方法の不断の

改善につなげていく体制を整備する必要がある。 

○ 教員の教育能力についても，適切な評価の在り方や，評価の結果が改善に反映さ

れるような仕組みを検討する必要がある。 

ほぼすべての法科大学院においてＦＤのための組織が設置され，ＦＤ活動の一環と

して，主に学生による授業評価や教員相互の授業参観などが実施され，活発に行われ

ている。しかしながら，これらの取組の成果についての検証や教育内容・方法の改善

への結びつけが十分に行われているとはいえない。特に，学生による授業評価や教員

間の授業参観については，すべての法科大学院で実施され，その結果は授業を担当す

る教員にフィードバックされているものの，授業評価の結果が授業内容・方法の改善

のために十分活用されているとは言えない状況も多く認められる。このため，教員の

教育能力の向上を図るため，各法科大学院におけるＦＤを充実させるとともに，その

成果を授業内容・方法の不断の改善につなげていく体制を整備する必要がある。 

このような各法科大学院におけるＦＤの活性化のためには，全国の法科大学院の教

務担当者などの横の連携を構築することや，各法科大学院に優れた教育内容・方法を

フィードバックしていくことを目的とした，全国的なＦＤの取組も期待される。これ

らのＦＤの取組に当たっては，教員の教育業績・能力についても，適切な評価の在り

方や，評価の結果が改善に反映されるような仕組みを検討する必要がある。 

-125-

【１５】



 26

第４ 質を重視した評価システムの構築 

 

１．教育水準と教員の質に重点を置いた認証評価 

○ 認証評価においては，次の二巡目のサイクルに向けて，質の評価に軸足を置いた

評価基準・方法などへの改善が求められる。 

○ 認証評価の基準においては，法科大学院教育の質の保証の観点から，例えば，適

性試験の統一的最低基準の運用状況，厳格な成績評価・修了認定の状況（共通的な

到達目標の達成状況を含む），教員の教育研究上の業績・能力，修了者の進路（司法

試験の合格状況を含む）などを重点評価項目とする必要がある。 

○ 「不適格」の認定については，社会（特に法科大学院への入学を希望する者）に

誤解や混乱を生じさせないような運用を図るため，上記の重点評価項目を踏まえな

がら，評価基準・方法について見直しを行う必要がある。 

○ 「不適格」の認定の基準・方法については，３つの認証評価機関の間で調整を図

り，基本的な共通認識を持つ必要があり，そのために３つの認証評価機関が主体的

に協議の場を設けることが望まれる。 

＜認証評価基準について＞ 

認証評価機関による法科大学院に対する評価は，平成 18 年度から開始され，平成 20

年度までにすでに 68 校の評価が終了し，ほぼ一巡目が終わりつつある。平成 20 年度

には，44 校が認証評価を受けたところである。現行の認証評価については，３つの認

証評価機関の間で評価の方法・内容にバラツキがある，評価項目によって，形式的な

評価にとどまっているものや，過度に微細にこだわった評価となっている，評価項目

が広範にわたり，といった指摘がある。このため，次の二巡目のサイクルに向けて，

質の評価に軸足を置いた評価基準・方法などへの改善が求められる。その際，評価基

準は，数値のみで杓子定規的に評定するものとならないよう十分に精選されるべきで

あり，特に法科大学院教育の質の保証の観点から，以下の事項が重点評価項目として

定められるべきである。 

・入学者の質（適性試験の状況（入学 低基準の運用状況など），競争倍率等の入学者

選抜状況など） 

・修了者の質（教育課程の編成の状況（授業科目間のバランス，共通的な到達目標の

達成状況など），厳格な成績評価の実施状況，司法試験の合格状況など） 

・教育体制の確保（教員の教育研究上の業績・能力，適正な入学定員の規模など） 

 

＜不適格認定について＞ 

認証評価機関による評価が実施された68校のうち適格と認定されなかった法科大学

院は 22 校となっている。これまでに適格と認定されなかった理由は，入学者選抜から

教員の組織体制まで広範かつ多岐にわたっており，そのレベルも，法令違反に抵触す

るおそれがあるものから，評価機関が独自に求める評価基準に達していないものまで
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かなりの幅が見られる。また，いわゆる「不適格」の認定を出す際も，評価基準が一

つでも「不適合」が出た場合には全体として「不適格」の認定を行う機関，複数の評

価基準で「不適合」，又は法令違反などの重大な評価基準において「不適合」が出た場

合に全体として「不適格」の認定を出す機関と，その判定方法に相違が見られる。ま

た，「不適格」認定は，法科大学院としての適格性を有さないとのイメージが社会的に

先行し，認証評価機関が法科大学院に改善を促すといった実体とのギャップが生じて

いる。 

このため，「不適格」の認定については，社会（特に法科大学院への入学を希望する

者）に誤解を与えないような運用を図る必要があり，上記の重点評価項目を踏まえな

がら，法科大学院の教育の質に重大な欠陥が認められるときに限って「不適格」と認

定するなど，一層厳格な認証評価が行われることを担保し，これまで以上に客観性・

透明性・予測可能性を確保した評価基準・方法となるよう，見直しが行われるべきで

ある。 

その際，「不適格」認定の基準・方法については，各認証評価機関それぞれの特色・

独自性を損なわないよう配慮しながら，３つの認証評価機関の間で調整を図り，基本

的な共通認識を持つ必要があり，そのために３つの認証評価機関が主体的に協議の場

を設けることが望まれる。 

 なお，法科大学院に対する認証評価以外にも，例えば，機関別認証評価や国立大学

法人評価など他の評価も実施されており，各法科大学院にとっては負担が重くなって

いる。このため，評価機関相互の間で効率的な連携が図られることが望ましく，評価

方法の効率化や提出資料の簡素化などを進めることが期待される。 

 

＜参考：認証評価機関ごとの適格認定の方法＞  

【日弁連法務研究財団】 

○ ４７の評価基準を３種に分類して適格認定を行う。 

・ 法令由来基準（設置基準等の法令に由来する基準）が一つでも不適合又はＤ評

価であれば不適格とする。 

・ 法令由来基準以外で，充足が必須の基準は，一つでも不適合又はＤ評価であれ

ば，当該大学院は原則として不適格とするが，他の基準の結果も考慮して総合的

に判断する。 

・ 法令由来基準以外で，充足が望ましい評価基準は，不適合又はＤ評価であって

も，それだけで不適格とはしない。 

 

【大学評価・学位授与機構】 
○ 機構が定める評価基準は５４の基準で構成され，それらはその内容により，次

の２つに分類される。 

① 各法科大学院において，基準に定められた内容が満たされていることが求
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められるもの。 

   ② 各法科大学院において，少なくとも，基準に定められた内容に関わる措置

を講じていることが求められるもの。 

 ○ 評価の結果，すべての基準が満たされた場合には，評価基準に適合していると

認められ，適格認定が与えられる。 

 

【大学基準協会】 
○ 評価の視点は【レベルⅠ】（法科大学院に必要とされる も基本的な事項）と
【レベルⅡ】（法科大学院が行う教育研究の質を今後も継続的に維持・向上させ
ていくために点検・評価することが高度に望まれる事項）の２段階に分かれる。 

○ 【レベルⅠ】のうち，法令等の遵守に関する事項（◎を付した評価の視点）につ

いては法令遵守状況に重大な問題がある場合は，認定しない。法令に準じて法科大学

院に求める基本的事項（○を付した評価の視点）に問題がある場合は，「勧告」を付

す。また，重大な問題がある場合や，多くの点で問題がある場合は，認定しない。
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２．積極的な情報公開の促進 

○ 今後，各法科大学院においては，例えば，入学者選抜，教育内容，教員及び司法

試験をはじめとする修了者の進路等の情報を一層，積極的に提供していく必要があ

る。 

法科大学院修了者は，司法試験の受験資格が付与されることから，法科大学院の教

育の活動状況について社会的な関心が高い。また，法科大学院入学希望者にとっても，

どの法科大学院に入学するべきか選択する際に，各法科大学院の教育の活動状況に関

する情報は必要不可欠である。現在，各法科大学院においては，入学者選抜の状況，

教育内容・方法や修了者の進路などについて，社会に対して一定の情報提供がなされ

ているが，なお十分ではないとの指摘もなされている。このため，今後，各法科大学

院においては，例えば，以下のような情報を一層，積極的に提供していく必要がある。 

・入学者選抜に関するもの（志願者数，志願倍率，受験者数，合格者数，入学者数，

配点基準，適性試験の平均点・ 低点など） 

・教育内容等に関するもの（カリキュラム，到達目標，進級・修了基準，進級率など） 

・教員に関するもの（担当教員の教育研究業績など） 

・司法試験をはじめとする修了者の進路等に関するもの（修了者数，修了率，司法試

験受験者数・合格者数・合格率及び進路など） 

・学生への生活支援に関するもの（奨学金制度など） 

このような各法科大学院における情報（特に修了者の進路など）については，法科

大学院の自主的な組織において総合的に集積・管理しておくことが期待される。 
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３．フォローアップ体制の構築 

○ 各法科大学院において，教育活動が法令に従って適切に行われているか，又改善

のための真摯な取組が推進されているかについて，フォローアップを行うための組

織を本委員会に設置し，実態を把握しながら，必要な改善を各法科大学院に対して

継続的に促していく仕組みを構築する。 

○ 各法科大学院における改善の進捗状況を踏まえながら，法令違反の場合は，学校

教育法に基づく措置等の適切な対応を取られることが求められる。 
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付属資料

審議経過

第１回 平成２０年３月２７日 法科大学院の教育の質の保証について（審議）

認証評価の結果について

第２回 平成２０年７月１８日 ワーキング・グループの審議状況について

法科大学院の教育の質について（審議）

第３回 平成２０年７月２３日 法科大学院の教育の質について（審議）

第４回 平成２０年８月２１日 法科大学院の教育体制の強化について（審議）

第５回 平成２０年９月 ５日 ワーキング・グループの検討結果について

教育体制の充実について（審議）

第６回 平成２０年９月３０日 中間まとめ（案）について（審議）

第７回 平成２０年１２月５日 法科大学院教育の改善に関するヒアリングの

実施について

第８回 平成２１年２月２４日 特別委員会のこれまでの審議状況について

第９回 平成２１年３月１９日 第１ワーキング・グループの検討結果について

第１０回 平成２１年４月 ３日 法科大学院の認証評価について

第２ワーキング・グループの検討結果について

第１１回 平成２１年４月１０日 法科大学院教育の質の向上について

第１２回 平成２１年４月１７日 法科大学院教育の質の向上について
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第４期中央教育審議会大学分科会

法科大学院特別委員会委員名簿

（臨時委員） ２名

座長 田 中 成 明 関西学院大学大学院司法研究科教授

座長代理 木 村 孟 独立行政法人大学評価・学位授与機構長

（専門委員） １４名

磯 村 保 神戸大学大学院法学研究科教授

小 山 太 士 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長

井 上 正 仁 東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長

小 幡 純 子 上智大学大学院法学研究科教授

鎌 田 薫 早稲田大学大学院法務研究科長

川 端 和 治 弁護士

川 村 正 幸 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

小 島 武 司 桐蔭横浜大学長

瀬 戸 純 一 駿河台大学文化情報学部教授

永 田 眞三郎 関西大学法学部教授

中 谷 実 南山大学大学院法務研究科教授

林 道 晴 司法研修所事務局長

諸 石 光 熙 弁護士

山 中 至 熊本大学大学院法曹養成研究科教授

計 １６名
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第５期中央教育審議会大学分科会

法科大学院特別委員会委員名簿

（臨時委員） ２名

座長 田 中 成 明 関西学院大学大学院司法研究科教授

有 信 睦 弘 株式会社東芝顧問

（専門委員） １４名

磯 村 保 神戸大学大学院法学研究科教授

稲 田 仁 士 三菱商事株式会社法務部長

座長代理 井 上 正 仁 東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長

小 山 太 士 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長

笠 井 治 弁護士

鎌 田 薫 早稲田大学大学院法務研究科長

木 村 光 江 首都大学東京大学院社会科学研究科教授

椎 橋 隆 幸 中央大学副学長・大学院法務研究科教授

土 屋 美 明 社団法人共同通信社論説委員・編集委員

永 田 眞三郎 関西大学法学部教授

長谷部 由起子 学習院大学大学院法務研究科教授

林 道 晴 司法研修所事務局長

松 村 和 德 岡山大学大学院法務研究科長

山 本 和 彦 一橋大学大学院法学研究科教授

計 １６名
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第４期中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会

第１ワーキング・グループ委員名簿

（専門委員） ７名

大 貫 裕 之 中央大学大学院法務研究科教授

大 村 敦 志 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授

笠 井 正 俊 京都大学大学院法学研究科・法学部教授

主査 鎌 田 薫 早稲田大学大学院法務研究科長

主査代理 永 田 眞三郎 関西大学法学部教授

野 澤 正 充 立教大学大学院法務研究科教授

平 野 敏 彦 広島大学大学院法務研究科長

計 ７名

第４期中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会

第２ワーキング・グループ委員名簿

（専門委員） １３名

石 川 敏 行 中央大学大学院法務研究科教授

主査 磯 村 保 神戸大学大学院法学研究科教授

大 塚 直 早稲田大学大学院法務研究科教授

小 林 量 名古屋大学法学部・法学研究科教授

佐々木 宗 啓 法務省大臣官房司法法制部参事官

高 瀬 浩 造 東京医科歯科大学副学長・大学院医歯学総合

研究科教授（司法修習委員会委員）

田 村 政 喜 司法研修所教官

土 井 真 一 京都大学大学院法学研究科教授

長 沼 範 良 上智大学大学院法学研究科教授

酒 巻 匡 京都大学大学院法学研究科教授

藤 原 浩 弁護士

主査代理 山 口 厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授

山 本 和 彦 一橋大学大学院法学研究科教授

計 １３名
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第５期中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会

第１ワーキング・グループ委員

（専門委員） ７名

大 貫 裕 之 中央大学大学院法務研究科教授

大 村 敦 志 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授

笠 井 正 俊 京都大学大学院法学研究科・法学部教

主査 鎌 田 薫 早稲田大学大学院法務研究科長

主査代理 永 田 眞三郎 関西大学法学部教授

野 澤 正 充 立教大学大学院法務研究科教授

平 野 敏 彦 広島大学大学院法務研究科長

計 ７名

第５期中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会

第２ワーキング・グループ委員

（専門委員） １２名

石 川 敏 行 中央大学大学院法務研究科教授

主査 磯 村 保 神戸大学大学院法学研究科教授

大 塚 直 早稲田大学大学院法務研究科教授

小 林 量 名古屋大学大学院法学部・法務研究科教授

酒 巻 匡 京都大学大学院法学研究科教授

佐々木 宗 啓 法務省大臣官房司法法制部参事官

高 瀬 浩 造 東京医科歯科大学副学長・大学院医歯学総合

研究科教授（司法修習委員会委員）

土 井 真 一 京都大学大学院法学研究科・法学部教授

中 山 大 行 司法研修所教官

藤 原 浩 弁護士

主査代理 山 口 厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授

山 本 和 彦 一橋大学大学院法学研究科・法学部教授

計 １２名

-135-

【１５】



� � � �

� ��	
��
��������� ��

� ��	
���������� ���

� � !"�#$%& ��'

� ()�!"*+�%, -	
./ �00

� ���()�!"12��345�678��945�:78��; �0�

� 450<78��	
�=>?@ABCD=EFG �0H

� 450<78��	
�=>?@ABIJK=EFG �0L

� ��	
���MNO=EFG ���

�0� ������	��
��������	���	�� �

� ��	
�AB�PQ=RS@TUVWX�*+�� ���

� ��	
�YZ-450<789450�78/ ��'

[\

-136-

【１５】



�������	


�]45�'78^0<78=>?@�
�������_`a

-�/��	
�bcd9bcef�_`

g�'

g�6

g�:

g�L

g0<

g�'

g�6

g�:

g�L

g0<

-h/ijk�
d9ijk�
�l1

45�m78

0n6L0

o:poq

-r/�stus�_`

45�m78

�66

-v/w
xyzd9w
xyz�l1

45�m78

�nL::

�opHq

-{/ijk9w
xyz|.��}��
d9�
�l1

45�m78

0o<

op0q

45h~78

0n<L� �nL0Hijk�
d

o<n�o�

o�n6H'

45��78 45��78

�<n:0H

6p0

6p: 6p:

6p�

�<n6�o

bcef

6p� �opH

�<p6

Hp' 6pH

�n:L6

H�n':o

���� ����

0n<�H �<n6�L

�������%

06n6L'

'p� ��p' 'pL

�<p� �6p� �op�

'p�

6pL

0Lp:q

60n:<<

bcd

�'n'L� 0no0H

Ln::o �n<o6

��n<H0 �noL�

�0noH�

�

�n'<L�n:�o

0'nL0o

'p:

'pL

��p<

oHn0<6

�LnHHH

45��78

ijk�
�l1 �6p6q ��p�q �0p�q

45h~78

�stus �a0:� �a�� �a�<0 �a�::

45��78 45��78 45��78

45h~78

w
xyzd �n''< �n'�o �noL< �no�<

0'p�q

45��78 45��78 45��78

�LH

0'p�q

45��78 45��78 45��78 45h~78

w
xyz�l1 0LpLq 0:p�q

��	
��
���������

�6<

|.���
�l1 op'q �pLq �poq �p�q

|.���
d 0Ho 00�

-137-

【１５】



������� !�"#$%#&'()*��

-�/bcd��bcef=EFG

��
��������������������� !"�#$%

&&&�'()*��+,-(./01%�23)456783)4569-(� :;��<7�=��


&&&>�&&
?@�A�B"*C/DE%�FG�HI9JK=LM%


-h/�
d=EFG
�����9���. �NOP<


23) 83) � 23) 83) � 23) 83) � 23) 83) �

QRSRT QSSUT QVWRSVT QXUT QYXT QVUZT QVWZXXT QZWUSZT Q[WRX\T QZWV]ST Q[WYUUT QYWRV[T

R]V S][ VWRZU XZ YU V[] VWZZ[ ZW[VU [WY[R ZW\]] [W[[V YW[SR

���ijk��
�� �NOP<


23) 83) � 23) 83) � 23) 83) � 23) 83) �

QV\RT Q[V]T QUZ[T QUZT QZ]T Q]XT QY]XT QRRYT QVW[U[T QRVRT QVWVVRT QVWX[UT

V[\ [\X U[X [\ S [S U[R ]SY VWV[Z YSR VW\VZ VW]\S
Q^_T`a�)9bc$de<"f;ghf/ij k�VUk�

���
x��.��
�� �NOP<


Q^_T`a�)9bc$l�mFn"-o)"f;ghf/ij k�&Xk�
��
p�mq��<���rde��m���psmq��s�rt�ru�rvwrxym���pz"{q��|}r~

&&&�r��m��z"{7� %

�&&. �&&� �&&� �&&� �

'()*
QVZWUY[T QZW\[YT Q[\WRVST QUYWZ\RT

V\WR[U VWXSR Z]WSZU [SWYYY

'(��
QR�VT QVU�YT QR�XT QR�XT

]�V V[�] ]�S ]�X

�&&� �&&� �&&� �

�&&� �&&� �&&� �

�&&. l&&� �m�l�Fn
 s&&m z&"&{ �

�&&�
QVW[]YT QZRRT QV\ZT QURT QVWRSVT

VWZS\ ZR] V\S US VWRZU

�&&�
QVVUT QVRT QYT Q]T QVUZT

VVU VZ S V V[]

�&&�
QZWRUUT QR]RT QV]]T QV\[T Q[WRX\T

ZWYX[ ]XU V]U V\] [WY[R

�
QUWZZ[T QVW\]VT QZR[T QVY]T QYWRV[T

[WSXR SRZ ZXZ VY] YW[SR

-138-

【１５】



+�,-. /��012

3415 67&� 6789 :;&� <=&� >?@5

A B BCA DEFGH IEFGH J KLM

NOPQR�ST NO�PURVST NQWO8ST NQPXUOST N�PVYVST NQZQST NZZUST NOPQZOST NUOST

OPQR� O�PQVU XWO8T YP�UV �PVVY QXO ZXV OPQ�U ?T�X

NOU�ST N�P�VRST NOUWR8ST NQZXST N��YST NYUST NRYST NOU�ST N�ST

OU� OPYZQ OVWX8T OP��Y ��Z Y� RU OVX ?TU

NVPZ�RST NV�PQOZST NQWY8ST N��PXUVST NQP�YXST NOP�YYST N�PUZ�ST NVPQY�ST /?TOURS

VPYZR �XPZ�U XWZ8T �OPZV� QP�OQ OP��V �PVOU VPRVQ ?TVRY

NRPYORST NURP��QST NQWY8ST NVOP�Y�ST NZPYQQST N�POXZST NVPRUUST NRPQOVST /?TO��S

RPQYR VZPRRR XWY8T VOPOYO ZPRXU �P�XX VPVVO RPVZQ ?TVYY

/[2\�]^_`a���b�cd\efgh4Jijk	hlmn

ooo��p"#	'(q	)1�r4Jijk	hlmn/DEFGH�IEFGHst7iju<`\1�iv4J2

ooo+�w%#&�xy	wDEFGHx�`az{/��2FGH	|�hl}awIEFGHx�`a~�/+�2FGH	|�hlmn

oooc�/oo2��`�� 	��r��n/��ap.s��v��n2

�ooo�
%#&�oooooooTK

��"#
/�V"#2

��"#
/�"#2

��"#
/UZ"#2

<ooJ
/QU"#2

-139-

【１５】



c�%#&	��

o�o��1	%#�� /��012

��"# ��"# ��"# <ooJ

NO�QST NU�ST NRXYST NQOQST

OV� V� UVQ RZQ

NVOXST N�XST NQQRST NOPOOQST

V�Y Z XZR OP�O�

NU�VST NXYST NOPVUVST NOPYVUST

UVY VZ OPOV� OPX�Z

N�VWX�ST NUQWZ�ST NVRWR�ST NV�WO�ST

�RWU� �YWQ� V�W�� �ZWY�

/[2��1	��`"#s��v��mn/�0)��;����a"#�� ����2

o¡ot¢#£¤	%#�� /��012

��"# ��"# ��"# <ooJ

NQV�ST NQUST NOP�ROST NOPYRRST

XZR QV OP�U� OPYO�

NXVRST NU�ST NOPXZVST N�PVXYST

RZR UO OPRUO �POQQ

NOPVXRST NOOUST N�PQUUST NUP��VST

OP�Z� OOU �PRYV VPZYQ

/QXW��2 /Y�WV�2 /Q�WX�2 /QVWZ�2

QUWY� YVWY� QVW�� QVWZ�

NROST NQST NOYZST N�UQST

UX R OUY OZZ

N��XST NO�ST NRQYST NYOUST

�V� Q RVX QQV

N�QQST NOQST NQXQST NOP�XOST

�QX O� XYU ZQ�

/ORWR�2 /O�W��2 /��WV�2 /OYWX�2

OXW�� YWY� OZWV� OYW��

NOOST NOST N�VST NVRST

OV V OV �Z

NZOST NUST NOUVST N�VYST

ZX X ORO �RV

NO��ST NRST NOXXST N�QVST

O�Z Z OXU �Y�

/RWQ�2 /VWR�2 /UWU�2 /UWY�2

XWV� XWX� UWX� RW��

NRST N�ST N�RST NV�ST

Q O �� �Y

NU�ST NUST NQYST NO�UST

U� � YX O�Y

NUQST NXST NO�VST NORXST

UZ O O�X ORX

/�WX�2 /UW��2 /�WQ�2 /�WQ�2

�WY� �WQ� VW�� �WZ�

NQZQST NYUST NOP�YYST N�POXZST

QXO Y� OP��V �P�XX

NZZUST NRYST N�PUZ�ST NVPRUUST

ZXV RU �PVOU VPVVO

NOPQZOST NOU�ST NVPQY�ST NRPQOVST

OPQ�U OVX VPRVQ RPVZQ
/[2w¥¦x`a1¥�#§���#¦#£aw¨¦x�`a¨#§©#§ª#§«¬§®¦#£a
ooow¯	°x`a±²§³´§µ¶#£a¯	°�ijn

�ooo�

DEFGH

IEFGH

J

·%#&s
¸¹mº<

�ooo�

!
#
¦
#
£

DEFGH

IEFGH

J

·%#&s
¸¹mº<

¥
¦

»
!
#
¦
�
¼

½

DEFGH

IEFGH

J

·%#&s
¸¹mº<

¨
o
o
¦

DEFGH

IEFGH

J

·%#&s
¸¹mº<

¯
	
°

DEFGH

IEFGH

J

·%#&s
¸¹mº<

<
o
o
J

DEFGH

IEFGH

J

-140-

【１５】



¾���1§°#£t¢&¿¤'(	)*�� /��012

�o� )*"#� 3415 67&� :;&� <=&� %#&�
·%#&s
¸¹mº<

NQST NYUST NRYRST NVZOST NO��ST NQUST /UWO�2

QTTTTTTTTTTTT QX RRZ UOR OV� QU UWV�

NO�ST NORRST NXOUST NRVRST N�OYST NO�OST /VW��2

OV OU� RQR UVZ OXV ZX �WQ�

NOZST N�VZST NOPOZZST NZ�XST NV��ST NOZRST /VWU�2

�� �OX OPOVU YRU �ZV OQ� VWO�

/[2\���1	��`"#s��v��mn/�0)��;����a"#�� ����2

ooo��¿¤'(�`a��1§°#£t¢&	¿¤ÀrÁÂaÃÄ'(Å!§��Æ Çr�s�m'(Å!r�Èn

<ooJ

��"#

��"#

-141-

【１５】



m]�
����=EFG

-�/�
��
� ���d

r����"����=K$k��>���Y\�\�

r���������=K$k��>���UV�S�

r�>�������=K$k�� ��� X�V�


���� � ����
���������"�
 � ����[Z�U�

�����������
 � ����YS�Y�

�>���>�����
 � ��� X�V�


���� � �>��
���������"�
 � ����UX�]�

�����������
 � ����YV�U�

�>���>�����
 � ��

�>�� � ���
���������"�
 � h��X[�[�

�����������
 � ���V]�R�

�>���>�����
 � ��

� ����-�d��/

r�� ¡�`��9JK=`k��_¢
r�� ¡Fn"?£�_�¤¥� ¡�¦§r¨© ¡�`����fFªg��

���� � ����
��� ¡ � ����V\\�

��Fn"?£�_ � ����SU�]�

�¤¥� ¡ � ����SY�S�

«¦§�¨© ¡ � ����XZ�U�


¬�¤¥� ¡7"�®¯
°z"{ � ��� V�U�


���� � �>��
��� ¡ � >���V\\�

��Fn"?£�_ � >���X]�Y�

�¤¥� ¡ � >���SR�[�

«¦§�¨© ¡ � >���X[�X�


¬�¤¥� ¡7"�®¯
°z"{ � ��� Z�R�


�>�� � ��
��� ¡ � ���V\\�

��Fn"?£�_ � ���V\\�

�¤¥� ¡ � h��X[�[�

«¦§�¨© ¡ � ���V\\�

°z"{ � ��

� �
���C=��@������\�l1

±²I^³� ´
10

-142-

【１５】



-h/�
��
� ������� � ��v�
�l�83)�23)"�./µ¶9�� ¡"�·¸

9¹ºa�)��/»K�z";¼)"½¾¿23)
"'()9À�=lÁ�Â ¡/���z";¼)"
�/l�23)7�=ÃÄE$ � ���

�l�23)Å/ÆÇ�z"'()9À��lÁ�Â 
¡¸9¹ºa�)��/»K�;È/ÉÄE$ � >>��UU�]�


�z"{ � �h�
r23)456Ê�%h�
r83r23"�./µ¶9ËÌ ¡/����ÍÎ)9�Ïµ=lÁ�Â ¡/��%��
r83)��723)Ð��"�Ñ£/��%A)��Òg�Ó)�a� ¡7l�23)ÃÄ
 ¡/ÔÕ  ¡/��E$g23)Å�Ê�����ÊK %

r23456a 783456;¼)"Ö×ÍÎ)9��E$23)ÃÄ ¡"�Ñ£/��%
r�"ØÙa 7�"23) ¡ÚÛa "�Ñ£/��%

� ���d-���vr�/

r����"����=K$k������]\�Y�

r���������=K$k���h��[U�S�

r�>�������=K$k�� ��� U�]�


���� � ��>�
���������"�
 � ����ZY�]�

�����������
 � ����]\�Y�

�>���>�����
 � ���VU�\�


���� � ����
���������"�
 � ���YZ�S�

�����������
 � ���UV�Z�

�>���>�����
 � ��� Y�S�


�>�� � � ��
���������"�
 � ���Y\�\�

�����������
 � ���Y\�\�

�>���>�����
 � ��

� ����-���vr� �d��/

r�� ¡�lÁ�Â ¡�`���`k�g_¢r��
r�� ¡Fn"?£�_��fFª�¦§r¨© ¡��fFª�¤¥� ¡�ÜÝ
>fFªg��

���� � ��>�
��� ¡ � �>��V\\�

��Fn"?£�_ � ����SY�[�

�lÁ�Â ¡ � �>��V\\�

«¤¥� ¡ � �h��[U�S�

°¦§�¨© ¡ � ����]R�U�

Þz"{ � ��

���� � ����
��� ¡ � ����V\\�

��Fn"?£�_ � ����SU�V�

�lÁ�Â ¡ � ����V\\�

«¤¥� ¡ � ���UR�V�


-143-

【１５】



°¦§�¨© ¡ � �>��R]�Y�

Þz"{ � ��

�>�� � ���
��� ¡ � ���V\\�

��Fn"?£�_ � ���V\\�

�lÁ�Â ¡ � ���V\\�

«¤¥� ¡ � ��
°¦§r¨© ¡ � ���V\\�

Þz"{ � ��

¡ �
�C=>?@�����\�l1-���vr�/

±²I^³� ´
10

-r/ �
¢£�¤¥¦§�¨©ª�«K�¬"¦S@��
®¯=°?©±²
� ��v�-�d��/

r�fFª"k�ga�ßà9ÐÇ áâ/»ã=K$�����S\�Y�


�ä�<å"½��l�Fn"æ�/ç3� )è�é¸
"ê¡/ëE$)/ìíî9��E$Å/ÆÇ$ � ����ZS�R�


�ïð"ñ��l�Fn"æ�/ç3� )è�é¸"ê
¡/ëE$)9òK=��zó�áô� õ¼èö÷E
	@�·/_¢E$ � ����Y]�X�


�z"{ � ����ZV�]�

rde<7{��-o)¸"f;g>f�B7Ê$¹Ö��%h�
rde<ê¡è{��-o¸9òK=��_"ñ��_¢%��
rde<a ¸"ö²a /ÆÄ%��
r�éê¡/ë�=K$ó7gøù"ú¡õ¼ûü%
r�éê¡)"�ýþ¬��/¤¥�9¾j=�®E$ó7g�@$%
r��Ê���	
��/ëE$<�9�1��/�1��9�K��%

«ö�"áâ�»ã=KÊK � ��� S�Y�


-v/ ��	
�=�
S@©�=³F´µ@¶·¸¹�}º@»\¼½S´

r�ûÊ�����Op�_� ��Op.�� �>Opl�/Â�E��qq q

� ��v�-�d��/
��_� � ����S[�Z�
�O
�É � � h���R[�\�

�I�� � ����X[�X�

«.�� � �h��XR�X�
�O
°!"� � ����]Z�Z�

Þ#¾Ê$ú� � ����YY�U�

%�� � ���VZ�Z�

&l�/Â�E�� � �>��XY�V�
>O
'z"{ � ����V]�Z�


()*+,-./0��>�1î23��de45r6
7�89��:;�r<Û�r¥s�r=>��45��

?þ/@�1A$���B��C¦ÂÊ<D�#¾Ê<E��FGîÊ�H��

-144-

【１５】



-{ -v/}��F©¾F©¶·=EFG³¿CÀ=Á�ÂÃµ!"IJ¸Ä½¨F»\¼/
½S´ � ��v�-�d��/

rl�k�I9a�E$ c9�ûÊ��9òK=Î��K ¡JK��
�Op¤¥� ¡ ��Op¦§r¨© ¡ �>Op�� ¡qq q

��� ¡"�· � hh��RU�[�
>O
���9JÇ$�L�· � >���UX�]�

�¤¥�"�· � ����SU�]�
�O
«¦§r¨© ¡"�· � ����XV�V�
�O
°MLª"��rê¡ � >���U[�Z�

Þï�îõ¼ � ����ZU�[�

%n�"�� � ���V\�X�


'ÎsN?>�OPQR?>�STUVWX./0rY¥&z"{ � ��� S�Y�


� ��v��]�
��=>?@� !"�ÅÆ��

r�fZKk�gpK¶[¾"�� ¡�·"\-g�]q

�k�a ^�_5"�� ¡"�·"\-g�] � ���VZ�Z�

��`alébcde"�� ¡"�·"\-g�] � ��� \�\�

�k�a ^�_5fg�`alébcde"h�"�·

"\-g�] � ��� \�\�

«k�a ^�_5i��`alébcde"K¶[¾"

�·"\-g�] ��h��XR�X�


�]�
��=>?@� !"�5Ç�±ÈF

-�/450<78�
��=>FG³12�� !"�ÉÊ$¦Ë�¨GF½S´
� ��v�

r�fFª"k�g;¼)"�� ¡"jkl/pÆÄ�=KÊKq

�ÆÄ�=K$ � h�� ]�X�

�ÆÄ�=KÊK � ����S[�Z�


-h/450<78�!=>?@12�� !"ÉÊ$=EFG
-	
�!ÌWÍÎ/ � �{��-ÏÐ��/

�R\lFª � ���VV�S�
 ±�ml ]R�URl�V\\lnl

�]\lFªR\l8n � ����V]�S�

�Y\lFª]\l8n � ����[\�Y�

«Y\l8n � ����U\�R�


-ÑÒÓ�«ÔÕÖ×/ � �v��-ÏÐ��/

�Z\\lFª � ��� \�\�
 ±�ml VUR�Yl�[\\lnl

�VR\lFªZ\\l8n � ��� U�Z�

�VU\lFªVR\l8n � ����Z\�X�

«VV\lFªVU\l8n � ����UY�X�

°VV\l8n � ����ZS�Z�


-145-

【１５】



¤.

ÉÊ0M/ËÌÍ;2aÎ/M�¼	�Ï'Ð2aK/ÑÒ¥Í;2aÓ/ÔÕaÖ×Í;2aØ/¯	°2
ÙÊ0Ú/O�ÛIÜ2aÝ/O�Û��V�ÛIÜ2aÞ/V�Û��R�ÛIÜ2aß/R�Û��2aà/¯	°2

/\2áâ!#IE&ã

ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S

ÚNO��IÜS � O� � � V O R � R � � � � � �

ÝNO�çV��2 OO �V Q O� � Y OV R OR V O � O U �

ÞNV�çR��S �O OU OY U � OR U OQ R � � � O � �

ßNR����S V� X X � � U � O� � O � � O � �

àN°S O� OO X V V Q Q X X V � � � � �

J QU XX VQ �O Y VR �Z U� VV Q R U R X �

ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S

ÚNO��IÜS � R � � O � V � O �

ÝNO�çV��2 Y O� X Q � V R � Z �

ÞNV�çR��S OU Y O� U � Y O O� V �

ßNR����S O� � R � � � � O O �

àN°S R R V � O U U V � �

J VQ V� �U OR U OR OV OX OX U

ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S ANËÌS BN�ÏS äNÒ¥S åNÔÕS æN°S

ÚNO��IÜS � � � � � � O � � �

ÝNO�çV��2 O V � U � � � � O �

ÞNV�çR��S V � � � � O � O � �

ßNR����S � � � � � � � � � �

àN°S � � � O O � � � � �

J X R U R O O O O O �

ÉÊ0M/ËÌÍ;2aÎ/M�¼	�Ï'Ð2aK/!è��Í;2aÓ/ÑÒ¥Í;2aØ/ÔÕaÖ×Í;2aé/¯	°2
ÙÊ0Ú/O�ÛIÜ2aÝ/O�Û��V�ÛIÜ2aÞ/V�Û��R�ÛIÜ2aß/R�Û��2aà/¯	°2

/�2êâ!#DE&ã oë/�2�hM�ìíij�îïðñDEFGHò��¾ïróôc+ïòõö

ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S

ÚNO��IÜS O OU � O R V � U � O V O � � � � � �

ÝNO�çV��2 OX Z � R U V Q V � � U � � O O � � �

ÞNV�çR��S R R � � O � O O O � V � � � � � � �

ßNR����S OV � OU � � � � � OY O � � � � V � � �

àN°S Y Y Q V O O U R X O V O � � � O � �

J UV VY �V OO OO Q OU OV �R R OV U U R X O U �

ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S

ÚNO��IÜS O U � � V O � O � � � � � � � � � �

ÝNO�çV��2 Y Q � V U O � O � � � O � � � � � �

ÞNV�çR��S � O O � O � O � O � � � � � � � � �

ßNR����S V � Y � � � � � V � � � � � O � � �

àN°S V V V O � � � � � � O � � � � � � �

J OQ OR O� X Y � V � X � R O � � O � � �

ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S ANËÌS BN�ÏS äN!èS åNÒ¥S æNÔÕS ÷N°S M Î K Ó Ø é

ÚNO��IÜS � � � � � � � � � � � �

ÝNO�çV��2 O � � � � O � � � � � �

ÞNV�çR��S O � � � � � � � � � O �

ßNR����S � � O � � � � � � � � �

àN°S � � O � O O � � � � � �

J � � � � O � � � � � O �

ø\ù'(/îï)*2 ø�ù'(/¾ï)*2 ø+ù'(

ø+eú/oîï)*2

ø\ù'(/+ûï)*2 ø�ù'(/\üï)*2 ø+ù'(

ø�eú/+ûï)*2

ø\ù'(/ûcï)*2 ø�ù'(/ccï)*2 ø+ù'(/îï)*2

ø\eú/ûcï)*2

%#&'(·ýs¸¹mp'(Å!	Ðþº<

ø\ù'(/o�ï)*2 ø�ù'(/o\ï)*2 ø+ù'(

ø\ù'(/\ûï)*2 ø�ù'(/oûï)*2 ø+ù'(/o\ï)*2

ø\ù'(/c+ï)*2 ø�ù'(/�îï)*2 ø+ù'(/oîï)*2

)*ï�i

ø\eú/c+ï)*2

ø�eú/\ûï)*2

ø+eú/o�ï)*2

��0ï

��0ï

)*ï�i

)*ï�i

oooo

-146-

【１５】



ü�!#DE&	��sÄ�v

-�/�
����!"�Ø"�2 ��m��-�
����¦ÙÃ	
/
�ö9Äc=KÊK�-o��"oÄ�ÊK
 � ]R��S\�Y�

�l���l�m!pq
-o)9oÄ�=K$ � \�
�z"{ � Z�� Z�R�


-h/�
����
�s�Ë� ��m��-�
����¦ÙÃ	
/
�rcl�23)456/ÆÄ��a�Äå/Äc=K$ � [V��UV�S�

�l�23)456"ÆÄ�µ¶�l�83)456";¼)9À��23)
ÃÄ ¡/���=K$QJ�sº.Ç�tT � [\��U\�Y�


�z"{ � X��V\�X�


-r/�
����!"��Ú ��m��-�
����¦ÙÃ	
/

 � 
 � 
� l�23)ÃÄ ¡ ÷u ¡r¨© ¡ "�·"��ÃÄ�U[� YX�V�
 � 
� l�23)ÃÄ ¡"�·Fn"ûv!wx�=ÃÄ �Z]� [Y�V�

�z"{ � \�

-v/����!"�12ÛÜ=EFG³450<78�
��-45�L78��/}
�����!"=>?@�Ý�Þ!"�ß$��12�ÉÊ$

yHk�9¹ºnlgzÊ$ c�jkl{nl"f;".|/ID
69 58 10±l�23)ÃÄ ¡/»Ö �"Ö× �"}~/�� ���l*/-�¶ ;È"�ÉÄ� � � �

���� �B��"23)ÃÄ ¡;¼)Ê�
19
±k�9¹º���ÂgzÊ$ c�;��*�Ø��ÊK

�;l �l �l �l »}l xl ��l ��l
% 78.8 74.0 87.0 90.0 70.0 80.0 80.0 90.0j �Q T
% 36.2 12.5 17.5 15.0 6.7 10.0 6.3 6.5j kQ T
% 56.1 42.2 44.8 44.8 36.5 42.1 40.7 41.5� mQ T

0 0 0 0 1 0 1 20 9%� ��

10 19% 0 6 3 4 1 4 4 3� Q�T
20 29% 0 6 4 7 4 3 9 6� �� 

30 39% 2 11 18 12 7 7 6 7� �� 

40 49% 12 12 9 9 3 15 5 4� �� 

50 59% 22 9 6 7 3 3 5 6� �� 

60 69% 18 7 7 8 1 4 4 7� �� 

70 79% 4 4 4 4 1 3 5 2� �� 

80 89% 0 0 2 0 0 2 1 0� �� 

90% 0 0 0 2 0 0 0 1���


-147-

【１５】



-{/�
����!"-àá!"9âã!"/}¤¨GF@�Þ³�Þä»�!"å
æ³çè��¨GF@�Þ-éêë	
�Ëì�Üí0Hîí�ï=>FG�#¨©ð
�»ñµòó@çè/��m��-�
����¦ÙÃ	
/

3���d/ -���d/ -���d/ -���ô�æ õöæ âãæ çè��

4÷ d/ !"¦¤ø$l1 ø$l1 ø$l1

ùúd òû��

7 17.6% 7.9 65 33.3% 7 12.5% 65 0ü� j� j� j�

Q T jk Q T jk Q T jk Q T9.5% 1.4% 87.8% 5.7% 9.5% 1.3% 87.8%
10.5% 17.9% 8.3%���t"� �¨©t"��m �m �m

��P�� ;È"�ÉÄ�� ;È"�ÉÄ�� ��P�� ;È"�ÉÄ �2
7 17.6% 12.3 63 50.0 7 21.4 63 0ý� j� j� � j �

Q T jk Q T jk � Q T jk � Q T9.5% 4.3 % 85.1% 12.8 9.5% 1.3 85.1%
11.1% 22.1% 11.1%���t"� �¨©t"��m �m �m

��P�� ;È"�ÉÄ�� ;È"�ÉÄ � ��P�� ;È"�ÉÄ �3 2
9 11.8% 9.6 63 33.3% 7 12.5% 63 0þ� j� j� j�

Q T jk Q T jk Q T jk Q T12.2% 1.4% 85.1% 5.7% 9.5% 1.3% 85.1%
8.5% 18.4% 6.9%���t"� �¨©t"��m �m �m

��P�� ;È"�ÉÄ � ��P�� ;È"�ÉÄ �3 2
5 11.8% 7.0 22 18.2% 3 12.5% 29 2Ù�� j� j�

Q T jk Q T jk Q T Q T6.8% 6.7% 29.7% 6.3% 4.1% 39.2%;È"�ÉÄ �2
���t"� �¨©t"��m �m9.3% 11.0%
��P � ;È"�ÉÄ � ��P��4 1
5 11.8% 7.0 47 25.0% 4 12.5% 53 2�� j� j� j�

Q T jk Q T jk Q T jk Q T6.8% 6.7% 63.5% 7.7% 5.4% 1.3% 71.6%
9.3% 14.1% 5.4%���t"� �¨©t"��m �m �m

��P � ;È"�ÉÄ � ��P�� ;È"�ÉÄ �3 1 1
6 11.8% 7.7 46 20.0% 6 12.5% 54 2ý�� j� j� j�

Q T jk Q T jk Q T jk Q T�� 8.1% 1.4% 62.1% 5.7% 8.1% 2.4% 73.0%
8.0% 13.3% 8.3%���t"� �¨©t"��m �m �m

��P � ;È"�ÉÄ � ��P�� ;È"�ÉÄ �4 3 2
8 11.8% 8.1 42 18.2% 6 12.5% 49 2þ�� j� j� j�

Q T jk Q T jk Q T jk Q T�� 10.8% 1.4% 56.8% 5.7% 8.1% 2.4% 66.2%
7.0% 12.8% 8.3%���t"� �¨©t"��m �m �m

��P � ;È"�ÉÄ � ��P�� ;È"�ÉÄ �4 3 2
0 - - 4 33.3% 0 - 4 0� � � j�

Q T jk Q TY�� 5.4% 25.0% 5.4%
31.2%-ü�9 �m

Ù��/

0 - - 3 50.0% 0 - 3 0ý�� j�
Q T jk Q T-ý�9 4.1% 28.6% 4.1%

42.9%ý��� �m
�/

0 - - 1 33.3% 0 - 1 0��-ý
Q T Q T� 9 � 1.4% 1.4%

�/

0 - - 2 33.3% 0 - 2 0ý���

Q T Q T���� 2.7% 2.7%
-ý�9

ý���

� 9 �

�/

0 - - 6 50.0% 0 - 6 0þ�� j�
Q T jk Q T/þ � 8.1% 20.0% 8.1%

31.7%� - þ �m
�9þ�

���/

0 - - 2 16.7% 0 - 2 0ji�
Q T Q T2.7% - 2.7%

- - 1 0 1 0�	
 1 ;È"�ÉÄ
Q T Q T�� 1.4% 1.4%

0 - - 0 - 0 - 1 1�
�
Q T�� 1.4%

�)�D 0 - - 0 - 0 - 1
Q T8õ 1.4%

±�l/ÆÄµ¶�;È"�ÉÄ�=K$:;���lf;"�m¾¿01

-148-

【１５】



�������	


�]45�678^�L78=>?@�������_`

-�/��	
����d9����f�_`

 3�;I��
=��@���l1

��	
����������

�
��
�r7�Î��

�
��
�h7�Î��

�����%
��78
�

��w
-���ì
�9�
K/

1��

3L0p'q; 3L0p'q;
� � 0n�6'

0n�6'
45�678

45�:78 ono�H
36Hp<q; 3L<p<q; 3:<p'q; 3��0p<;

0nH'� �n:�L on�:0 0n0<'
��

onHo: �''
�'0 onL�<

3:<p0q; 3�<po;

�nL60

36�p0q;

0n�6'

45�L78
0nH6'

�

3L�pHq;

-149-

【１５】



h]45�L78��	
�������

-�/45��78��d-k/

�Ü��7�}���=EFG

 3�;I���³��ä»��
�Ã����l1

3[\; 45��78�
���
d � �nH�6 k-����n<6<k����oHk����0no<0k/

45��78�
���
d � 0n�H' k-���aa60�k����:�k�����n�H0k/

3�45��78�
���
d��45��78�
���
d� �!"=Â@;

-h/��¨µ´#©��$

�o0

3�<<q;

�:

3�<<q;

6'H

3�<<q;

�n�0H

3�<<q;

 3�;I�³�Ëì.�1�=�S@l1}º@ 

3op�q; 3HLp0q;

��

H

306p:q;

'66

3�'p6q;

306p:q;

3�opoq; 3'<p0q;

oH�

3oopoq;

0:�

oo: �:6

3�Lp:q; 3Hpoq;

'�

�nooL

�aa%

H:

��w
3���ì
�9�
K;

��

����

1���

�n6H�

Ã�%)�
!"12

36p�q; 3'op<q;

Ã�&á¢£

L:

30:p6q;

��%

o

����

0H�

onHo:

360pLq;

��<

0nL:L

366p:q;

����

3�'p<q;

0H

3:<p0q; 36�p0q;

0nH6'

'


��Àµ�Ý
�
(¦¨)�
��*»¨G��òó©=EFG�h7+³�ó¢£�)�

��*»¨Gr7+}��¨©¦,S 
--.§�D8K¦ÅÆ¨G��¨©�/½µF/ 

1�

0�L

���

���

���
�0�

360p0q;

1��

��0

3o<p:q;

��o

�n0o<

onL�<

3:HpLq;

�'0

3L�p'q;36Lp'q;

�Ü��7�}�
�� 1��Ã���78�


�
��
-h7�Î�/

�nHH'

��w
3���ì
�9�
K;

�<6
3L�poq;3:<pLq;

'HL

Ã���78�

�
��
3r7�Î�/

6L<

6H

3L�pHq;

�H

3L<poq;

�n0�:

�nL60

36�p:q;

-150-

【１５】



-[\/

�]45�:³�L78��d�0

 3�;I���³��ä»��
�Ã����l1

3[\; 45�m78�
���
d��a �no�' k-���aaL'ok����H6k����0n�LHk/

45��78�
���
d�� 0n<0� k-���aa6<0k����:ok�����n0�Hk/

45��78�
���
d��a �nH�6 k-����n<6<k����oHk����0no<0k/

45��78�
���
d�� 0n�H' k-���aa60�k����:�k�����n�H0k/

3�45�m78�
���
d��45��78�
���
d�178!"=Â@;

3�45��78�
���
d��45��78�
���
d� �!"=Â@;

h]��¨µ´#©��$

�0�

3�<<q;

�<

3�<<q;

6o�

3�<<q;

�n<60

3�<<q;

�o0

3�<<q;

�:

3�<<q;

6'H

3�<<q;

�n�0H

3�<<q;

 3�;I�³�Ëì.�1�=�S@l1}º@ 

36Hp<q; 3L<p<q;

36op'q; 3:Lp:q;

0nH'� �n:�L

3:'p<q; 3L6p'q;

�n6:' �n�<L

3'<p0q;
�:6

3�Lp:q; 3Hpoq; 3�opoq;
'66oo: '�

0:� oH�
3o<p:q; 3op�q; 3�'p6q; 3HLp0q;

����0

30:p6q; 3'op<q;

:

306p:q; 3oopoq; 306p:q;

H H

45�L78

����

����

����

1���

����

45�:78

����

����

1���

�n�6�

��

3L0pLq;

36Lp:q;

3:<p'q;

�

�6

on�:0

oL :0

�H
60: '0:

36HpHq; 3:LpHq;
�n�H'

���

0n:LH

3:�poq;

3H:pLq;

1��

'

o0�
3H6p�q;

:<

��w
-���ì
9�
K/

'��

0<0

3'<p<q;

�

0:�

3'0pLq;

3�:p0q;

3�0p0q; 30opLq;

�H

6H �''

3op6q;

3�'p<q;

360p0q;

0H�0�

��

36p�q;

��L

o

3�6p�q;

3o<p<q;

L: 0�L

1���

'a


oo�

�aa% Ã�%)�
!"12

�L

Ã�&á¢£

��:

3o�p�q; 3�op�q;

�

3�<p<q; 3�<p<q;

36p<q;

3o0pLq;

��	
��������_`

Ã��
��
3h7�Î�;

��% �Ü��7�
��

Ã��
��
3r7�Î�;

��w
-���ì
9�
K/

1��

����

����

45�:78

1���

45�L78

����

����

���� ��o

�n0o<

onL�<

����
�nooL

o

0H�

�'0

6L< 'HL

��0

0nL�0

ono�H

�<6 �nHH'
3:<pLq; 36�p:q; 3L�poq;

��< �H 6H

3:HpLq; 366p:q; 3L<poq;

0nL:L �n6H� �n0�:

3:<p0q; 36�p0q; 3L�pHq;

36Lp'q; 360pLq; 3L�p'q;

onHo: 0nH6' �nL60

-151-

【１５】



ËÌÍ;	����/"#%Í���G2

��OY� "#%Í���GËÌÍ; :;&� ��� ~�	

OXPX�R XUWQZ�ZX OUWVYRZU

,<�� 1� ��1�
��1�
Û�

,<�� 1� ��1�
��1�
Û�

� � � �W�� R� �QY �PQYV OXWQU

O � � �W�� RO �UQ VP�V� OYW�V

� � � �W�� R� �QX VPV�X OZWYZ

V � � �W�� RV �YO VPRYQ �OWRY

U � � �W�� RU VOO VPYZY �VWUR

R � � �W�� RR VOX UP�OU �RWVR

X � � �W�� RX VVV UPRUQ �QWVR

Q � � �W�� RQ VQZ UPZ�X �ZWXV

Y � � �W�� RY VRR RP�YO VOWQQ

Z O O �W�O RZ U�� RPXYV VUWOY

O� O � �W�O X� VYU XP�XQ VXWUZ

OO � � �W�O XO U�Y XPUQR VYWZR

O� V R �W�V X� UOR XPYZ� UOWUU

OV � R �W�V XV U�Q QP�ZQ UVWYZ

OU O X �W�U XU UUO QPQVY UXWRU

OR � Y �W�R XR UVX YPOQU UZWOQ

OX V OO �W�Q XX UQU YPXUY R�W��

OQ X OQ �WO� XQ UX� ZPO�Y RUWQY

OY Z �X �WOX XY URZ ZPRXQ RQWRR

OZ U V� �WOY XZ UXZ O�P�VX X�WVQ

�� O� U� �W�R Q� UVV O�PUXZ X�WZQ

�O X UY �W�Z QO UVU O�PZ�V XRWRY

�� O� RY �WVR Q� UOV OOPVOX XYW�Q

�V OV QO �WUV QV U�� OOPQOX Q�WUQ

�U X QQ �WUX QU UOX O�POV� Q�WZQ

�R OY ZR �WRQ QR UOU O�PRUX QRWUX

�X OU O�Z �WXX QX UOR O�PZXO QQWZX

�Q �Q OVX �WY� QQ VQQ OVPVVY Y�W�V

�Y �V ORZ �WZX QY VU� OVPXQY Y�W�Q

�Z VQ OZX OWOY QZ V�Z OVPZYQ YUWOV

V� VQ �VV OWU� Y� VOR OUPV�� YXW�V

VO VY �QO OWXV YO �QR OUPRQQ YQWXY

V� U� VOO OWYQ Y� �QR OUPYR� YZWVU

VV RO VX� �WOY YV �RZ ORPOOO Z�WYZ

VU RY U�� �WRV YU �VR ORPVUX Z�WVO

VR XZ UYZ �WZU YR �OX ORPRX� ZVWXO

VX YV RQ� VWUU YX OYY ORPQR� ZUWQU

VQ QY XR� VWZO YQ OXO ORPZOO ZRWQO

VY ZV QUV UWUQ YY OVR OXP�UX ZXWR�

VZ ZY YUO RW�X YZ O�� OXPOXY ZQW�R

U� O�� ZXO RWQY Z� ZX OXP�XU ZQWYV

UO O�Q OP�XY XWU� ZO O�U OXPVXY ZYWUR

U� OOY OPOYX QWOV Z� XQ OXPUVR ZYWYX

UV O�R OPVOO QWYZ ZV RV OXPUYY ZZWOY

UU OXV OPUQU YWYQ ZU UR OXPRVV ZZWUR

UR OZ� OPXXU O�W�O ZR UV OXPRQX ZZWQO

UX OQQ OPYUO OOW�Q ZX OV OXPRYZ ZZWQY

UQ OZZ �P�U� O�W�Q ZQ O� OXPX�O ZZWYX

UY �OY �P�RY OVWRY ZY O� OXPXOV ZZWZV

UZ �UQ �PR�R ORW�Q ZZ Q OXPX�� ZZWZQ

O�� R OXPX�R O��W��

��Ã�
O��

��Ã�
OR�

-152-

【１５】



��OZ� "#%Í���GËÌÍ; :;&� ��� ~�	

OUP�XX XQWUQ�ZY ORWV��O�

,<�� 1� ��1�
��1�
Û�

,<�� 1� ��1�
��1�
Û�

� � � �W�� R� OZQ �POO� OUWQZ

O � � �W�� RO OYQ �P�ZQ OXWO�

� � � �W�� R� ��V �PR�� OQWR�

V � � �W�� RV OZY �PXZY OYWZO

U � � �W�� RU �OX �PZOU ��WUV

R � � �W�� RR �OU VPO�Y �OWZV

X � � �W�� RX �UU VPVQ� �VWXU

Q � � �W�� RQ �R� VPX�� �RWVZ

Y O O �W�O RY �RZ VPYYO �QW��

Z � O �W�O RZ �YU UPOXR �ZW��

O� O � �W�O X� �YQ UPUR� VOW�O

OO � � �W�O XO �Y� UPQV� VVWOQ

O� O V �W�� X� V�Z RP�UO VRWVU

OV � V �W�� XV V�Z RPVR� VQWR�

OU � R �W�U XU �ZX RPXUX VZWRY

OR � R �W�U XR V�Q RPZQV UOWYQ

OX U Z �W�X XX VUR XPVOY UUW�Z

OQ � Z �W�X XQ VVY XPXRX UXWXX

OY V O� �W�Y XY VUY QP��U UZWO�

OZ R OQ �WO� XZ VVO QPVVR ROWU�

�� Y �R �WOY Q� VRU QPXYZ RVWZ�

�O O� VR �W�R QO VVU YP��V RXW�U

�� O� UR �WV� Q� VX� YPVYV RYWQX

�V O� RQ �WU� QV VRR YPQVY XOW�R

�U OV Q� �WUZ QU VX� ZPO�� XVWQZ

�R OX YX �WX� QR VU� ZPUU� XXWOZ

�X OQ O�V �WQ� QX VR� ZPQZU XYWXR

�Q OX OOZ �WYV QQ VR� O�POUU QOWOO

�Y �V OU� OW�� QY VU� O�PUYU QVWUZ

�Z �V OXR OWOX QZ VZ� O�PYQU QXW��

V� VU OZZ OWVZ Y� VVO OOP��R QYWRU

VO �V ��� OWRX YO �ZR OOPR�� Y�WXO

V� VQ �RZ OWY� Y� V�X OOPY�X Y�WQX

VV V� �YZ �W�V YV �XX O�P�Q� YUWX�

VU VZ V�Y �WV� YU �XR O�PVVQ YXWUY

VR RR VYV �WXY YR �UU O�PRYO YYWOZ

VX XU UUQ VWOV YX �VZ O�PY�� YZWYX

VQ XY ROR VWXO YQ �RO OVP�QO ZOWX�

VY Y� RZR UWOQ YY ��X OVP�QQ ZVW�Q

VZ Z� XYR UWY� YZ OZX OVPUQV ZUWUU

U� Q� QRQ RWVO Z� ORQ OVPXV� ZRWRU

UO QX YVV RWYU ZO O�� OVPQR� ZXWU�

U� OO� ZUR XWX� Z� OVU OVPYYX ZQWVU

UV O�V OP�UY QWVR ZV O�X OVPZZ� ZYW�Y

UU OVO OPOQZ YW�X ZU Z� OUP�Y� ZYWQO

UR O�Q OPV�X ZWOR ZR Y� OUPOX� ZZW�Q

UX OU� OPUUX O�WOU ZX U� OUP��� ZZWRR

UQ OVQ OPRYV OOWO� ZQ VZ OUP�UO ZZWY�

UY ORX OPQVZ O�WOZ ZY OU OUP�RR ZZWZ�

UZ OQU OPZOV OVWUO ZZ Y OUP�XV ZZWZY

O�� V OUP�XX O��W��

��Ã�
O��

��Ã�
OR�

-153-

【１５】



����� "#%Í���GËÌÍ; :;&� ��� ~�	

OOPY�R RQW�Y�VU OVWYQZ�V

,<�� 1� ��1�
��1�
Û�

,<�� 1� ��1�
��1�
Û�

� O O �W�O R� �QQ VPQYR V�W�O

O � O �W�O RO �QV UP�RY VUWV�

� � O �W�O R� VOU UPVQ� VXWZQ

V � O �W�O RV �YQ UPXRZ VZWU�

U � O �W�O RU VOR UPZQU U�W�X

R � O �W�O RR V�V RP�ZQ UUWQZ

X � O �W�O RX V�X RPX�V UQWVY

Q � O �W�O RQ V�O RPZ�U R�WO�

Y � O �W�O RY VUR XP�XZ RVW�O

Z � O �W�O RZ VUY XPXOQ RRWZX

O� O � �W�� X� V�O XPZOY RYWR�

OO O V �W�V XO VO� QP�V� XOWOU

O� � R �W�U X� �ZQ QPR�Q XVWXR

OV V Y �W�Q XV VOY QPYUR XXWVU

OU O Z �W�Y XU V�Z YPORU XYWZX

OR V O� �WO� XR V�U YPURY QOWRV

OX U OX �WOU XX V�U YPQX� QUWO�

OQ U �� �WOQ XQ �R� ZP�OU QXW�V

OY X �X �W�� XY �VX ZP�R� QYW��

OZ Y VU �W�Z XZ �XV ZPROV Y�WUR

�� Z UV �WVX Q� �RZ ZPQQ� Y�WXU

�O OX RZ �WR� QO ��� ZPZQU YUWVR

�� OO Q� �WRZ Q� ��Q O�POYO YXWO�

�V �V ZV �WQZ QV ��� O�PVYV YQWYO

�U OU O�Q �WZ� QU OZU O�PRQQ YZWUR

�R �Q OVU OWOV QR OX� O�PQVZ Z�WY�

�X VX OQ� OWUU QX ORR O�PYZU Z�WOV

�Q VY ��Y OWQX QQ OV� OOP��U ZVW�V

�Y VZ �UQ �W�Z QY O�� OOPOUU ZUW�U

�Z UX �ZV �WUY QZ OOU OOP�RY ZRW�O

V� QO VXU VW�Y Y� Z� OOPVUY ZRWZQ

VO XY UV� VWXR YO YQ OOPUVR ZXWQ�

V� XR UZQ UW�� Y� XY OOPR�V ZQW�Y

VV XX RXV UWQX YV R� OOPRRV ZQWQ�

VU ZZ XX� RWX� YU XO OOPXOU ZYW��

VR ZZ QXO XWUU YR U� OOPXRX ZYWRQ

VX OO� YQV QWVY YX UO OOPXZQ ZYWZ�

VQ O�O ZZU YWUO YQ VO OOPQ�Y ZZWOY

VY ORO OPOUR ZWXY YY �X OOPQRU ZZWU�

VZ ORO OP�ZX O�WZX YZ OO OOPQXR ZZWUZ

U� OR� OPUUX O�W�V Z� Z OOPQQU ZZWRQ

UO OQR OPX�O OVWQO ZO OV OOPQYQ ZZWXY

U� OZY OPYOZ ORWVY Z� O� OOPQZZ ZZWQY

UV OZV �P�O� OQW�O ZV X OOPY�R ZZWYV

UU �OQ �P��Z OYWYR ZU O� OOPYOQ ZZWZV

UR �VV �PUX� ��WY� ZR � OOPYOZ ZZWZR

UX �X� �PQ�� �VW�� ZX U OOPY�V ZZWZY

UQ �XU �PZYX �RW�R ZQ O OOPY�U ZZWZZ

UY �R� VP�VY �QWVY ZY O OOPY�R O��W��

UZ �Q� VPR�Y �ZWXQ ZZ � OOPY�R O��W��

O�� � OOPY�R O��

��Ã�
O��

��Ã�
OR�

-154-

【１５】



ËÌÍ;	����/e��!�����2

e��!�����o,<���h	p
��/��OY� 2

,<�� 1� ��1� 1���
��1�
��

,<�� 1� ��1� 1���
��1�
��

� � � �W�� �W�� YX Z OOZ �W�Y OW�Q
§ § § § § YQ � O�O �W�� OW�Z
§ § § § § YY O O�� �W�O OW�Z
§ § § § § YZ OX OVY �WOU OW�U
O� � � �W�� �W�� Z� VR OQV �WVO OWRR
OV O O �W�O �W�O ZO � OQR �W�� OWRQ
OU � O �W�� �W�O Z� � OQR �W�� OWRQ
OR � O �W�� �W�O ZV V OQY �W�V OWX�
OX � O �W�� �W�O ZU VV �OO �WV� OWYZ
OQ � O �W�� �W�O ZR R �OX �W�U OWZU
OY � O �W�� �W�O ZX � �OX �W�� OWZU
OZ � O �W�� �W�O ZQ � �OY �W�� OWZX
�� � O �W�� �W�O ZY U� �RY �WVX �WV�
�O � O �W�� �W�O ZZ V� �Z� �W�Z �WX�
�� � O �W�� �W�O O�� � �Z� �W�� �WX�
�V � O �W�� �W�O O�O V �ZV �W�V �WXV
�U � O �W�� �W�O O�� �Z V�� �W�X �WYZ
�R � O �W�� �W�O O�V RO VQV �WUX VWVR
�X � O �W�� �W�O O�U V VQX �W�V VWVQ
�Q � O �W�� �W�O O�R O VQQ �W�O VWVY
�Y � O �W�� �W�O O�X �� VZZ �W�� VWRY
�Z � O �W�� �W�O O�Q ZX UZR �WYX UWUU
V� � O �W�� �W�O O�Y OO R�X �WO� UWRU
VO � O �W�� �W�O O�Z O R�Q �W�O UWRR
V� � O �W�� �W�O OO� OV R�� �WO� UWXQ
VV � O �W�� �W�O OOO QX RZX �WXY RWVR
VU O � �W�O �W�� OO� VX XV� �WV� RWXQ
VR � � �W�� �W�� OOV � XV� �W�� RWXQ
VX � � �W�� �W�� OOU X XVY �W�R RWQV
VQ � � �W�� �W�� OOR QX QOU �WXY XWUO
VY O V �W�O �W�V OOX QX QZ� �WXY QW�Z
VZ O U �W�O �W�U OOQ R QZR �W�U QWOV
U� � U �W�� �W�U OOY � QZR �W�� QWOV
UO � U �W�� �W�U OOZ Q� YXR �WXV QWQX
U� � U �W�� �W�U O�� O�� ZYR OW�Y YWYU
UV � U �W�� �W�U O�O �V OP��Y �W�O ZW�R
UU � U �W�� �W�U O�� O OP��Z �W�O ZW�R
UR � U �W�� �W�U O�V VY OP�UQ �WVU ZWU� 

��c
UX � U �W�� �W�U O�U OO� OPORZ OW�O O�WU� OO�VWX
UQ O R �W�O �W�U O�R RU OP�OV �WUY O�WYY
UY O X �W�O �W�R O�X � OP�OV �W�� O�WYY
UZ � X �W�� �W�R O�Q �Y OP�UO �W�R OOWOU
R� � X �W�� �W�R 

��� O�Y OVV OPVQU OWOZ O�WVV
RO O Q �W�O �W�X RR�WY O�Z ZO OPUXR �WY� OVWOR
R� � Q �W�� �W�X OV� Q OPUQ� �W�X OVW�O
RV � Q �W�� �W�X OVO OU OPUYX �WOV OVWVV
RU � Q �W�� �W�X OV� OV� OPXOX OWOQ OUWR� 

��¾
RR � Q �W�� �W�X OVV OU� OPQRX OW�X ORWQX OOV�WU
RX � Q �W�� �W�X OVU VU OPQZ� �WVO OXW�X
RQ � Q �W�� �W�X OVR � OPQZ� �W�� OXW�X
RY � Q �W�� �W�X OVX O�U OPYZU �WZV OQW��
RZ � Q �W�� �W�X 

��+ OVQ ORR �P�UZ OWVZ OYWVZ
X� V O� �W�V �W�Z XX�W� OVY RU �PO�V �WUY OYWYQ
XO � O� �W�� �W�Z OVZ O �PO�U �W�O OYWYY
X� � O� �W�� �W�Z OU� XV �POXQ �WRQ OZWUR 

��î
XV � O� �W�� �W�Z OUO ��R �PVQ� OWYU �OW�Y OOU�WV
XU R OR �W�U �WOV OU� ZY �PUQ� �WYY ��WOX
XR � OQ �W�� �WOR OUV R �PUQR �W�U ��W�O
XX � OQ �W�� �WOR OUU OU �PUYZ �WOV ��WVV
XQ O OY �W�O �WOX OUR ��Z �PQOY �W�R �UWVZ
XY U �� �W�U �W�� OUX ORO �PYXZ OWVR �RWQU
XZ U �X �W�U �W�V OUQ �R �PYZU �W�� �RWZQ
Q� � �X �W�� �W�V OUY � �PYZX �W�� �RWZZ
QO � �X �W�� �W�V OUZ OUX VP�U� OWVO �QWV�
Q� � �Y �W�� �W�R OR� �UY VP�Z� �W�V �ZWR�
QV Z VQ �W�Y �WVV § § § § §
QU � VZ �W�� �WVR § § § § §
QR � VZ �W�� �WVR § § § § §
QX V U� �W�V �WVY V�� � OOPOUU �W�� O��W��
QQ OY X� �WOX �WRU
QY O XO �W�O �WRR 
��\0���	��	��
QZ � XO �W�� �WRR 
���0���	V�Û	��
Y� V XU �W�V �WRQ 
��+0Ü�/V���2	��Û	��/X��2
YO OQ YO �WOR �WQV 
��c0��:;&s�Âm�Ã�O�Û	��	��
Y� OU ZR �WOV �WYR 
��¾0��:;&s�Âm�Ã�ORÛ	��	��
YV � ZR �W�� �WYR 
��î0��:;&s�Âm�Ã���Û	��	��
YU � ZR �W�� �WYR 

��\
YR OR OO� �WOV �WZZ YYUWQ

-155-

【１５】



e��!�����o,<���h	p
��/��OZ� 2

,<��

�

1�

�

��1�

�

1���

�W��

��1�
��
�W��

,<��

YQ

1�

�

��1�

VZX

1���

�W��

��1�
��
VWQ�

§ § § § § YY �Q U�V �W�R VWZR
§ § § § § YZ ZV ROX �WYQ UWY�
§ § § § § Z� �U RU� �W�� RW�R
OX � � �W�� �W�� ZO � RU� �W�� RW�R
OQ O O �W�O �W�O Z� OQ RRQ �WOX RW�O
OY
OZ

�
�

O
O

�W��
�W��

�W�O
�W�O

ZV
ZU

O�Z
VV

XXX
XZZ

OW��
�WVO

XW�V
XWRV

�� � O �W�� �W�O ZR U Q�V �W�U XWRQ
�O � O �W�� �W�O ZX O� QOV �W�Z XWXX
�� � O �W�� �W�O ZQ O�R YOY �WZY QWXR
�V � O �W�� �W�O ZY QZ YZQ �WQU YWVY
�U � O �W�� �W�O ZZ Y Z�R �W�Q YWUX
�R � O �W�� �W�O O�� � Z�R �W�� YWUX
�X
�Q

�
�

O
O

�W��
�W��

�W�O
�W�O

O�O
O��

O��
O�X

OP��R
OPOOO

�WZV
�WZZ

ZWVZ
O�WVZ


��c
O�OWX

�Y � O �W�� �W�O O�V OQ OPO�Y �WOX O�WRU
�Z � O �W�� �W�O O�U � OPO�Y �W�� O�WRU
V� � O �W�� �W�O O�R XX OPOZU �WX� OOWOX
VO � O �W�� �W�O O�X OQO OPVXR OWX� O�WQX
V� � O �W�� �W�O O�Q V� OPVZQ �WV� OVW�X
VV
VU

�
�

O
O

�W��
�W��

�W�O
�W�O

O�Y
O�Z

O
VU

OPVZY
OPUV�

�W�O
�WV�

OVW�Q
OVWVZ 

��¾

VR � O �W�� �W�O OO� OYR OPXOQ OWQV ORWOO OO�ZWZ
VX � O �W�� �W�O OOO X� OPXQQ �WRX ORWXY
VQ � O �W�� �W�O OO� U OPXYO �W�U ORWQO
VY O � �W�O �W�� OOV OX OPXZQ �WOR ORWYX
VZ O V �W�O �W�V OOU ��� OPYZZ OWYZ OQWQR
U� � V �W�� �W�V OOR OVO �P�V� OW�� OYWZY
UO
U�

�
V

V
X

�W��
�W�V

�W�V
�W�X

OOX
OOQ

O�
Q

�P�U�
�P�UZ

�WOO
�W�Q

OZW�Z
OZWOR 

��î

UV � Y �W�� �W�Q OOY OVU �POYV OW�R ��WUO OOOQWQ
UU � Y �W�� �W�Q 

��� OOZ OZ� �PVQR OWQZ ��W��
UR � Y �W�� �W�Q UUUWV O�� �Q �PU�� �W�R ��WUR
UX � Y �W�� �W�Q O�O U �PU�X �W�U ��WUZ
UQ O Z �W�O �W�Y O�� O�R �PROO �WZY �VWUQ
UY � Z �W�� �W�Y O�V �R� �PQXV �WVX �RWYV
UZ
R�

�
�

Z
Z

�W��
�W��

�W�Y
�W�Y

O�U
O�R

QY
�

�PYUO
�PYUO

�WQV
�W��

�XWRX
�XWRX

RO O� OZ �W�Z �WOY O�X QY �PZOZ �WQV �QW�Z
R� � �O �W�� �W�� O�Q �VZ VPORY �W�V �ZWR�
RV � �O �W�� �W�� O�Y OUO VP�ZZ OWV� V�WYU
RU O �� �W�O �W�O O�Z � VPV�O �W�� V�WYX
RR V �R �W�V �W�V OV� VZ VPVU� �WVX VOW��
RX O �X �W�O �W�U OVO �V� VPRQ� �WOQ VVWVZ
RQ
RY

�
�

�X
�Y

�W��
�W��

�W�U
�W�X

OV�
OVV

OY�
OO

VPQR�
VPQXV

OWXY
�WO�

VRW�Q
VRWOQ

RZ X VU �W�X �WV� 

��+ OVU OV VPQQX �WO� VRWV�
X� X U� �W�X �WVQ XX�W� OVR OXZ VPZUR OWRY VXWYY
XO � U� �W�� �WVQ OVX �OZ UPOXU �W�R VYWZ�
X� � U� �W�� �WVQ OVQ UX UP�O� �WUV VZWVR
XV U UU �W�U �WUO OVY V UP�OV �W�V VZWVY
XU OZ XV �WOY �WRZ OVZ OUX UPVRZ OWVX U�WQR
XR
XX

O
�

XU
XU

�W�O
�W��

�WX�
�WX�

OU�
OUO

�XR
O��

UPX�U
UPQUU

�WUY
OWO�

UVW��
UUWVU

XQ R XZ �W�R �WXU OU� R UPQUZ �W�R UUWVZ
XY OZ YY �WOY �WY� OUV YO UPYV� �WQX URWOR
XZ X ZU �W�X �WYY OUU �XQ RP�ZQ �WR� UQWXU
Q� � ZU �W�� �WYY OUR OVQ RP�VU OW�Y UYWZV
QO R ZZ �W�R �WZV OUX O RP�VR �W�O UYWZV
Q� �U O�V �W�� OWOR OUQ VZ RP�QU �WVX UZWV�
QV Z OV� �W�Y OW�V 

��\ OUY �UV RPROQ �W�Q ROWRQ
QU O OVV �W�O OW�U QQVWY OUZ ��� RPQOZ OWYZ RVWUX
QR
QX

U
UZ

OVQ
OYX

�W�U
�WUX

OW�Y
OWQU

OR�
§

OV
§

RPQV�
§

�WO�
§

RVWRY
§

QQ OU ��� �WOV OWYQ § § § § §
QY O ��O �W�O OWYY § § § § §
QZ U ��R �W�U OWZ� V�� � O�PXZY �W�� O��W��
Y� UY �RV �WUR �WVX
YO UU �ZQ �WUO �WQY 
��\0���	��	��
Y� O �ZY �W�O �WQZ 
���0���	V�Û	��
YV
YU

O
V�

�ZZ
VVO

�W�O
�WV�

�WQZ
VW�Z


��+0Ü�/V���2	��Û	��/X��2

��c0��:;&s�Âm�Ã�O�Û	��	��

YR RZ VZ� �WRR VWXR 
��¾0��:;&s�Âm�Ã�ORÛ	��	��
YX X VZX �W�X VWQ� 
��î0��:;&s�Âm�Ã���Û	��	��

-156-

【１５】



,<�� 1� ��1� 1���
��1�
��

,<�� 1� ��1� 1���
��1�
��

� � � �W�� �W�� ZY OQ UXU �WOZ RW��
§ § § § § ZZ � UXU �W�� RW��
§ § § § § O�� X UQ� �W�Q RW�Q
§ § § § § O�O QZ RUZ �WYZ XWOR
VQ � � �W�� �W�� O�� VQ RYX �WUO XWRQ
VY O O �W�O �W�O O�V � RYY �W�� XWRZ
VZ � O �W�� �W�O O�U � RZ� �W�� XWXO
U� � O �W�� �W�O O�R YR XQR �WZR QWRQ
UO � O �W�� �W�O O�X QR QR� �WYU YWUO
U� U R �W�U �W�X O�Q � QR� �W�� YWUV
UV O X �W�O �W�Q O�Y � QR� �W�� YWUV
UU � X �W�� �W�Q O�Z X� YO� �WXQ ZWO� 

��c
UR � X �W�� �W�Q OO� O�Z Z�O OW�� O�WVV OO�ZWQ
UX � Y �W�� �W�Z 

��� OOO OX ZVQ �WOY O�WR�
UQ � O� �W�� �WOO UUXWX OO� � ZVQ �W�� O�WR�
UY � O� �W�� �WOO OOV UV ZY� �WUY O�WZZ
UZ � O� �W�� �WOO OOU O�Q OPO�Q OWU� O�WUO
R� O OO �W�O �WO� OOR VV OPOU� �WVQ O�WQY
RO � OV �W�� �WOR OOX � OPOU� �W�� O�WQY
R� � OV �W�� �WOR OOQ VV OPOQV �WVQ OVWOR
RV � OV �W�� �WOR OOY OXU OPVVQ OWYU OUWZZ 

��¾
RU � OV �W�� �WOR OOZ R� OPVYZ �WRY ORWRQ OOOYW�
RR X OZ �W�Q �W�O O�� � OPVYZ �W�� ORWRQ
RX � OZ �W�� �W�O O�O OQ OPU�X �WOZ ORWQX
RQ � OZ �W�� �W�O O�� OUZ OPRRR OWXQ OQWUV
RY � OZ �W�� �W�O O�V O�Y OPXXV OW�O OYWXU
RZ Q �X �W�Y �W�Z 

��+ O�U Q OPXQ� �W�Y OYWQ�
X� � �Y �W�� �WVO XX�W� O�R R OPXQR �W�X OYWQY 

��î
XO � �Y �W�� �WVO O�X OOQ OPQZ� OWVO ��W�Z OO�RWZ
X� � �Y �W�� �WVO O�Q OVO OPZ�V OWUQ �OWRX
XV V VO �W�V �WVR O�Y O� OPZVR �WOV �OWXZ
XU U VR �W�U �WVZ O�Z � OPZVQ �W�� �OWQ�
XR � VR �W�� �WVZ OV� ZZ �P�VX OWOO ��WYV
XX � VR �W�� �WVZ OVO ��� �P�VX �W�U �RW�Q
XQ X UO �W�Q �WUX OV� UO �P�QQ �WUX �RWRV
XY O� RV �WOV �WRZ OVV O �P�QY �W�O �RWRU
XZ � RV �W�� �WRZ OVU QY �PVRX �WYQ �XWUO
Q� � RV �W�� �WRZ OVR ��V �PRQZ �WR� �YWZO
QO U RQ �W�U �WXU OVX UU �PX�V �WUZ �ZWUO
Q� �X YV �W�Z �WZV OVQ U �PX�Q �W�U �ZWUR
QV O YU �W�O �WZU OVY U� �PXXQ �WUR �ZWZ�
QU � YU �W�� �WZU OVZ �V� �PYZZ �WX� V�WR�
QR Z ZV �WO� OW�U OU� YX �PZYR �WZX VVWUX
QX OU O�Q �WOX OW�� OUO OO �PZZX �WO� VVWRZ
QQ U OOO �W�U OW�U 

��\ OU� V� VP��Y �WVX VVWZR
QY � OOO �W�� OW�U QQQWQ OUV �O� VP�U� �WVY VXWV�
QZ X OOQ �W�Q OWVO OUU OOR VPVRR OW�Z VQWXO
Y� �R OU� �W�Y OWRZ OUR �O VPVQX �W�U VQWYR
YO U OUX �W�U OWXU OUX Y VPVYU �W�Z VQWZU
Y� � OUX �W�� OWXU OUQ OQO VPRRR OWZ� VZWYR
YV � OUY �W�� OWXX OUY ORQ VPQO� OWQX UOWXO
YU VU OY� �WVY �W�U OUZ UQ VPQRZ �WRV U�WOU
YR OQ OZZ �WOZ �W�V OR� O VPQX� �W�O U�WOR
YX � ��O �W�� �W�R § § § § §
YQ � ��O �W�� �W�R § § § § §
YY VY �VZ �WUV �WXY § § § § §
YZ �Z �XY �WVV VW�� V�� � YPZ�� �W�� O��W��
Z� V �QO �W�V VW�U
ZO � �QO �W�� VW�U 
��\0���	��	��
Z� V� V�O �WVU VWVQ 
���0���	V�Û	��
ZV RO VR� �WRQ VWZR 
��+0Ü�/V���2	��Û	��/X��2
ZU R VRQ �W�X UW�� 
��c0��:;&s�Âm�Ã�O�Û	��	��
ZR � VRQ �W�� UW�� 
��¾0��:;&s�Âm�Ã�ORÛ	��	��
ZX OV VQ� �WOR UWOR 
��î0��:;&s�Âm�Ã���Û	��	��
ZQ QQ UUQ �WYX RW�O

e��!�����o,<���h	p
��/����� 2

-157-

【１５】



�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
 

!
"
�

#
"
�

�
 

!
"
�

#
"
�

�
$

�
%
�
&
'

�
�

�
�
�

(
)
�

�
�

�
�
�

(
)
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

(
)
�

(
)
*

+
,

�
�
�

(
)
�

(
)
*

+
,

�
�

�
�
�
(
)
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
(
)
�
(
)
*

+
,

�
�
�
(
)
�
(
)
*

+
,

�
�
�

(
)
*

+
,

(
)
*

+
,

�
�
�

(
)
*

+
,

(
)
*

+
,

�
�
�

(
)
*

+
,

(
)
*

+
,

�
-
.
�
%

/
0

�
�

�
1

�
�
2�
�

3
�

�
2�
�

3
�

�
�

�
2�
�

0
1

�
0

�
�
2�
�

3
�

�
-
4
4
4
.

5
�

�
�

�
�

�
/
1
�
25
�

5
3
�
2�
�

/
/
�

�
3

3
�
�
20
�

/
3
�
0
2�
/

5
�

�
0

5
�
1
21
3

5
5

�
�

/
�
0
2�
�

/
0

5
�

/
0

�
1
/
�
2�
�

�
5
0
23
�

�
�
3

�
0
�
2�
5

�
�

�
�

3
/
�
2�
�

1

/
6
7
�
%

1
�

�
5

�
5

0
/
0
23
�

/
1
/
0
23
�

/
�

0
�

5
�

3
�
/
25
1

0
0
�
3
20
�

0
1

�
�

�
�
2�
�

0
0

�
�

1
�
�
21
�

5
5

�
3

1
�

�
0
�
3
2�
5

/
1
�
5
20
�

�
�

�
/

�
�
0
2/
�

0
�

5
�

�
/
�
3
2�
�

�
�

5

8
�
%

0
�

/
�

�
5

�
1
21
3

1
1
�
5
2�
�

0
�

�
�

�
�
�

�
�
/

�
3
21
�

1
0

0
/

�
�

�
�
2�
�

3
�

/
20
3

3
�

�
�

�
2�
�

0
1

�
3

�
/
23
�

1
�

0

8
9
:

3
0

�
3

�
1

�
�
1
1
21
3

3
1
�
2�
/

0
3
3

3
�

/
�
5
�
2�
1

�
5
5
/
2�
1

�
1

5
1

�
0
0
5
2/
0

�
�

�
1

1
�
/
2�
�

/
�

�
�
�

�
�

/
/
/
�
2/
0

�
/
5
�
2�
5

�
�

5
1

�
�
5
0
21
0

�
/

/
1

�
�
/
/
2/
/

�
/

1

4
4
4
8

�
�
�

�
�

�
�

�
�
5
3
21
�

�
0
5
3
21
�

�
1

�
3

3
/

/
�
/
1
23
�

�
1
5
/
2�
5

�
/

�
1

�
�
1
�
23
0

1
0
3

�
�
/
1
2�
5

�
�

�
5
1

�
�
3

5
�
/
/
20
1

�
�
/
�
20
�

�
/

�
�

�
0
3
0
2�
�

5
�
�
3

/
5
/
�
23
�

�
0

3

4
4
4
;

�
�
�

1
�

5
/

1
�
2�
5

0
�
�
/
2�
0

0
�

5
/

1
�
/
2�
0

0
0

�
�
�

�
�

�
1
�
�
25
�

5
�
�
�
23
0

5
�

�
�

�
1
�
�
23
0

/
/

�
<
4
4
4
7

1
�

�
�

�
�

5
/
/
2/
/

/
�
/
/
2/
/

/
�

/
�

�
/

�
�
/
/
2/
/

�
�
5
/
25
�

�
0

0
�
5
�
2�
�

/
/

�
�

�
5
5
25
5

�
�

5
�

/
0

�
�
�
�
25
0

�
3
/
�
25
/

�
�

5
�
0
�
2�
�

�
/

/
�

�
�
�
2�
/

�
�

�
=
4
4
4
>

/
�

�
3

�
/
�
3
21
0

5
�
/
/
2/
/

/
�

�
/
/
/
2/
/

�
5

/
�

�
�

/
3
21
�

1
�
�
5
2�
�

0
5

�
�
0
�
2�
�

�
/

�
�

�
�
�
20
/

0
0

�
�
�
?@
?%

1
0

5
�

5
�

�
0
/
�
21
�

5
�
/
�
21
�

5
�

3
0

1
3

�
�
�
0
2/
/

/
5
�
�
2/
1

/
�

0
�

�
�
/
�
2�
/

5
�

�
�
�
�
2�
�

0
�

�
�

�
3

�
�
�
�
2�
�

�
�
�
�
2�
�

/
�

1
�

�
1
�
/
2�
�

5
�

�
�

5
�
�
2�
�

�
3

�
�
A
?B
?C

/
�

�
�

�
0

�
1
2�
�

1
0

�
2�
�

1
1

�
0

�
�
2�
�

1
5

/
0

�
/

�
�
2�
1

3
�

5
2/
0

1
�

�
/

�
5
2/
0

1
3

�
�
D
?E
?>

0
�

�
0

�
/

5
�
1
21
3

5
/
/
�
23
3

5
�

/
�

�
0

�
�
�
20
�

5
�
/
�
2�
�

/
/

�
�

1
1
�
2�
�

�
3

�
0

�
�
/
2/
/

0
1

1
�

5
�

0
�
2�
�

0
�
�
�
2�
�

0
�

5
�
0
�
2�
�

�
/

/
3

/
�
2�
�

0
�

�
/
F
4
4
4
G

5
�

�
�

�
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
�

�
�

�
5

�
�
3
20
�

�
1
/
/
2/
/

/
�

�
�

�
�
�

�
�
/

3
/
�
25
/

�
0

0
1

5
3

5
3
2�
5

1
�

�
20
�

1
1

5
�

�
0

5
�

5
/

/
1
2�
�

1
5

�
5
H
4
4
4
I

�
/
�

0
�

0
�

�
�
/
0
2�
�

/
3
/
1
2�
�

/
3

�
0
0

�
/
�

/
�
�
�
21
0

5
�
�
5
21
�

5
0

�
�

�
�
/
�
2�
�

5
�

5
�

5
�
�
2�
�

1
�

�
/
5

�
�
3

/
�
�
1
2�
5

/
�
�
�
2/
�

/
�

�
�
�

�
�
�
/
2/
/

5
�

1
3

�
�
�
5
2�
/

5
3

�
0
H
I
�
%

�
�
0

1
0

1
5

�
�
5
/
2�
�

/
�
5
/
23
0

/
�

�
5
5

�
/
�

/
�
�
3
2�
�

/
�
/
�
2�
�

/
5

�
3

�
/
�
1
25
5

5
0

5
/

�
1
/
3
2�
�

�
3

�
�
�

�
1
�

0
�
�
0
2�
0

�
�
/
�
2/
1

�
0

�
�
�

/
0
/
�
2�
�

/
1

0
�

�
1
�
3
2�
�

�
�

�
1
H
J
�
%

1
�

�
3

�
0

�
0
2�
�

0
/

1
21
3

0
/

/
/

�
/

�
�
3
2�
3

�
3
/
�
2�
/

�
�

�
�

1
1
�
2�
�

�
3

�
/

/
�
/
2�
�

/
�

1
/

5
�

5
1
2/
0

1
0

�
20
�

1
/

�
/
/
3
20
�

�
�

/
5

�
�
2�
5

1
�

�
3
K
4
4
4
L

�
�
�

�
/

�
/

3
0
/
2�
0

�
3
0
/
2�
0

�
3

�
�

3
5

�
�
/
0
2�
�

�
�
/
�
2�
�

�
�

�
0
1
�
20
�

�
5

1
1

�
5
/
1
2/
1

�
�

�
/
3

�
�
0

/
�
�
3
23
5

�
�
/
1
2�
�

�
�

�
1
1
1
21
3

1
�
1

/
�
/
/
2/
/

�
/

�
�
M
N
O
P

1
�

�
�

�
�
2�
�

0
0

�
2�
�

0
0

5
3

/
1

3
�
5
2�
�

0
5
�
�
25
5

0
5

�
�

�
2�
�

0
1

/
5

3
�
�
20
�

5
0

1
1

5
0

5
1
2�
1

1
1

�
2�
�

1
0

�
�

�
2�
�

0
1

5
5

5
�
2�
�

0
1

�
�
M
4
4
4
N

�
�
�

�
/
�

�
�
�

�
3
1
1
2�
�

1
1
3
25
5

3
�
�
1

�
�
�

�
/
0
0
�
23
/

5
1
/
2�
�

�
�
3
�

�
�
�
1
�
25
�

0
5
�

�
3
5
�
25
1

�
5

�
3
�

�
5
�

�
�
�
/
3
2�
5

�
�
5
�
25
�

�
�

�
1
�

�
5
5
�
23
�

�
�

3
�

�
1
�
�
2�
�

�
3

�
�
Q
4
4
4
R

1
�

1
1

/
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
0

�
5

�
3

�
�
2/
/

1
/
�
�
23
1

1
�

�
�

�
2�
�

0
1

�
0

�
�
/
2/
/

0
1

5
1

�
0

5
�
23
�

0
1
�
1
2�
�

0
�

5
�
�
0
2�
�

5
�

�
�

/
�
5
2�
�

5
�

�
�
S
4
4
4
T

/
�

5
5

�
�
0
2�
�

5
0
�
0
2�
�

5
1

�
0

�
�

�
�
2�
�

1
5
�
�
2�
�

1
5

5
�
�
0
2�
�

5
�

�
1

�
1
2�
0

1
1

5
1

/
/

3
�
0
2�
�

5
�
�
�
2�
�

/
�

1
�
/
/
2/
/

/
5

�
3

0
�
�
20
�

/
�

�
�
U
?V
?W

5
�

5
5

�
�
0
2�
�

5
0
�
0
2�
�

5
3

5
�

�
�

�
�
20
�

1
�

/
25
0

1
�

�
�
0
�
2�
�

�
5

�
3

�
�
2�
�

1
3

1
�

5
�

0
�
2�
�

0
�
�
�
2�
�

0
�

0
�
5
�
2�
�

�
1

/
3

/
�
2�
�

0
�

�
/
X
4
4
4
Y

�
1
�

�
1
1

�
1
5

�
�
5
1
�
21
0

�
�
1
/
25
�

�
�
�
0

�
3
�

�
3
/
1
�
23
�

�
1
/
2�
5

/
�
�
/

�
/
�
1
0
2�
�

�
�

1
�

5
�
1
�
2�
�

/
/
�
�

�
�
�

�
1
0
0
�
20
1

�
0
1
20
�

�
�
�
�

�
/
0
1
/
2�
�

�
�
�

/
�
/
3
2�
5

�

�
5
Z
4
4
4
[

1
�

�
�

�
�

0
�
3
23
�

5
�
�
3
23
�

5
/

5
�

5
5

�
�
�
�
25
0

/
�
�
0
2�
�

5
�

�
�

3
/
�
2�
�

/
1

�
1

5
�
0
2/
�

0
5

�
0

3
�

�
�
�
�
21
/

5
3
�
1
2�
�

5
�

�
�

0
�
1
2/
�

5
�

0
�

3
�
/
25
1

5
�

�
0
D
\
�
%

1
�

/
/

�
�
2�
�

0
0

�
2�
�

0
0

�
3

�
�

5
�
/
20
/

/
0
/
1
2/
1

�
1

/
�
/
/
2/
/

/
�

�
/
/
3
20
�

�
1

/
/

�
�

1
�
�
2�
�

/
/
/
/
2/
/

�
�

�
�
�
�
�
2�
�

�
�
3

0
�
�
25
�

�
3

�
1
D
4
4
4
\

�
�
�

1
�

1
�

5
�
1
5
20
�

�
1
5
20
�

�
�
�

�
�

5
1
5
1
2�
5

�
0
�
20
0

�
�

3
5

/
�
0
�
23
�

�
�

�
3

3
5
�
2�
�

�
0

�
5
�

�
�
�

3
�
0
�
2�
�

/
0
5
21
�

5
�
�

0
5
0
�
2/
5

�
�

/
3

�
1
5
/
2�
5

�

�
3
]
?^
?%

0
�

�
�

�
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
/

/
1

�
�

1
�
1
21
3

0
�
�
�
25
/

5
�

/
�
1
1
21
3

�
�
0

5
�
1
2�
�

0
/

0
1

5
�

5
3
2�
5

1
�
�
�
2�
�

1
�

�
�
�
�
�
2�
�

�
/
�

/
3
21
�

1
�

�
�
_
4
4
4
`

0
�

�
�

�
�

�
0
20
1

0
5

0
20
1

0
5

5
3

/
3

�
�
3
2�
�

0
�
�
�
21
�

5
�

�
�

0
�
0
2�
�

5
�

�
3

/
�
3
21
0

5
�

1
�

5
3

�
�
�
0
2�
5

/
�
�
/
25
�

/
�

�
�

0
�
/
2�
�

5
3

�
1

1
�
/
2�
�

�
5

�
�
a
4
4
4
<

/
�

�
/

�
3

�
�
23
�

0
1
�
�
23
1

1
�

5
�
�
0
2�
�

5
�

�
/

�
3
21
�

1
�

/
�
C
4
4
4
b

/
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
1

�
�

/
�
�
20
5

0
3
�
1
21
3

0
3

�
�

/
�
1
21
3

0
�

5
�

�
1

5
�
�
2�
�

0
�
�
0
2/
�

0
�

�
1

5
�
0
2/
�

5
0

/
�
c
?N
?

1
0

/
�

/
�

�
3
5
/
20
�

/
�
5
/
20
�

/
�

3
3

1
�

�
�
/
1
2/
1

�
3
5
�
20
�

�
�

0
3

�
/
5
�
2/
0

/
�

�
�

0
5
�
21
3

�
/

�
�
�

3
�

/
�
/
�
2�
�

�
5
�
2/
3

1
1
�

/
0
0
�
25
3

�
�

�
�

5
/
1
2/
1

�
�

/
�
d
4
4
4
e

�
�
�

0
�

0
�

�
3
/
/
2/
/

/
�
/
/
2/
/

5
�

�
�
1

�
5

5
�
/
3
23
5

�
0
5
�
20
0

�
�

1
�

/
�
5
5
2�
/

�
�

�
0

�
/
1
2�
�

�
�

�
0
0

�
�
�

0
�
/
�
2�
1

�
5
5
�
21
3

�
�

3
�

/
�
5
�
2/
3

�
�

5
�

�
�
�
1
2�
/

�
/

/
/
f
4
4
4
L

5
�

�
3

�
�

�
�
2�
�

3
�

�
2�
�

3
�

�
�

�
�
2�
�

3
�

/
5
g
?h
?i

1
�

�
�

�
�

�
�
2�
�

0
�

�
20
�

0
�

1
�

5
1

�
�
/
2�
5

0
1
�
�
20
3

0
/

�
1

0
�
�
2�
/

0
�

�
�

5
�
�
2�
�

5
1

�
�
5

�
5

�
�

�
21
0

0
5
�
/
2�
�

0
0

5
�

�
�
�
20
�

0
�

5
/

/
1
2�
�

1
5

/
0
�
4
4
4
j

0
�

�
0

�
0

�
�
5
5
2�
�

�
�
5
5
2�
�

/
�

0
�

5
�

�
1
�
3
2�
�

�
�
/
�
2�
�

�
5

�
1

�
�
5
1
2�
0

�
3

�
1

5
�
0
2�
�

/
0

1
1

5
0

�
3
�
0
23
1

�
�
/
3
23
�

�
5

�
/

�
/
5
23
�

/
�

�
�

�
5
�
2�
�

5

/
1
I
[
�
%

0
�

5
5

�
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
�

5
/

�
�

3
�
1
2�
�

0
/
�
0
2�
�

5
�

5
�
0
�
2�
�

�
5

�
5

0
�
�
2�
/

5
/

1
�

5
1

�
/
2/
/

1
�

5
2/
0

1
�

/
�

�
2�
�

0
1

5
/

�
5
21
0

1
1

/
3
k
4
4
4
"

1
�

0
�

0
�

�
�
3
2/
�

5
�
�
3
21
0

5
�

�
�

3
1

�
�
�
/
2�
3

/
1
�
0
2�
�

5
�

1
3

�
3
�
0
2/
3

5
3

�
�
�
�
2�
�

5
�

�
�
5

�
�

�
�
�
�
2�
/

�
�
�
�
23
/

/
5

3
0

�
�
�
5
2�
�

5
1

�
/

�
�
0
2/
�

5
0

/
�
l
4
4
4
m

0
�

�
5

�
5

�
0
3
2�
5

�
/
0
3
2�
5

�
/

5
/

/
�

�
�
5
1
20
�

�
�
0
�
2�
�

�
�
5

�
1
5
2�
�

�
/

�
0

�
�
5
5
2�
�

�
�

3
�

1
�

�
/
�
�
20
3

/
�
�
�
21
3

/
1

�
�

0
�
3
23
�

/
�

5
�

�
�
�
2�
0

/
1

/
�

J
n
o

0
�

�
�

�
�

5
�
�
2�
�

5
�
�
�
2�
0

5
�

5
5

/
1

5
�
2�
�

1
�
�
�
2�
�

1
/

�
1

�
�
2�
�

0
1

�
�

5
�
�
2�
�

5
1

0
�

/
3

1
�
�
2/
5

0
�
�
1
2�
�

5
�

�
�

�
�
�
2�
�

0
0

�
3

0
�
�
20
�

/
�

5
�
p
4
4
4
q

0
�

�
3

�
3

�
0
0
0
20
1

�
5
0
0
20
1

�
5

1
1

1
�

5
�
1
�
21
�

/
1
5
20
�

�
5
5

�
5
0
5
20
0

�
�

�
�

�
1
�
�
2�
�

�
3
5

1
�

/
5
5
0
2�
0

1
5
�
2�
�

3
0
3

�
�
5
�
2�
�

�
�

�
�

1
0
�
2�
�

�

5
�
r
4
4
4
s

/
�
�

�
5
�

�
/
�

�
/
�
0
5
20
�

�
0
0
5
2�
�

�
0

/
�
/

�
�
�

�
0
/
5
�
2�
�

3
0
�
25
�

3
�
/
1

�
/
5
0
1
23
�

�
�

0
1

�
�
/
/
2�
/

�
/

/
�
1

/
0
�

�
�
1
5
�
25
�

0
0
0
21
�

/
�
3
1

�
3
�
1
5
2�
1

3
3
1

�
3
�
�
2/
3

�
1

5
�
r
4
4
4
M

/
�

�
�

�
�

5
�
�
2�
0

5
0
�
�
2�
�

5
1

�
�

�
2�
�

0
1

�
3

5
�
/
20
/

/
3

5
1

/
1

�
�
3
2/
�

/
0
�
�
2�
�

/
0

�
�

�
2�
�

0
1

/
0

�
�
�
2�
1

�
0

5
/
t
4
4
4
u

5
�

�
�

�
1

0
�
3
2�
5

/
1
�
�
2�
/

5
/

�
1

0
�
�
2�
/

/
0

5
5
v
w
x
y

3
�

5
5

/
0

�
�
�
25
0

5
/
�
0
23
�

5
�

/
0

�
�
0
23
�

/
5

�
�

1
/

�
�
�
2�
�

0
�
�
�
23
�

0
1

1
/

�
�
�
23
�

0
�

5
0
J
4
4
4
z

0
�

/
/

�
�
2�
�

0
0

�
2�
�

0
0

�
�

�
1

�
�
20
�

1
�
�
�
20
�

1
�

�
�

�
2�
�

0
1

�
0

�
�
/
2/
/

0
1

0
�

/
5

5
3
21
�

1
�
�
�
23
1

1
�

�
�

�
2�
�

0
1

/
/

5
�
�
2�
�

0
/

5
1
J
4
4
4
M

/
�
�

�
3
/

�
3
�

�
�
�
1
�
2/
1

/
3
�
20
�

5
/
�
1

/
�
5

�
3
�
0
5
21
�

1
0
�
20
0

1
�
�
0

�
5
�
1
�
2�
�

�
0

3
�

/
�
5
�
2�
�

3
5
�
�

/
1
1

�
�
�
0
�
2�
�

/
0
5
21
5

0
�
0
�

�
0
0
1
�
20
�

�
�
�
5

5
0
/
�
25
3

0

5
3
{
?|
?}

�
0
�

�
�

�
�

/
0
/
�
2/
/

/
5
/
�
23
3

/
5

�
�
�

�
1
�

0
3
/
�
21
3

�
�
/
0
25
�

�
3

�
�
5

5
�
/
�
2�
1

/
�

/
3

�
3
5
0
2�
0

�
�
5
�

�
�
�

0
�
�
5
2/
�

�
5
�
�
2�
�

�
�

�
5
3

5
0
/
�
21
�

/
3

1
/

�
5
�
�
2�
�

�
3

5
�
J
~
�
%

0
�

/
5

/
�

/
�
2�
�

1
�

�
2/
�

1
0

/
�

/
�
2/
�

1
�

5
�

/
3

3
�
5
20
�

5
�
�
�
2�
�

5
5

5
�
�
0
2�
�

5
�

/
/

1
�
�
2�
�

5
�

5
�
J
4
4
4
~

�
�
�

5
/

5
�

�
�
5
1
20
�

�
1
5
3
21
�

�
1

�
�
�

�
1

5
3
5
3
2�
�

�
5
�
2�
1

�
�

1
3

/
5
0
�
23
0

�
/

�
�

�
/
5
5
2�
/

�
�
5
�

�
�
3

0
�
5
�
2�
5

3
5
1
25
1

�
3
3

/
�
5
�
2/
0

�
�

0
�

�
�
5
�
2�
�

/

0
�
J
4
4
4
�

0
�

�
5

�
5

5
�
1
21
3

0
�
�
1
21
3

0
�

0
0

5
5

�
�
�
�
2�
�

/
�
�
3
2�
3

/
�

�
3

3
�
0
2�
/

5
1

�
3

0
�
�
25
�

�
�

�
/

0
0

5
5
2�
�

1
�

3
2�
3

1
�

�
�

5
�
5
2�
�

0
/

�
3

�
�
2�
�

3
�

0
�
�
4
4
4
�

0
�

/
/

/
�

1
�
�
2�
�

5
3
�
�
2�
�

0
�

�
�

�
�
�

�
�
�

0
�
3
2�
5

0
�

0
�

5
�

�
�
/
20
1

5
0
�
�
2�
�

5
�

5
�

�
�
�
2�
�

/
�

0
�
�
?�
?�

�
�

�
�

�
�

�
3
1
�
23
�

�
�
1
�
23
�

�
�

3
�

1
0

5
�
0
1
2�
5

0
1
/
2�
�

0
�
�

�
�
3
0
2�
�

5
/
3

�
�
0
5
2�
0

5
�
�
1

�
�

/
�
/
�
2�
�

�
3
/
�
21
0

�
�

�
�

�
/
5
1
25
/

�
�

3
�

�
�
�
3
2�
5

�
�

0
/
[
4
4
4
7

0
�

�
�

�
�

0
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
�

/
�

�
1

�
�
/
/
2/
/

�
�
/
�
25
1

�
/

1
5
1
1
21
3

�
�
�

1
/
�
2�
�

�
3

0
3

5
�

�
0
�
1
2/
�

�
�
/
�
21
�

�
/

�
�

0
5
�
21
3

�
0

/
3

�
�
�
3
2�
/

�
�

0
5
�
4
4
4
�

1
�

�
�

�
�

0
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
�

5
�

/
1

�
�
�
20
�

5
5
�
�
2�
�

5
1

0
�

�
2�
�

0
1

/
�

�
�
0
2�
�

/
/

1
�

0
�

�
�
5
23
0

5
�
�
�
2�
�

5
0

5
�

�
2�
�

0
1

5
1

�
�
�
20
3

/
5

0
0
�
4
4
4
T

�
�
�

0
�

0
5

3
�
�
2�
3

0
�
�
�
2�
1

0
�

�
/
�

�
�
�

�
5
�
�
2�
5

0
�
�
�
21
�

1
�

3
�

�
�
�
/
2�
�

0
5

/
�

/
�
2/
�

1
�

�
�
�

�
5
�

�
1
�
�
2�
5

5
1
�
3
20
3

5
1

�
0

�
�
�
�
2�
�

0
�

1
/

�
�
�
23
�

0
�

0
1
�
4
4
4
�

/
�

3
1

/
5
�
2�
1

/
�
0
�
2�
�

�
5

�
�

�
�

5
�
�
2�
�

5
3
�
�
2�
0

0
�

0
�
�
�
2�
�

0
�

�
5

/
�
�
25
/

5
�

�
�

�
�

�
3
2�
5

1
�

�
20
�

1
/

3
�
�
5
2�
�

0
/

�
5

�
3
2�
5

1
/

0
3
�
4
4
4
�

�
�
�

0
/

0
/

5
5
�
/
2�
�

�
�
/
2�
�

�
�
�

�
1

1
�
1
�
2�
5

�
1
/
20
5

5
3
/

5
5
1
�
2�
3

�
1

�
/

�
3
3
/
2�
�

�
�
/
�

�
�
3

3
�
0
�
2�
�

�
1
�
25
�

�
�
/

1
0
1
�
2�
�

0
/
5

�
/
/
�
2�
5

3

0
�
�
�
�
�

5
�

�
�

�
�
2�
�

0
0

�
2�
�

0
0

�
0

�
�

�
5
2�
�

1
3

0
2�
1

1
3

3
�
�
5
2�
�

0
/

�
�

�
�
2�
�

1
3

5
�

�
5

�
�
2�
�

3
�

�
2�
�

3
�

�
�

�
�
2�
�

0
1

�
5

�
�
2�
�

3
�

0
�
�
C
"
�

0
�

�
�

�
�

1
�
�
25
/

5
�
�
�
20
3

/
3

/
�
1
1
21
3

3
�
�

5
�
�
2�
�

5
�

0
�

/
0

3
�
/
23
/

5
5
�
�
2�
�

5
�

5
�
0
�
2�
�

�
/

/
�

0
�
1
2�
/

5
/

1
�
�
4
4
4
C

1
�

�
�

�
�

/
�
0
2�
�

5
0
�
0
2�
�

5
0

/
�

/
�

�
�
�
�
2�
0

�
0
/
5
2/
�

�
�

�
3

3
5
�
2�
�

/
�

�
0

5
�
1
21
3

/
�

1
�

0
�

�
�
/
�
21
0

�
0
/
1
20
5

�
3

�
0

1
5
�
2�
�

�
1

/
3

�
/
/
0
2�
5

�
�

1
�
�
4
4
4
<

0
�

0
0

/
1
�
2�
�

�
�
1
�
2�
�

�
�

�
�

�
5

1
�
3
2�
3

�
3
5
�
2�
1

�
3

/
�
1
1
21
3

3
�
�

5
/
1
2/
1

�
�

5
5

/
/

�
�
�
�
23
/

�
1
/
�
2/
�

�
1

/
/

�
�
/
�
2/
�

�
1

1
�
�
??
??
??
?�

�
�
�

1
1

1
�

�
/
/
5
2�
0

/
�
/
3
2�
�

/
1

�
5
/

�
�
�

�
5
�
1
23
�

0
�
�
�
23
0

0
0

�
�
0

�
�
�
�
2�
0

0
�

�
/

�
�
23
�

1
/

�
3
�

�
/
0

/
�
�
3
2�
�

/
5
�
/
23
�

/
�

�
�
3

�
1
�
5
2/
�

5
0

�
�

1
�
�
25
/

/
�

1
/
~
z
�
�

/
�

�
3

�
/

�
�
�
23
1

5
�
�
0
2/
�

0
�

5
�
0
�
2�
�

�
/

�
�

�
2�
�

3
�

1
5
~
?z
?�

�
�
�

/
�

/
�

�
1
1
�
25
�

5
1
�
25
�

1
�
�
0

�
�

5
�
5
0
23
�

�
�
5
�
2�
�

�
�

1
�

/
�
5
�
2�
�

�
1

/
3

�
�
5
�
21
0

1
�
/
5

�
�
�

/
/
�
5
21
/

�
/
/
�
20
1

�
5

3
�

�
3
/
�
20
3

�
�

/
�

1
�
0
23
�

5
5

1
0
�
�
�
%

�
�

�
�

�
�

�
5
5
25
5

�
3
5
5
25
5

�
�

0
�

0
5

�
�
�
�
2�
3

5
1
�
�
2/
3

0
�

�
�

/
�
3
2�
3

5
/

5
/

�
�
�
21
�

5
�

�
0

3
5

�
1
�
�
2�
�

/
�
�
�
21
�

/
3

�
0

0
/
/
2/
/

/
5

0
�

�
�
�
�
21
5

/
3

1
1
�
4
4
4
�

�
�
�

�
3

�
0

5
/
5
5
2/
/

�
�
5
0
2�
1

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
/
1
2/
1

�
3
5
�
2�
�

�
�

�
5
0

1
�
5
�
2�
3

�
�

0
0

�
�
/
5
20
0

�
�

�
�
�

�
1
5

�
5
�
�
2�
�

�
�
/
�
2�
�

�
�

�
0
0

1
0
5
�
2�
5

�
5

�
�
�

�
�
�
3
25
/

5
�

1
3
�
4
4
4
�

0
�

0
0

�
5
�
2�
�

/
/
5
�
2�
�

/
/

�
/

�
�

1
�
1
2�
�

/
�
/
�
2�
�

/
5

0
�
5
�
2�
�

/
/

�
0

5
�
1
21
3

/
�

5
1

/
�

0
�
�
2�
3

0
�
�
1
2�
/

0
�

1
�

�
2�
�

0
1

�
0

0
�
�
2�
�

/
�

1
�
7
�
�
%

5
�

�
�

�
�

1
0
5
20
0

�
1
0
5
20
0

�
1

/
3

/
�

�
�
�
3
2�
/

/
�
/
�
2�
1

/
�

�
/
/
3
20
�

/
3

�
/

3
/
�
25
/

�
0

5
�

5
�

3
�
5
20
�

5
�
�
3
20
�

5
3

�
5

0
/
0
23
�

/
�

�
1

�
3
21
�

1
�

1
�
x
y
�
:

0
�

�
�

�
�

0
0
�
2�
�

�
�
0
�
2�
�

�
�

5
5

/
�

�
/
�
�
20
0

�
5
/
5
2�
�

�
�

�
3

3
5
�
2�
�

/
�

�
�

1
�
�
20
3

/
�

3
�

1
0

�
5
/
�
2/
�

�
1
/
1
2�
�

�
1

�
/

�
/
5
23
�

/
�

5
�

�
1
/
�
2�
�

�

3
�
:
4
4
4
�

3
�

�
�

�
�

3
/
1
2�
5

/
0
/
�
2�
�

/
0

1
1

0
�

�
3
�
0
23
1

/
/
�
�
2�
�

/
1

/
�

�
�
�
2�
/

5
�

�
3

�
�
�
21
/

�
�

�
�
0

�
�

�
�
�
�
2�
1

/
�
�
�
2�
/

/
/

0
�

�
5
�
�
2�
�

/
�

5
�

3
�
1
21
3

5
�

3
�
:
??
�
??
�

�
0
�

�
�
5

�
�
/

�
3
�
0
2�
1

5
5
�
1
2�
�

5
5

�
�
3

�
1
�

1
�
/
�
25
3

�
/
/
1
21
�

�
0

�
0
�

0
�
/
�
2�
3

/
0

�
�

/
�
1
21
3

0
�

�
5
3

�
�
0

0
�
�
/
2�
�

�
0
�
�
23
�

�
3

�
0
5

0
/
/
5
25
�

/
/

0
�

1
�
�
23
1

0
5

3
�
�
4
4
??
?�

/
�

�
3

�
1

3
5
�
2�
�

�
/
5
/
23
0

�
5

�
1

3
5
/
23
0

�
�

/
5

�
5

/
�
2�
�

0
0
�
�
20
�

0
3

�
5

/
�
�
20
�

0
�

3
/
�
4
4
?4
�

1
�

/
0

�
5

�
0
23
�

1
3

�
2/
/

1
3

�
5

�
�
2/
/

0
3

3
5
�
4
�
4
 

/
�
�

�
�

�
�

�
�
1
/
2�
1

�
1
/
2�
1

�
�

�
0
�

�
�
/

�
�
0
5
0
2�
�

�
�
0
�
20
3

�
�
3

�
�
1
5
23
�

�
�

�
�
1

�
�
5
0
�
25
�

0
/
�
3

/
5
0

�
/
�
/
/
20
�

�
�
/
3
21
�

�
0

�
1

�
�
3
1
2�
�

/
/
�
�

�
�
�
/
5
25
�

�
�

�
4
4
4
 

0
�
�
0

�
�
�
0

�
�
�
�

�
�
�
�
5
3
25
�

5
�
2�
0

0
�
�
�

5
1
�
3

�
�
0
�
/
0
2�
1

5
�
2�
�

�
1
5
�

�
�
�
1
5
1
2�
/

�
�
1
0

1
/
0
/
�
2/
�

3
3
�
�

1
�
1
�

�
�
1
0
�
1
23
�

/
�
2�
�

/
�
�
�

�
/
/
�
5
5
2/
5

/
�
0
�

3
/
5
�
�
20
�

�
¡
�
H
J
�
%

�
¢
�
�
£
¤
�
¥
¦
§
�
&
¨
¤
©
ª

?

-158-

【１５】



�©�

«��()� «��()� «��()� ()�¬®¯

� ?JM� /�� �3� ��� �0 0 �0� �52/ ��
� ?rs� /�� �50 �/� 50 �� ��1 302� 0�
/ ?�� � /�� �� �� / � �3 �02� /
5 ?X°±²� �1� �3/ ��5 �1 5 �/5 3320 /�
0 ?MN� ��� �/5 �3 �/ � ��� �/21 ��
1 ?��� ��� �3 5/ �/ 1 3� 352� �0
3 ?{|}� �0� �� /0 �� / 0� 152� /�
� ?:��� �0� ��0 �3 �1 � 1� 0�2� 55
� ?HI� �/� 0� �� �� � /� 1�2� ��
�� ?HI�%� ��0 11 �� � / /� 0�2� �3
�� ?~z�� ��� 5� �1 0 � /� 3�2� �
�� ?J~� ��� 50 �� 0 5 �� 1525 �1
�/ ?��� ��� 1� 55 3 � 0� �123 �
�5 ?8� ��� �� �� 0 � �3 ��2� 5
�0 ?D\� ��� 1� 5� � � 0� ��21 ��
�1 ?KL� ��� �5 3 / � �� �023 �
�3 ?de� ��� 0� �3 �� / /� 0�21 ��
�� ?�T� ��� 0� 3 � 3 �� /32� /1
�� ?��� ��� 11 �/ � 5 /0 0/2� /�
�� ?���� �� �� �3 1 � �/ 3�2/ 1
�� ?���%� �� �� � / � �� 1123 1
�� ?89:� 30 �3 �� 0 � �5 ��2� /
�/ ?:�� 3� �� 3 5 � �� 1�2� �
�5 ?cN�JM 10 5� �3 0 � �/ 012� ��
�0 ?�@%� 10 0� �0 �5 � �� 0�2� ��
�1 ?��� 1� �� 0 � � 0 0�2� 0
�3 ?<7� 1� �� 5 � � 1 0�2� 1
�� ?�C� 1� �� / 0 � � 302� /
�� ?ghi� 1� �� � 5 � � /125 �5
/� ?67�%� 1� �5 0 � � � 032� 1
/� ?k"� 1� 05 � �5 0 �� 0�2� �1
/� ?MNOP� 1� � � � � � �2� �
// ?QR� 1� 1 / � � 5 1123 �
/5 ?Z[� 1� �� 0 0 � �� 0�21 �
/0 ?D\�%� 1� / � � ³ � //2/ �
/1 ?pq� 0� �� �0 1 / �5 �023 5
/3 ?xy�:� 0� �� 0 5 � �� ���2� �
/� ?]^%� 0� � � � ³ � ���2� �
/� ?_`� 0� �� � 5 � 3 /12� ��
5� ?�j� 0� �0 �� 0 � �1 152� �
5� ?lm� 0� �5 � 5 � �� �023 �
5� ?Jno� 0� �� 5 � � 0 �02� �0
5/ ?Jz� 0� / � � � � �2� /
55 ?J�� 0� �5 5 3 � �� 0�2� ��
50 ?DE>� 0� �0 5 0 � �� 1123 0
51 ?[7� 0� �� 0 � � 1 1�2� 5
53 ?��� 0� 0 � � � 5 ��2� �
5� ?I[�%� 0� 5 � � ³ / 302� �
5� ?�<� 0� 0 / � ³ 5 ��2� �
0� ?FG� 5� � � � ³ � ���2� �
0� ?7��%� 5� �� 1 � � � 302� /
0� ?-.� 5� �� �/ � ³ �0 3�2� 5
0/ ?����� 5� � � � � � ��20 3
05 ?UVW� 5� 5 � � ³ � 0�2� �
00 ?Cb� /� � � ³ ³ � ���2� �
01 ?ST� /� 5 � � � � 0�2� �
03 ?�´� /� 3 / � � 0 3�25 �
0� ?HJ�%� /� �3 � 0 / � 0�2� �

0µ�3� �µ�31 �µ��� /�1 �� �µ0�5 1�2� 13�

"¶�	�����()·¸�¹��&º»+�

()�'
®¼½
¾�

½¿®"¶�'½¯��
¹��&
«��¯

À���3�¥"¶�Á

ÂÃ2

¬

Ä���3�¥"¶�¢���1�¥¹�	��!"�	Åª
Ätu�ÆfL�Æa<�Æ=>�ÆABC�Æ���Æ~z���ÆJ~�%�Æ;�$�%
�Æ���Ævwxy�Æ-.�%�ÆrM�Æ���Æ8�%�Æ�C"��¢��Ç3�¥"¶�È
Éª

-159-

【１５】



�©�

!" #" !" #" !" #" !" #"

� ?JM� /�� ��� ��3 �0 �0/ ��0 /� 50 /� �5 ��� �51 0� 3�2� �5
� ?rs� /�� ��3 �0� 10 ��� �� �� /� �1 0 �/� ��0 �5 152� 3�
/ ?�� � /�� �51 �� �/1 ��� � ��5 �� � �3 �5� �� �/� 032/ ��0
5 ?X°±²� �1� �/5 �1� 3/ �53 ��1 5� �� �5 3 �1� ��� 5� 3�2� 11
0 ?MN� ��� ��� �/3 0� ��� �0 �3 �3 �/ 5 ��� ��� �� 1�2/ 1�
1 ?��� ��� �35 �� 30 03 /� �� �� �/ � 3� 0� �� 5025 �0
3 ?{|}� �0� �/� �� 5/ /1 �� �3 �� �1 1 0� /0 �/ 5/2� 35
� ?:��� �0� �/� �0 /3 /1 // / � � � 50 5� 5 /52� �3
� ?HI� �/� �/� 3� 1� �� �3 5 �� � / // �1 3 �025 �3
�� ?HI�%� ��0 ��/ 1� 0� /� �0 �1 �� �� 3 0� �3 �/ 552� 1/
�� ?~z�� ��� �0 0� 5/ 5/ �0 �� � 0 / 0� /� �� 0/23 55
�� ?J~� ��� 3� 5� /� 5� �� �/ �0 3 � 03 /1 �� 3�2� ��
�/ ?��� ��� �� 13 �/ 05 /3 �3 �0 �/ � 1� 0� �� 3123 ��
�5 ?8� ��� 33 3 3� �3 1 �� � � � /1 3 �� 512� 5�
�0 ?D\� ��� �� 1� �� /3 /� 3 �/ �� 0 1� 5� �� 302� ��
�1 ?KL� ��� 3� / 31 �1 � �5 0 ³ 0 /� � �� /�2� 5�
�3 ?;�$�%� ��� 15 ³ 15 1 ³ 1 1 ³ 1 �� ³ �� ��2� 0�
�� ?de� ��� 3� 55 /5 �� �� � �0 �� 5 55 /� �/ 0125 /5
�� ?�T� ��� �1 /� 03 1 / / �� 0 0 �1 � � �123 ��
�� ?��� ��� ��1 �� �0 �1 �5 � �� � � �1 �� 5 �520 ��
�� ?���� �� 10 �� 50 /0 �0 �� / � � /� �1 �� 0�20 �3
�� ?���%� �� 5� � 53 � � � � � 3 �1 � �0 /�23 //
�/ ?89:� 30 3� /� /� �1 �� 1 �� 1 1 /� �1 �� 0/20 //
�5 ?:�� 3� 03 �� /0 �/ 0 � 3 / 5 �� � �� /02� /3
�0 ?vwxy� 3� 53 ³ 53 � ³ � 0 ³ 0 �5 ³ �5 ��2� //
�1 ?cN�JM 10 1� 55 �3 �/ �� 0 �� � / /5 �1 � 0023 �3
�3 ?�@%� 10 5� �� �/ 0 5 � 1 / / �� 3 5 �12� /�
�� ?��� 1� /1 � /0 � � � / � / �� � �� /�21 �0
�� ?<7� 1� �5 ³ �5 � ³ � � ³ � � ³ � //2/ �1
/� ?�C� 1� �� �� �� 1 � 5 3 � 0 �/ 5 � 552� �1
/� ?ghi� 1� 05 �� /1 0 � 5 � � � 3 � 0 �/2� 53
/� ?67�%� 1� 50 0 5� 1 � 1 5 � 5 �� � �� ��2� /0
// ?k"� 1� 5� /� �� 0 / � 1 1 � �� � � �12� /�
/5 ?MNOP� 1� 53 ³ 53 3 ³ 3 / ³ / �� ³ �� ��2/ /3
/0 ?QR� 1� �� � �� � ³ � � ³ � � ³ � �2� ��
/1 ?Z[� 1� /� � /� 1 � 5 5 � / �� / 3 �021 ��
/3 ?D\�%� 1� �� ³ �� / ³ / � ³ � / ³ / �123 �0
/� ?pq� 0� 00 /5 �� /5 �� �1 5 / � /� �� �3 1�2� �3
/� ?xy�:� 0� /� �/ �1 � / 1 3 � 1 �1 5 �� 5�2� �/
5� ?J~�%� 0� /5 ³ /5 / ³ / 0 ³ 0 � ³ � �/20 �1
5� ?��� 0� /3 � /1 1 � 0 / ³ / � � � �52/ ��
5� ?]^%� 0� /0 � // 0 � 5 � � � 3 � 0 ��2� ��
5/ ?_`� 0� /5 � �0 5 � / 5 � 5 � � 3 �/20 �1
55 ?�j� 0� 53 �� �� �� 3 5 � / 1 �� �� �� 5�21 �3
50 ?lm� 0� 5� � /� �1 5 �� � � � �� 5 �5 502� ��
51 ?Jno� 0� /� 3 �/ 5 � 5 � � � 5 � 5 �/2/ �1
53 ?Jz� 0� �/ ³ �/ � ³ � � ³ � / ³ / �/2� ��
5� ?J�� 0� 5� �� �5 0 � 0 � � � 1 � 0 �52/ /1
5� ?DE>� 0� /5 � /� / � � � � � 5 � � ��2� /�
0� ?[7� 0� �3 / �5 � / 1 / ³ / �� / � 5525 �0
0� ?��� 0� �� � �� 5 � 5 � � � 0 � 0 �/2� �1
0� ?8�%� 0� /1 / // � � � � ³ � � � � 021 /5
0/ ?�C"�� 0� �� / �1 1 � 5 / � � � / 1 /�2� ��
05 ?I[�%� 0� 55 � 5� 1 � 0 � � � 1 � 0 �/21 /�
00 ?�<� 0� �� � �� 0 � 5 0 ³ 0 �� � � 5321 ��
01 ?FG� 5� /� ³ /� 3 ³ 3 � ³ � � ³ � ��2� ��
03 ?7��%� 5� /0 1 �� � � 3 � � � �� � � ��21 �0
0� ?-.� 5� �1 �� �0 0 � / / � � � 5 5 /�2� ��
0� ?����� 5� �� � �� � � � � � � � � � �2� ��
1� ?UVW� 5� /3 ³ /3 � ³ � � ³ � � ³ � 025 /0
1� ?Cb� /� �� ³ �� / ³ / 5 ³ 5 3 ³ 3 �02� ��
1� ?=>� /� �� ³ �� / ³ / � ³ � 0 ³ 0 �02� �0
1/ ?ST� /� �0 � �/ � � � / � � 5 � / �12� ��
15 ?ABC� /� �� ³ �� � ³ � � ³ � � ³ � 12� �3
10 ?��� /� �� ³ �� 3 ³ 3 � ³ � � ³ � 5325 ��
11 ?�´� /� �� � �� / � / � � � / � / �02� �3
13 ?HJ�%� /� �3 � �1 5 � / � ³ � 0 � 5 ��20 ��
1� ?rM� /� �� � �� 5 � 5 5 � 5 � � � /�2� �/

001� 55�0 ��0� �01/ �500 ��� 1/1 0�� �0� �5� ��00 ��33 �3� 552/ �51�

"¶�	�����()·¸�¹��&º»+�

()�¬
�®�

«��
()�

"¶�'
�½�

«��
()�

Ätu�ÆfL�Æa<�Æ~z���Æ-.�%�Æ���¢��ÇÊ�¥"¶�ÈÉ

()�'

À�����¥"¶�Á

®¼½
Ë¯

½¿®

¬

"¶�'

��ÂÃ2
¹��
&�«���

-160-

【１５】



ÇÌkÍ�&'?�©�44��£¤�ÎÏÇ�ÐÑ

Ò�$�%ÓÔÕÖkÍ�&	·¸�×Ø�

ÙÌÚ� ÛÌÜ�� ÝÌÞ� ßÌà�
áÌÞâ
44ãä� åÌæ�

çÌæâ
44ãä�

«2èé�ê
$ë

ìÌ�ê��
íîï$ë

ðÌñòí
óô$ë (¬

�� �5 1/ �� /0 /� �� � 0 �0 �0�

1/ 5� �51 �� 5� 15 /� � /5 �3 1�/

�� �5 �� �3 �� �1 �� � �5 /3 �1�

�/ � �� �/ �� 3 1 � �5 0� �/0

áÌõöÆ��
÷køùÖú
ûüýþ�	
�����&

�� 1 � �� �� 0 0 � �� 5� ���

/ � 03 �3 /� �� /1 �0 3 5� /�5

� � � � � � � / / 0 �1

� 5 �� � �5 3 �� ��5 � /� �/�

��� ��� /�0 �15 �5/ �5/ ��� �/0 33 �31 �µ3��

����

�����

����

çÌèk�

�ÌèÅ

���

����

k

k
�

åÌèk

�����¥�$�%ÓÔÕÖ�	 
Ó��

(4¬

$ë
�

�
�
�

è
é
�

�44


ÙÌ���$�%	
�P	Å��

ÛÌ���í��%í
�kø	�P���

��	
���
�	����	�������

ÝÌ���í��%í
�kø�	�������
�úûüýþ�� �

�����
����� !"#�$%&'(�)*+,*+#	-'�./����0�!��

�����1����1�����1����23	����

�����
�456789:;<=>�?
@A*;BCDEF*+#	-'�./1
G	�	
���
�	����	����������

�����
����� !"#�$%&'(�)89:;<=>�?
@HI*<JCD*+,*K#�-'������

�����
����� !"#�$%&'(�)*+,*K#�-'������	LM1����
�4567EF*+#	-'�./1
G	

ßÌúûüýþ��	
�������

-161-

【１５】



Ò!Ç4�$�%ÓÔÕÖkÍ�&	·¸�kÍ�&	"���

�:¬ �µ31� 5�5 0�� 0� �1/ 53 3� 53 �� �5 3�

#:¬ �5� �� /� � �/ 5 0 0 / � 0

$:¬ /µ��0 �01 �µ��� ��� //3 ��� 1� 0� ��� � �01

�#$¬ 0µ3�0 �µ��� �µ3�� �0� 1�/ �1� �/0 ��� /�5 �1 �/�

Ò!£4�$�%ÓÔÕÖkÍ�&	·¸�$ë%�Æ����&íèé��&��

º»&¬ /µ��0 1�/ 31� 53� 1�2�Ë ��� /32�Ë 05� 3�2/Ë ��� ��23Ë

rº»&¬ �µ�10 �// /5� �/0 132/Ë ��5 /�23Ë �/� 1120Ë ��3 //20Ë

'º»&¬ �µ0�0 5/� 1�5 5�� 1�20Ë ��5 /�20Ë /�3 152�Ë ��3 /02�Ë

(¬ 0µ3�0 �µ��� �µ3�� �µ�// 102�Ë 0�� /52�Ë �µ�0� 132/Ë 01� /�23Ë

º»&�( �002� /�2� /�25 �/2� 1�2�Ë �520 /32�Ë �32� 3�2/Ë ��25 ��23Ë

rº»&�( 1523 ��2� ��25 �/2� 132/Ë 12/ /�23Ë ��2� 1120Ë 120 //20Ë

'º»&�( 5�2� ��2� �12� ��23 1�20Ë 02� /�20Ë ��2� 152�Ë 12� /02�Ë

���( 3�2/ �325 �/2/ �02/ 102�Ë 32� /52�Ë �023 132/Ë 321 /�23Ë

Ò!¨4�$�%ÓÔÕÖkÍ�&	·¸��������	·¸�

º»&¬ /µ��0 1�/ 31� �5� 3� / �� 5�

rº»&¬ �µ�10 �// /5� 5� // � � �/

'º»&¬ �µ0�0 5/� 1�5 ��� 33 / �� /�

(¬ 0µ3�0 �µ��� �µ3�� /�� ��� 3 /� �/

º»&�( �002� /�2� /�25 32� /21 �2� �2� �25

rº»&�( 1523 ��2� ��25 �23 �2� �2� �2� �23

'º»&�( 5�2� ��2� �12� /25 �2� �2� �2/ �2�

���( 3�2/ �325 �/2/ 52� �25 �2� �25 �2/

)º»&*ííí�&����+d	����&�

)rº»&*ííí�&0��+d����#,	����&�

)'º»&*ííí�&0��+-	��/1&�

õö
�.�T$ë
�Ù/ç�

õö
èé�ê���

õö
�ê��0�

õö
ñòíóô�1�

2*
�.�T
$ë+3

2*

¹��&
��kÍ
�&'

kÍ�&
×'

õö
�������
�&'

����&

kÍ�&45

2* èé��& 2*
�.�T
$ë

¹��&
��kÍ
�&'

kÍ�&
×'

kÍ�&45

¹��&
��kÍ
�&'

kÍ�&
×' �ÌèÅ

®2k
�678��

�9�

½2k
�:;	Å�

ÝÌk�
�úûüý

� �

ßÌk�
�úûüý�

áÌõöÆ��í
úûüýí
����

åÌèk çÌèk�

$ë%� ����&íèé��&�

-162-

【１５】



£Ì�����¥���íkÍ�&	�<���P=,'

�/�
=,

//1
=,

3/��
=,

��/�5
=,

�0/��
=,

��/
=,

(¬

3 /� 1� �/ 50 �1 �0�

// ��1 �5� �0 5� ��� 1�/

�� 11 // �/ �� � �1�

�/ 0/ /� �� � �� �/0

áÌõöÆ��÷køùÖúû
üýþ�	�����& �� 5� �1 � 3 1 ���

�/ /55 �3/ ��� ��/ �/0 �µ�0�

����
�456789:;<=>�?
@A*;BCDEF*+#	-'�./1
G	�	

���
�	����	����������

�����

(44¬

�P=,'

k

k
�

�44


ÙÌ���$�%	
�P	Å��

ÛÌ���í��%í
�kø	�P���

ÝÌ���í��%í
�kø�	�������
�úûüýþ�� �

ßÌúûüýþ��	
�������

-163-

【１５】



NOPQ1����RST./UV�!�0WXYZ�[\

]K?^_`�UV�0abTcdef?�
�gfh6i?^ jklm8nnopqD
]jl?^1ab�rsKtu

vOwf j xm8;poyqD
zO{|f j+}m8J~o�qD
�O�f j+}m8J~o�qD
�O�f jKtm8�;oBqD
�O�"��f jNkm8�noJqD
�O�f jK+m8;Bo�qD
�O�"��f jNKm8�;o~qD

�������	
������������ ��������� !
�������	
�"������ � #�� $�% !

]K?^_`�UV�0abTcdef?�
�g��6�?^ j }m8;�o�qD
]jKK?^1ab�rs+K

&'()*+,�-./0()*+,�-./1234/56789: ; <=�
&�>?@ ; A�
&�BCDE/FG�,/HIJKL9MNO/I8PNI/�QRST/

+,-.���U ; <��

]K?^_`�UV�0abTcdef?�
�g6�f
���?^ j tm8 yo;qD
]jK+?^1ab�rsK�

&�V�/WX��YZ8[�! ; <A�
&�@�/\]��^_/`a��^_/0(bc/bd�/�ef�/

ghijk/lmbck�bc�, /nopd�qr
st/!
�u��uv
�! ; <��

]K?^_`�UV�0abTcdef?g�����?^ j+um8�nopqD
�
�

]j+�?^1ab�rstk

&wxyz� ; �{�
&|}� ; ~�
&��� ; ��
&���� ; #�
&����� ; ��
&������ /�z���z�@�/���z�! ; <��!
&ef���/���/��l� ; <A�
&�����k/�����/�����/'(��&���/�z�/

����/��
���x� ¡/��
���x� ¢/u(�/
�u�/£¤
¥S¦/YZ8[�DE/§¨
�/����� ; <��

-164-

【１５】



9:�p=�f?�
�������G���$%&
�Q©��ªD«!

8KDf?�
�������^��	4'���$%&

  ¡f?�
���%&¢£¤¥_�¢¦�s§¨©�ª«�$%&¬	.L!^
�4'�&%¥�®¯

¬®¯"°±² ; ³´��µ��¶ !
·®¯"°±�± ; ´��µ�¶ !

° ±?^	:²³´�$%&1:²[µ	674�&%¥�®¯

¬®¸°±² ; ³���$��$ !
·®¸°±�± ; %���%³�� !

¶ ±?^	·¸¹'1¬	.L�{d&%¥�®¯

¬<¹º�4»¼½¾°±² ; ����¿¿�³ !
·<ÀG��Á
¼ÂÃ�¹ºÄÅÆÇ ; %���%³�� !
È�ÉÊËÁ
¼ÂÃ�¹ºÄÅÆÇ ; %��%�¿ !
Ì��Í ; �$���´�$ !

8+Df
º¢�	��G��$%&

  »¼1f
º¢�Tf
½¢�0¾¿�&ÀÁÂÃL��	¬	ÄÅÆ£
�e¤Ç_�®¯

���ÎÏ�ÐLJ�Ñ²������Ò�

 ÈK ÉfÊ

¬��ÓÏ���ÔÕÖ× ; ³���$��$ !
·��ÓÏ���ÔØÕÖ× ; %��%�¿ !
È��ÓÏ��AÔÕÖ× ; %��%�¿ !
ÌÙÚ"°��ÓÏ�
ÎÏ�ÛÜÝ¼�Þ ; %��%�¿ !
ß��Í ; %��%�¿ !

 È+ �"Ê

¬��ÓÏ���ÔÕÖ× ; ³���$��$ !
·��ÓÏ���ÔØÕÖ× ; %�� %�¿ !
È��ÓÏ��AÔÕÖ× ; %�� %�¿ !
ÌÙÚ"°��ÓÏ�
ÎÏ�ÛÜÝ¼�Þ ; %�� %�¿ !
ß��Í ; %�� %�¿ !

-165-

【１５】



 ÈN �"Ê

¬��ÓÏ���ÔÕÖ× ; ³���$��$ !
·��ÓÏ���ÔØÕÖ× ; %�� %�¿ !
È��ÓÏ��AÔÕÖ× ; %�� %�¿ !
ÌÙÚ"°��ÓÏ�
ÎÏ�ÛÜÝ¼�Þ ; %�� %�¿ !
ß��Í ; %�� %�¿ !

° fh��6�?^�$%&1Ë�Ì=¤�{d&%¥�®¯

¬�Ôà ; %��%�¿ !
·AÔà ; ¶��³�$ !
È=Ôà ; $��%��$ !
Ì�áAÔà ; %�� %�¿ !
ßAá=Ôà ; ¿µ��³³�� !
â�á=Ôà ; %���%��¶ !

8NDf?�
�	ÂÃ¤Í��¢£ )�$%&

¡f?�
�	¢£ )	·¸��$%&ab�&ÎÏÐ%¯

& ~=ãäåæ ; $��%��$ !
& ~�ãäåæ ; �����´�� !
& ~�ãäåæ ; ´�� µ�¶ !
& ~#ãäåæ ; �������� !
& ~�ãäåæ ; ��� ��´ !
& ~çãäåæ ; $��%��$ !
& ~~ãäåæ ; ��� ��´ !
&�{{ãäåæ ; ¶�� ³�$ !

-166-

【１５】



ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒ �ÑÑ8pÓ

;;�Ô;Ó ~ÑÑÔ�Ó

By�Ô��Ó

���Ô;nÓ

;B�Ô~Ó¾ÑÑÑj

ÕÖ×
f�ØÙÚÛ

�
³´�

¸ÂÜÝÞ

;�ÑÑÔBÓ ;B�Ô�Ó

9:Kx=� ��ÔpÓ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒ

�n�ÔnÓ �<�ÔBÓ

9:K}=�

9:+u=� ;��Ô~Ó

�
67ßà ¾ÑÑÑj

��ÔpÓ ��Ñ�Ô<Ó

á�	â 

� ¹ã³´Ý�1f?�
�	��äåæ��çè�	��ØÙéê	��
�$%&³´8k=2Gë0D{%1³´67�ì¾�&%�®í®	¹'
8 ìî¹' D{L¯� �

� �
�ï�	¹ã³´Ý�	ð®Y³´ñ��Ý�òó¯

>�?
�ô�.�¹ã³´Ý�	¹ã

� ¹ã³´Ý�0�&� !³´	671õf1öá��$%&	÷'	67
8¹ã67D1@A�./-'¯

� ¹ã³´Ý��!øL0���1>�?
�ô�ùú	û1ðü��ýþ
à	ýþ�&1>�?
�ô./¹ãñ��¯

� �	�1±¹ã³´Ý�1��ÛöT{L³´67�$%&`1�(�	

I�eû_1ýþ�¹ãñ��¯

f?�
���0�e¹ã³´Ý�

8ÚDÕÖ×f�ØÙÚÛ89:Kt=xNKÕ¹ãD
8�D�
³´�
¸ÂÜÝÞ89:Kl=KK�Õ¹ãD
8ÚD�
67ßà89:K}=+KtÕ¹ãD

¹ã³´	�² tx�
8ìî�t1�ìî++D

8ÚDÕÖ×f�ØÙÚÛ�+l
8ìî+u1�ìîlD
9:Kx= +�
8ìî+D
9:K}= KK�
8ìîKu1�ìîKD
9:+u=û� l�
8ìî�1�ìîND
9:+u=�� l�
8ìî�1�ìîND

8�D�
³´�
¸ÂÜÝÞ�+k�
8ìîK}1�ìîtD
]LMN�
9:+u=�	�³´9:K}= }�
8ìîk1�ìî�

D_ìî0¹'

9:+u= Kt�
8ìîK�1�ìî+D

8ÚD�
67ßà�Kt�
8ìîl1�ìî}D
9:K}= +�
8ìî+D
9:+u= K��
8ìîk1�ìî}D

f?�
�	¹ã³´ñý��
� �¢>?)�È@A�'

��£Ç�¨Ï¨Ç�ÐÑ

-167-

【１５】




�
�
�
�
B

½

�

®

�

C

�

�
.
�
T
$
ë

D
E
=
,

D
Ê
=
,

1
�
=
,

�
.
è
é
�
ê
$
ë

F
=
,
+
d

�
d
G
	
H
¦
Æ
�
�

�
/
�
¥
I
J
Ó
Î
=
,

K
�
÷
L
"
M
¢
N

O
L
"
�

F
=
,
+
d

Ç
¤
=
,

Ç
Î
=
,

Ç
¨
=
,

�
ê
�
�
í
î
ï
$
ë

Î
=
,
+
d

Î
=
,
+
d

ñ
ò
í
ó
ô
$
ë

Ç
£
=
,
+
d

P

D
Î
=
,

Ä
?L
"
=
,
'
	
Q
R
¢
Ç
D
¾
+
4

�
.
�
T
$
ë
Æ

�
.
è
é
�
ê
$

ë
Æ
�
ê
�
�
í
î

ï
$
ë
Æ
ñ
ò
í
ó

ô
$
ë
	
ù
S


Ó
T
A
@

�
	

d
	
ë
U
Ó
Y
V


?
�
�
W
X
§
Y

Ö
=
,
'
+
d
	

�
P
$
ë
Z
ò
[

\
Y

�
Ö
�
�
�

Ó
Æ
�
]
	
�
P

$
ë
	
^
"
Z
�

_
Y
¦
Ó
`
¥
Ó

a
Ö
b
�
Z
È
�
c

õ
Ó
d
e
\
Y

�

Ö
b
�
ª

�
"
¶
f
g
�
Î
£
=
,
+
d

�
ò
[
�
D
Î
=
,
h
�

d
i
F
£
=
,
�
D
Î
=
,
	
Q
R
Ç

D
¾
Ó
K
�
ù
Ö
Ê
=
,
j
�

" ¶ f g = , ' 	 ¨ 
 	 Ç + d

E
=
,

Î
=
,

£
F
=
,
�
¥
�
×
=
,
'
	
�
¼
5
¦

§
�
¼
/
�
¥
�

W
k
l
m
m
H
	
l
m
�
�
�
�
P
$
ë
%
n
�
	
=
,
'
	
·
¸

�
]
	
^
"
Z
Æ
�
.
�
T

$
ë
Æ
�
.
è
é
�
ê
$

ë
Æ
�
ê
�
�
í
î
ï
$

ë
Æ
ñ
ò
í
ó
ô
$
ë
	
�

_
Y
¦
Ó
`
¥
Ó
a
§
È
�

c
õ
º
�
ù
Ö
È
o
Æ
?
p

Ó
d
e
\
Y

�
Ö
¦
ª

�
q
r
�
é
�
�
s
t

�
P
$
ë
Z
�
.

�
T
$
ë
Æ
�
.

è
é
�
ê
$
ë
Æ

�
ê
�
�
í
î
ï

$
ë
Æ
ñ
ò
í
ó

ô
$
ë
	
�

Ó

T
A
@

[
�
\

Y
Æ
�
]
	
^
"

Z
u
$
ë
	
�
_

Y
¦
Ó
`
¥
Ó
a

Ö
b
�
	
È
�
c
õ

Ó
d
e
\
Y

�

Ö
b
�
ª

�
$

�
%
	
v

4
4
£
E
=
,
+
d

4
4
�
ê
�
�
Î
=
,
+
d

4
4
£
Ç
=
,
+
d

4
4
�
ê
�
�
F
=
,

4
4
+
d

4
4
ñ
ò
ó
ô
Ç
£
=
,

4
4
+
d

4
4
£
¤
=
,
+
d

4
4
�
ê
�
�
Î
=
,

4
4
+
d

4
4
ñ
ò
ó
ô
Ç
¤
=
,

4
4
+
d

P

/ / = , + d 	 ^ "

�
$

�
%
	
�
	
4
w
í
x
�
9

Ó
H
ù
Ö
r
<
I
�
X
y
�
�
�
5
�
�

Ï
�
�
�
�
$

�
%
	
�
	
4
w
í

x
�
9
Ó
H
ù
Ö
�
�
B
z


�
l
m
í
�
,
�
{
m
|

W
k
l
m
m
H

-168-

【１５】



 
�����¹è�éê¼�ë²ìY89:�íîïðñ

 
 
�ñ ìY89:��xòñ

ñ ñ ]ìY89:Û/������¹è�ó�ôæ��õ�éêoc¼ö±°�÷Äø


õ!	¼ù¸²�éê�oôú	¼-û±°/<�����¹è�stüéêoý

þ���ë²

�¼/����ø��	Ux�éê�
���²ñ

ñ

Añ +�×�ò�T �� Ô %�� �� \á%%� %% \ñ

ñ

=ñ ìY89:��ò������®�ë²�����l�!ñ

ñ

�ñ �ð���(�ñ

��!����ó
��ú���¼�ë²��r�¼ö±° 
&��ú���¼�ë²��r�¼ö±° 
&�ú� �éê¼�ë²��r�¼ö±° 
&���!"���¼�ë²��r�¼ö±° 

 
�A!ÏÖ��ó��#¼�ë²��r�¼ö±° 

&m$x�%&�'�®¯
&T()*o�¼�ë²��r�¼ö±° 
&¹è+,�-+
./�T0)*&ÏÖ1¯�23¼�ë²��r�¼ö±° 
&4�� �5/�Ã�Ù¯���¼�ë²��r�¼ö±° 

 
�=!¹èU6�-+¼�ë²��r�¼ö±° 

&ó�7±¹º���¼�ë²��r�¼ö±° 
&��¯º�89"
��¼ù¸²¹ès:�m;+�&<5þ�
�¼�ë²

��r�¼ö±° 
&¹º=TU6�>?¼�ë²��r�¼ö±° 
&¹º�¹è@A�ôæ¼�ë²��r�¼ö±° 

 
��!ñBCx�BClD�
�¼�ë²��r�¼ö±° 
ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

-169-

【１５】



�ñ ìY89:íî�ïðñ

��!����ó
��ú���¼�ë²��r� 
ñ ñ Eñ ��ú��� 
ñ ñ ñ �Ux�FG�Ã�HI¼J±/�K������¼ù±°/��LM�HI"

°ùN/��LM�AL�O�°±²������ÂÃ8P��<�����¼

ù±°Û/¹è�Tî�QCRS�-+üÍnTÅ���UVf&���+�/W

P¼Û��¯º�89"�X/���YZ���ú�����õ�éê¼ö±°[

\"°±²�ù/ÂÃ�������P/�ó�]^	k¼_²��x�` a�

HI¼�"°/�Ux���¯º�89"¼_²5/M�ôæ�X/�����`

 ��büë�õ�oc�c�²dð�Ñ²
�e8�fgP��ñ

hñ �ú� �éê 
ñ �K����������YZÅÛ/�ú� �T0i¸Å�Kj54¯ok


��°±²�/��LM�]±�������K��ú� �¥"K]±����

"°±²r��l8W��m�Þn/ÂÃ������¼ù±°Û/op¼p]

-qr�®¯"/r��éê"°±Keô�8P��Ùo/�K�������

P/�ú� �T0
��s������Å�T0¼t�����±�Å/�ú�

 �]±rÃ�����Wgu²�vw/� +,�[#xyéê�zõP�� 
{  ���!"���ñ

ñ ñ ñ |
}X������ÅÛ/qr¼ù±°/ef!&Í�©~���Ù¯Ã��

W�°±²"�"/�s��W�²FG�Ã�HI¼J±/ef!����Ã�

HI"°±Km
��Ò/�K������¼ù±°/ef!�X�ÓÏ���É

��U6�>?ü���Ï6(���[\���°±²ñ

ñ

�A!ÏÖ��ó��#¼�ë²��r� 
ñ ñ Eñ m$x�%&�'�®¯
&T()*o� 
ñ ñ ñ �K������Å/ÏÖ×�%&�'/�ÔÁ
/��Á
�%&�'�®¯

��W�°ùN/q�/c¯÷���x�m$x%&�'�®¯������¼Û/

����ø�°p��%&�'�[\ë²oôÅÑ² 
ñ ñ hñ ¹è+,�-+
./�T0)*&ÏÖ1¯�23 
ñ ñ ñ ��x¼./�T0)*&ÏÖ1¯����/$��ÏGÔ�+ÅÏÖÅ��±

���5�=�:(¼&"°±²"�"��P/ÏÖM�~��K
��°±²

�4�� ¼�5/
�²���K8P�²�/�Ôà�PAÔà¼��ë²��

ð��ãä�v�Ò���°���°±²��X/./�T0)*&ÏÖ1¯��

Ê���°±²
Û�±�±������ÂÃ8P��m�P������¼ù

±°Û/�s/ÏÖ� �+�ü��¬�Ã����×üÏÖ×�4¯��¼��

ë²m
�X����éê��²�¯
��°±²ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

-170-

【１５】



�=!ñ¹èU6�-+¼�ë²��r� 
E ó�7±¹º���ñ

�K������¼ù±°Û/qr¼ù±°Û/���[�9����W�/d

ð� ¡¹º���W�°±²"�"��P/�s/¯Ô¢£�ü¤¥�¦£�

þ�§-��õ/�+�Í¨©�üÍ�����
�ª«¼_N/¹ºU6�-+

��²
ë²������8P��Ùo/¬x�®���¯¼ö±°�Ê[\W

�°±�±������8P��ñ

h ��¯º�89"
������¹ès:�m;+�&<5þ�
�ñ

÷Äø
õÅ°±W��/Eó�7±¹º�Ã������/h����ó��

����/{ÏÖ���K�4�� ¼5/"°±�±r��²³"°±²
±�

�r�¼Ñ°Ûø²±Kö�������Å/	Ux���¯º�89"����

°±²�/q×rÅ��¯º�89"��Ê¼��°±�±������8P�²

ø�/¹è´qxy¹èU6�µ¶¼·¸�8P�²�����¼ö±°�/m;

¹ès:�®�&<5�X�oc¼ö±°�Ê�[\��W�°±�±/Ñ²±Û/

�s[\ë²�¯��±
±Þr�ÅÑ��÷Äø
õ¼±W��=ð�¼Ñ°

Ûø²�����ÛM¹"°Z]x���¯º�89"�[\ë²dð�Ñ²Ùo/

ÂÃ�������P/no��>=Tº���»¼��dðúü�½1��M¹

"�¯º¾H�dðú�¿�²e8�8P��ñ

{ ¹º=TU6�>?ñ

ñ ñ ñ �K������¼ù±°/¹º=T�dðúÛ1ÀW�°ùN/Á��ü¨©

kQ�X����D®����°±²�/�Ï�üs�ÂÃs:Ä���ÅÆ��

+0�
�¼I�±r��8P�²m��õ/¨©���Çë�a��õ�È�

É���ü/ÂÃs:Ä����,Ê¼ë²�õ���¨©�
�ª«U6�>?

�X�s�éêc�[\"°±²������8P��ñ

Ëñ ¹º�¹è@A�ôæñ

|Ìë«°������¼ù±°/âÌ��õ��Í�®�W�/�a¼_²À

GY9ÎL�ü¹ºÄ�ÀGÏÐ�X�+�W�°±²"�"��P/Ù©��

�Å/��P�¹è+,&o��éê¼íyö¸²�õ��Íx��N�Ò���

�°±�±������ÑN/�Íx��N�Ò��õ�U6�>?¼ö±°�s

éê���°±Km
�[\W�°±²ñ

ñ

��!ñBCx�BClD�
�ñ

���YZ�r�ü¹è+,�ÑÒMÓÔJ�X�Ý�BC¼ö±°Û/�K���

���ÅÕ�þÅlDW�°±²�/ÏÖ1¯r�¼ö±°lÖ"°±²�����Û

ÁKIÃ¼�P�°±��s/�K������Å/ÏÖ1¯r��lÖë²�¯Å

Ñ²ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

-171-

【１５】



444�444'

444×¬4444}Î4� ???????????????????????D~}ED4©

444�:4444£¨4� ???????????????????????Ç~}F¤4©
444#:44444£4� ???????????????????????44ÇÎ¤4©
444$:4444ÎE4� ???????????????????????¨~ÊED4©

�?
 44�4%4� ?��$íkø�?? ò[�¥
©

� �??: ?~z���% ?����$4�.èékø ��� ���1�¥
� �??: ?J~��% ?����$4×(�
kø ��� ���1�¥
/ �??: ?pq��% ?k��é��$4�ékø 0� ���1�¥
5 �??: ?tu��% ?������$���$4��kø 5� ���3�¥
0 �??: ?JM��% ?�������$4����kø /�� ���1�¥
1 �??: ?����% ?����$4�ékø ��� ���1�¥
3 �??: ?xy�:��% ?��}B$���$4��èékø 0� ���1�¥
� �??: ?����% ?èé����$4èé��kø 1� ���1�¥
� �??: ?fL��% ?���é��$4���ékø 5� ���3�¥
�� �??: ?a<��% ?�é��$4�ékø /� ���3�¥
�� �??: ?FG��% ?�é��$4�ékø 5� ���1�¥
�� �??: ?�����% ?����$4èé����kø �� ���1�¥
�/ �??: ?MN��% ?����$4����kø ��� ���1�¥
�5 �??: ?8��% ?�9����$4�ékø ��� ���1�¥
�0 �??: ?D\��% ?����$4èé�.kø ��� ���1�¥
�1 �??: ?Cb��% ?�é��$4����kø /� ���1�¥
�3 �??: ?<7��% ?�é��$4�ékø 1� ���1�¥
�� �??: ?�C��% ?�é��$4�ékø 1� ���1�¥

�� �??: ?KL��% ?�é��4èé��kø ��� ���1�¥
�� �??: ?ST��% ?������$4����kø /� ���1�¥
�� �??: ?ABC��% ?������$4��èékø /� ���1�¥
�/ �??: ?����% ?�é��$4�ékø /� ���1�¥

�:¬ £¨� 4 �µ31� ©
�5 #??: ?cN�JM�% ?}B$���$??����kø 10 ���1�¥
�0 #??: ?89:��% ?����$??����kø? 30 ���1�¥

#:¬ £� �5� ©
�1 $4: ?~z����% ?�é��$4�ékø /� ���3�¥
�3 $4: ?J~�%��% ?�é��$??�èékø?? 0� ���1�¥
�� $4: ?�´��% ?�é��$4�ékø?444 /� ���1�¥
�� $4: ?;�$�%� ?�é��$??�ékø?????? ��� ���1�¥
/� $4: ?����% ?�é��$??��èékø? 0� ���1�¥
/� $4: ?ghi��% ?�é��$??��èékø?????? 1� ���1�¥
/� $4: ?67�%��% ?�é��$4�ékø4??????? 1� ���1�¥
// $4: ?�@%��% ?�é��$??�ékø4444?? 10 ���1�¥
/5 $4: ?X°±²��% ?�é��$??�ékø4444?? �1� ���1�¥
/0 $4: ?]^%��% ?�é��$??�é�kø??????? 0� ���1�¥
/1 $4: ?_`��% ?������$??����kø??? 0� ���1�¥
/3 $4: ?de��% ?����$4����kø44444 ��� ���1�¥
/� $4: ?�j��% ?�é��$??�ékø44444444 0� ���1�¥
/� $4: ?k"��% ?�é��$4�ékø 1� ���1�¥
5� $4: ?lm��% ?�é��$4�ékø????????????????? 0� ���1�¥
5� $4: ?Jno��% ?�é��$??�ékø????????????????? 0� ���1�¥
5� $4: ?rs��% ?�é��$??�ékø???????????? /�� ���1�¥
5/ $4: ?Jz��% èé����$??èé�.�kø?????? 0� ���1�¥
55 $4: ?J���% ?�é��$??�ékø???????????? 0� ���1�¥

¹4�4�4&

�4$44�4%4�4�
���£¤�¥�

¹��&

�� �4:
?=>�í-��r(�é��$
�ékø

/�?=>�í-���%�r(� ���1�¥

-172-

【１５】



�?
 44�4%4� ?��$íkø�?? ò[�¥¹��&

50 $4: ?�T��% ?�é��$??�ékø???????????? ��� ���1�¥
51 $4: ?����% ?�é��$??�ékø???????????? ��� ���1�¥
53 $4: ?����% ?�é��$??�ékø????????????? ��� ���1�¥
5� $4: ?���%��% ?�é���$4�ékø??4444 �� ���1�¥
5� $4: ?:���% ?�é��$??�ékø444444 3� ���1�¥
0� $4: ?�� ��% ?�é��$??�ékø444444 /�� ���1�¥
0� $4: ?DE>��% ?�é��$??�ékø??????????????? 0� ���1�¥
0� $4: ?HJ�%��% ?�é��$??èé��kø4444?? /� ���1�¥
0/ $4: ?vwxy��% ?�é��$??�ékø??????????????? 3� ���1�¥
05 $4: ?7��%��% ?�é��$??�ékø44??????????? 5� ���1�¥
00 $4: ?-.��% ?�é��$??�ékø44??????????? 5� ���1�¥
01 $4: ?-.�%��% ?�é��$4�ékø /0 ���3�¥
03 $4: ?rM��% ?�é��$??�ékø???????????????? /� ���1�¥
0� $4: ?[7��% ?�é��$4�ékø?4444?444 0� ���1�¥
0� $4: ?����% ?�é��$??�ékø??????44444 0� ���1�¥
1� $4: ?MNOP��% ?�é��$??�ékø????????????????? 1� ���1�¥
1� $4: ?{|}��% ?����$??�ékø???????????????? �0� ���1�¥
1� $4: ?:����% ?�é��$4����kø44444 �0� ���1�¥
1/ $4: ?����% ?�é��$4�ékø 1� ���3�¥
15 $4: ?8�%��% ?�é��$??�ékø?4????? 0� ���1�¥
10 $4: ?HI��% ?�é��$??����kø???? �/� ���1�¥
11 $4: ?QR��% ?�é��$??�ékø?????????? 1� ���1�¥
13 $4: ?HI�%��% ?����$4�ékø?44?44 ��0 ���1�¥
1� $4: ?Z[��% ?����$??�ékø44444 1� ���1�¥
1� $4: ?D\�%��% ?èé����$??èé��kø?????? 1� ���1�¥
3� $4: ?������% ?�é��$??�ékø?????????????????? 5� ���1�¥
3� $4: ?�C"���% ?�é��$??�ékø??????????????? 0� ���1�¥
3� $4: ?UVW��% ?�é��$??�ékø??????????????? 5� ���1�¥
3/ $4: ?I[�%��% ?�é��$??����kø??4????? 0� ���1�¥
35 $4: ?�<��% ?��èé��$??�ékø4 0� ���1�¥

$:¬ ÎE� /µ��0 ©

(4?¬ }Î� 0µ3�0 ©

-173-

【１５】



444�444'

444×¬4444}Î4� ???????????????????????D~}FD4©

444�:4444£¨4� ???????????????????????Ç~}F¤4©
444#:44444£4� ???????????????????????44ÇÎ¤4©
444$:4444ÎE4� ???????????????????????¨~ÊFD4©

�?
 44�4%4� ?��$íkø�?? ò[�¥
©

� �??: ?~z���% ?����$4�.èékø ��� ���1�¥
� �??: ?J~��% ?����$4×(�
kø ��� ���1�¥
/ �??: ?pq��% ?k��é��$4�ékø 0� ���1�¥
5 �??: ?tu��% ?������$���$4��kø 5� ���3�¥
0 �??: ?JM��% ?�������$4����kø /�� ���1�¥
1 �??: ?����% ?����$4�ékø ��� ���1�¥
3 �??: ?xy�:��% ?��}B$���$4��èékø 0� ���1�¥
� �??: ?����% ?èé����$4èé��kø 1� ���1�¥
� �??: ?fL��% ?���é��$4���ékø 5� ���3�¥
�� �??: ?a<��% ?�é��$4�ékø /� ���3�¥
�� �??: ?FG��% ?�é��$4�ékø 5� ���1�¥
�� �??: ?�����% ?����$4èé����kø �� ���1�¥
�/ �??: ?MN��% ?����$4����kø ��� ���1�¥
�5 �??: ?8��% ?�9����$4�ékø ��� ���1�¥
�0 �??: ?D\��% ?����$4èé�.kø ��� ���1�¥
�1 �??: ?Cb��% ?�é��$4����kø /� ���1�¥
�3 �??: ?<7��% ?�é��$4�ékø 1� ���1�¥
�� �??: ?�C��% ?�é��$4�ékø 1� ���1�¥

�� �??: ?KL��% ?�é��4èé��kø ��� ���1�¥
�� �??: ?ST��% ?������$4����kø /� ���1�¥
�� �??: ?ABC��% ?������$4��èékø /� ���1�¥
�/ �??: ?����% ?�é��$4�ékø /� ���1�¥

�:¬ £¨� 4 �µ31� ©
�5 #??: ?cN�JM�% ?}B$���$??����kø 10 ���1�¥
�0 #??: ?89:��% ?����$??����kø? 30 ���1�¥

#:¬ £� �5� ©
�1 $4: ?~z����% ?�é��$4�ékø /� ���3�¥
�3 $4: ?J~�%��% ?�é��$??�èékø?? 0� ���1�¥
�� $4: ?�´��% ?�é��$4�ékø?444 /� ���1�¥
�� $4: ?;�$�%� ?�é��$??�ékø?????? ��� ���1�¥
/� $4: ?����% ?�é��$??��èékø? 0� ���1�¥
/� $4: ?ghi��% ?�é��$??��èékø?????? 1� ���1�¥
/� $4: ?67�%��% ?�é��$4�ékø4??????? 1� ���1�¥
// $4: ?�@%��% ?�é��$??�ékø4444?? 10 ���1�¥
/5 $4: ?X°±²��% ?�é��$??�ékø4444?? �1� ���1�¥
/0 $4: ?]^%��% ?�é��$??�é�kø??????? 0� ���1�¥
/1 $4: ?_`��% ?������$??����kø??? 0� ���1�¥
/3 $4: ?de��% ?����$4����kø44444 ��� ���1�¥
/� $4: ?�j��% ?�é��$??�ékø44444444 0� ���1�¥
/� $4: ?k"��% ?�é��$4�ékø 1� ���1�¥
5� $4: ?lm��% ?�é��$4�ékø????????????????? 0� ���1�¥
5� $4: ?Jno��% ?�é��$??�ékø????????????????? 0� ���1�¥
5� $4: ?rs��% ?�é��$??�ékø???????????? /�� ���1�¥
5/ $4: ?Jz��% èé����$??èé�.�kø?????? 0� ���1�¥
55 $4: ?J���% ?�é��$??�ékø???????????? 0� ���1�¥

?=>�í-���%�r(� ���1�¥

¹��&

�� �4:
?=>�í-��r(�é��$
�ékø

/�

¹4�4�4&

�4$44�4%4�4�
���£Ç�¥�

-174-

【１５】



�?
 44�4%4� ?��$íkø�?? ò[�¥¹��&

50 $4: ?�T��% ?�é��$??�ékø???????????? ��� ���1�¥
51 $4: ?����% ?�é��$??�ékø???????????? ��� ���1�¥
53 $4: ?����% ?�é��$??�ékø????????????? ��� ���1�¥
5� $4: ?���%��% ?�é���$4�ékø??4444 �� ���1�¥
5� $4: ?:���% ?�é��$??�ékø444444 3� ���1�¥
0� $4: ?�� ��% ?�é��$??�ékø444444 /�� ���1�¥
0� $4: ?DE>��% ?�é��$??�ékø??????????????? 0� ���1�¥
0� $4: ?HJ�%��% ?�é��$??èé��kø4444?? /� ���1�¥
0/ $4: ?vwxy��% ?�é��$??�ékø??????????????? 3� ���1�¥
05 $4: ?7��%��% ?�é��$??�ékø44??????????? 5� ���1�¥
00 $4: ?-.��% ?�é��$??�ékø44??????????? 5� ���1�¥
01 $4: ?-.�%��% ?�é��$4�ékø /0 ���3�¥
03 $4: ?rM��% ?�é��$??�ékø???????????????? /� ���1�¥
0� $4: ?[7��% ?�é��$4�ékø?4444?444 0� ���1�¥
0� $4: ?����% ?�é��$??�ékø??????44444 0� ���1�¥
1� $4: ?MNOP��% ?�é��$??�ékø????????????????? 1� ���1�¥
1� $4: ?{|}��% ?����$??�ékø???????????????? �0� ���1�¥
1� $4: ?:����% ?�é��$4����kø44444 �0� ���1�¥
1/ $4: ?����% ?�é��$4�ékø 1� ���3�¥
15 $4: ?8�%��% ?�é��$??�ékø?4????? 0� ���1�¥
10 $4: ?HI��% ?�é��$??����kø???? �/� ���1�¥
11 $4: ?QR��% ?�é��$??�ékø?????????? 1� ���1�¥
13 $4: ?HI�%��% ?����$4�ékø?44?44 ��0 ���1�¥
1� $4: ?Z[��% ?����$??�ékø44444 1� ���1�¥
1� $4: ?D\�%��% ?èé����$??èé��kø?????? 1� ���1�¥
3� $4: ?������% ?�é��$??�ékø?????????????????? /� ���1�¥
3� $4: ?�C"���% ?�é��$??�ékø??????????????? 0� ���1�¥
3� $4: ?UVW��% ?�é��$??�ékø??????????????? 5� ���1�¥
3/ $4: ?I[�%��% ?�é��$??����kø??4????? 0� ���1�¥
35 $4: ?�<��% ?��èé��$??�ékø4 /� ���1�¥

$:¬ ÎE� /µ�10 ©

(4?¬ }Î� 0µ310 ©

-175-

【１５】



-176-



平成２５年４月１日現在

１.志願者数及び志願倍率について

（単位：人）

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

14.5 7.8

5.1 9.6

4.9

8,7215884,615
H25

(4.2%) 

14,783

17.3

5.2

4.9

6.8

10.2

7.1

7.5 7.9

1,139

（5.0%）（30.5%）

5.1

(33.2%) 

6.3

4.6 10.4

10.7

（66.2%）

7.8

（64.5%）

（22.9%）

（28.8%）

6,913

6.9

4.7

1,453

1,206

区　　分

H16
（3.3%）

国　　立

16,691 2,425 53,684

私　　立公　　立

14.1

5.2

志願者数

3.5

志願倍率

（27.5%）

12,453

10,734

H23

6.1

H18

7.1

（73.8%）

2,035 30,719

（4.5%）

1,493 27,796

（3.7%） （68.9%）

（68.0%）

H17
9,884

5.6

8,113

H19

（23.7%） （2.5%）

1,897

（4.8%）

11,052

（27.4%）

5.3

39,555

29,714

40,341

45,207

志願者数・入学者数等の推移（平成１６年度～平成２５年度）

（73.7%）

30,8251,047

計

72,800

41,756

H22

7,005

7.2

6.9

13.0

24,014

22,927

13,924

（67.8%）

H20

H21
20,148

（4.9%）（27.3%）

（68.1%）（27.1%）

26,924

15,895

（5.0%）

5.1

3.3

7.3 3.8

(62.6%) 

4.14.4

3.1

18,446
H24

6,046 815 11,585

(32.8%) (4.4%) (62.8%) 

10.1

13.6

【１６】
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２.入学者数について

①　法学既修・未修の別 （単位：人）

既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計

737 964 1,701 76 57 133 1,537 2,396 3,933 2,350 3,417 5,767

(43.3%) (56.7%) (57.1%) (42.9%) (39.1%) (60.9%) (40.7%) (59.3%)

718 1,055 1,773 84 46 130 1,261 2,380 3,641 2,063 3,481 5,544

(40.5%) (59.5%) (64.6%) (35.4%) (34.6%) (65.4%) (37.2%) (62.8%)

740 1,082 1,822 83 53 136 1,356 2,470 3,826 2,179 3,605 5,784

(40.6%) (59.4%) (61.0%) (39.0%) (35.4%) (64.6%) (37.7%) (62.3%)

797 994 1,791 84 58 142 1,288 2,492 3,780 2,169 3,544 5,713

(44.5%) (55.5%) (59.2%) (40.8%) (34.1%) (65.9%) (38.0%) (62.0%)

761 963 1,724 82 54 136 1,223 2,314 3,537 2,066 3,331 5,397

(44.1%) (55.9%) (60.3%) (39.7%) (34.6%) (65.4%) (38.3%) (61.7%)

758 845 1,603 80 57 137 1,183 1,921 3,104 2,021 2,823 4,844

(47.3%) (52.7%) (58.4%) (41.6%) (38.1%) (61.9%) (41.7%) (58.3%)

703 594 1,297 73 44 117 1,147 1,561 2,708 1,923 2,199 4,122

(54.2%) (45.8%) (62.4%) (37.6%) (42.4%) (57.6%) (46.7%) (53.3%)

709 580 1,289 66 39 105 1,141 1,085 2,226 1,916 1,704 3,620

(55.0%) (45.0%) (62.9%) (37.1%) (51.3%) (48.7%) (52.9%) (47.1%)

698 506 1,204 70 37 107 1,057 782 1,839 1,825 1,325 3,150

(58.0%) (42.0%) (65.4%) (34.6%) (57.5%) (42.5%) (57.9%) (42.1%)

653 447 1,100 71 24 95 893 610 1,503 1,617 1,081 2,698

(59.4%) (40.6%) (74.7%) (25.3%) (59.4%) (40.6%) (59.9%) (40.1%)

②　社会人の入学状況 （単位：人）

既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計

161 422 583 51 29 80 826 1,303 2,129 1,038 1,754 2,792

(21.8%) (43.8%) (34.3%) (67.1%) (50.9%) (60.2%) (53.7%) (54.4%) (54.1%) (44.2%) (51.3%) (48.4%)

104 390 494 25 22 47 558 992 1,550 687 1,404 2,091

(14.5%) (37.0%) (27.9%) (29.8%) (47.8%) (36.2%) (44.3%) (41.7%) (42.6%) (33.3%) (40.3%) (37.7%)

124 354 478 39 21 60 555 832 1,387 718 1,207 1,925

(16.8%) (32.7%) (26.2%) (47.0%) (39.6%) (44.1%) (40.9%) (33.7%) (36.3%) (33.0%) (33.5%) (33.3%)

107 316 423 42 26 68 568 775 1,343 717 1,117 1,834

(13.4%) (31.8%) (23.6%) (50.0%) (44.8%) (47.9%) (44.1%) (31.1%) (35.5%) (33.1%) (31.5%) (32.1%)

130 308 438 30 9 39 437 695 1,132 597 1,012 1,609

(17.1%) (32.0%) (25.4%) (36.6%) (16.7%) (28.7%) (35.7%) (30.0%) (32.0%) (28.9%) (30.4%) (29.8%)

84 269 353 27 17 44 353 548 901 464 834 1,298

(11.1%) (31.8%) (22.0%) (33.8%) (29.8%) (32.1%) (29.8%) (28.5%) (29.0%) (23.0%) (29.5%) (26.8%)

70 198 268 24 11 35 254 436 690 348 645 993

(10.0%) (33.3%) (20.7%) (32.9%) (25.0%) (29.9%) (22.1%) (27.9%) (25.5%) (18.1%) (29.3%) (24.1%)

61 179 240 11 4 15 222 286 508 294 469 763

(8.6%) (30.8%) (18.6%) (16.7%) (10.3%) (14.3%) (19.5%) (26.4%) (22.8%) (15.3%) (27.5%) (21.1%)

69 168 237 18 8 26 213 213 426 300 389 689

(9.9%) (33.2%) (19.7%) (25.7%) (21.6%) (24.3%) (20.2%) (27.2%) (23.2%) (16.4%) (29.4%) (21.9%)

56 154 210 10 5 15 148 148 296 214 307 521

(8.6%) (34.5%) (19.1%) (14.1%) (20.8%) (15.8%) (16.6%) (24.3%) (19.7%) (13.2%) (28.4%) (19.3%)

H24

私　　立

H23

H22

区　分

H20

公　　立国　　立

区　分

H19

H20

H21

H22

H18

公　　立

H17

H23

H16

H24

計

計

私　　立国　　立

H16

H17

H21

H18

H19

H25

H25
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③　学部系統別の入学状況 （単位：人）

H24
1,458 272 51 58 1,839

(79.3%) (14.8%) (2.8%) (3.2%)

(86.0%) (10.3%) (1.9%) (1.9%)
11 2 2 107

123 41 31
(10.2%) (3.4%) (2.6%)

2,226

3,104
(3.6%)

111

(4.2%)

H18
(69.5%)

2,481

(3.0%)

(3.4%)(20.9%)

H19
166

(2.7%)
103

H23
1,748

(78.5%)

2,583

H21
2,275

(73.0%)
H20

2,123
(78.4%)

H21

H23
81

(77.1%)

H21

H18

H17
(72.3%)

(83.8%)

1,309
(69.4%)

H16

H17

60

531,043

(76.0%)

1,242
(77.5%)

35

102

1,009
(83.8%)

H23

(4.4%)

(4.1%)(80.9%)

H24

H19

H20
2761,290

9432,513

684
(72.6%)

2,660

19
(18.1%)

(26.3%)

(1.5%)

(6.0%)

28
(8.8%)

(73.3%)

(1.0%)

67
(3.0%)

3,537106

2,708

767

404

144
(18.5%) (4.6%)

574

(20.3%)

(19.3%)

(10.8%)

(4.6%)
164

(4.4%)

76
(3.5%)

1

(2.3%)

(2.8%)
109

(6.4%)

8

(4.6%)

4

(3.1%)
30

(2.3%)

(3.7%)

(2.6%)
102

(3.0%)
47

100 54

計

1,701157 73

理　　系 そ　の　他

(3.1%)

(6.3%)

(76.2%)

(3.0%)

(6.6%)

(63.9%) (24.0%) (8.2%)

22

(2.6%)

(3.8%)

13
(75.2%)

3

277

(1.0%)

90
(76.9%)

321

(20.4%)

4
(11.1%)

4

(16.0%)

5 6
(16.2%)

2

199

(12.0%)

(13.8%)
14

(4.0%)

1
(9.4%)

156

105

3,933

952

51

9
(3.5%)

(2.1%)

(2.9%)
3,826224

335
(15.0%)

163
(12.7%)

(21.8%)
832

18

17

12
(12.0%)

(73.8%)

H17
(68.1%)

(4.3%)(17.1%)
141

(5.7%)

(12.4%)

49 1,724
(15.5%)

273

136

117

137

142

136

1,822

1,289

1,603

1,204

133

1,791

759

(5.3%)
5

130

1,297

(9.2%)

(5.5%)

(8.0%)
1,77350

(2.8%)

H25

1,365 277

(74.8%)

68
(2.5%)

113

(3.7%) (2.8%)

2,744

(14.9%)

(7.6%)

(5.9%)

124 3,641

110

公　　立
103

6

H16

(4.2%)

(0.7%)
1

11
(0.7%) (3.6%)

(77.9%)

H20

H19

(64.7%)

106

(80.3%)

284

文系（法学以外）

2911,180

H18

区　　分 法　　学

(15.4%)
1,384

60 41

882 146

H22
1,041

(80.3%)
155

国　　立

(15.6%)

H22

H24
92

1,10041 31

(81.6%)
451,226

(13.1%)

私　　立

H25

H22

197

H25
87

(80.2%) (13.3%)

3,780

35 1,503

H16

114

94

(91.6%)

114

(3.0%)

86
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（単位：人）

（注）　「文系」は人文科学・社会科学系学部、「理系」は理学・工学・農学・保健・商船系学部、「その他」は

　　　家政・教育・芸術系学部その他。

(2.9%)
H24

2,559 406 94 91 3,150
(81.2%) (12.9%) (3.0%)

134
(3.7%)(79.3%)

(74.7%)

H16

H21

H19

517
H23

2,872

233

97
(2.7%)

176

(70.1%) (18.9%)

(73.9%)

(71.7%)

(18.0%)

(19.7%)

(73.9%) (18.6%)
4,223

(65.5%)

(16.5%) (5.1%)
3,620 801 247

4,150 1,138
(7.8%)

156

(4.0%)

972 282 5,397
(5.2%) (2.9%)

5,767

178

326 170
(5.6%)

5,784
(2.9%)

(8.4%)
1,269 486

H20
3,987

(4.8%) (2.7%)
5,713273

(3.2%) (4.0%)
131 165

156

4,122

(3.2%)

(3.6%)
4,844

5,5441,050 432
(22.0%)

3,779

3,884

H25
2,195 348

計

H18

1,061

2,698

3,254 572
H22

(78.9%) (13.9%)
3,620

(14.3%)

71

H17

84
(81.4%) (12.9%) (3.1%) (2.6%)

そ　の　他 計区　　分 法　　学 文系（法学以外） 理　　系

【１６】
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法科大学院適性試験について

１．目的
法科大学院の入学者選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に

評価するため、法律学についての学識ではなく、法科大学院における履修の前
提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等の資質を試す「法科大
学院適性試験」を実施。

２．実施機関
適性試験管理委員会（平成23年度より）

※平成22年度までは、次の２機関でそれぞれ実施。
・独立行政法人 大学入試センター
・財団法人 日弁連法務研究財団（社団法人 商事法務研究会）

３．実施概要（平成24年度）

区 分 第 １ 回 第 ２ 回

試験実施期日 平成24年５月27日（日） 平成24年６月10日（日）

第１部（論理的判断力） 40分
第２部（分析的判断力） 40分

問題構成等 第３部（長文読解力） 40分
第４部（表現力） 40分

※第１～３部 多肢選択・マークシート式
第４部 論述式

受験料 15,750円 （各１回）

４．志願者数・受験者数の推移

＜平成15年度～平成22年度＞ （人）

平成15年度 39,350 35,521 20,043 18,355
平成16年度 24,036 21,429 13,993 12,249
平成17年度 19,859 17,872 10,724 9,617
平成18年度 18,450 16,680 12,429 11,213
平成19年度 15,937 14,323 11,945 10,798
平成20年度 13,138 11,870 9,930 8,940
平成21年度 10,282 9,370 8,546 7,737
平成22年度 8,650 7,909 7,820 7,066
※大学入試センターの受験者数については、追試験受験者数を含む。

＜平成23年度～平成24年度＞ （人）

平成23年度 5,946 5,481 7,386 6,692 7,829 7,249
平成24年度 5,185 4,753 5,967 5,391 6,457 5,967

大学入試センター 日弁連法務研究財団

受験者数 志願者数 受験者数

志願者数 受験者数 志願者数 受験者数

第１回 第２回

志願者数

実人数

志願者数 受験者数
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１．平成１７～２４年度修了者数比較
平成２５年３月３１日現在

※ (　)内は既修、未修ごとの入学者のうち修了者の割合

370 4,911
(80.0%) (73.0%) (91.5%)

合　計
4,541 2,569 1,972

1,238
259 3,245

(79.5%) (72.8%) (91.6%)

75
4 114

(85.9%) (77.8%) (90.4%)

659
107 1,552

(80.7%) (73.5%) (91.4%)

平成19年度

国　立
1,445 786

公　立
110 35

私　立
2,986 1,748

35 4,418
(80.6%) (75.1%) (90.0%)

合　計
4,383 2,564 1,819

1,109
19 2,915

(79.8%) (74.6%) (89.8%)

82
1 132

(92.9%) (86.0%) (97.6%)

628
15 1,371

(81.4%) (75.5%) (89.5%)

平成18年度

国　立
1,356 728

公　立
131 49

私　立
2,896 1,787

- 2,176
(92.6%) - (92.6%)

合　計
2,176 - 2,176

1,445
- 1,445

(94.0%) - (94.0%)

68
- 68

(89.5%) - (89.5%)

663
- 663

(90.0%) - (90.0%)

平成17年度

国　立
663 -

公　立
68 -

私　立
1,445 -

法科大学院修了認定状況の推移（平成１７年度～平成２４年度）

区　分
標準修業年限

修了者

その他
（原級留置
・休学等）

合　計うち法学未修者
(３年コース)

うち法学既修者
(２年コース)

平成20年度

国　立
1,515 783

公　立
116 43

私　立
2,906 1,715

732
162 1,677

(80.8%) (71.2%) (94.5%)

73
2 118

(84.7%) (81.1%) (86.9%)

1,191
293 3,199

(77.3%) (69.4%) (92.5%)

合　計
4,537 2,541 1,996

457 4,994
(78.6%) (70.1%) (93.0%)

平成21年度

国　立
1,398 686

公　立
128 51

私　立
2,737 1,655

712
183 1,581

(79.3%) (67.5%) (95.4%)

77
8 136

(91.4%) (87.9%) (93.9%)

1,082
338 3,075

(73.7%) (66.5%) (88.5%)

合　計
4,263 2,392 1,871

529 4,792
(75.9%) (67.1%) (91.2%)

【１９】

-185-



※ (　)内は既修、未修ごとの入学者のうち修了者の割合

(参考) 平成１６年度法学既修者入学者数　 2,350 人（国立：  737人　公立：76人　私立：1,537人）

平成１６年度法学未修者入学者数　 3,416 人（国立：  964人　公立：57人　私立：2,395人）

平成１７年度法学既修者入学者数　 2,021 人（国立：  702人　公立：84人　私立：1,235人）

平成１７年度法学未修者入学者数　 3,517 人（国立：1,070人　公立：45人　私立：2,402人）

平成１８年度法学既修者入学者数　 2,156 人（国立：  721人　公立：83人　私立：1,352人）

平成１８年度法学未修者入学者数　 3,625 人（国立：1,100人　公立：53人　私立：2,472人）

平成１９年度法学既修者入学者数　 2,147 人（国立：  775人　公立：84人　私立：1,288人）

平成１９年度法学未修者入学者数　 3,563 人（国立：1,016人　公立：58人　私立：2,489人）

平成２０年度法学既修者入学者数　 2,051 人（国立：  746人　公立：82人　私立：1,223人）

平成２０年度法学未修者入学者数　 3,346 人（国立：  979人　公立：54人　私立：2,313人）

平成２１年度法学既修者入学者数　 1,998 人（国立：  738人　公立：80人　私立：1,180人）

平成２１年度法学未修者入学者数　 2,842 人（国立：  864人　公立：57人　私立：1,921人）

平成２２年度法学既修者入学者数　 1,906 人（国立：  686人　公立：73人　私立：1,147人）

平成２２年度法学未修者入学者数　 2,211 人（国立：  611人　公立：44人　私立：1,556人）

平成２３年度法学既修者入学者数　 1,914 人（国立：  709人　公立：66人　私立：1,139人）

　※ 入学者数は、各年度の修了認定状況調査の結果による

(68.7%) (56.8%) (86.6%)
1,613 1,650

674 3,937

1,056 960
477 2,493

(55.0%) (83.7%)

33 72
5 110

(57.9%) (98.6%)

524 618
192 1,334

(60.6%) (90.1%)
1,142

105

2,016

3,263

(73.7%)

(80.8%)

(65.7%)

平成23年度

国　立

公　立

私　立

合　計

平成22年度

国　立
1,363 668

公　立
116 43

私　立
2,452 1,430

695
160 1,523

(79.4%) (68.2%) (94.2%)
73

5 121
(86.6%) (79.6%) (91.3%)

1,022
439 2,891

(70.2%) (61.8%) (86.6%)

合　計
3,931 2,141 1,790

604 4,535
(73.6%) (64.0%) (89.6%)

区　分
標準修業年限

修了者

その他
（原級留置
・休学等）

合　計うち法学未修者
(３年コース)

うち法学既修者
(２年コース)

平成24年度

国　立
995 361

公　立
90 29

私　立
1,729 781

634
170 1,165

(75.4%) (59.1%) (89.4%)
61

14 104
(81.8%) (65.9%) (92.4%)

948
428 2,157

(64.2%) (50.2%) (83.2%)

合　計
2,814 1,171 1,643

612 3,426
(68.2%) (53.0%) (85.8%)
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２．修了しなかった者の事由
平成２５年３月３１日現在

74

(100%)

8

(100%)

92

(100%)

174

(100%)

310

(100%)

10

(100%)

734

(100%)

1,054

(100%)

346

(100%)

18

(100%)

768

(100%)

1,132

(100%)

360

(100%)

21

(100%)

854

(100%)

1,235

(100%)

364

(100%)

12

(100%)

975

(100%)

1,351

(100%)

※ (　)内は、各設置者別の合計に対する割合

57

(67.2%) (51.7%) (15.5%) (32.8%)
合　計

117 90 27

21 28

(69.6%) (46.7%) (22.8%) (30.4%)

1 2

(75.0%) (62.5%) (12.5%) (25.0%)

5 27

(63.5%) (56.8%) (6.8%) (36.5%)

平成17年度

国　立
47 42

公　立
6 5

私　立
64 43

683

(39.7%) (5.4%) (34.3%) (60.3%)
合　計

449 61 388

282 455

(40.8%) (4.0%) (36.7%) (59.2%)

8 5

(72.2%) (27.8%) (44.4%) (27.8%)

98 223

(35.5%) (7.2%) (28.3%) (64.5%)

平成19年度

国　立
123 25

公　立
13 5

私　立
313 31

620

(41.2%) (6.8%) (34.3%) (58.8%)
合　計

434 72 362

282 417

(43.2%) (4.8%) (38.4%) (56.8%)

3 6

(40.0%) (10.0%) (30.0%) (60.0%)

77 197

(36.5%) (11.6%) (24.8%) (63.5%)

平成18年度

国　立
113 36

公　立
4 1

私　立
317 35

区  分 退 学
その他

（原級留置
・休学等）

合　計うち旧司法
試験合格者

うち左記以外

平成20年度

国　立
111 10

公　立
13 7

私　立
377 21

101 249

(30.8%) (2.8%) (28.1%) (69.2%)

6 8

(61.9%) (33.3%) (28.6%) (38.1%)

356 477

(44.1%) (2.5%) (41.7%) (55.9%)

合　計
501 38 463 734

(40.6%) (3.1%) (37.5%) (59.4%)

平成21年度

国　立
117 9

公　立

私　立

(16.7%)

合　計

(58.3%)

108 247

(67.9%)

7

413 551

(43.5%) (1.1%) (42.4%) (56.5%)

424 11

805

(40.4%) (1.6%) (38.8%) (59.6%)

546 22 524

(41.7%)

(32.1%) (2.5%) (29.7%)

3

(25.0%)

5 2
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354

(100%)

18

(100%)

1,041

(100%)

1,413

(100%)

408

(100%)

25

(100%)

1,052

(100%)

1,485

(100%)

325

(100%)

20

(100%)

971

(100%)

1,316

(100%)

※ (　)内は、各設置者別の合計に対する割合

819

(44.8%) (1.0%) (43.8%) (55.2%)
合　計

666 15 651

565

(46.3%) (0.3%) (46.0%) (53.7%)
私　立

487 3 484

0 10 15

(40.0%) (0.0%) (40.0%) (60.0%)

239

(41.4%) (2.9%) (38.5%) (58.6%)

平成23年度

国　立
169 12 157

公　立
10

平成22年度

国　立
102 6

公　立
10 3

私　立
431 4

96 252

(28.8%) (1.7%) (27.1%) (71.2%)

7 8

(55.6%) (16.7%) (38.9%) (44.4%)

427 610

(41.4%) (0.4%) (41.0%) (58.6%)

合　計
543 13 530 870

(38.4%) (0.9%) (37.5%) (61.6%)

区  分 退 学
その他

（原級留置
・休学等）

合　計うち旧司法
試験合格者

うち左記以外

平成24年度

国　立
104 4

公　立
8 0

私　立
459 1

100 221

(32.0%) (1.2%) (30.8%) (68.0%)

8 12

(40.0%) (0.0%) (40.0%) (60.0%)

458 512

(47.3%) (0.1%) (47.2%) (52.7%)

合　計
571 5 566 745

(43.4%) (0.4%) (43.0%) (56.6%)

【１９】
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専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する

基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について

平成21年４月17日中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学

院教育の質の向上のための改善方策について（報告）」（以下「特別委員会報告」

という。）の提言を踏まえ，所要の改正を行う。（施行期日：平成22年４月１日）

１．専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第25条の一部改正

（１）特別委員会報告の提言

法学未修者の法律基本科目の学修の充実を図る。そのため，法学未修者１

年次では，１年あたりの履修登録上限単位数の標準である36単位を超えて，

法律基本科目を６単位程度増加することを可能とする。

（２）改正の概要

法学既修者が履修したものとみなすことができる上限である30単位に（１）

で増加した単位数を加えることを可能とする。

２．学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を

定める省令（平成16年文部科学省令第７号）第４条の一部改正

（１）特別委員会報告の提言

法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院がその役割を十

分果たしているかを評価するために，評価基準・方法を改善する。

（２）改正の概要

① 入学者選抜での適性の適確かつ客観的な評価，教員組織での専任教員の

適切な配置等，体系的な教育課程の編成，新司法試験の合格状況を含む修

了者の進路に関する評価を実施する。

② 法曹養成の基本理念を踏まえて特に重要と判断した項目の評価結果を勘

案しつつ，総合的に評価するなど，適切な適格認定を行うことができる評

価方法とする。
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法科大学院修了者の多様な進路について

○国家公務員採用Ⅰ種試験（行政、法律、経済区分）の法科大学院出身者数

法科大学院

平成18年度 4人 （1.0％） 296人 （100.0％）

平成19年度 11人 （3.4％） 295人 （100.0％）

平成20年度 18人 （6.0％） 298人 （100.0％）

平成21年度 19人 （5.9％） 324人 （100.0％）

平成22年度 15人 （5.6％） 270人 （100.0％）

平成23年度 22人 （7.3％） 303人 （100.0％）

（注）採用者数は、各年度の翌年度における採用者数である。ただし、平成23年度は平成24年3月31日現在

の採用内定者数である（過年度試験からの採用（内定）者を含む）。

採用者数は、特別職を含む。

※人事院資料より作成

○新規弁護士の組織内弁護士就職状況

修習期 弁護士一括 弁護士数 時点 組織内弁護士 割合
登録日 推計【注】

59期 2006.12.3 1,266 2007.5.8 11 0.87％
2007.1.23

現 2007.9.5 1,247 2007.11.11 9 0.72％
60期 1.33％

新 2007.12.20 853 2008.2.6 19 2.23％

現 2008.9.3 538 2008.10.1 10 1.86％
61期 3.15％

新 2008.12.18 1,528 2009.2.3 55 3.60％

現 2009.9.3 322 2010.3.12 12 3.73％
62期 2.71％

新 2009.12.17 1,785 2010.4.1 45 2.52％

（注）事務所名がなく、事務所住所等に「会社」等が入っているものを計上。組織内弁護士推計値は、一括登録日以

降も多少増える場合がある。

※「弁護士白書2010年版」より抜粋

全体

採
用
者
数
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共通的な到達目標の在り方に関する検討結果 

 

 

 

平成２２年９月１６日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

第２ワーキング・グループ 

 

１．共通的な到達目標の検討経緯 

 

中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学院特別委員会」と

いう。）が平成２１年４月にとりまとめた「法科大学院教育の質の向上のための改善方策

について（報告）」（以下「特別委員会報告」という。）において，修了者の質の保証のた

めの改善方策の一つとして，「すべての法科大学院における共通的な到達目標を策定する

必要がある」ことが提言された。 

法科大学院修了者の共通的な到達目標（以下「共通的な到達目標」という。）について

は，これまでに，文部科学省の「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進

プログラム」の支援を得て，研究者教員及び法曹関係者の参加のもとに調査研究が行わ

れ，関係各方面の意見も踏まえ，本年３月に「共通的到達目標モデル（第二次案）」（以

下「第二次案」という。）が公表されている。 

しかし，法科大学院関係者や法曹関係者間において，「共通的な到達目標」の法科大学

院教育における位置づけや「共通的な到達目標」と認証評価との関係等についてなお十

分な共通認識が得られているとは言い難いため，本年４月の法科大学院特別委員会の審

議の結果，本ワーキング・グループにおいて，第二次案を参考にして「共通的な到達目

標」についての検討を行うこととされた。 

 

 

２．検討結果 

 

本ワーキング・グループでは，第二次案及びこれに対する関係者からの意見を参考に

しつつ，「共通的な到達目標」の法科大学院教育における位置づけ及び「共通的な到達目

標」と認証評価との関係について検討を行い，以下のとおり審議結果をとりまとめた*。 

今後，関係者のさらなる尽力により，本ワーキング・グループの意見を踏まえて，最

終的に「共通的な到達目標」が策定されることを期待したい。 

                         
* なお，審議の過程で第二次案の内容について議論した事項については，参考として別紙に付した。 
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（１）「共通的な到達目標」の法科大学院教育における位置づけ 

   特別委員会報告で提言されているとおり，「共通的な到達目標」は，法科大学院の修

了者が共通に備えておくべき能力等を明確にし，修了者の質を保証することを目的と

するものであり，すべての法科大学院において共通して学修することが求められる内

容及び水準（ミニマム・スタンダード）を示すものである。したがって，「共通的な到

達目標」の法科大学院教育における位置づけとしては，以下の点に留意が必要である。 

  ① 各法科大学院においては，ミニマム・スタンダードとしての「共通的な到達目標」

を踏まえ，それぞれの教育理念に則り，創意工夫によって，それぞれの到達目標を

設定することが必要であり，自主的・自律的に「共通的な到達目標」を超える到達

目標とすることが強く期待される。 

② 各法科大学院において設定した到達目標の内容については，授業及び自学自習を

通じて，修了時までに学生に確実に修得させることが必要である。なお，各法科大

学院は，確実な修得を求める到達目標とは別に，その達成が望ましい，より高度の

目標を自主的・自律的に設定することも考えられる。 

③ 授業で取り上げる事項及び自学自習を通じて学習する事項の決定については，各

法科大学院が，授業の種類・性質や学生の資質・能力等に十分配慮し，適切に判断

することが必要である。また，学生の到達状況を見極めながら，不断にその在り方

を検証することが必要である。 

④ 自学自習に委ねる内容については，その学習方法等に関し適切に指導・助言する

ことが必要である。 

 

 なお，「共通的な到達目標」を「コア・カリキュラム」と表現することがあるが，「コ

ア・カリキュラム」という用語は「授業」を連想させ，授業内容を直接規律するもの

との誤解を招くおそれがあるとの意見もあり，「共通的な到達目標」の趣旨を踏まえ

た名称の工夫も必要であると考えられる。 

 

（２）「共通的な到達目標」と認証評価との関係 

各認証評価機関は，「共通的な到達目標」に関し，認証評価において以下のとおり各

法科大学院の取組について評価することが期待される。 

① 各法科大学院が，学生が修了時までに確実に修得すべき知識・能力の内容・水準と

して，適切な到達目標を設定しているかを評価することが期待される。その際，ミ

ニマム・スタンダードとしての「共通的な到達目標」に照らし，それと同等もしく

はそれを上回る到達目標となっているかを評価することが適切である。 

② 各法科大学院が設定した到達目標を踏まえ，適切に教育課程が編成され，学修指導

が実施されているかを評価することが期待される。その際，組織全体として到達目

標を踏まえた授業計画の作成・実施を担保するための措置が講じられているかを確

認することが適切である。また，授業で直接取り上げない事項については，学生に

対し，自学自習を促進・支援するための適切な手段を講じていることを確認するこ

とが適切である。 
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③ 自学自習を通じて学習する内容を含め，各法科大学院が設定した到達目標に対する

学生の到達レベルを測定するための適切な手段を講じているかを評価することが期

待される。その際，組織全体として到達目標を踏まえた成績評価・修了認定の実施

を担保するための措置が講じられているかを確認することが適切である。 
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（別紙） 

調査研究班・共通的到達目標モデル（第二次案）について（参考） 

 

 

＜総論＞ 

 「共通的な到達目標」を策定するにあたっての基本的な考え方は適切であるが，共通的

な到達目標とされる項目のうち，授業の対象として取り上げるべきものと自学自習に委ね

るべきものをどのように振り分けるかについては，各法科大学院および授業を担当する教

員が適切に判断する必要があることを，より明確に指摘しておく必要があると思われる。 

 

 

＜公法系＞ 

○憲法 

 「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められるが，若干の項目については，

整理統合，追補，求められる到達水準の見直し，及び字句の修正について検討すべきであ

る。なお，行政法及び刑事訴訟法と重複する事項については，両者の記載に矛盾がない限

り，それぞれの判断で記載することが適切であると思われる。 

 

○行政法 

 「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められるが，若干の項目については，

整理統合，追補，求められる到達水準の見直し，及び字句の修正について検討すべきであ

る。なお，憲法と重複する事項については，両者の記載に矛盾がない限り，それぞれの判

断で記載することが適切であると思われる。 

 

 

＜民事系＞ 

○民法 

 「共通的な到達目標」の趣旨におおむね合致したものと認められるが，以下の点につい

てなお検討を要すると思われる。 

 まず，取り上げる項目については基本的に適切であるが，一部について追加や削除の可

能性を検討する必要があると思われる。 

 また，項目の一部については，複数の内容が統合されており，その趣旨が必ずしも明確

でないものが含まれており，その再整理を行う必要があるほか，総論に示されている項目

表現の趣旨に照らして，各項目の表現が適切であるかどうかを吟味する必要があると思わ

れる。 

 

○商法 

 「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められるが，表現の点で修正を要する

箇所や，項目の統合について，なお検討を要する点が若干あると思われる。 

-196-

【２２】



 5

○民事訴訟法 

「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められるが，若干の字句について修正

することを検討すべきである。 

 

 

＜刑事系＞ 

○刑法 

 「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められるが，若干の字句について修正

することを検討すべきである。 

 

○刑事訴訟法 

 「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められるが，若干の項目を追補するこ

とを検討すべきである。なお，憲法の刑事手続に関する権利の記述と刑事訴訟法との重複

部分については，両者の記載に矛盾がない限り，それぞれの判断で記載するのが適切と思

われる。 

 

 

＜法律実務基礎科目＞ 

 民事実務の基礎，刑事実務の基礎及び法曹倫理に関する法律実務基礎科目のいずれにつ

いても，「共通的な到達目標」の趣旨に合致したものと認められる。 
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平成 21 年４月中央教育審議会法科大学院特別委員会報告を 

踏まえた各法科大学院の改善状況（まとめ） 

 

平 成 22 年 １ 月 2 2 日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

第３ワーキング・グループ 

 

 

１． はじめに 

 

平成 21 年４月の中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会報告1（以下

「特別委員会報告」という。）で、 

①各法科大学院で教育活動が法令に従って適切に行われているか 

②改善のための真摯な取組が推進されているか 

について、フォローアップを行うための組織を設置することが提言された。 

その上で、実態を把握しながら、必要な改善を各法科大学院に対して継続的

に促していく仕組みを構築することが求められた2。 

本まとめは、本ワーキング・グループが特別委員会報告の提言を踏まえ、平成

21 年４月からすべての法科大学院の協力のもと実施してきた、法科大学院教育

の改善状況についてのフォローアップの結果をまとめたものである。 

各法科大学院に対しては、本まとめで指摘した課題を踏まえ、引き続き教育の

質の向上に向けた取組が行われることを期待したい。 

 

 

２． フォローアップの実施経過について 

 

 本ワーキング・グループは、フォローアップを実施するための基礎情報を把握

するため、平成 21 年４月にすべての法科大学院に対し、特別委員会報告を踏ま

                             
1 平成 21 年４月 17 日中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上の

ための改善方策について（報告）」 
2 平成 21 年９月 14 日に開催された法科大学院特別委員会でも、座長談話として、平成 22 年度の入学者

選抜の厳格化や平成 23 年度の入学定員の見直しについて、文部科学省と本ワーキング・グループが連

携し、各法科大学院に対して強く促していくことが求められている。 
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えた現状の分析及び改善のための取組（検討中のものも含む。）を提示するよう

依頼した。 

本ワーキング・グループでは、すべての法科大学院から提示された現状の分析

及び改善のための取組について精査した。 

その結果、主に以下に掲げる観点に該当すると考えられ、かつ、不明な部分の

把握や改善のための取組に関する実効性の確認等が必要と判断される法科大学

院に対してはヒアリングを実施することとした。その結果、40 の法科大学院か

らヒアリングを実施した。 

 

【ヒアリング実施に関する観点】 

① 入学者選抜における競争倍率が低いなど、今後、入学者の質の確保がさらに

困難となることが懸念される。 

② 新司法試験の合格者数が著しく少ない、または合格率が平均の半分未満の状

況が継続しているなど、修了者の質の確保に早急に取り組む必要がある。 

③ 現状の分析が不十分ではないかと懸念される。 

④ 改善のための取組が不十分ではないかと懸念される、またはその内容が不明

確である。 

 

さらに、ヒアリングの結果、法科大学院の現状や改善のための取組等をより詳

細に確認し、さらにフォローアップを行う必要があると判断された場合は、在籍

中の法科大学院生との意見交換や授業の見学等による実地調査を実施すること

とした。その結果、26 の法科大学院に対して実地調査を実施した。 

フォローアップの実施経過については次のとおり。 

平成 21 年２月 24 日  第３ワーキング・グループ設置 

平成 21 年４月 17 日   法科大学院特別委員会（「法科大学院教育の質の向上の 

ための改善方策について（報告）」） 

平成 21 年６月５日  法科大学院特別委員会（審議状況報告） 

平成 21 年７月    ヒアリング（40 校） 

平成 21 年８月３日  法科大学院特別委員会（審議状況報告） 

平成 21 年 10 月 

～平成 22 年１月 実地調査（26 校） 

平成 21 年 12 月３日  法科大学院特別委員会（審議経過報告） 

 

 

３． フォローアップの結果について 

 

フォローアップの結果、本ワーキング・グループとしては、以下のような所感

を得た。 
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【全体的な取組状況について】 

すべての法科大学院で特別委員会報告の提言を踏まえた改善の取組に着手さ

れており、多くの法科大学院で意欲的な取組がなされていることがうかがえた。 

 

【フォローアップで見られた課題について】 

（１）現在実施中の平成 22 年度入学者選抜で、競争倍率２倍を下回る結果とな

る合格者数を出すなど、入学者の質の確保に対する意識が低いのではない

かと懸念される法科大学院がみられる。 

（２）学生との意見交換を実施した結果、授業に対する学生の満足度が高い法

科大学院が多数ある一方で、学生と教員の意思疎通が十分図られていない

結果、学生の授業に対する満足度や期待度が低い法科大学院もみられる。 

（３）定期試験問題及び答案について一部の科目につき確認したところ、次の

ような問題のある法科大学院がみられる。 

① 可とされた答案の中に、不可相当ではないかと考えられる答案が少なか

らずみられる。 

② 試験問題の内容・難易度・出題形式等で、法科大学院生としての学修到

達度を測るのに適切か疑問を感じさせる問題がみられる。 

 とくに、このような法科大学院は、概して、厳格な成績評価の観点から

も問題があるとみられる。 

（４）入学者選抜における志願状況や新司法試験合格状況が芳しくないにもか

かわらず、その原因の分析に着手していないまたはそれが不十分であり、

かつ的確な対応策を講じていない法科大学院がみられる。 

（５）受験時または入学時に法科大学院を選ぶ際に、個々の法科大学院におけ

る新司法試験合格実績や教育内容についてほとんど意識しないで、新司法

試験の合格は自らの努力の問題であると認識している学生も少なからずみ

られる。 

 

【個別の法科大学院における所見について】 

※ 別表に記載 

 

 

４． 今後の取組について 

 

今後、本ワーキング・グループは、平成 22 年度入学者選抜の結果等の法科大

学院を巡る状況も踏まえながら、さらに必要と判断した法科大学院を中心に引き

続きフォローアップを実施し、その結果について随時本委員会に報告していく予

定である。 
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各法科大学院の改善状況に係る調査結果 

 

 

 

平成２２年９月１６日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

第３ワーキング・グループ 

 

１．経緯及び趣旨 

 

中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学院特別委員会」と

いう。）は，平成２１年４月に「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（以下「特別委員会報告」という。）をまとめた。本ワーキング・グループでは，特

別委員会報告の提言を踏まえ，各法科大学院の改善状況調査を実施し，その第１回の調

査結果（以下「第１回調査結果」という。）を平成２２年１月に公表した。 

本ワーキング・グループは，第１回調査結果において，各法科大学院で特別委員会報

告を踏まえた教育の改善が進められていること，一方で入学者選抜における競争性や授

業内容，成績評価，教育体制に深刻な課題を抱える法科大学院も存在すること等を指摘

するとともに，平成２２年度入学者選抜の結果等の法科大学院を巡る状況も踏まえなが

ら，引き続きフォローアップを実施することとした。 

入学者選抜における競争性の確保については，特別委員会報告において，「競争倍率（受

験者数／合格者数）が２倍を下回る状況は，入学者選抜における選抜機能が十分に働い

ているとはいえ」ないとし，「このような状況にある法科大学院については，質の高い入

学者を確保するため，早急に入学定員を見直すなど，競争的な環境を整えることが不可

欠である」と提言された。本ワーキング・グループにおいても，第１回調査結果で「現

在（注：平成２２年１月時点）実施中の平成２２年度入学者選抜で，競争倍率２倍を下

回る結果となる合格者数を出すなど，入学者の質の確保に対する意識が低いのではない

かと懸念される法科大学院がみられる」と指摘した。それにもかかわらず，平成２２年

度の入学者選抜の結果をみると，競争倍率が２倍未満となった法科大学院数が４０校に

上るなど，入学者の質の確保に問題を抱えていると考えられる法科大学院が多数あるこ

とが判明した。 

このような状況を踏まえ，平成２２年４月開催の法科大学院特別委員会における審議

の結果，本ワーキング・グループにより，以下の調査を実施することとされた。 

 

（１）第１回調査結果を踏まえた改善の取組の調査 

第１回調査結果において，改善の努力の継続が必要であることから「継続的にフ

ォローアップを実施する必要がある」とした法科大学院及び大幅な改善が必要であ
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ることから「重点的にフォローアップを実施する必要がある」とした法科大学院に

ついて，調査結果を踏まえた改善の取組について調査を実施すること。 

 

（２）平成２２年度法科大学院入学者選抜の結果を踏まえた調査 

平成２２年度の入学者選抜の結果からみて課題があると考えられる法科大学院

について，競争性の確保，法科大学院適性試験（以下「適性試験」という。）の活

用，入学定員の見直し等に関する入学者の質の確保のための取組について調査を実

施すること。 

 

 

２．調査の概要 

 

本ワーキング・グループでは，法科大学院特別委員会における審議を踏まえ，調査方

針及び内容について審議し，以下のとおり各法科大学院の教育の改善状況についての調

査を実施した（調査対象校については別紙参照。）。 

 

（１）書面調査  

各法科大学院における改善状況を把握するため，以下のとおり書面調査を実施した。 

① 第１回調査結果を踏まえた改善の取組の調査 

第１回調査結果において，改善の努力の継続が必要であることから「継続的にフ

ォローアップを実施する必要がある」とした法科大学院及び大幅な改善が必要であ

ることから「重点的にフォローアップを実施する必要がある」とした法科大学院（た

だし，平成２３年度以降の学生募集停止を決定済の法科大学院を除く。）に対し，

第１回調査結果における本ワーキング・グループの指摘を踏まえて改善した事項及

び今後改善を予定している事項等について調査を実施した。 

② 平成２２年度法科大学院入学者選抜の結果を踏まえた調査 

平成２２年度法科大学院入学者選抜の結果，競争倍率が２倍未満となった法科大

学院に対し，競争倍率が２倍未満となった理由や入学定員の見直しを含めた競争性

の確保に向けた今後の取組等について調査を実施した。 

あわせて，適性試験の点数が著しく低い者を合格させた法科大学院に対し，法科

大学院への入学に最低限必要と考える適性試験の点数の基準（以下「適性試験最低

基準点」という。）の設定の必要性に関する考え方等について調査を実施した。 

 

（２）ヒアリング調査 

本ワーキング・グループでは，上記の書面調査に対する各法科大学院からの回答を

分析し，審議を行った結果，（１）①については，今後の状況の推移をも踏まえて検

討する必要があるため調査を継続することとするとともに，（１）②については，平

成２３年度入学者選抜の実施に向け喫緊の課題と考えられることから，入学者の質の

確保を中心に，ヒアリング調査を実施することとした。 

具体的には，競争倍率が２倍未満となった法科大学院（競争倍率が２倍をわずかに
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下回るにとどまるものを除く。）について，ヒアリングを実施し，入学者の質の確保の

ための取組の状況や今後の運営方針等について聴取するとともに，平成２３年度以降

の入学者の質の確保を促すこととした。これに加えて，競争倍率は２倍をわずかに下

回るにとどまるものの，入学定員の規模が大きいため，入学者の質の確保が十分に図

られているか確認する必要がある法科大学院や，審議の結果，書面調査の回答に関し

て確認する必要がある法科大学院等についても，ヒアリングを実施することとした。 

 

 

３．調査の結果 

   

平成２２年度入学者選抜において，競争倍率が２倍を下回った法科大学院が４０校に

も上ったことは，１．において述べたとおりである。 

入学者選抜における入学者の質の確保については，特別委員会報告や第１回調査結果

による指摘に加えて，「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」（文部科学副大臣

及び法務副大臣主宰）が本年７月にとりまとめた検討結果においても，「入学者の質を確

保するためには，入学試験における競争性の確保（競争倍率２倍以上の確保）」が重要で

あるとされ，「特に問題点を抱える法科大学院は，その入学定員の削減を進めるべきであ

るとの意見があった」ことが記載されている。 

これらの報告書が提言するように，法科大学院が法曹養成機関として社会の期待にこ

たえるためには，入学者選抜における競争的な環境を整備して入学者の質を確保し，充

実した教育を提供するとともに厳格な成績評価・修了認定を実施することで，質の高い

修了者を輩出することが必要である。 

本ワーキング・グループとしては，各法科大学院の入学者の質の確保に関する今回の

調査の結果，以下のような所感を得た。 

○ 平成２２年度の入学者選抜の結果，競争倍率が２倍未満となった理由については，

入学志願者数の減少を挙げる法科大学院が多く，具体的には，全国的な志願者数の減

少，他の法科大学院との入学者選抜日程の重複，新司法試験結果の低迷等が挙げられ

た。これらの法科大学院においては，改善方策として，広報活動の強化や入学者選抜

の内容・方法・日程設定等の改善，学生への経済的支援の充実，教育指導体制の強化

による新司法試験合格状況改善への取り組み等が示された。 

○ 一方で，競争倍率が２倍を相当下回る結果になるとしても，入学定員を満たす入学

者数を確保することを優先して合格者数を決定している法科大学院や，合格発表後に

追加合格者を出したため競争倍率をさらに下げた法科大学院もあった。 

しかし，一定の入学者数を確保できたとしても，最終的に修了できない者や，修了

しても新司法試験を受験することを見送らざるを得ない者や合格するに至らない者を

多数出してしまうことになるとすれば問題であり，入学者選抜の段階から入学者の質

の確保を図ることは極めて重要である。各法科大学院は，入学者選抜において競争倍

率２倍以上の競争性の確保を徹底するべきであり，その結果として入学定員未充足の

状況が継続する場合には，入学定員の見直しを検討するなど，更なる抜本的な改善に

取り組む必要がある。 
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○ また，適性試験の成績が著しく低い者は不合格としていること，前年度までの入学

者選抜に比べて合格水準を下げていないこと等から，競争倍率２倍以上を確保しなく

ても，入学者の質は確保できていると説明する法科大学院もあった。 

しかし，適性試験最低基準点の設定の趣旨は，法科大学院における履修の前提とし

て要求される資質をそもそも備えているかを極めて疑わしくするような著しく点数の

低い者を入学させないようにすべきというものであり，逆にその措置さえ取れば直ち

に入学者の質を確保できるというものではない。また，各法科大学院における合格基

準についても，従来どおりの合格水準を維持していれば質が確保されていると当然に

はいえず，入学者の入学後の状況や修了後の状況を踏まえて，その合格水準自体がそ

もそも，入学者の質の確保という点で適切なものであるのかどうか見直してみる必要

がある。したがって，いずれも，競争倍率２倍以上の競争性の確保に取り組む必要性

を減じる理由となるものとは考えられない。 

○ さらに，入学者選抜の方法に関連して，特に法学未修者については，入学者選抜の

段階では法曹としての適性を測ることが困難であるため，入学者選抜の厳格化よりは，

むしろ，厳格な成績評価の実施により入学後に適性を判断し，適性のない者は進級・

修了させないものとすることにより対応すべきであるという意見もあった。 

しかし，法科大学院が法曹養成機関としての役割を十全に果たすためには，前述の

とおり，高度の教育や厳格な成績評価・修了認定の前提として入学者の質の確保とい

うことが極めて重要である。入学者選抜の段階で厳格化を図ることなく，入学後に相

当数の者が進級・修了できなくなることもやむを得ないとすることは，一定期間に密

度の高い教育を行い，質の高い法曹を養成するという法科大学院の機能を疎かにする

ものであり，また，法科大学院に対する入学者の信頼を損なう結果となることは明ら

かである。 

したがって，入学者選抜における競争性の確保を図るとともに，入学時の成績と入

学後の成績の相関関係について分析し，その結果を入学者選抜方法の改善に役立てる

など，選抜機能の強化に取り組むべきである。 

○ 適性試験最低基準点の設定の必要性については，平成２２年度入学者選抜において

適性試験の点数が著しく低い者を合格させた法科大学院を対象に調査を実施したとこ

ろ，一部にはなお適性試験最低基準点を設定する予定がない法科大学院もあった。こ

れらの法科大学院においては，すみやかに設定に向けた検討が行われることが望まれ

る。 

 

 

４．今後の取組 

 

今後，平成２２年新司法試験の結果等も踏まえながら，各法科大学院における改善状

況について，引き続きフォローアップを実施し，その結果について随時法科大学院特別

委員会に報告していく予定である。 
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各法科大学院の改善状況に係る調査結果 

 

 

平成２３年１月２６日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

第３ワーキング・グループ 

 

１．経緯及び趣旨 

 

平成２１年４月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学

院特別委員会」という。）が「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（以下「特別委員会報告」という。）を取りまとめてから１年半以上が経過した。 

この間，法科大学院志願者数の減少や新司法試験合格率の低迷等の傾向は依然として

継続しており，法科大学院を含む法曹養成制度全体を取り巻く状況は厳しさを増してい

る。 

各法科大学院は，このような厳しい状況下にあることを認識し，法曹養成制度の中核

的機関として社会の期待に応えるため，教育の改善に一層真摯に取り組む必要がある。

本ワーキング・グループにおいても，特別委員会報告の提言を踏まえ，これまでに２回，

各法科大学院の教育の改善状況について調査を実施し，その結果を公表して改善の取組

を加速させるよう促してきた。 

第１回の改善状況調査においては，すべての法科大学院に対し，現状の分析や特別委

員会報告を踏まえた改善の取組等について調査を実施し，平成２２年１月に取りまとめ

た調査結果において，入学者選抜や授業内容，成績評価，教育体制に関して課題を抱え

る一部の法科大学院に対して個別に改善すべき事項を指摘した。 

また，平成２２年度入学者選抜の結果を踏まえた第２回の改善状況調査においては，

入学者の質の確保に問題を抱えていると考えられる法科大学院を中心に調査を実施し，

平成２２年９月に取りまとめた調査結果において，入学者選抜における競争性（競争倍

率２倍以上）の確保の徹底や，その結果に基づく入学定員の見直し等の抜本的な改善の

必要性を指摘した。 

各法科大学院が特別委員会報告や本ワーキング・グループの指摘を踏まえ，入学定員

の削減等の改善に取り組んでいることはこれまでの調査でも確認されてきたところであ

るが，一方で，一部の法科大学院では，第１回の調査結果で個別に指摘した事項等の課

題を抱えており，依然として厳しい状況にあることもまた事実である。 

本ワーキング・グループは，今回，平成２２年新司法試験の結果が９月に発表された

ことを踏まえ，第３回の改善状況調査として，第１回の調査結果で指摘した課題等を中
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心に，各法科大学院における改善の進捗状況について確認を行うこととした。 

 

 

２．調査の概要 

 

本ワーキング・グループにおいては，調査方針及び内容について審議した結果，以下

の方法で調査を実施した（調査対象校については別紙参照。）。 

 

（１）書面調査 

第１回の改善状況調査と同様，すべての法科大学院を対象に書面調査を実施した。

これにより，第１回の改善状況調査時に法科大学院から説明があった教育の改善の

取組の進捗状況について，全体的な把握を行った。 

 

（２）ヒアリング調査及び実地調査 

以下のとおり，８校に対してヒアリング調査，２８校（ヒアリング調査対象校３

校を含む。）に対して実地調査を実施した。 

①第１回の改善状況調査において，「重点的にフォローアップが必要」または「継続

的にフォローアップが必要」と指摘した法科大学院（２５校） 

第１回の改善状況調査における指摘を踏まえた改善の進捗状況について，直接

現地で確認を行う必要があると考えられることから，実地調査（教員との意見交

換，定期試験答案確認，学生面談等）を実施した（平成２３年度以降，学生募集

を停止している法科大学院については，実地調査対象から除外した。）。 

②その他の法科大学院 

（１）の書面調査及び平成２２年新司法試験の結果を踏まえ，新司法試験の合

格率，または修了直後の修了者における新司法試験の合格率が著しく低い状況が

継続していることなどから，修了者の質の確保に早急に取り組む必要があると考

えられる法科大学院（８校）に対して，まず，ヒアリング調査を実施した。 

その結果，当該法科大学院の現状や改善のための取組等について，より詳細に

確認することが必要と判断された法科大学院（３校）について，実地調査（定期

試験答案確認，学生面談等）を実施した。 

 

 

３．調査の結果 

 

法科大学院（法曹）志願者数の減少や新司法試験合格率の低迷といった法曹養成制度

を巡る厳しい状況は変わらず，今回の改善状況調査においても，全体として各法科大学

院における危機意識の高まりが実感された。 

このような意識の下，各法科大学院では，本ワーキング・グループの指摘も踏まえ，
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試行錯誤を重ねながら改善の取組を強化している。 

これらを踏まえ，今後の法科大学院の発展の観点から，今回の改善状況調査において

確認された改善の取組と今後の課題を概括的に示すと，以下のとおりである。 

なお，個別の法科大学院における改善状況に関する委員所見については，別紙に示し

た。第１回の改善状況調査において，個別に改善すべき事項について指摘した法科大学

院については，引き続き重点的または継続的にフォローアップを実施することとし，今

回の改善状況調査においては，改善の取組状況に関する所見を示した。 

 

（１）入学者選抜における入学者の質の確保に係る取組 

入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については，これまでも再三指摘

してきたところであり，今回，ヒアリング調査や実地調査を実施した法科大学院の

多くにおいて，調査実施時点の途中経過ではあるものの，平成２３年度入学者選抜

において競争倍率２倍以上の確保に努める，法科大学院適性試験による入学最低基

準点を導入する等の改善の取組を行っていることが認められた。 

平成２３年度の総入学定員が最大時（５，８２５名：平成１７～１９年度）と比

べて約２割減の４，５７１名まで削減される見通しとなったことをもあわせて考え

ると，各法科大学院における入学者の質の確保に関する意識は着実に改善されてき

ているといってよい。 

もっとも，数は限られているものの，平成２３年度入学者選抜における競争倍率

が依然として２倍を下回るなど，入学者選抜に課題を抱えている法科大学院も見ら

れた。これらの法科大学院においては，入学後短期間で学修に耐えない学生が生じ

たり，学生間で学力や意欲に大きな格差が見られるなどの問題が生じたりしている

ことが多く，入学者の質の確保の必要性について今一度認識を新たにし，競争性の

確保や入学定員の見直しなどの取組を徹底させることが必要と考える。 

 

（２）教育内容・方法の改善や成績評価の厳格化等に係る取組 

一部の法科大学院においては，修了者の多くが修了直後の新司法試験を受験せず，

受験しても合格率が著しく低いといった状況が見られる。 

このような状況を改善するためには，法科大学院が学生に対して学修の到達目標

を明示するとともに，ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）等を通じた教育

内容・方法の改善や成績評価及び修了認定の一層の厳格化に取り組むことなどによ

り，十分な学力を身につけた者のみを修了させ，学生自身も，当該到達目標を明確

に意識して学修し，十分な学力を身に付けたという自信を持って修了できるように

する必要がある。 

成績評価及び修了認定の厳格化については，今回，ヒアリング調査や実地調査を

実施した法科大学院においても，ＧＰＡ制度の導入，成績評価基準の見直し，研究

者教員と実務家教員の連携強化や，ＦＤ等を通じた教員間での共通認識の形成等，

様々な改善の取組がなされていることが確認された。 
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もっとも，一部には，成績評価や修了認定の在り方についてなお課題を抱える法

科大学院もある。例えば， 

・一部の科目の定期試験において，明らかに基礎的な理解を欠いていると思われる

答案に合格点ないしそれ以上の評価を与えている， 

・授業科目ないし担当教員により成績評価基準・方法が異なり，あるいは，学期末

の筆記試験の結果に加え，中間試験やレポートの評価，平常点を合わせて成績を

つける場合において，その成績判定が各教員に任せきりにされており，それが厳

格に行われているかを確認することが困難な状況にあるなど，組織としての成績

評価管理の体制が未整備である， 

といった問題状況にある法科大学院があった。これらの法科大学院においては，改

善の取組の実効性を早急に検証し，改善を果たせるよう組織的な対応を図る必要が

ある。 

 

 

４．おわりに 

 

３．で示したとおり，各法科大学院では，法曹養成制度を巡る厳しい状況を踏まえ，

特別委員会報告の提言や第１回の改善状況調査における本ワーキング・グループの指摘

事項等を真摯に受け止め，改善の取組を強化している。ただし，改善の取組の進捗状況

については，別紙に示したとおり法科大学院間で差がある。各法科大学院においては引

き続き，組織の在り方の検討や教育内容・方法の改善等に早急に取り組むとともに，改

善の取組及びその効果について不断に検証を重ね，実効的に改善を果たせるよう組織全

体で引き続き取り組む必要がある。 

本ワーキング・グループとしては，各法科大学院におけるこれらの改善が一層加速さ

れ，実効を挙げるよう，引き続き平成２３年度入学者選抜の結果や平成２３年新司法試

験の結果を踏まえて引き続き改善状況調査が実施される必要があると考える。 
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【別紙】

委員所見

平成２３年１月２６日現在

ヒア
リン
グ

調査

H23
（予
定）

H22 H22 H21 H22 H21 H22 H21

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

対
象
校

対
象
校

実地調査における
委員の所見

1 北海道大学 80 80 3.38 3.13 62 63 43.1% 40.4% 41.4% 45.8%

2 東北大学 80 80 2.29 2.63 58 30 36.5% 19.5% 33.7% 20.4%

3 筑波大学 36 36 4.53 5.58 11 3 25.6% 8.8% 25.0% 5.6%

4 千葉大学 40 40 4.93 8.51 30 24 43.5% 37.5% 43.9% 48.7%

5 東京大学 240 240 3.78 3.08 201 216 48.9% 55.5% 50.2% 56.6%

6 一橋大学 85 85 5.26 4.48 69 83 50.0% 62.9% 54.8% 69.3%

7 横浜国立大学 40 40 3.96 5.25 17 20 19.1% 25.3% 10.9% 30.4%

8 新潟大学 35 35 1.83 1.83 9 14 11.0% 17.3% 11.1% 13.1% ●

9 金沢大学 25 25 2.00 1.68 17 11 31.5% 22.4% 34.5% 19.2%

10 信州大学 18 18 1.21 1.87 5 4 12.2% 15.4% 11.5% 10.7% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　成績評価においては，概ね適正
かつ厳格に評価がなされている
が，一部の科目では学生の能力を
より適切に評価するための一層の
工夫が望まれる。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが，新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば，現在の取組の効果を検
証しつつ，更に改善に取り組む必
要がある。

　改善のための取組が実施さ
れ，今後一定の成果が見込
まれると考えられる。
　しかしながら，平成１９年度
修了生については，依然とし
て合格者が１人にとどまるな
ど，新司法試験についても相
当に厳しい合格状況にあるこ
とを考えれば，継続的にフォ
ローアップを実施する必要が
ある。

11 静岡大学 20 20 1.69 1.75 6 4 16.2% 11.1% 13.0% 0.0% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　ＦＤ活動については，様々な改善
が検討されているが，具体的方策
を実施するまでには至っておらず，
早急に組織的取組を実施すること
が必要である。
　授業内容・方法，成績評価等に
ついて，教員間で共通の認識の下
に取り組まれていない。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　組織的なＦＤ活動が十分機
能していないと考えられ，
個々の教員による授業内容
の検討も十分とはいえない点
がうかがえる。
　また，具体的改善方策の検
討も進んでいない状況である
ことから，改善が着実に実施
されているとは言い難い。
　さらに，新司法試験の合格
状況も相当に厳しいことも踏
まえれば，重点的にフォロー
アップを実施する必要があ
る。

12 名古屋大学 70 70 5.25 2.95 49 40 35.3% 33.3% 34.9% 30.9%

13 京都大学 160 160 3.62 3.37 135 145 48.7% 50.3% 51.6% 59.4%

14 大阪大学 80 80 3.68 3.15 70 52 38.9% 33.5% 37.5% 28.6%

15 神戸大学 80 80 4.32 4.15 49 73 34.0% 49.0% 37.0% 52.4%

修了者の質の保証入学者の質と競争性の確保

入学
定員

競争
倍率

№ 大学名

今回の調査結果

実地調査
新司法
試験

合格者数

新司法
試験

合格率 （参考）
第１回調査における

委員の所見

修了直後
の新司法
試験合格

率
（※）
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ヒア
リン
グ

調査

H23
（予
定）

H22 H22 H21 H22 H21 H22 H21

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

対
象
校

対
象
校

実地調査における
委員の所見

修了者の質の保証入学者の質と競争性の確保

入学
定員

競争
倍率

№ 大学名

今回の調査結果

実地調査
新司法
試験

合格者数

新司法
試験

合格率 （参考）
第１回調査における

委員の所見

修了直後
の新司法
試験合格

率
（※）

16 島根大学 20 20 1.33 1.74 3 1 10.3% 4.3% 6.7% 0.0% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　学生に対するオリエンテーション
の実施や学生との意見交換会の
開催等，一定の取組を実施してい
る。
　成績評価の厳格化のための組織
的な取組を行っているが，学生が
法科大学院の授業を中心に学修
し，修了すれば自信を持って新司
法試験を受験することができるよ
う，引き続き改善に取り組む必要
がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが，新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば，現在の取組の効果を検
証しつつ，更に改善に取り組む必
要がある。

　授業内容・方法・評価につい
て，教員と学生との間で十分
な共通理解が図られていない
と思われる。
　また，学生面談の結果，基
本的な理解を十分身につけた
という自信を持てないまま修
了する者も少なからずいるの
ではないかと推測される。
　さらに，平成２０，２１年新司
法試験では受け控えが多く，
新司法試験の合格状況も相
当に厳しいことを踏まえれば，
継続的にフォローアップを実
施する必要がある。

17 岡山大学 45 45 2.04 1.41 8 13 15.1% 25.0% 16.2% 15.2%

18 広島大学 48 48 1.89 1.66 16 21 20.8% 25.0% 19.6% 15.4%

19 香川大学 20 20 1.08 1.52 10 3 19.2% 7.1% 14.3% 6.3% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　ＦＤ等を通じ，授業科目間での内
容の調整や成績評価の厳格化に
ついて改善を行う努力が見られる
が，成績評価の結果等を見ると，
組織全体で徹底されるまでには
至っておらず，引き続き改善の努
力が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　授業科目間での内容の調
整が図られていないなど，組
織的な改善に取り組むことが
必要であるという認識が不十
分である。
　さらに，新司法試験の合格
状況も相当に厳しいことなど
も踏まえれば，重点的にフォ
ローアップを実施する必要が
ある。

20 九州大学 80 80 2.59 3.05 46 46 26.3% 26.4% 26.4% 28.1%

21 熊本大学 22 22 2.05 1.69 7 5 20.6% 15.6% 6.3% 17.4%

22 鹿児島大学 15 15 2.00 1.56 0 2 0.0% 5.7% 0.0% 4.5% ●

　入学者選抜において，入学者の
質の確保が十分になされていると
はいえない。
　学修の到達目標について教員間
で話し合い，学生に示すなど，改
善の努力がされているが，授業や
定期試験の実施方法に課題もあ
り，さらに組織として改善を徹底す
ることが望まれる。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　大学側の改善方針が一部
学生側に伝わっていない部分
があると思われる。
　また，授業内容の検討や学
生への情報提供などについて
組織的な取組が不十分な状
況にあると考えられる。
　さらに，新司法試験につい
ても相当に厳しい合格状況に
あることも踏まえれば，改善
が着実に実施されているとは
言い難く，重点的にフォロー
アップを実施する必要があ
る。
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ヒア
リン
グ

調査

H23
（予
定）

H22 H22 H21 H22 H21 H22 H21

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

対
象
校

対
象
校

実地調査における
委員の所見

修了者の質の保証入学者の質と競争性の確保

入学
定員

競争
倍率

№ 大学名

今回の調査結果

実地調査
新司法
試験

合格者数

新司法
試験

合格率 （参考）
第１回調査における

委員の所見

修了直後
の新司法
試験合格

率
（※）

23 琉球大学 22 22 1.36 2.21 5 4 13.2% 10.0% 14.3% 8.0% ●

　入学者選抜については，依然とし
て厳しい状況にある。
　授業参観や成績評価に関し，ＦＤ
の取組が活発化しており，成果に
つながるよう引き続き努力すること
が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが，新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば，現在の取組の効果を検
証しつつ，更に改善に取り組む必
要がある。

　改善の努力は行われている
ものの，組織的なFDの取組
が十分に実施されていないと
考えられる。
　また，入学者選抜でも厳し
い状況にある。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。

24 首都大学東京 52 65 7.43 8.32 30 34 29.7% 39.1% 32.8% 50.9%

25 大阪市立大学 60 60 3.15 3.58 31 24 26.1% 25.0% 23.9% 27.7%

26 北海学園大学 25 30 2.07 1.94 3 7 9.7% 29.2% 7.4% 33.3%

27 東北学院大学 30 30 1.61 1.53 2 4 5.1% 12.1% 0.0% 0.0% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　教育内容・体制の問題点につい
て組織的な分析がなされておら
ず，カリキュラムの改善，成績評価
の厳格化，学修の到達度の明確
化等がいずれも不十分である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　学生の質の確保が相当困
難となっているにもかかわら
ず，入学者選抜での競争性
の確保に関する取組や教育
内容・方法の改善のための取
組が十分なされていないと思
われる。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。

28 白鷗大学 25 25 1.71 1.39 2 4 5.7% 16.7% 4.0% 12.5% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　きめ細やかな学修支援が行われ
ている一方で，学修の到達目標の
明確化や成績評価の厳格化，より
思考力を高めるための教育内容
の改善が必要ではないかと思われ
る。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　改善のための取組が実施さ
れているものの，入学者選抜
の状況などからみて，なお，
競争的環境の下で質の高い
学生を確保できるか懸念があ
る。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。

29 大宮法科大学院大学 70 70 1.61 1.56 12 12 10.2% 14.8% 3.8% 2.8% ● ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
認識及びそのための取組が不十
分である。
　成績評価の厳格化の取組も不十
分である。教員間の連携により，学
生に学修の到達目標を示しつつ，
教育方法や成績評価方法等の改
善に取り組む必要がある。
　新司法試験の合格状況が厳しい
ことも踏まえれば，継続的にフォ
ローアップを実施する必要がある。
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30 獨協大学

削減
する
かを
含め
て検
討

40 1.24 1.45 3 5 3.7% 7.6% 0.0% 4.2% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　きめ細かな学修支援が実施され
ている。成績評価等について，組
織的な取組が十分とはいえない部
分がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　授業内容や方法の改善に
向けた取組は一定程度行わ
れているものの，入学者選抜
の状況や新司法試験の結果
を踏まえた改善策について，
組織的な取組がいまだ十分と
はいえない。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。

31 駿河台大学 48 48 1.32 1.35 7 4 7.6% 5.0% 3.9% 2.1% ●

　　入学者選抜における競争性の
確保を意識し，入学者の質の確保
について，一定の取組がなされて
いる。
　ＧＰＡ制度の導入等，厳格な成績
評価についての一定の取組がなさ
れているが，ＦＤ等により，組織的
に更なる改善に取り組む必要があ
る。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが，新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば，現在の取組の効果を検
証しつつ，更に改善に取り組む必
要がある。

　改善の取組は実施されてい
るが，改善効果が認められる
段階に至っているとはいえな
い。
　厳格な成績評価・修了認定
の徹底などについては，改善
が十分な状況に達していると
はいえない。
　さらに，新司法試験の合格
状況も相当厳しいことも踏ま
えれば，継続的にフォロー
アップを実施する必要があ
る。

32 青山学院大学 50 50 2.58 3.27 3 8 3.6% 9.0% 5.9% 7.3% ● ●

　入学者選抜における競争性は確
保されているが，相当数の合格者
を出しながら，入学者数が入学定
員を大幅に下回っており，入学者
の質の確保がなされているのか検
証が必要である。
　成績評価・修了認定の厳格性の
確保に疑問がある。
　カリキュラムや授業内容・方法，
教育体制，成績評価等の在り方に
ついて組織的な改善の取組が必
要である。
　新司法試験の合格状況が厳しい
ことも踏まえれば，継続的にフォ
ローアップを実施する必要がある。

33 学習院大学 50 50 5.55 3.94 19 21 20.2% 24.4% 25.6% 25.5%

34 慶應義塾大学 230 260 3.39 3.27 179 147 50.4% 46.4% 53.3% 51.7%

35 國學院大學 40 40 1.35 2.09 5 6 7.4% 10.9% 8.1% 8.5% ●

　入学者選抜において，入学者の
質の確保がなされているかなお懸
念がある。
　ＧＰＡ制度の導入等，成績評価の
厳格化に一定程度取り組んでいる
が，なお課題も見られ，その徹底
に取り組む必要がある。
　カリキュラムや授業内容・方法の
改善について，より抜本的な措置
を講じる必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　教育内容や方法の改善や
成績評価の厳格化に向けた
取組は一定程度行われてい
るものの，入学者の質の確保
に向けて改善の取組が十分
になされているとは言い難
い。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。
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36 駒澤大学 45 50 1.49 2.03 9 5 13.2% 10.4% 10.0% 4.0% ●

37 上智大学 90 100 3.98 5.44 33 40 19.6% 27.8% 23.2% 26.9%

38 成蹊大学 45 50 3.43 4.45 11 14 11.8% 20.6% 9.3% 21.6%

39 専修大学 55 60 2.47 3.55 19 17 19.6% 20.5% 18.3% 13.5%

40 創価大学 35 35 2.42 3.52 18 12 19.6% 15.8% 25.0% 12.0%

41 大東文化大学 40 40 1.16 1.24 2 3 4.3% 7.0% 6.7% 2.8% ●

　入学者選抜において，競争性の
確保がなされておらず，入学者の
質の確保を図るという認識が極め
て不十分である。
　ＧＰＡ制度の導入等，成績評価の
厳格化に一定程度取り組んでいる
が，厳格性の担保がなされておら
ず，その徹底に組織的に取り組む
必要がある。
　組織として，教育の在り方の抜本
的な見直しにすみやかに取り組む
必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　厳格な成績評価が実施され
ていない科目が一部にみら
れ，成績評価の在り方に問題
がある。
　個々の教員の成績評価の
厳格性に対する認識も不十
分であり，組織的なＦＤ活動
や改善への取組がなされてい
るとはうかがえない。
　また，入学者選抜での競争
性確保に向けた改善も不十
分である。
　さらに，新司法試験につい
ても相当厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。

42 中央大学 270 300 3.94 4.43 189 162 43.1% 43.4% 47.5% 49.8%

43 東海大学 30 40 1.35 1.22 2 3 3.6% 6.0% 0.0% 2.8% ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
認識及びそのための取組が不十
分である。
　また，授業内容・方法の改善や，
成績評価の厳格化に向けた取組
が不十分であり，その改善に組織
的に取り組む必要がある。
　大学として教育の在り方について
すみやかに改善のための具体的
措置を検討する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　入学者選抜は実質的に機
能しておらず，入学者の質が
十分確保されていないといえ
る。
　また，教員間の連携による，
教員の資質能力の向上や授
業内容の質の向上への取組
が不十分である。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プする必要がある。

44 東洋大学 40 40 2.11 1.98 7 5 9.1% 7.1% 8.8% 5.0% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　ＧＰＡ制度の導入等，成績評価の
厳格化に向けた取組を行ってい
る。その効果について，引き続き検
証を行う必要がある。
　教員の意識の向上やＦＤ等の取
組がされており，引き続き改善に
取り組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが，新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば，現在の取組の効果を検
証しつつ，更に改善に取り組む必
要がある。

　改善の努力は行われている
ものの，いずれについても現
状を大きく好転させるまでに
は至っていないと思われる。
　特に厳格な成績評価・修了
認定の徹底に関する取組自
体も未だ不明確な部分が見ら
れ，入学者や教員の質の確
保などでも相当厳しい状況に
ある。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。
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45 日本大学 80 100 1.73 1.84 21 20 12.9% 13.1% 7.3% 10.5% ●

　入学者選抜の競争性の確保につ
いては，一定程度の改善の取組を
行っており，入学者の質の確保が
実効的になされているかを見守る
必要がある。
　成績評価の厳格化に一定程度
取り組んでいるが，厳格性の担保
が十分とはいえず，その徹底を図
る必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　入学定員の見直しなどの入
学者の質の確保や，厳格な
成績評価などの修了者の質
の保証などに向けた取組が
十分に行われていないにもか
かわらず，改善の必要性があ
ることに対する十分な認識が
なされていないと思われる。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。

46 法政大学 80 100 2.58 2.55 24 25 14.5% 18.1% 10.6% 15.3%

47 明治大学 170 170 2.17 3.79 85 96 25.4% 31.0% 19.7% 29.3%

48 明治学院大学 60 60 1.36 1.62 9 9 10.3% 11.7% 6.0% 5.6% ● ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
認識及びそのための取組が不十
分である。
　教員間の連携が不十分ではない
かと考えられる。ＦＤの充実等によ
り教員間で認識の共有等を図り，
学生に対して学修の到達目標を明
示するとともに，成績評価の厳格
化に取り組むなど，組織的に改善
の取組を行う必要がある。
　新司法試験の合格状況が厳しい
ことも踏まえれば，継続的にフォ
ローアップを実施する必要がある。

49 立教大学 65 70 3.55 3.76 24 25 20.7% 22.3% 26.8% 21.9%

50 早稲田大学 270 300 2.99 2.72 130 124 32.7% 32.6% 34.8% 34.4%

51 神奈川大学 35 35 1.85 2.21 8 4 15.1% 6.7% 6.3% 10.0% ●

　入学者選抜における入学者の質
の確保に向けた取組を一定程度
行っているが，競争性の確保がな
お不十分である。
　また，ＧＰＡ制度の導入等，成績
評価や進級・修了認定の厳格化に
向けた取組についても，一定程度
行っている。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　授業方法や定期試験問題
について，学修到達度を的確
に認識したうえでの改善を行
うべき点がみられる。
　また，カリキュラムの構成意
図が学生側に十分伝わって
いるかについて懸念がある。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。

52 関東学院大学 30 30 1.13 1.47 3 7 5.5% 12.5% 20.0% 15.4% ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保のための
取組が不十分である。
　成績評価については，概ね適切
に実施されているが，一部評価基
準が不明確な科目があり，一層厳
格化を徹底する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　授業内容や方法の改善に
向けた取組は一定程度行わ
れているものの，入学者選抜
の改善に向けた取組が十分
なされているとはいえない。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。
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53 桐蔭横浜大学 60 60 1.74 1.81 6 8 7.2% 12.9% 1.9% 8.6% ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
認識及びそのための取組が不十
分である。
　成績評価の厳格化や自学自習
の支援に取り組んでいるが，今後
も改善の努力の継続が必要であ
る。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　成績評価の厳格化に向けた
取組に着手しているものの，
教員組織のあり方や教育方
法などについての改善がなお
不十分であると考えられる。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップを実施する
必要がある。

54 山梨学院大学 35 35 2.30 3.33 14 12 27.5% 26.1% 34.6% 27.3%

55 愛知大学 30 40 1.86 2.14 14 20 31.8% 48.8% 27.3% 59.3%

56 愛知学院大学　 25 35 1.35 1.20 3 4 8.8% 15.4% 9.1% 9.4% ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
認識が不十分であり，他の法科大
学院を大きく下回る状況が続いて
いる。
　成績上位者に対する特別な学修
相談や予備校の答案練習への組
織的支援をやめるなど，制度の改
正がなされているが，受け入れた
学生に基礎的な力量を身に付けさ
せ，それを伸ばせるよう，法科大学
院として責任を持って取り組む努
力が今後も必要である。
　成績評価については，一定の改
善を図ろうとしていることがうかが
えるが，教員間で共通の認識にな
るまでに至っているとは認められな
い。さらなる改善の取組の検討・努
力が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　法科大学院として，改善の
必要性が正しく認識されてい
ないため，成績上位者による
予備校の答案練習を組織的
に支援するなど，受け入れた
学生を自ら責任を持って教育
しようという意識が希薄であ
り，法科大学院での教育を中
心とした教育課程および学修
指導体制を再構築する必要
がある。
　また，入学者選抜での競争
性確保についても深刻な状況
にあるにもかかわらず適切な
方策がとられないままであり，
改善計画自体も全般的に不
明確である。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，特に重点的にフォロー
アップを実施する必要があ
る。

57 中京大学 25 30 1.44 1.64 6 6 14.3% 15.8% 16.7% 21.1%

58 南山大学 40 50 1.55 1.91 10 18 13.7% 30.5% 8.9% 19.1%

59 名城大学 40 40 1.38 1.55 10 7 20.0% 18.9% 15.4% 5.3%

60 京都産業大学 40 40 1.56 1.52 4 1 5.4% 2.0% 0.0% 0.0% ●

　入学者選抜における改善の取組
を一定程度行っているが，競争性
の確保等，入学者の質の確保に
向けた取組がなお不十分である。
　成績評価の厳格化について，一
定程度改善の取組が行われてい
るが，厳格性にはなお課題を抱え
ており，組織全体として徹底する必
要がある。
　学生が修了までに必要な学力を
身に付けることができるよう，入学
者の質の確保やカリキュラム改革
に引き続き取り組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　成績評価の厳格化など改善
の取組が進められているが，
すべての教員にそれが徹底さ
れているとは言い難い状況に
あると思われる。
　また，それぞれの授業でも
到達度を見据えて責任をもっ
て学生を教育するという共通
の認識のもとに行われている
とはうかがえない。
　入学者選抜の状況からみ
て，質の確保についても不十
分である。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。
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61 同志社大学 120 120 1.53 1.89 55 45 21.0% 19.1% 20.3% 17.9%

62 立命館大学 130 150 1.80 1.92 47 60 18.9% 24.7% 15.2% 29.6%

63 龍谷大学 25 30 1.06 1.66 8 5 11.4% 10.4% 1.9% 11.4% ●

　入学者選抜における競争性につ
いては，一定程度改善が見られる
が，この状況が継続するか改善の
取組の在り方等を含めて検証し，
引き続き努力する必要がある。
　カリキュラム改革や成績評価の
厳格化について，一定程度改善の
取組が行われている。ただし，修
了認定の在り方については，検証
が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが，な
お課題もあり，新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ，現在の
取組の効果を検証しつつ，更に改
善に取り組む必要がある。

　改善のための取組が実施さ
れているものの，入学者選抜
での競争倍率が低く，入学者
の質の確保に懸念が見られ
る。
　さらに新司法試験について
相当に厳しい合格状況にある
ことも踏まえれば，継続的に
フォローアップを実施する必
要がある。

64 大阪学院大学 30 45 1.54 1.19 3 2 5.5% 5.6% 3.7% 2.4% ●

　入学者選抜における入学者の質
の確保に向けた取組は一定程度
なされている。
　成績評価について，依然としてそ
の在り方に問題がある。
　学生に対して学修の到達目標を
明確にした教育を行っておらず，Ｆ
Ｄも十分に機能していないため，組
織的な改善に向けた取組・意識も
欠けている。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　厳格な成績評価が実施され
ていない科目が一部みられる
など，成績評価の在り方に重
大な問題があるにもかかわら
ず，対策が講じられていな
い。
　また，学生に対して到達レ
ベルを明確にした教育を行う
ための組織的な取組もなされ
ていない。
　また，入学者選抜状況を踏
まえた入学定員見直しなどの
入学者の質の確保に関する
認識と取組も不十分である。
　さらに，新司法試験につい
ても相当厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プが必要である。

65 関西大学 100 130 1.67 1.97 32 35 14.5% 16.9% 7.7% 15.5%

66 近畿大学 40 40 1.46 1.34 8 9 14.0% 18.0% 12.1% 21.2% ●

　入学者選抜における競争性の確
保を意識し，入学者の質の確保に
ついて，一定の取組がなされてい
る。
　授業内容・方法等について，継続
的に改善されている。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが，新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば，現在の取組の効果を検
証しつつ，更に改善に取り組む必
要がある。

　学生の要望などを踏まえ，
授業内容や方法の改善のた
めの取組は一定程度行われ
ている。
　しかし，入学者選抜の状況
とそれに伴う入学者の質の確
保，少人数をいかした取組な
ど，いまだ改善が十分とはい
えない。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，継続的
にフォローアップする必要が
ある。

67 関西学院大学 100 125 1.88 1.59 37 37 20.3% 19.4% 13.5% 19.7%

68 甲南大学 50 50 1.41 1.74 11 17 10.0% 18.3% 7.8% 17.1%
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69 神戸学院大学 35 35 1.74 1.30 4 3 10.3% 10.7% 4.5% 9.1% ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
認識及びそのための取組が不十
分である。
　成績評価の厳格性に問題があ
り，教員間で認識を共有し，改善に
取り組む必要がある。
　現状や教育の問題点に対する分
析・認識が不十分である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

　競争倍率を２倍に近づける
努力は行っているものの，質
の高い入学者の確保の見通
しが立っているとはいえない。
　また，新司法試験の合格状
況に関する分析・認識が不十
分であり，授業や成績評価の
改善効果が認められる段階
にまではいたっていない。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。

70 姫路獨協大学
募集
停止

20 - 1.88 0 2 0.0% 7.7% 0.0% 0.0%

平成２３年度より学生募集停止 　入学者選抜が実質的に機
能していないため，入学者の
質が十分確保されていないと
いえる。
　入学者の質の確保のため
の今後の取組も不明確であ
る。
　さらに，新司法試験につい
て相当に厳しい合格状況にあ
ることも踏まえれば，改善が
着実に実施されているとは言
い難く，重点的にフォローアッ
プを実施する必要がある。

71 広島修道大学 30 30 1.12 1.15 7 6 11.7% 12.8% 11.1% 18.8% ●

72 久留米大学 30 30 1.47 1.36 6 5 11.8% 10.0% 0.0% 10.7% ●

　入学者選抜における競争性の確
保等，入学者の質の確保に関する
取組が不十分である。
　教育方法やカリキュラムについて
改善のための議論が行われてい
るものの，議論の途上にある部分
も多く，引き続き改善の取組を実
施する必要がある。
　成績評価の厳格化のための取組
は一定程度されているが，カリキュ
ラムの改革とあわせて引き続き組
織的に検討を行う必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言い
難く，新司法試験の合格状況が厳
しいことも踏まえ，早急に改善に取
り組む必要がある。

教育方法やカリキュラムの改
善に向けた取組は開始されて
いるものの，法科大学院で必
要とされる到達度に対する認
識や教育の改善の方向性に
ついてなお検討すべき課題も
多くある。また，入学者の質
の確保のための取組も十分と
は思われない。さらに，新司
法試験についても相当に厳し
い合格状況にあることも踏ま
えれば，改善が着実に実施さ
れているとは言い難く，重点
的にフォローアップを実施す
る必要がある。

73 西南学院大学 35 35 1.61 1.15 8 10 11.1% 14.9% 9.3% 9.8% ●

74 福岡大学 30 30 1.18 1.37 8 7 22.2% 18.4% 9.1% 11.1% ●

4,571
(予定)

4,909 2.75 2.81 2074 2043 25.4% 27.6% 25.8% 28.2% 8校 28校

（※）各年度修了者のうち，直近の新司法試験合格者数/各年度修了者数

計
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各法科大学院の改善状況に係る調査結果 

 

 

 

平成２３年９月１４日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

法科大学院教育の質の向上に関する 

改善状況調査ワーキング・グループ 

 

１．経緯及び趣旨 

 

中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学院特別委員会」と

いう。）が、平成２１年４月に「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（以下「特別委員会報告」という。）を取りまとめてから２年以上が経過した。 

特別委員会報告を踏まえ、第５期の法科大学院特別委員会の下に設置された第３ワー

キング・グループにおいて、これまでに３回にわたって各法科大学院の教育の改善状況

について調査を実施し、その結果を公表することにより、各法科大学院における改善の

取組を加速させるように促してきた。 

これまでの調査においては、多くの法科大学院が、特別委員会報告や第３ワーキング・

グループの指摘を踏まえ、入学定員の見直しをはじめとする組織見直しや、教育の質の

向上に真摯に取り組んでいる一方で、一部の法科大学院では、なお入学者選抜における

入学者の質の確保や成績評価・修了認定の在り方に課題を抱えていることが確認された。 

さらに、直近の平成２３年度入学者選抜の結果をみると、より多くの法科大学院が競

争的な環境の整備等により入学者の質の確保に努めるようになっているが、その一方で､

依然として選抜における競争性の確保が不十分だったり、適性試験の点数が著しく低い

者を入学させたりしている法科大学院も一部に存在している。 

このような状況を踏まえ、中央教育審議会が第６期を迎えて初めて開催された平成２

３年６月の法科大学院特別委員会における審議において、法科大学院に対して教育の質

の向上に向けた改善を継続的に促していくため、これまでの第３ワーキング・グループ

の活動を引き継ぐ組織として「法科大学院教育の質の向上に関する改善状況調査ワーキ

ング・グループ」（以下「本ワーキング・グループ」という。）を設置し、引き続き改

善状況に係る調査を実施することが決定された。 

その際、平成２４年度入学者選抜に向けた喫緊の課題として、平成２３年度の入学者

選抜の結果を踏まえ、入学者の質の確保の観点から課題があると考えられる法科大学院

に対して、競争性の確保、適性試験の活用の在り方など、入学者の質の確保に関する取

組について調査を実施することとされた。 
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２．調査の概要 

 

本ワーキング・グループでは、法科大学院特別委員会における審議を踏まえ、各法科

大学院における入学者の質の確保に関する取組についての調査方針及び内容を審議・決

定し、以下のとおり実施した（調査対象校については別紙参照。）。 

 

（１）書面調査  

各法科大学院における入学者選抜の状況を把握するため、以下のとおり書面調査

を実施した。 

① 特別委員会報告で、競争倍率（受験者数／合格者数）が２倍を下回る状況は、

入学者選抜における選抜機能が十分に働いているとはいえず、質の高い入学者

を確保するため、入学定員を見直すなど、競争的な環境を整えることが不可欠

であるとされている。これを踏まえ、平成２３年度入学者選抜において競争倍

率が２倍未満となった法科大学院に対し、その理由や入学定員の見直しを含め

た競争性の確保に向けた今後の取組等について調査を実施した。 

② 特別委員会報告で、適性試験について、総受験者の下位から１５％程度の人

数を目安として入学最低基準点を設定すべきとされていることを踏まえ、平成

２３年度入学者選抜において適性試験の点数が下位１５％以下の者を合格させ

た法科大学院に対し、その理由や法科大学院への入学に最低限必要と考える適

性試験の点数の基準（以下「適性試験最低基準点」という。）の設定に関する

考え方等について調査を実施した。 

 

（２）ヒアリング調査 

上記の書面調査に対する各法科大学院からの回答を分析し、審議を行った結果、

以下のとおりヒアリング調査を実施することとした。 

① 平成２３年度入学者選抜において競争倍率が２倍未満となった全ての法科大   

学院（１９校）に対し、入学者の質の確保に関する取組の状況や今後の運営方

針等について聴取することとした。 

② 適性試験について、特別委員会報告の趣旨を踏まえるとともに、下位から１

５％の者が含まれる点数を最低基準点と設定している法科大学院も現に存在す

ることも考慮し、下位から１５％未満の者を合格させた法科大学院（１９校）

に対して、入学者の質の確保の観点から適性試験の最低基準点を設定する必要

性についてどのように考えるか等を聴取することとした。 

さらに、それぞれの法科大学院に対し、平成２４年度以降の入学者の質の確保を

促すこととした。 

 

 

３．調査の結果 

 

本ワーキング・グループとしては、各法科大学院の入学者の質の確保に関する今回の

調査の結果、以下のような所感を得た。 
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【総論】 

入学者選抜における入学者の質の確保については、特別委員会報告やこれまでの第３

ワーキング・グループの調査結果による指摘に加えて、「法曹養成制度に関する検討ワー

キングチーム」（文部科学副大臣及び法務副大臣が主宰）が昨年７月にとりまとめた検討

結果においても、「入学者の質を確保するためには、入学試験における競争性の確保（競

争倍率２倍以上の確保）及び適性試験の改善（統一的な入学最低基準点の設定）」が重要

であるとされ、「特に問題点を抱える法科大学院は、その入学定員の削減を進めるべきで

あるとの意見があった」ことが記載されている。 

これらの報告等が提言するように、法科大学院が法曹養成機関としての社会的責任を

果たすためには、プロセス養成の入口である入学者選抜の段階における入学者の質の確

保が極めて重要であり、その上で充実した教育を提供するとともに厳格な成績評価・修

了認定を実施することで、質の高い修了者を輩出することが必要である。 

 

平成２２年度の入学者選抜においては、競争倍率が２倍未満となった法科大学院が４

０校にも上っていたが、平成２３年度の入学者選抜では１９校となり、全体としては相

当程度改善が図られている。改善を図った法科大学院の中には、これまでの指摘を踏ま

え、結果として入学者数が入学定員を大幅に下回ることになるとしても、入学者の質の

確保を最優先した法科大学院も少なからず見られた。その一方で、依然として定員充足

等を優先するあまり、複数年にわたり改善が見られない法科大学院や、前年度よりもさ

らに競争倍率を下げている法科大学院も存在している。 

適性試験については、平成２３年度の入学者選抜において、適性試験最低基準点を設

定した法科大学院は２７校であり、そのほとんどが総受験者の下位から１５％の者が属

する点数又はそれを上回る点数を基準点としている。また、適性試験最低基準点を設定

するまでには至っていないものの、選抜の過程において適性試験の点数が著しく低い者

は不合格とする運用を行っている法科大学院も少なくなく，全体で５４校の法科大学院

では、結果として下位１５％未満の者を合格させていない。その一方で、下位１５％未

満という著しく低い点数の者を合格させた法科大学院が１９校もあり、中にはそのよう

な者を１０名以上合格させた法科大学院が複数あった。 

 

特別委員会報告等を踏まえ、第３ワーキング・グループ及び本ワーキング・グループ

として､入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については、これまでも繰り返し

強調してきた。 

その中でも、競争倍率２倍以上の確保は、それのみで入学者の質が十分確保されると

は言えないとしても、少なくとも、これを下回る（不合格者よりも合格者の方が多い）

状況では、選抜機能が働いているとは言い難いことから、最低限守るべき基準として提

示されているものである。 

また、適性試験についても、現段階では法科大学院入学後の成績や新司法試験の成績

との正の相関は必ずしも強いとは言えないものの、そこで判定される一定程度の判断

力・思考力・分析力・表現力等は法科大学院における教育により高度専門職業人として

の法曹を養成するための基礎として必要とされる資質・能力であり、それゆえ、入学者

選抜における重要な判定資料として活用することが求められている。実際、適性試験の
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成績が著しく低い者については、一部の例外的事例はあるとしても、全体としては法科

大学院入学後の成績も良くなく、仮に修了できたとしても新司法試験に合格していない

という指摘もある。入学者の質を確保するためには、このような者が入学しないような

選抜システムとすることが必要だと考えられる。 

※ 適性試験最低基準点の目安については、絶対点での設定は困難であり､また必ずしも適切でも

ないため、相対的な得点分布を基に、平均点の上下標準偏差の広がりとして、おおむね７割の者

が入るところが標準偏差の範囲とされ、そこから外れる上下１５％のうち、下位の１５％につい

ては著しく低い得点として考えられていることなどを踏まえて、目安として提言されたものであ

る。 

 

法科大学院として優れた人材を輩出するためには、質の高い入学者を確保し、それら

の者に対して質の高い教育を行い、その上で厳格な成績評価、修了認定を行うことによ

り修了者の質を保証するといった、入学以後の段階を含めた全体としての意識的な取組

が必要であり、入学者選抜についての対応のみで足りるわけではないが、その最初の段

階として､入学者選抜において入学者の質を確保することの重要性を軽視してよいもの

ではない。よって、依然として改善を要する点が存在する法科大学院においては､入学者

の最低限の質を確保するための選抜システムとして、競争性の確保や入学者選抜におけ

る適性試験活用の厳格化が強く求められる。 

 

【ヒアリング調査における各法科大学院の説明とそれに対する本ワーキング・グループの

考え】 

○ 平成２３年度の入学者選抜の結果、競争倍率が２倍未満となった理由については、

入学志願者数の減少を挙げる法科大学院が多く、具体的には、全国的な志願者数の減

少、他の法科大学院との競合により入学者の確保が困難となっていること、自校の新

司法試験合格状況の低迷等が挙げられた。これらの法科大学院においては、改善方策

として、広報活動の強化や入学者選抜の内容・方法・日程・会場設定等の改善、学生

への経済的支援の充実、教育指導体制の強化による新司法試験合格状況改善への取り

組み等が示された。 

しかし、志願者数の多寡にかかわらず、入学者の質を確保するためには競争性の確

保が必要であり、志願者数の減少はその必要を減じる理由とはならない。 

○ 競争倍率が２倍を下回る結果になるとしても、入学定員を充足すること、又は、ク

ラススケールとして必要な入学者数を確保することを重視して合格者数を決定したと

する法科大学院や、合格発表後に追加合格者を出したため競争倍率がさらに下がって

しまったとする法科大学院があった。 

しかし、このような方法により一定の入学者数を確保できたとしても、最終的に修

了できない者や、修了しても新司法試験を受けるだけの学力があるという自信を持ち

得ない者、受けても合格するに至らない者を多数出してしまうことになるならば問題

であり、入学者選抜の段階から入学者の質の確保を図ることは極めて重要である。そ

のために各法科大学院は入学者選抜において競争性の確保を徹底するべきであり、そ

の結果として入学者が入学定員を相当に下回る状況が継続する場合には、入学定員自

体を見直すなど、更なる抜本的な改善に取り組む必要がある。 
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○ また、競争倍率と法科大学院入学後の成績との相関があまり強くないこと等を理由

に、競争倍率が２倍を下回ってもマイナスの影響はないと説明する法科大学院や、前

年までの入学者選抜に比べて合格水準を下げているわけではないこと等から、入学者

の質は確保できていると説明する法科大学院もあった。 

しかし、全体の志願者数が減少しており、以前にも増して入学者の質を確保するこ

とが困難な状況になりつつある中で、競争性の極めて低い入学者選抜において質の高

い入学者を確保し続けることができるかは疑問である。また、従来どおりの合格水準

を維持していれば質が確保されるとする説明についても、その「合格水準」が普遍性

のあるものとまで言えるかは疑問とする余地があり､当該法科大学院の修了者のうち

相当数が新司法試験に合格していない状況にあるなどの実績にも照らすと､入学者選

抜における競争性の確保に取り組む必要を減じるだけの十分な説得力を持つ説明とは

言い難い。すでに述べたとおり、入学者選抜において、競争倍率が２倍未満の状況で

は、入試における選抜機能が働いているとは言えず、そのような状況を続けるのは、

入学者の質の確保についての意識が低いと言わざるをえず、早急な意識改革が必要と

される。 

○ さらに、競争倍率の確保や、適性試験の点数が著しく低い者を不合格とすることよ

りも、司法制度改革で求められている法曹養成の理念の実現のため、入学者の多様性

を確保することに重点を置き、社会人等の多様な人材に教育を受ける機会を広く提供

するようにしていると説明する法科大学院もあった。 

確かに、入学者の多様性を確保することは重要であるが、法科大学院に入学したも

のの、結果として、新司法試験に合格するレベルにたどり着けないのであれば、多様

な法曹を養成するという理念を実現することはおよそできない。むしろ、競争倍率の

確保や適性試験の成績に留意せずに、質の低い学生を入学させると、授業等教育全体

のレベルが自ずと下がらざるをえず、進級・修了の認定も甘くなり、その結果、修了

しても新司法試験を受けるだけの学力があるという自信のない者や受けても合格する

に至らない者を多数出してしまい、さらに、このような状況が反映して、質の良い学

生がさらに集まらなくなる、という悪循環に陥ることが懸念される。法科大学院を中

核とする法曹養成制度において、高度専門職業人としての法曹を養成することが求め

られている以上、入学者の多様性の確保という理念自体の実現の大前提としても、入

学者の質の確保を図る必要がある。 

○ 一方、適性試験については、適性試験の成績と法科大学院入学後の成績、新司法試

験の成績との間に有意の相関が認められないことや、適性試験の点数が著しく低い者

であっても入学後に学力が伸びる可能性があることから、入学者選抜の段階で絞りき

ることは適切でないという考えの法科大学院もあった。 

確かに、これまで得られた検証結果等に照らす限り、適性試験の点数が高い者は法

科大学院入学後の成績が良い、あるいは、新司法試験の成績も良いという正の相関が

顕著に認められるとまでは言えない。しかし、ごく一部の例外を除くと、適性試験の

点数が著しく低い者は、一般に法科大学院入学後の成績も良くなく、仮に修了できた

としても新司法試験に合格していないという指摘もある。そのような意味から、入学

者選抜における質の確保のための最低ラインとして、適性試験の点数が著しく低い者

を合格させることのないように、適性試験最低基準点を設定し、厳格に運用すること
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が必要と考えられる。 

○ さらに、入学者選抜の在り方に関連して、特に法学未修者については、入学者選抜

の段階では適性を測ることが困難であるため、入学者選抜の厳格化よりは、むしろ、

入学後に厳格な成績評価を行うことにより適性を判別し、適性のない者は進級・修了

させないものとすることにより対応するのが適切であるという意見もあった。 

しかし、法科大学院が法曹養成のための高度専門教育機関であることからすれば、

入学した学生に対しては、充実した教育を行うことにより、可及的に法曹資格を得ら

れるようなレベルに導くことが求められているのであり、また、入学する学生との関

係でも、入学時に広く受け入れ、入学後に絞り込むというような対応は多くの学生の

期待を裏切りかねない。入学後の高度の専門教育や厳格な成績評価・修了認定の前提

としても、入学者の質の確保は極めて重要であり、そのために入学者選抜における競

争性の確保等に真摯に取り組むべきである。 

 

【まとめ】 

 今回の調査では、多くの法科大学院から、入学者の質の確保の重要性を認識し、平成

２４年度以降の入学者選抜において、競争倍率２倍以上の確保や適性試験最低基準点の

設定に取り組んでいくことが表明された。その一方で、ごく一部ではあるが、全国的な

新司法試験合格率の低迷や法科大学院志願者数の減少という状況の中で、個々の法科大

学院の努力には限界があり、平成２４年度以降の入学者選抜においても、そのような取

組を行うことは困難であるとする法科大学院もあった。しかし、こうした一部の法科大

学院の問題意識の低さは、法科大学院全般、さらにはそれを中核とする新たな法曹養成

制度全体の信頼性を失わせることにつながりかねない。法曹養成制度全体として取り組

まなければならない課題があることは確かだとしても、個々の法科大学院として､質の高

い修了者を出していく責務を放棄できるものではなく、その責務を果たすために､入口で

ある入学者選抜における入学者の質の確保も極めて重要であることは､繰り返すまでも

ない。平成２４年度入学者選抜における各法科大学院のさらに徹底した改善の取組に期

待したい。 

 

 

４．今後の取組 

 

今後、平成２３年新司法試験の結果等も踏まえながら、各法科大学院における改善状

況について、引き続きフォローアップを実施し、その結果について随時､法科大学院特別

委員会に報告していく予定である。 
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【参考】各法科大学院における教育の改善状況調査参考資料

平成２３年９月８日現在

重点 継続 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H24 H23 H22 H21

1 北海道大学 4.27 3.38 3.13 474 341 413 111 101 132 78 76 93 80 80 80 100 30.0% 43.1% 40.4% 30.6% 49.0% 68.4%

2 東北大学 ○ 2.44 2.29 2.63 239 215 347 98 94 132 77 79 102 80 80 80 100 31.8% 36.5% 19.5% 46.5% 49.0% 47.6%

3 筑波大学 3.77 4.53 5.58 147 204 268 39 45 48 36 36 40 36 36 36 40 7.3% 25.6% 8.8% 19.2%

4 千葉大学 5.97 4.93 8.51 412 360 604 69 73 71 44 41 41 40 40 40 50 39.2% 43.5% 37.5% 49.3% 64.5% 55.6%

5 東京大学 4.86 3.78 3.08 1,161 900 856 239 238 278 228 229 274 240 240 240 300 50.5% 48.9% 55.5% 54.6% 58.6% 70.6%

6 一橋大学 4.48 5.26 4.48 412 484 470 92 92 105 87 88 103 85 85 85 100 57.7% 50.0% 62.9% 61.4% 63.5% 83.0%

7 横浜国立大学 2.91 3.96 5.25 157 210 310 54 53 59 43 42 50 40 40 40 50 13.5% 19.1% 25.3% 36.9% 34.2% 50.0%

8 新潟大学 2.03 1.83 1.83 73 66 121 36 36 66 26 22 29 35 35 35 60 10.4% 11.0% 17.3% 18.0% 22.2% 50.0%

9 金沢大学 ○ ○ 1.83 2.00 1.68 95 76 84 52 38 50 18 16 19 25 25 25 40 23.4% 31.5% 22.4% 8.5% 33.3% 50.0%

10 信州大学 ● ○ ○ 1.59 1.21 1.87 54 41 73 34 34 39 19 17 17 18 18 18 40 7.7% 12.2% 15.4% 0.0%

11 静岡大学 ● 2.45 1.69 1.75 54 44 63 22 26 36 10 13 23 20 20 20 30 14.9% 16.2% 11.1% 11.8%

12 名古屋大学 3.83 5.25 2.95 379 467 283 99 89 96 84 65 91 70 70 70 80 31.6% 35.3% 33.3% 32.7% 63.1% 60.7%

13 京都大学 2.95 3.62 3.37 501 623 717 170 172 213 159 166 206 160 160 160 200 54.6% 48.7% 50.3% 41.5% 64.0% 67.4%

14 大阪大学 3.72 3.68 3.15 688 663 727 185 180 231 86 82 99 80 80 80 100 28.7% 38.9% 33.5% 38.6% 43.8% 47.6%

15 神戸大学 3.95 4.32 4.15 809 839 905 205 194 218 85 83 97 80 80 80 100 46.6% 34.0% 49.0% 54.7% 50.5% 64.5%

16 島根大学 ● 2.07 1.33 1.74 31 16 47 15 12 27 10 11 18 20 20 20 30 8.7% 10.3% 4.3% 15.4% 16.7% 100.0%

17 岡山大学 2.61 2.04 1.41 146 106 114 56 52 81 32 37 51 45 45 45 60 31.5% 15.1% 25.0% 31.4% 43.5% 33.3%

18 広島大学 ○ ○ 1.65 1.89 1.66 139 142 153 84 75 92 44 44 58 48 48 48 60 12.5% 20.8% 25.0% 36.5% 34.4% 25.0%

19 香川大学 ● 2.05 1.08 1.52 45 39 67 22 36 44 10 18 15 20 20 20 30 4.5% 19.2% 7.1% 14.3% 33.3%

20 九州大学 ○ ○ 1.90 2.59 3.05 190 251 354 100 97 116 79 83 99 80 80 80 100 21.0% 26.3% 26.4% 36.2% 39.2% 53.8%

21 熊本大学 ○ ○ 1.94 2.05 1.69 35 76 91 18 37 54 16 19 35 22 22 22 30 10.3% 20.6% 15.6% 21.2% 10.0% 25.0%

22 鹿児島大学 ● 2.08 2.00 1.56 25 32 42 12 16 27 7 9 14 15 15 15 30 6.3% 0.0% 5.7% 4.3% 8.0%

23 琉球大学 ● ○ ○ 1.72 1.36 2.21 31 38 84 18 28 38 11 21 29 22 22 22 30 16.7% 13.2% 10.0% 12.5% 43.8%

24 首都大学東京 9.09 7.43 8.32 627 565 724 69 76 87 47 63 63 52 52 65 65 31.7% 29.7% 39.1% 49.4% 40.6% 43.6%

25 大阪市立大学 2.99 3.15 3.58 386 410 429 129 130 120 58 54 74 60 60 60 75 25.0% 26.1% 25.0% 40.2% 43.1% 69.2%

26 北海学園大学 ○ ○ 2.33 2.07 1.94 63 58 62 27 28 32 22 19 20 25 25 30 30 27.0% 9.7% 29.2% 15.4%

27 東北学院大学 ● 2.08 1.61 1.53 25 37 52 12 23 34 8 14 18 30 30 30 50 5.6% 5.1% 12.1% 18.9% 9.4%

28 白鷗大学 ● 2.29 1.71 1.58 32 24 49 14 14 31 8 10 16 20 25 25 30 2.5% 5.7% 16.7% 9.5% 21.1% 50.0%

29 大宮法科大学院大学 ● ○ ○ 1.88 1.61 1.56 94 122 123 50 76 79 27 43 47 50 70 70 100 6.4% 10.2% 14.8% 19.8% 14.0%

30 獨協大学 ● ○ ○ 2.40 1.24 1.45 48 52 109 20 42 75 7 16 40 30 40 40 50 11.5% 3.7% 7.6% 20.0% 20.0%

31 駿河台大学 ● 2.63 1.32 1.35 79 75 136 30 57 101 24 32 61 48 48 48 60 4.6% 7.6% 5.0% 13.1% 19.6% 9.5%

32 青山学院大学 ● 2.63 2.58 3.27 158 274 239 60 106 73 24 29 33
削減するかを

含めて検討中 50 50 60 9.4% 3.6% 9.0% 24.6% 17.5% 35.7%

33 学習院大学 2.44 5.55 3.94 266 488 370 109 88 94 49 51 49 50 50 50 65 22.5% 20.2% 24.4% 23.0% 28.4% 30.6%

34 慶應義塾大学 ○ ○ 3.53 3.39 3.27 1,492 1,609 1,623 423 475 497 229 235 248 230 230 260 260 48.0% 50.4% 46.4% 56.5% 63.8% 63.4%

35 國學院大學 ● ○ ○ 2.00 1.35 2.09 60 50 138 30 37 66 16 25 31 40 40 40 50 6.9% 7.4% 10.9% 10.0% 21.4% 50.0%

36 駒澤大学 ○ ○ 2.40 1.49 2.03 84 70 154 35 47 76 15 28 33 45 45 50 50 2.5% 13.2% 10.4% 23.4% 21.6% 5.6%

37 上智大学 4.09 3.98 5.44 761 851 1,098 186 214 202 93 95 109 90 90 100 100 20.2% 19.6% 27.8% 41.7% 42.6% 33.3%

ヒア
リン
グ

調査
実施

フォロー
アップ
対象校 書面

調査
実施

入学定員

※H24は予定
競争倍率
（A／B)

受験者数
（A)

平成２１～２３年度入学者選抜結果

合格者数
（B)

入学者数

別紙

H20H21H22 H18H19

新司法試験合格率

H23
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重点 継続 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H24 H23 H22 H21

ヒア
リン
グ

調査
実施

フォロー
アップ
対象校 書面

調査
実施

入学定員

※H24は予定
競争倍率
（A／B)

受験者数
（A)

平成２１～２３年度入学者選抜結果

合格者数
（B)

入学者数

H20H21H22 H18H19

新司法試験合格率

H23

38 成蹊大学 ○ ○ 2.16 3.43 4.45 188 254 432 87 74 97 49 41 52 45 45 50 50 12.1% 11.8% 20.6% 37.8% 38.1% 44.0%

39 専修大学 ○ ○ 2.57 2.47 3.55 242 279 369 94 113 104 50 61 47 55 55 60 60 14.4% 19.6% 20.5% 22.7% 25.0% 17.6%

40 創価大学 2.65 2.42 3.52 130 133 222 49 55 63 35 32 41 35 35 35 50 14.0% 19.6% 15.8% 21.7% 51.3% 57.1%

41 大東文化大学 ● ○ ○ 1.22 1.16 1.24 61 74 94 50 64 76 33 27 41 40 40 40 50 2.9% 4.3% 7.0% 16.2% 11.1% 21.1%

42 中央大学 2.94 3.94 4.43 1,843 2,432 2,616 626 618 591 271 271 291 270 270 300 300 38.2% 43.1% 43.4% 55.7% 52.4% 54.8%

43 東海大学 ● ○ ○ 1.30 1.35 1.22 30 23 55 23 17 45 15 5 21 30 30 40 50 9.9% 3.6% 6.0% 11.8% 12.5% 0.0%

44 東洋大学 ● 2.13 2.11 1.98 32 40 119 15 19 60 9 9 30 40 40 40 50 12.5% 9.1% 7.1% 7.3% 27.3% 16.7%

45 日本大学 ● 2.01 1.73 1.84 223 279 373 111 161 203 64 95 105 80 80 100 100 6.5% 12.9% 13.1% 17.6% 12.6% 13.0%

46 法政大学 2.44 2.58 2.55 293 333 362 120 129 142 60 74 87 80 80 100 100 16.9% 14.5% 18.1% 23.7% 18.8% 37.1%

47 明治大学 3.86 2.17 3.79 1,225 1,116 1,892 317 514 499 100 296 175 170 170 170 200 24.0% 25.4% 31.0% 31.8% 40.0% 45.3%

48 明治学院大学 ● ○ ○ 1.46 1.36 1.62 86 141 224 59 104 138 29 48 57 40 60 60 80 4.5% 10.3% 11.7% 21.6% 20.4% 44.4%

49 立教大学 3.14 3.55 3.76 323 398 391 103 112 104 69 67 75 65 65 70 70 13.8% 20.7% 22.3% 22.8% 28.8% 38.9%

50 早稲田大学 2.95 2.99 2.72 2,499 1,726 1,642 846 578 604 261 257 275 270 270 300 300 31.9% 32.7% 32.6% 37.7% 51.6% 63.2%

51 神奈川大学 ● ○ ○ 1.77 1.85 2.21 39 63 117 22 34 53 13 17 20 35 35 35 50 6.6% 15.1% 6.7% 12.2% 32.0% 30.8%

52 関東学院大学 ● ○ ○ 1.76 1.13 1.47 30 44 78 17 39 53 14 16 16 25 30 30 30 10.9% 5.5% 12.5% 9.5% 39.1% 6.7%

53 桐蔭横浜大学 ● ○ ○ 1.27 1.19 1.36 81 94 163 64 79 120 38 41 53 50 60 60 70 6.9% 7.2% 12.9% 12.7% 25.7%

54 山梨学院大学 2.50 2.30 3.33 55 69 110 22 30 33 19 19 21 35 35 35 40 15.6% 27.5% 26.1% 17.5% 32.3% 54.5%

55 愛知大学 2.04 1.86 2.14 108 123 152 53 66 71 19 35 28 30 30 40 40 22.2% 31.8% 48.8% 45.7% 25.9% 72.2%

56 愛知学院大学　 ● ○ ○ 1.18 1.35 1.20 20 31 36 17 23 30 4 10 16 25 25 35 35 2.4% 8.8% 15.4% 0.0%

57 中京大学 2.00 1.44 1.64 40 75 128 20 52 78 4 10 23 25 25 30 30 20.5% 14.3% 15.8% 22.2% 22.2%

58 南山大学 ○ ○ 1.44 1.55 1.91 112 129 185 78 83 97 26 27 36 40 40 50 50 26.3% 13.7% 30.5% 30.6% 38.5% 50.0%

59 名城大学 ○ ○ 1.23 1.38 1.55 53 73 104 43 53 67 35 37 50 40 40 40 50 9.7% 20.0% 18.9% 16.1% 30.0% 40.0%

60 京都産業大学 ● 2.00 1.56 1.52 22 53 102 11 34 67 4 7 19 32 40 40 60 3.2% 5.4% 2.0% 8.9% 19.4% 0.0%

61 同志社大学 ○ 2.01 1.53 1.89 558 461 647 278 302 342 93 114 136 120 120 120 150 23.5% 21.0% 19.1% 28.1% 35.4% 39.8%

62 立命館大学 ○ ○ 2.00 1.80 1.92 525 521 602 262 290 313 107 133 139 130 130 150 150 15.3% 18.9% 24.7% 28.8% 36.7% 26.2%

63 龍谷大学 ● ○ ○ 2.18 1.06 1.66 157 52 128 72 49 77 31 10 31 25 25 30 60 6.5% 11.4% 10.4% 8.3%

64 大阪学院大学 ● 2.09 1.54 1.19 23 40 89 11 26 75 4 11 33 30 30 45 50 2.6% 5.5% 5.6% 3.6% 14.3%

65 関西大学 2.02 1.67 1.97 287 385 660 142 230 335 54 101 128 100 100 130 130 16.7% 14.5% 16.9% 20.3% 24.6% 36.0%

66 近畿大学 ● ○ ○ 1.75 1.46 1.34 84 76 78 48 52 58 19 22 23 40 40 40 60 13.8% 14.0% 18.0% 16.0% 11.8% 50.0%

67 関西学院大学 ○ ○ 1.16 1.88 1.59 225 361 435 194 192 274 90 81 135 100 100 125 125 14.6% 20.3% 19.4% 30.4% 30.0% 43.8%

68 甲南大学 ○ ○ 1.66 1.41 1.74 159 182 331 96 129 190 21 36 49 50 50 50 60 16.1% 10.0% 18.3% 16.9% 25.0% 27.8%

69 神戸学院大学 ● 2.00 1.74 1.30 34 61 69 17 35 53 9 8 30 35 35 35 60 2.6% 10.3% 10.7% 33.3% 36.4% 0.0%

70 姫路獨協大学 ● - - 1.88 - 4 15 - 0 8 - 0 5 募集停止 募集停止 20 30 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 5.3% 0.0%

71 広島修道大学 2.00 1.12 1.15 30 38 46 15 34 40 8 23 27 30 30 30 50 14.3% 11.7% 12.8% 20.0% 28.6%

72 久留米大学 ● ○ ○ 2.05 1.47 1.36 41 47 60 20 32 44 11 15 17 30 30 30 40 7.7% 11.8% 10.0% 11.9% 3.4% 25.0%

73 西南学院大学 ○ 2.04 1.61 1.15 106 111 131 52 69 114 19 33 36 35 35 35 50 7.7% 11.1% 14.9% 4.3% 25.0% 50.0%

74 福岡大学 2.03 1.18 1.37 61 80 107 30 68 78 17 22 31 30 30 30 30 8.1% 22.2% 18.4% 30.3% 42.9% 60.0%

14
校

15
校

32
校

29
校

2.88 2.74 2.81 20,497 21,319 25,863 7,108 7,790 9,216 3,620 4,122 4,844
4,493

（予定）
4,571 4,909 5,765 23.5% 25.4% 27.6% 33.0% 40.2% 48.3%

※ 競争倍率は、小数点以下第３位を四捨五入。新司法試験合格率は、小数点以下第２位を四捨五入。

※ 平成２４年度入学定員（予定）の合計については、「検討中」としている法科大学院は前年度と同数の入学定員とすると仮定して計算。

※ 姫路獨協大学は、平成２３年度入学者より募集停止のため、算出できない箇所は「－」で表示。

計（平均）
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各法科大学院の改善状況に係る調査結果 

 

 

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ７ 日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

法科大学院教育の質の向上に関する 

改善状況調査ワーキング・グループ 

 

１．経緯及び趣旨 

 

平成２１年４月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学

院特別委員会」という。）が「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（以下「特別委員会報告」という。）を取りまとめてから２年半以上が経過した。 

この間、法科大学院志願者数の減少や司法試験合格率の低迷状態が継続するにとどま

らず、平成２３年１１月に行政刷新会議における提言型政策仕分けにおいても「法科大

学院の需給のミスマッチの問題については、定員の適正化を計画的に進めるとともに、

産業界・経済界との連携も取りながら、法科大学院制度の在り方そのものを抜本的に見

直すことを検討する。」との取りまとめがなされるなど、法科大学院を含む法曹養成制度

全体を取り巻く状況は一層厳しさを増している。 

各法科大学院は、制度全体が極めて厳しい状況下にあることを十分に認識した上で、

法曹養成制度の中核的機関として社会の期待に応えるため、教育の改善に一層真摯に取

り組むことが不可欠である。本ワーキング・グループにおいても、特別委員会報告の提

言を踏まえ、これまでに４回、各法科大学院の教育の改善状況について調査を実施し、

その結果を公表して改善の取組を加速させるよう促してきた。 

第１回及び第３回の改善状況調査においては、すべての法科大学院に対し、現状の分

析や特別委員会報告を踏まえた改善の取組等について調査を実施し、調査結果において

は、入学者選抜や授業内容、成績評価、教育体制に関して課題を抱える一部の法科大学

院に対して個別に改善すべき事項を指摘した。 

また、入学者選抜の結果を踏まえた第２回及び第４回の改善状況調査においては、入

学者の質の確保のための取組が十分ではない法科大学院を中心に調査を実施し、調査結

果においては、入学者選抜における競争性（競争倍率２倍以上）の確保の徹底、適性試

験の合格最低基準点の設定及び入学定員の見直し等にかかる抜本的な改善の必要性を指

摘した。 

各法科大学院が特別委員会報告や本ワーキング・グループの指摘を踏まえ、入学定員

の削減等の改善に取り組んでいることはこれまでの調査でも確認されてきたところであ
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るが、一方で、一部の法科大学院では、これまでの調査結果で個別に指摘した事項等の

課題を抱えており、また、相当数の法科大学院においても改善によるその効果の顕在化

にはいたらず、依然として厳しい状況にあることもまた事実である。 

本ワーキング・グループは、今回、平成２３年司法試験の結果が９月に発表されたこ

とを踏まえ、第５回の改善状況調査として、第１回及び第３回の調査結果で指摘した課

題等を中心に、各法科大学院における改善の進捗状況について確認を行うこととした。 

 

 

２．調査の概要 

 

本ワーキング・グループにおいては、調査方針及び内容について審議した結果、以下

の方法で調査を実施した（調査対象校については別紙参照。）。 

 

（１）書面調査 

第１回及び第３回の改善状況調査と同様、すべての法科大学院を対象に書面調査

を実施した。これにより、第１回の改善状況調査時に法科大学院から説明があった

教育の改善の取組の進捗状況について、全体的な把握を行った。 

 

（２）ヒアリング調査及び実地調査 

以下のとおり、１０校に対してヒアリング調査、３２校（ヒアリング調査対象校

５校を含む。）に対して実地調査を実施した。 

①第３回の改善状況調査において、「重点的にフォローアップが必要」または「継続

的にフォローアップが必要」と指摘した法科大学院（２８校） 

第３回の改善状況調査における指摘を踏まえた改善の進捗状況について、直接

現地で確認を行う必要があると考えられることから、実地調査（教員との意見交

換、定期試験答案確認、学生面談等）を実施した（学生募集の停止時期を明示し

ている法科大学院については、実地調査対象から除外した。）。 

②その他の法科大学院 

（１）の書面調査及び平成２３年司法試験の結果を踏まえ、司法試験の合格率、

または修了直後の修了者における司法試験の合格率が著しく低い状況が継続して

いることなどから、修了者の質の確保に早急に取り組む必要があると考えられる

法科大学院（１０校）に対して、まず、ヒアリング調査を実施した。 

その結果、当該法科大学院の現状や改善のための取組等について、より詳細に

確認することが必要と判断された法科大学院（５校）について、実地調査（定期

試験答案確認、学生面談等）を実施した。 
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３．調査の結果 

 

前述の通り、法科大学院を含む法曹養成制度を巡る状況は極めて厳しい事態に陥って

いることに対して、今回の改善状況調査においても、全体として各法科大学院における

危機意識が高まっていることは実感できた。 

このような意識の下、多くの法科大学院では、本ワーキング・グループの指摘も踏ま

え、試行錯誤を重ねながら改善の取組を強化してきている。 

これらを踏まえ、今後の法科大学院の発展の観点から、今回の改善状況調査において

確認された改善の取組と今後の課題を概括的に示すと、以下のとおりである。 

なお、個別の法科大学院における改善状況に関する委員所見については、別紙に示し

た。これまでの改善状況調査において、個別に改善すべき事項について指摘した法科大

学院のうち、１１校については重点的に、２０校については継続的にフォローアップが

必要であるとした。 

 

（１）入学者選抜における入学者の質の確保に係る取組 

入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については、過去４回に亘る調査

において、再三再四指摘してきたところであり、今回、ヒアリング調査や実地調査

を実施した大部分の法科大学院においては、調査実施時点の途中経過ではあるもの

の、平成２４年度入学者選抜において競争倍率２倍以上の確保に努める、法科大学

院統一適性試験の点数が著しく低い者を入学させないための合格最低基準点を導入

する等の改善の取組を行っていることが認められた。 

また、入学定員においても、前年度比で８７人減となり、ピーク時（５，８２５

名：平成１７～１９年度）と比較して１，３４１人削減される見通しとなっており、

入学者の質の確保の意識は引き続き着実に改善されてきていると考えられる。 

このように多くの法科大学院で改善に向けた取組がなされる一方で、数は限られ

ているものの、一部の法科大学院においては、平成２４年度入学者選抜における競

争倍率が依然として２倍を大きく下回るなど、入学者の質の確保の必要性について

の認識が不十分な法科大学院も見られた。入学者の質の確保が十分でない法科大学

院においては、学生間の学力や意欲にも大きな格差が見られ、結果として、法科大

学院が提供する教育全体の質が低下するなどの問題が生じていることもあり、法科

大学院の入口での質の確保の重要性について再認識する必要がある。 

また、受験者間の競争性を意識して競争倍率２倍は厳守するものの、入学者数を

確保するために、合格基準を下げているのではないかとの疑念を抱かせる法科大学

院も見られた。これらの法科大学院においては、入学者の質の確保の重要性を再認

識するとともに、適正な入学定員の在り方について検討する必要がある。特に、定

員充足率が５割に満たない状態が継続している法科大学院にあっては、その組織全

体の見直しに早急に取りかかる必要がある。 
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（２）教育内容・方法の改善や成績評価の厳格化等に係る取組 

各法科大学院においては、共通的到達目標を踏まえたカリキュラム改訂の実施や

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）等を通じた教育内容・方法の改善や成

績評価及び修了認定の一層の厳格化に取り組むなど、一定の取組が行われている。 

しかし、修了者の多くが修了直後の司法試験を受験せず、受験しても合格率が著

しく低いといった状況が依然として見られるとともに、学生からは法科大学院の授

業には期待していないという意見が聞かれるような法科大学院も一部存在した。こ

のような状況を改善するためには、十分な学力を身に付けた者のみを修了させるこ

と、同時に学生自身も到達目標を意識して学修し、司法試験を受験するのに十分な

学力を身に付けたという自信を持って修了できるようにする必要がある。 

また、数は限られるものの、一部には、成績評価や修了認定の在り方についてな

お課題を抱える法科大学院が見受けられる。例えば、 

・ シラバスに記載している成績評価の基準とは異なる方法で成績をつけている、 

・基礎的な理解を欠いていると思われる答案にもかかわらず、合格点ないしそれ以

上の評価を与えている、 

・ＧＰＡ制度を導入しているものの、成績評価においてＳ又はＡの成績の学生が過

半数となる科目があり、そのためＧＰＡによる厳格な進級・修了認定の信頼性が

疑われる、 

といった問題状況にある法科大学院があった。これらの法科大学院においては、教

育の在り方や、成績評価の在り方について、改善に向けた組織的な対応を図る必要

がある。 

 

 

 

４．おわりに 

 

３．で示したとおり、多くの法科大学院では、法曹養成制度を巡る極めて厳しい状況

も踏まえ、特別委員会報告の提言やこれまでの改善状況調査における本ワーキング・グ

ループの指摘事項等を真摯に受け止め、改善に取り組んできており、その中には、約２

年間という短期間にもかかわらず、かなりの改善効果を上げているところもみられる。 

一方で、一部の法科大学院では、法科大学院として様々な改善策を講じてきているに

もかかわらず、結果につながっていない大学院もあり、その原因分析を早急に行い、対

策を講じていく必要がある。 

さらには、これらの法科大学院の中には、残念ながら依然として危機意識に欠け、教

育の質の改善に関する真摯な取組が不十分なところも見られる。本ワーキング・グルー

プでは、数次にわたって問題点等を指摘することで各法科大学院における自発的な改善

を促してきたところであるが、こうした状況にある法科大学院がなお存在していること

を報告せざるを得ない。数は限られるとは言え、こうした一部の法科大学院の状況は、
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法科大学院制度全体の信頼性を損ねるにとどまらず、新たな法曹養成制度が一層の悪循

環に陥ることとなり、制度の根幹を揺るがしかねない。これらの法科大学院においては、

教育の質の改善のため、組織全体としてあらゆる手段を用いて抜本的な改善を果たせる

ように取り組んで行く必要がある。 

 

本ワーキング・グループでは、入学者選抜の結果や司法試験の結果を踏まえた調査を

今回の調査も含め５回に亘り実施してきたところであるが、上述のとおり、改善の取組

が確認できている一方、取組の内容、その効果について、引き続き確認していく必要が

ある法科大学院が複数存在することから、引き続き教育の質の改善のためのフォローア

ップを実施する必要がある。その際、フォローアップの実施方法については、実効的な

ものとなるよう、従前の手法を検証し、次回以降の調査については特に課題を抱える法

科大学院を中心に実施していくことが必要である。 

これまでも、問題意識に欠ける、改善の取組が不十分であるといった課題を抱える法

科大学院に対しては、本ワーキング・グループとしても、その課題について厳しく指摘

してきたところであり、文部科学省においても、深刻な課題を抱える法科大学院の自主

的・自律的な組織見直しを促進するための公的支援の見直し策を公表し、平成２３年司

法試験の結果により公的支援の見直しを行う対象校を決定しており、それによって平成

２４年度予算より公的支援の減額が実施されることとなるなど、その組織見直しの促進

が図られているところである。 

しかし、繰り返しになるが、法科大学院を含む法曹養成制度は極めて厳しい状況にあ

り、この状況を好転させるため、文部科学省としても、引き続き、定員見直しの促進を

はじめとしたあらゆる効果的な施策を講じる必要があると考える。 
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各法科大学院の改善状況に係る調査結果 

 

平成２５年１月１６日 

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会 

法科大学院教育の質の向上に関する 

改善状況調査ワーキング・グループ 

 

１．経緯及び趣旨 

 

平成２１年４月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学

院特別委員会」という。）が「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（以下「特別委員会報告」という。）をとりまとめてから３年半以上が経過したが、

この間、法科大学院入学志願者数の減少が続き、司法試験合格率も平成２４年試験結果

では制度創設後はじめて上昇傾向に転じたものの低迷状態から脱したとまでは言えない

状況が続いている。 

このような中、平成２４年４月に発表された総務省による政策評価では、法科大学院

における教育の質の向上や未修者対策の強化、入学定員の更なる削減、他校との統廃合

の検討などに取り組むよう勧告がなされたところである。また、同年８月政府に設置さ

れた法曹養成制度関係閣僚会議及び法曹養成制度検討会議においては、法曹の養成に関

する制度の在り方そのものに関する検討が開始されるなど、法科大学院を含む法曹養成

制度全体を取り巻く状況は一層厳しさを増している。 

各法科大学院は、制度全体が極めて厳しい状況下にあることを十分に認識した上で、

法曹養成制度の中核的機関として社会の期待に応えるため、教育の改善に一層真摯に取

り組むことが不可欠である。本ワーキング・グループにおいても、特別委員会報告の提

言を踏まえ、これまでに６回にわたり、各法科大学院の教育の改善状況について調査を

実施し、その結果を公表して改善の取組を加速させるよう促してきた。 

特に、第１回、第３回及び第５回の改善状況調査においては、すべての法科大学院に

対し、現状の分析や特別委員会報告を踏まえた改善の取組等について調査を実施し、調

査結果においては、司法試験の合格状況等を踏まえ、入学者選抜や授業内容、成績評価、

教育体制に関して課題を抱える一部の法科大学院に対して個別に改善すべき事項を指摘

した。 

また、入学者選抜の結果を踏まえた第２回、第４回及び第６回の改善状況調査におい

ては、入学者の質の確保のための取組が十分ではないと考えられる法科大学院を中心に

調査を実施し、調査結果においては、入学者選抜における競争性（競争倍率２倍以上）

の確保の徹底、適性試験の合格最低基準点の設定及び入学定員の見直し等にかかる抜本

的な改善の必要性を指摘した。 
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各法科大学院が特別委員会報告や本ワーキング・グループの指摘を踏まえ、入学定員

の削減等の改善に取り組んでいることはこれまでの調査でも確認されてきたところであ

るが、一方で、一部の法科大学院では、これまでの調査で指摘した課題の解決に至って

おらず、また、改善に取り組んでいる法科大学院においてもその効果の顕在化には至っ

ておらず、依然として厳しい状況にあることもまた事実である。 

このため、本ワーキング・グループは、今回、平成２４年司法試験の結果が９月に発

表されたことを踏まえ、第７回の改善状況調査として、第１回、第３回及び第５回の調

査結果で指摘した課題等を中心に、各法科大学院における改善の進捗状況について確認

を行うこととした。 

 

 

２．調査の概要 

 

本ワーキング・グループにおいては、調査方針及び内容について審議した結果、以下

の方法で調査を実施した（調査対象校については別紙参照）。 

 

（１）書面調査 

第１回、第３回及び第５回の改善状況調査と同様、すべての法科大学院を対象に

書面調査を実施した。これにより、過去の改善状況調査時に法科大学院から説明が

あった教育の改善の取組の進捗状況について、全体的な把握を行った。 

 

（２）ヒアリング調査及び実地調査 

以下のとおり、１５校に対してヒアリング調査、１７校（ヒアリング調査対象校

２校を含む。）に対して実地調査を実施した。 

①  第５回の改善状況調査において「重点的なフォローアップを実施」することが

必要と指摘した法科大学院（１０校）と、「継続的なフォローアップを実施」す

ることが必要と指摘した法科大学院のうち「改善の取組が全体的に進んでいると

は言い難い」と指摘されたもの（５校）については、第５回の改善状況調査にお

ける指摘を踏まえた改善の進捗状況に関し、直接現地で確認を行う必要があると

考えられることから、実地調査（教員との意見交換、定期試験答案確認、学生面

談等）を実施した。 

② 第５回の改善状況調査において「継続的なフォローアップを実施」することが

必要と指摘した法科大学院のうち、前記①の該当校を除いた法科大学院（１３校）

と、司法試験合格率が平均の半分未満の状況が２年連続で継続している法科大学

院のうち上記の該当校を除いた法科大学院（２校）については、（１）の書面調査

及び平成２４年司法試験の結果を踏まえ、司法試験の合格率、または修了直後の

修了者における司法試験の合格率が著しく低い状況が継続していることなどから、

これらの法科大学院に対して、まずヒアリング調査を実施した。その上で、当該
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法科大学院の現状や改善のための取組等に関し、より詳細に確認することが必要

と判断された法科大学院（２校）については追加で実地調査（定期試験答案確認、

学生面談等）を実施した。 

 

 

３．調査の結果 

 

前述のとおり、今回の改善状況調査においても、法科大学院を含む法曹養成制度を巡

る状況は極めて厳しい事態にあることに対して、全体として各法科大学院における危機

意識が高まっていることは実感できた。 

このような意識の下、多くの法科大学院では、本ワーキング・グループの指摘も踏ま

え、試行錯誤を重ねながら改善の取組を強化してきている。 

これらを踏まえ、今後の法科大学院の発展の観点から、今回の改善状況調査において

確認された改善の取組と今後の課題を概括的に示すと、以下のとおりである。 

なお、個別の法科大学院における改善状況に関する委員所見については、別紙に示し

た。これまでの改善状況調査において、個別に改善すべき事項について指摘した法科大

学院のうち、１１校については重点的に、２１校については継続的にフォローアップが

必要であるとした。 

 

（１）入学者選抜における入学者の質の確保に係る取組 

入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については、過去６回にわたる調

査において、重ねて指摘してきたところであり、今回、ヒアリング調査や実地調査

を実施した大部分の法科大学院においては、調査実施時点の途中経過ではあるもの

の、平成２５年度入学者選抜において競争倍率２倍以上の確保に努める、法科大学

院統一適性試験の点数が著しく低い者を入学させないための合格最低基準点を導入

する等の改善の取組を行っていることが認められた。 

また、入学定員においても、前年度比で２２３人減となり、ピーク時（５,８２５

名：平成１７～１９年度）と比較して１，５６４人削減される見通しとなっており、

入学者の質の確保の意識は引き続き着実に改善されてきていると考えられる。 

このように多くの法科大学院で改善に向けた取組がなされる一方で、数は限られ

ているものの、一部の法科大学院においては、平成２５年度入学者選抜における競

争倍率が依然として２倍を大きく下回るなど、入学者の質の確保の必要性について

の認識が不十分な法科大学院も見られた。入学者の質の確保が十分でない法科大学

院においては、第５回調査時と同様に学生間の学力や意欲にも大きな格差が見られ

るとともに、一部の法科大学院においては、入学志願者の大幅な減少に伴い、学生

の学力や意欲が全体的に低下している状況が見受けられた。結果として、法科大学

院が提供する教育全体の質が低下するなどの問題が生じていることもあり、法科大

学院の入口での質の確保の重要性について再認識する必要がある。 
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また、受験者間の競争性を意識して競争倍率２倍は厳守するものの、入学者数が

著しく少ない法科大学院が見られた。これらの法科大学院においては、入学者選抜

の競争性を確保するため、競争倍率２倍の基準は最低限守りつつも、志願者数・受

験者数の拡大に向けた取組を早急に行う必要がある。 

さらに近年、入学定員充足率が５割に満たない状態が継続している法科大学院、

あるいは入学者数が一桁となった法科大学院が増加傾向にある。このように学生数

が著しく少ない状態が継続した場合、双方向的・多方向的な授業が効果的かつ継続

的に実施できているのか、異なる意見や見識を有する複数の学生が互いに影響を与

え合うなど切磋琢磨する学修環境となっているのか、少人数の中で学生が自らの到

達度を他の学生との比較において客観的に判断できているのか、さらには、学生同

士で取り組む自主ゼミの開催など自発的な学修にも影響を与えていないのかといっ

たことについては大いに疑念が生じるところである。このため、教育の質の確保の

観点から、一定規模の学生数の確保に向けて取り組むとともに、組織全体の見直し

に早急に取りかかる必要がある。 

 

（２）教育内容・方法の改善や成績評価の厳格化等に係る取組 

各法科大学院においては、共通的な到達目標モデルを踏まえたカリキュラム改訂

の実施やファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）等を通じた教育内容・方法の

改善や成績評価及び修了認定の一層の厳格化に取り組むなど、一定の取組が行われ

ていることが確認できた。 

しかし、修了者の多くが修了直後の司法試験を受験せず、受験しても合格率が著

しく低いといった状況が見られるとともに、学生からは法科大学院の授業には期待

していないという意見が聞かれるような法科大学院が一部存在した。さらに、数は

少ないものの、改善に向けた取組の効果が現れていないにもかかわらずその検証が

なされていない、あるいは更なる改善に取り組む意識が低いと思われる法科大学院

も一部見られた。このような状況を改善するためには、十分な学力を身に付けた者

のみを修了させるとともに、学生自身も到達目標を意識して学修し、司法試験を受

験するのに十分な学力を身に付けたという自信を持って修了できるようにする必

要がある。 

また、数は限られるものの、成績評価や修了認定の在り方についてなお課題を抱

える法科大学院が見受けられた。例えば、基礎的な理解を欠いていると思われる答

案にもかかわらず合格点ないしそれ以上の評価を与えている、成績評価においてボ

ーダーライン上と思われる学生が大半を占めており、再試験の状況と併せて見れば

厳格な進級・修了認定の信頼性が疑われるなどの状況が確認された。これらの法科

大学院においては、教育の在り方や成績評価の在り方について、改善に向けた組織

的な対応を図る必要がある。 
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４．おわりに 

 

３．で示したとおり、多くの法科大学院では、法曹養成制度を巡る極めて厳しい状況

も踏まえ、特別委員会報告の提言やこれまでの改善状況調査における本ワーキング・グ

ループの指摘事項等を真摯に受け止め、改善に取り組んできており、その中には、学生

からの評価が向上したり、司法試験の合格状況に改善が見られたりするなど、相当程度

の改善効果を上げているところも見受けられた。 

一方では、様々な改善策を講じてきているにもかかわらず、結果につながっていない

法科大学院も一部に見られるところであり、これまでに行った改善策を検証し、その原

因分析を早急に行い、対策を講じていく必要がある。 

さらには、ヒアリング調査又は実地調査の対象となった法科大学院の中には、残念な

がら依然として危機意識に欠け、教育の質の改善に関する真摯な取組が不十分なところ

も見受けられた。本ワーキング・グループでは、数次にわたって問題点等を指摘するこ

とで各法科大学院における自発的な改善を促してきたところであるが、こうした状況に

ある法科大学院がなお存在していることを報告せざるを得ない。数は限られるとはいえ、

こうした一部の法科大学院の状況は、法科大学院制度全体の信頼性を損ね、新たな法曹

養成制度を一層の悪循環に陥いらせることにより、その根幹を揺るがしかねない。これ

らの法科大学院においては、教育の質の改善のため、組織全体としてあらゆる手段を用

いて抜本的な改善を果たせるように取り組んで行く必要がある。 

本ワーキング・グループでは、入学者選抜の結果や司法試験の結果を踏まえた調査を

今回の調査も含め７回にわたり実施してきたところであるが、上述のとおり、改善の取

組が確認できている一方、取組の内容やその効果について、なお引き続き確認していく

必要がある法科大学院が複数存在すると言わざるを得ない。 

これまでも、課題を抱える法科大学院に対しては、本ワーキング・グループとして厳

しく指摘してきたところである。文部科学省においても、深刻な課題を抱える法科大学

院の自主的・自律的な組織見直しを促進するための公的支援の見直しを決定し、既に平

成２４年度予算より公的支援の減額が実施されることになっているが、さらにその改善

に向けた取組を加速させるため、平成２４年９月には、入学定員の充足状況を新たな指

標に加えるなどした公的支援の更なる見直しを決定・公表することなどを通じて、その

組織見直しの促進が図られているところである。法科大学院を含む法曹養成制度は極め

て厳しい状況にあることを鑑みれば、この状況を好転させるため、文部科学省において

も、引き続き定員見直しの促進をはじめとしたあらゆる効果的な施策の促進に努めるこ

とが必要であると思われる。 
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（参考１）

法科大学院における組織見直しの促進方策について

平成２２年３月１２日

中央教育審議会大学分科会

法科大学院特別委員会

１．現状

（１）法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度は，司法制度改革審議会（平

成 11 年７月に内閣の下に設置）が平成 13 年６月にとりまとめた意見書を踏

まえ，法曹人口の拡大や裁判員制度と並ぶ内閣全体として取り組む司法制度

改革の大きな柱として，その導入について平成 14 年３月に司法制度改革推進

計画で閣議決定された（司法制度改革に内閣全体で取り組むために平成 13 年

12 月に司法制度改革推進本部を設置）。

（２）法科大学院の設置については，上記の審議会意見書で，「基準を満たしたも

のを認可することとし，広く参入を認める仕組みとすべき」と明記されたこ

とを踏まえ，関係者の自発的創意に基づき，基準を満たしたものを設置認可

した。

（３）また，設置認可後も，開設年度に入学した学生が修了する年度までの設置

計画の履行状況や，設置認可時の留意事項への対応状況について，大学設置・

学校法人審議会が調査を実施している（設置計画履行状況等調査）。

（４）さらに，法科大学院に対しては，機関別評価とは別に，文部科学大臣から

認証された評価機関（認証評価機関）により，法科大学院の教育研究活動の

状況について評価が行われ，認証評価機関が定める評価基準に適合している

か否かの認定（適格認定）が行われている（認証評価）。

※ 平成 21 年３月までに認証評価を受けた法科大学院：68 校

（内訳）国立：21 校（５校），公立２校（０校），私立：45 校（17 校）→（ ）は不適格

（５）本委員会は，これまでの調査などで指摘された問題点を含めて，平成 21 年

４月 17 日に「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報告）」

をとりまとめ，法科大学院教育の改善方策を提言した。

（６）本報告の提言に基づき，各法科大学院において，平成 22 年度の入学定員の

見直しなど，改善が進められた。

※ 国立大学：1,760 人→ 1,361 人（△ 399 人，△ 22.7 ％）

私立大学：3,865 人→ 3,423 人（△ 442 人，△ 11.4 ％）

※ 平成 22 年度以前に削減を実施していない法科大学院 19 校は，平成 23 年度の削減を検討中。
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（７）また，本報告で，各法科大学院の取組状況を把握し，改善を継続的に促し

ていく組織を本委員会の下に設置することもあわせて提言した。

（８）これに従い，本委員会の下に，法科大学院関係者，法務省参事官，司法研

修所教官，弁護士により構成される，ワーキング・グループを設置（平成 21

年２月 24 日）し，改善状況調査（平成 21 年４月～平成 22 年１月）を行い，

第１回目の調査結果を，平成 22 年１月 22 日開催の本委員会で報告した。

① 改善の努力の継続が必要… 12 校（国立３校，私立９校）

② 大幅な改善が必要… 14 校（国立３校，私立 11 校）

２．法科大学院特別委員会における意見の概要

【公的支援の見直し】

（１）改善状況調査の結果を踏まえた，本委員会の審議においては，

① 各法科大学院では，本委員会が平成 21 年４月に提言した改善方策を踏ま

えて，教育の改善が進められていること

② その一方で，入学者選抜における競争性や授業内容，成績評価，教育体制

に深刻な課題を抱える法科大学院が存在し，それらの法科大学院はほぼ共

通して司法試験の合格状況が低迷していること

③ その中には，組織の見直し（統廃合も含む。）の検討に着手していないな

ど，現状に対して深刻な認識を持っていない法科大学院が見られること

などが指摘された。

※ 平成 21 年４月 17 日中教審法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善

方策について（報告）」（抜粋）

これまでの司法試験において，合格者が全く又はごく少数しか出ない状況が見られる法科大

学院については，その在り方について，抜本的な見直しが必要である。

（２）（１）の状況を踏まえれば，これらの課題を解決されないままに放置するこ

とは，法科大学院制度全体の信頼にかかわるため，深刻な課題を抱える法科

大学院において，すみやかに抜本的な見直しが実施されることが急務である。

よって，文部科学省は，これらの法科大学院に対する組織の自主的・自律

的な見直しを促すために，法科大学院に対する公的支援の在り方について見

直しを検討すべきである。

【見直しの観点】

（３）（２）において提言した法科大学院に対する公的支援の在り方の見直しにあ

たっては，以下の観点から検討を行うべきである。
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① 法科大学院に対する国立大学法人運営費交付金及び私学助成における支援

の在り方について見直すこと

② 見直しの対象となる法科大学院は，（１）で指摘したような，深刻な課題

を抱える一部の法科大学院に限定すること

③ 見直しの対象の選定は，客観的かつ明確な基準に基づいて行うことが望ま

しく，本委員会の議論を踏まえつつ，文部科学省において基準を策定すべ

きであること

（４）（３）③の見直しの対象の選定については，

① 授業内容，成績評価，教育体制に深刻な課題が見られること，

② 司法試験の合格状況に大きな問題があること，

③ 入学者選抜の機能が働いておらず，入学者の質の確保が困難となっている

こと，

などを考慮して判断することが考えられる。

そのうち，司法試験の合格状況を指標として用いるにあたっては，平成 22

年司法試験の結果を反映して見直しを実施できるよう，すみやかに検討に着

手する必要があるが，一方で，過度に高い指標により，すべての法科大学院

を司法試験の合格率競争に巻き込み，法科大学院制度を歪めることのないよ

う配慮する観点から，合格状況に極めて大きな問題が続いている法科大学院

に限定するべきである。

【関係機関における見直し等】

（５）関係機関においても，派遣教員などの公的支援の在り方について，早急に

見直しを検討することが期待される。

（６）今回の措置の導入にあたっては，法科大学院を中核とする法曹養成制度の

理念を踏まえた法科大学院教育と司法試験との連携をより確実なものにする

ことが求められる。

現在，文部科学省及び法務省において実施されている「法曹養成制度に関

する検討ワーキングチーム」における，法曹養成全体の在り方の検証に係る

議論なども踏まえ，本委員会及び文部科学省において引き続き取り組んでい

くことが必要である。
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（参考２）

法曹養成制度に関する検討ワーキングチームにおける検討結果（取りまとめ）

（平成２２年７月６日）

（財政支援見直し関係部分の抜粋）

第３ 法科大学院教育の問題点等と改善方策の選択肢について

２ 問題点・論点及び改善方策の選択肢

(3) 法科大学院の入学定員の削減

ウ 教育内容や教育体制に多くの課題を抱えているにもかかわらず，改善が進

んでいない法科大学院に対して，統廃合を含む組織見直しを促す必要がある

ことについては異論はなかった・・・（中略）・・・

また，法科大学院の統廃合を含む組織見直しを実効的に促進するために，

認証評価を活用すべきであるとの指摘や，平成２２年３月に法科大学院特別

委員会が提言したとおり，新司法試験の合格実績を十分に挙げていない法科

大学院について財政的支援の見直し（国立大学法人運営費交付金・私学助成

金を削減すること）や人的支援の中止（法科大学院への裁判官及び検察官そ

の他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（以下「派遣法」という。）に

基づく裁判官及び検察官の教員としての派遣要請に応じないこと）といった措

置を検討すべきであるとの意見があった。
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平成２４年９月７日 

文 部 科 学 省 

 

法科大学院の組織見直しを促進するための 

公的支援の更なる見直しについて 
 
１．概 要  
 

 
法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しについて、平

成２４年７月の中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会の提言を

受け、深刻な課題を抱える法科大学院について、自主的・自律的な組織見直

しを更に促進する観点から、現行の公的支援の見直しの改善として、新たに

「入学定員の充足率」を指標として追加する等の措置を講じることとする。

 
２．対 象  
 

 
（１）公的支援の見直しを行う対象は、下記の指標１及び指標２の両方に該当

する法科大学院とする。 

（２）これに加えて、新たに指標３を追加し、指標１及び指標３の両方に該当

する法科大学院、指標２及び指標３の両方に該当する法科大学院も公的支

援の見直しを行う対象とする。 

（３）また、単独の指標にのみ該当する法科大学院であっても、下記の指標ⅰ、

指標ⅱ及び指標ⅲに示すとおり、当該指標の値が著しく低い場合は、公的

支援の見直しを行う対象とする。

 
【上記２．（１）（２）に関する指標】 

（指標１）前年度の入学者選抜における競争倍率（受験者数／合格者数）が２倍未満 

（指標２）前年度までに①、②のいずれかに該当する状況が３年以上継続 

（例えば、１年目は①のみ該当、２年目は②のみ該当、３年目は①②両方に該当、と

いう場合も含まれる。） 

① 新司法試験の合格率（合格者数／修了年度を問わない全受験者数）が全国

平均の半分未満 

② 直近修了者（新司法試験の直前の３月が含まれる年度に修了した者）のうち

新司法試験を受験した者の数が半数未満、かつ直近修了者の合格率

（直近修了者の合格者数／直近修了者の受験者数）が全国平均の半分未満 

（指標３）前年度までに入学定員の充足率（実入学者数／入学定員）５０％未満の状

況が２年以上継続 
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【上記２．（３）において、著しく低いとされる場合の指標】 

（指標ⅰ）前年度までに入学者選抜における競争倍率２倍未満の状況が２年以上

継続 

（指標ⅱ）指標２に該当し、かつ、前年度において①、②のいずれかに該当 

① 新司法試験の合格率が全国平均の１/４未満 

② 直近修了者のうち新司法試験を受験した者の数が半数未満、かつ

直近修了者の合格率が全国平均の１/４未満 

（指標ⅲ）指標３に該当し、かつ、前年度の入学定員の充足率が２５％未満 
 
 

※１ なお、ある年度の入学者選抜における競争倍率が２倍未満の場合、当該年度の入学定

員の充足率が５０％以上であっても、５０％未満とみなすものとする。 
 
 

３．具体的措置  
 

   国立大学法人運営費交付金及び私立大学等経常費補助金を減額。 

  （ただし、最終的な決定は、予算編成の状況に応じて行う。） 

 
【国立大学法人運営費交付金】 

法科大学院の設置時に措置した額（但し、学生経費相当分を除く。）を 

考慮して減額調整。 
 
【私立大学等経常費補助金】 

国立大学法人運営費交付金と同程度の額を目安に減額調整。 

 

※２ ただし、指標２及び指標３に該当するが、指標１には該当しない法科大学院における

見直し額は、上記減額分の１/２とする。 

※３ また、指標１及び指標３に該当するが、指標２には該当しない法科大学院における見

直し額は、上記減額分の１/４とする。 

※４ さらに、単独の指標にのみ該当するが、２．（３）の対象となる法科大学院における

見直し額は、上記減額分の１/８とする。 
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４．実施時期  
 

 
平成２６年度予算から対応 

    【国立大学法人運営費交付金】 

     平成２６年度予算編成での減額査定で対応 

   【私立大学等経常費補助金】 

     平成２６年度配分で対応 

 
例えば、平成２６年度予算に反映させる場合、（指標１）（指標２）（指標３）

は以下のとおりとなる。 
・（指標１）には、平成２５年度入学者選抜の結果を使用。 

・（指標２）には、平成２３～２５年の各年の新司法試験の結果を使用。 

・（指標３）には、平成２４、２５年度の各年度の入学定員の充足率を使用。 

 

  また、（指標ⅰ）（指標ⅱ）（指標ⅲ）については、以下のとおりとなる。 
・（指標ⅰ）には、平成２４、２５年度の各年度の入学者選抜の結果を使用。 

・（指標ⅱ）には、平成２３～２５年の各年の新司法試験の結果を使用。 

・（指標ⅲ）には、平成２４、２５年度の各年度の入学定員の充足率を使用。 

   

※５ ただし、指標３及び指標ⅲについては、平成２６年度予算の見直しに限り、以下の特

例を設けることとする。 

・ 基本的には、平成２４、２５年度の入学定員の充足率に基づき判定する。 

・ ただし、このうち、平成２５年度の入学定員の充足率を算出する際の入学定員については、

平成２５年６月末までに、平成２６年度の入学定員の見直しを行い、文部科学省に報告し

た場合に限り、平成２６年度の入学定員の数値を用いることができることとする。 

（なお、平成２７年度予算の見直しにおいて、平成２５年度の入学定員の充足率を算出す

る際には、原則どおり平成２５年度の入学定員の数値を用いることとする。） 
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（参考） 

 

法科大学院における組織見直しの更なる促進方策について 
 

平成２４年７月１９日 
中央教育審議会大学分科会 
法科大学院特別委員会 

 

 １．現状の取組について  
 
（１）本特別委員会では、課題を抱える法科大学院に対する組織の自主的・自律的な見直し

を促す観点から、平成22年3月に「法科大学院における組織見直しの促進方策について」

をとりまとめ、文部科学省は、課題を抱える法科大学院に対する組織の自主的・自律的

な見直しを促すために、法科大学院に対する公的支援の在り方について見直しを検討す

べきとの考え方を示した。 
 
（２）文部科学省においては、これらの考え方を踏まえ、課題を抱える法科大学院の自主的・

自律的な組織見直しを促進するため、公的支援の見直しを行う旨を平成22年9月に発表

した。 
 
（３）具体的には、平成24年度予算より、入学者選抜における競争倍率及び司法試験合格率

等の二つを指標として国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金の減額を行

うこととし、平成24年度予算においては6校の法科大学院が公的支援見直しの対象とな

っている。 
（なお、平成24年7月現在において、5校の法科大学院において学生の募集停止を実施、

又は停止することを表明している。） 
 
 

 ２．法科大学院特別委員会における意見の概要  
 
【公的支援の更なる見直しの必要性】 

（１）今般の司法制度改革では、司法試験において、受験技術偏重の傾向が受験者の間に顕

著になってきたこと等の問題点が認められたことから、点のみによる選抜ではなく、プ

ロセスとしての法曹養成制度を新たに整備し、その中核的機関として法科大学院を創設

することとした。 
 
（２）具体的には、司法試験の年間合格者数3,000人を目標として明示した上で、法科大学院

は、その課程を修了した者のうち相当程度（例えば約7～8割）の者が新司法試験に合格

できるよう、法曹養成に特化した実践的かつ体系的な教育を行うべきものとされた。ま

た、法科大学院の創設目的および果たすべき役割に鑑み、司法試験の受験資格は、原則

として法科大学院修了生に限定されることとなった。 
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（３）現在、法科大学院修了生の司法試験の合格状況については、高い合格率を維持し、当

初期待された目的や役割に応えている法科大学院がある一方で、一部の深刻な課題を抱

える法科大学院では、司法試験合格率が極端に低い状態が続いており、このような状況

が推移し続けると、法科大学院が多様かつ優秀な人材を惹きつける力を失い、ひいては

法科大学院を中核とする法曹養成制度全体に対する信頼を揺るがしかねない状況にある。 
 
（４）こうした法科大学院制度を取り巻く厳しい現状を踏まえれば、深刻な課題を抱える法

科大学院に対して、自主的・自律的な組織見直しを更に促進することが喫緊の課題と言

える。 
 
【更なる見直しの観点】 

（１）現行の公的支援の見直しについては、各法科大学院において組織見直しの促進や入学

者選抜における競争倍率の改善が図られるなど一定の成果が見られ、例えば、入学者選

抜における競争倍率が2倍未満であった法科大学院は、平成22年度は40校、平成23年度

は19校、平成24年度は13校と年々減少しており、その状況は着実に改善されてきている。 
 
（２）しかしその一方で、深刻な課題を抱える法科大学院において、入学定員と実入学者数

の乖離が大きくなるという状況が見られる。具体的には、入学定員充足率が50％未満で

ある法科大学院は、平成22年度は12校、平成23年度は21校、平成24年度は35校と年々

厳しい状況となっている。 
 
（３）このような状況を改善するため、文部科学省においては、各法科大学院への入学者選

抜における競争倍率及び司法試験合格率等の二つの指標に加え、現在の入学定員と実入

学者数が大きく乖離する実態を是正する観点から、法科大学院の入学定員の充足状況を

新たな指標として追加する措置を講じる必要がある。 
 
（４）この新たな指標の導入をきっかけに、実際の入学者数が定員より大幅に下回っている

法科大学院においては、その理由を分析し、質の高い教育を提供できる体制となるよう、

入学定員の削減を含めた組織見直しに直ちに取り組むことが期待される。 
 
【新たな指標の導入にあたっての留意点】 

（１）新たな指標の導入の際には、入学定員の充足状況を指標に追加する場合に、課題を抱

える法科大学院において競争倍率の確保も同時に図られるよう、指標の組み合わせ方な

どに工夫が必要である。 
    
（２）また、入学定員充足率には歩留りが関係するため、大学が予期できない大幅な変動が

起こりうることに配慮する必要がある。 
 
（３）更に、既に平成25年度入学者選抜の学生募集を開始している法科大学院があることに

鑑み、新たな指標の導入にあっては、平成25年度入学者選抜における混乱を招かないよ

う配慮が必要である。 
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○ 高等教育段階における教育費負担の軽減の現状

１ 授業料等減免措置

【国立大学】
平成23年度予算 平成23年度 平成23年度 平成24年度予算

補正予算 補正予算 ※復旧・復興枠を含む

（第1号） （第3号）

予算額 225億円（29億円増） 8億円 10億円 268億円（43億円増）

①254億円

②14億円

学部・修士：7.3% 学部・修士：8.3%

対象 博士：12.5% 被災学生 博士：12.5%

約4.2万人 約0.3万人 約5.0万人

（うち被災学生分：約0.2万人）

平成25年度予算

※復旧・復興枠を含む

予算額 291億円 （23億円増）

①280億円

②11億円

学部・修士： 9.3%
対象 博士 ：12.5%

約5.4万人

（うち被災学生分：約0.2万人）

※ ①意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう必要な経費を支援。

予算額は、対象人数に授業料標準額を乗じて積算。

②東日本大震災により被災した学生の修学機会を確保するために必要な経費を支援。

復興特別会計。

【私立大学】

平成23年度 平成23年度

平成23年度予算 補正予算 補正予算 平成24年度予算

（第1号） （第3号）

予算額 49億円（9億円増） 34億円 14億円 119億円

※① ※② ※② ※ ①58億円

②61億円

対象 学生数の約1.6％ 被災学生 約5.4万人

（約3.3万人） 約1.2万人 （うち被災学生分：約1.9万人）

【３２】
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平成25年度予算

予算額 120億円 （1億円増）

※ ①70億円

②50億円

約5.9万人

対象 （うち被災学生分：約1.6万人）

※ ①授業料減免等の1/2を補助、学生の経済的支援体制の構築への支援3億円を含む

②東日本大震災による被災学生に対して、授業料減免等の2/3を補助。復興特別会計。

※ 対象者数・予算額は、実績を基にした見込みに基づき設定。

参考：平成23年度実績 ①１人当たり約15.7万円を補助 ②１人当たり約31.8万円を補助

【公立大学】

公立大学（公立大学法人）への国の授業料等減免に関する措置は、平成２４年
度の交付税算定において、授業料収入の１１．５％を授業料減免等に係る欠損分と
して考慮している。
（参考）

平成23年度 うち震災関連

実績額 35.9億円 4.9億円

対象 学生数の7.2％(約1.0万人) 被災学生

(実績) 学部:6.6%、大学院：11.2% 約0.1万人

短大：7.7%
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日本学生支援機構 奨学金事業の充実

教育の機会均等や人材育成の観点から、経済的理由により修学に困難がある

学生等を支援するとともに、意欲と能力のある学生等が経済的にも自立し、

安心して勉学に励めるよう、奨学金事業の充実を図る。

平成２５年度予算 事 業 費総 額：１兆１，９８２億円（７１９億円増）
貸 与 人 員： １４４万３千人（８万８千人増）

◇ 無利子奨学金 ４２万６千人（２万７千人増）※１

◇ 有利子奨学金 １０１万７千人（６万１千人増）※２

※１ 新規増 １万３千人（うち被災者枠４千４百人）、
前年度までの貸与分の進級に伴う増 １万４千人

※２ 前年度までの貸与分の進級に伴う増のみ

特に、無利子奨学金の貸与基準を満たしながら貸与を受けられない者の

解消に向けた拡充に重点化。

【貸与月額】（大学院修士課程）

無利子奨学金 ５・８.８万円から学生が選択

有利子奨学金 ５・８・１０・１３・１５万円から学生が選択

※１ 無利子奨学金と有利子奨学金の併用貸与も可能。

※２ 法科大学院においては、有利子奨学金１５万円を選択した場合に限り、

４万円又は７万円の増額が可能。

※３ 有利子奨学金の貸与利率

上限３％（ただし、在学中は無利子）。

利率見直し方式（５年ごと）か利率固定方式を学生が選択。
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【これまでの取組】

政府全体における制度の在り方に関する検討を

待たずに対応できる実施上の課題について

改善方策の速やかな検討・実施が必要

１．法科大学院教育の成果の積極的な発信

○ 法科大学院の教育の成果を広く社会に発信する取組を促進
○ 法科大学院修了者が広く社会で活躍できるよう支援するため、進路状況の正確な把握、就職支援の充実
方策を推進

２．課題を抱える法科大学院を中心とした入学定員の適正化、教育体制の見直し等の取組の加速

○ 課題を抱える法科大学院へのフォローアップ等の対応を強化
○ 法科大学院への公的支援について、入学定員の充足状況を新たな指標とするなど更なる見直しを実施
○ 組織改革の加速が促進されるよう、組織見直しのモデル及びその推進方策を提示

３．法学未修者教育の充実

○ 法学未修者教育に関する優れた取組の共有化を促進
○ 効果的な授業等の教育手法の確立や入学前の教材開発など、法学未修者教育の充実方策を検討するため
の新たなＷＧを設置

４．法科大学院教育の質の改善等の促進

○ 適性試験の内容等の検証など入学者選抜の改善を推進
○ 教員の資質能力向上の取組の充実、実務家教員の配置割合や適正なクラス規模の検討など質の高い教育
環境を確保

○ 認証評価結果の積極的な活用を通じた法科大学院教育の改善を促進
○ 司法修習終了直後の法曹有資格者に対する支援など法科大学院による継続教育への積極的な取組を促進

課題① 法科大学院間の差の拡大

● 司法試験合格率（累積）に大きな差が存在

・指標を超える大学の平均は約５０％

・指標を下回る大学の平均は約１５％

（※指標＝平均合格率の半分を仮指標に設定）

● 競争倍率が２倍未満の法科大学院が１３校存在

【今後の改善方策】

中央教育審議会 大学分科会 法科大学院特別委員会

『法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について』の概要

平成21年の特別委員会報告において示された、①入学者の質の確保、②修了者の質の保証、③教育体制の充実、
④質を重視した評価システムの構築に関する改善方策について、文部科学省及び各法科大学院が取り組んだ結果、
これまで入学定員の適正化や厳格な成績評価・修了認定の徹底など、一定の成果をあげてきたところ

・ 法科大学院の入学者数は、入学定員の適正化等により、ピーク時と比べて４割以上の減。

・ 標準修業年限修了率は、厳格な成績評価等により、約７割に。

・ 司法試験合格状況は、政府目標年間3,000人に達成せず2,000人をやや上回る数で推移する一方、受験者数
が増加した結果、各年の合格率は低下傾向

課題② 法学未修者と法学既修者間に

おける差の拡大

● 標準修業年限修了率は、法学既修者と法学未修

者で差が拡大（既修者約９割、未修者約６割）

●司法試験の累積合格率は、既修者は６～７割程度、
未修者は３～４割程度。（ただし、未修者の合格者
数は増加）

【現状と主な課題】
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法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告 （概要）

司法制度改革で目指された姿司法制度改革で目指された姿

司法制度改革の理念に基づき、多様なバック

グラウンドを有する者に充実した教育を行う

ことで、法学未修者が安心して、法科大学院

で学び、法曹を目指せる環境整備を目指す

（４） 多様な者が混在して学ぶことに関する課題

・ 同一の教育課程の中で三者が混在して学ぶため、それぞれに対するきめ細やかな対応を取ることが難しい

◇ 法曹として共通に必要

とされる法律に関する

基礎・基本の徹底

◇ 法科大学院間で共通的な

到達度判定に資する仕組

の導入に向けた検討

◇ 個々の学生に応じ、きめ

細やかに対応する教育課

程内外の学修支援

◇入学者の多様性に応じた

柔軟な履修を可能とする

体制整備に向けた検討

【改善の主なポイント】

（４） 充実した教育体制・支援体制の整備

○ ＦＤなど教員の資質向上の促進や、夜間開講制の充実

の検討など教育支援体制の整備

○ 法科大学院は、学部段階での専門分野を問わず、

社会人等にも広く門戸を開放

法学未修者の現状法学未修者の現状

○ 修了者のうち、相当程度（例えば約７～８割）の者が

司法試験に合格できるような充実した教育を実施

し
か
し
現
実
は
・・・

● 入学者に占める社会人、法学部以外の学部出身

者が大幅に減少

● 法学未修者の司法試験における累積合格率は

3～4割 （※法学既修者は約6～7割）

法学未修者教育を巡る法学未修者教育を巡る 『『４つの課題４つの課題』』

・ 法律学に関する専門的知識や、
学修を進める前提の基盤がない

・ 法的な考え方になじめない学生が
一部存在

（１） 法学部以外の学部出身者を巡る課題

・ 仕事を続ける社会人が学修しやすい

環境の不足

（２） 法学部出身者を巡る課題

・ 法学を初めて学ぶ者との間で
差があり、学修意欲等の面で
全体に影響を及ぼす可能性

・ 法的な考え方になじみにくい
学生が一部存在

（３） 社会人経験を持つ者を巡る課題

１．システム改革に向けた検討

○ 法科大学院志望者への入門的な教育機会提供の促進

○ 法科大学院入学予定者に対する学修支援の促進

（１） 「入学前」 における充実方策

○ 到達目標の設定や法学の基礎・基本の徹底など教育

内容の改善

○ 講義の適切な活用や小テスト・ICT等を活用した学修

定着・理解度把握の推進など教育方法等の改善

（２） ｢入学後」 における充実方策

○ 修了生への学修支援や卒後の動向把握・就職支援等の

充実

（３） 「卒業後」 における充実方策

法学未修者教育に関する充実方策法学未修者教育に関する充実方策

２．入学前から卒業後を一貫した充実方策

（１） 法科大学院全体を通じた厳格な到達度判定

の仕組みの検討

【具体的な方策】

○ ２年次進級時に、「共通到達度確認試験（仮称）」を
導入するなど厳格な進級判定の仕組の検討

○ ３年次進級時に、その後学修に必要な法的知識・

能力の修得を厳格に判定する仕組の検討

○ １年次は、憲法・民法・刑法など基本的な法律科目

をより重点的に教育し、基礎・基本の徹底を図る

○ 他学部における学修経験や実務経験・社会経験等

を考慮し、基礎法学・隣接科目や展開・先端科目の

履修を一部免除することができる仕組みを検討

（２） 基本的な法律科目をより重点的に学ぶことを

可能とするための改善の検討

○ 入学者選抜において、法的なセンスの判定精度を

高めるための手法等の改善･見直しの検討

（３）法学未修者に対する入学者選抜の改善の検討
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はじめに 

・平成 24 年 7 月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「特別委員

会」という。）から提言された「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策につ

いて」で課題として指摘されているように、現在、法学未修者については、法科大学

院への社会人や法学部1以外の学部出身者の入学者数が減少傾向にある中、標準修業

年限修了率や司法試験合格率でも法学既修者との差が大きくなり、かつ、さらに拡が

りつつある状況にある。このことは、入学者選抜の競争性の確保や司法試験合格状況

などで法科大学院間の差が拡大しつつあることとあいまって、法科大学院を中核とし

た法曹養成制度全体に対する社会的信頼を揺るがしかねない要因となっている。 

 

・司法制度改革が目指した新しい法曹養成制度においては、多様なバックグラウンドを

有する者を法科大学院に受け入れて養成し、質・量ともに充実した人材を法曹に送り

出すという理念を掲げており、この理念を達成するためにも、法学未修者に対する教

育課程や教育方法等における現状を分析して課題を洗い出し、速やかに改善を図るこ

とが必要不可欠である。 

 

・このため、本ワーキング・グループでは、各法科大学院に対する状況調査、委員発表、

法科大学院からのヒアリングなどを行った上で集中的な審議を行い、法学未修者教育

の現状と課題及びその充実方策に関する調査検討結果をとりまとめた。 

 

・各法科大学院においては、本ワーキング・グループにおける検討結果を踏まえ、法学

未修者教育の更なる充実に向けた改善に取り組まれることを、文部科学省において

は、法学未修者教育の充実に向けて必要な施策の立案・実行が行われることを期待し

たい。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 主として法学を履修する課程を想定しており、必ずしも学部の名称が「法学部」であるかを問わない。以下同様。 
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１．法学未修者教育の現状 

（１）司法制度改革において目指している姿と現状 

・司法制度改革では、法曹の人的基盤の拡充に向けて、高度の専門的な法的知識を有

することはもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付

け、社会の様々な分野において活躍する法曹を養成することを目指している。特に、

社会人等としての経験を積んだ者を含め、多様なバックグラウンドを有する人材を

多数法曹として受け入れるため、プロセスとしての法曹養成の中核的な教育機関で

ある法科大学院には、学部段階での専門分野を問わず広く受け入れ、また、社会人

等にも広く門戸を開放する必要があるとされているところである。 

 

・しかしながら、入学者の状況についてみると、法科大学院制度が平成 16 年度に創

設されて以降、法科大学院に進学する者のうち、多様なバックグラウンドを有する

者として考えられた社会人経験を積んだ者や法学部以外の学部出身者の割合は年

々減少する一方、法学未修者として３年間の教育課程に入学する者に占める社会人

経験を持たない法学部出身者の割合は増加する傾向にある。 

 

・また、標準修業年限での修了率に関しても、成績評価・進級判定・修了認定の厳格

化に向けた取組が進められてきたことにもよるが、法学既修者と比較した場合、法

学未修者の標準修業年限の修了率は減少傾向にあり、最近のデータでは、法学未修

者のうち半数近くの者は標準の３年では修了できていない状況にある。 

 

・さらに、司法試験合格状況についても、法学既修者の合格率に対し、法学未修者の

合格率は半分近くまで低下するといった状況にある。 

 

（２）これまで法学未修者教育の充実方策として講じられてきた方策 

上記（１）に挙げられる事態に対し、これまで中央教育審議会においても改善方策が

議論されており、平成 21 年の特別委員会報告を踏まえ、法学未修者教育の充実に向け

て、以下に掲げる改善方策が推進されてきたところである。 

 

①法学未修者について、１年次における法律基本科目の基礎的な学修を確保するた

め、各法科大学院が法律基本科目の単位数を最大６単位まで増加させて１年次に配

当することを可能とする省令改正を実施。 

この改正により、平成 23 年度現在、50 校において１年次の法律基本科目の配当科

目数が増加されるなど、法学未修者の教育の充実が図られている。 

 

②法学未修者の自学自修を支援する体制の充実も図られるべきであるとの指摘を受

け、正課の授業以外において、法科大学院の教員によるオフィスアワーなどにおけ

る学修指導、上級年次の法科大学院生・修了者によるメンターないしチューター制
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度の活用、ＴＡ（ティーチング・アシスタント）によるサポートなどの体制整備が

進められつつある。 

 

③成績評価・進級判定・修了認定の厳格化の必要性についての指摘を受け、進級制を

導入する大学が、平成 18 年度の 56 校から平成 23 年度には 70 校まで増加するとと

もに、法学既修者、法学未修者を合わせた全修了者のうち、平成 18 年度において

標準修業年限で修了した者が 80.6％であったところ、平成 23 年度においては 68.7

％まで低下してきている。 

 

（３）法学未修者の現状 

①「入口」の状況 

・法科大学院への志願者数は、平成 24 年度においてのべ 18,446 人であり、法科大学

院制度を創設した初年度に当たる平成 16 年度の 72,800 人と比較して約４分の１、

翌 17 年度の 41,756 人と比較しても約２分の１まで減少している。 

 

・平成 24 年度の総入学者数は 3,150 人であり、最も入学者が多かった平成 18 年度

（5,784 人）と比較して 2,634 人の減少となっている。そのうち、法学未修者につ

いては、平成 18 年度の 3,605 人から平成 24 年度は 1,325 人と 2,280 人も減少して

おり、減少した総入学者数に占める法学未修者の入学者数の割合は約 86％と極めて

大きい。 

 

・さらに、平成 24 年度に入学した法学未修者に占める法学部出身者は 929 人で、そ

の割合は 70.1％と、平成 16 年度の割合 50.9％と比較しても相当程度上昇している

一方、法学部以外の学部出身者の入学者数は平成 16 年度の 1,677 人から、平成 24

年度の 396 人と大幅に減少している。 

 

②「学修」の状況 

・厳格な成績評価による進級判定等が進められてきた結果、法学未修者における１年

次から２年次への進級率2は、平成 16 年度には 94.7％であったが、平成 23 年度に

は 76.3％と、約４人に１人は２年次に進級できない状況になっている。 
 

・また、標準修業年限での修了率に関し、法学既修者については、平成 21 年度入学

者は 89.6％となり、平成 16 年度の 92.6％と比較してもほぼ９割前後で推移してい

るが、法学未修者については、平成 16 年度入学者の 75.1％から、平成 21 年度入学

者の 56.8％と顕著に低下している。この問題は、法学既修者の９割近くが２年で修

了しているのに対し、法学未修者の半数近くが３年では修了できずにいるというこ

とを意味しており、法学既修者と法学未修者との間の差が大きい状況にあると言わ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2 長期履修者を除く 
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ざるを得ない。 

 

③「出口」の状況 

・法科大学院修了者の司法試験合格状況については、法学既修者の総受験者に占める

合格者の割合が 61.2％であるのに対し、法学未修者の総受験者に占める合格者の割

合は 29.6％とその差は顕著である。また、既に結果が確定している平成 18 年度及

び平成 19 年度に修了した法学既修者と法学未修者を比較すると、法学既修者の累

積合格率は平成 18 年度に 63.4％、平成 19 年度に 65.4％であるのに対し、法学未

修者の累積合格率は平成 18 年度に 39.5％、平成 19 年度に 32.6％となり、法学既

修者と法学未修者との間の司法試験合格率の差は、さらに拡大する傾向にある。 
 

・一方、各年の司法試験において、法学未修者の合格者数は平成 16 年の 636 人から

平成 24 年は 873 人と増加傾向にあることが見られ、総入学者に占める法学未修者

の数が減少する中にあっても、一定の司法試験合格者を出している状況にあると言

える。 
  

（４）法科大学院間の差 

・法学未修者の状況について個々の法科大学院ごとに分析したところ、例えば、司法

試験の合格状況を見ると、法学未修者の総受験者に占める合格者の割合が 60％以上

の法科大学院から 10％未満の法科大学院まで幅広く分布している。そのうち、全国

平均である 29.6％を上回る法科大学院は 25 校あり、全体の約７割にあたる 3,222

人の合格者を出している。一方、その平均を下回る法科大学院は 49 校で、全体の約

３割にあたる 1,511 人の合格者を出しているが、さらに全国平均の半分以下となっ

ている法科大学院が 16 校存在し、全体の 5.5％に当たる 259 人の合格者を出してい

る状況にある。 
 

・以上のことから、法学未修者教育についても、法科大学院の間で大きな差があり、

とりわけ、特に深刻な課題を抱える法科大学院が一部存在していると言わざるを得

ない状況にあると考えられる。 
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２．法学未修者教育の課題について 

上記１．で見た法学未修者教育の現状から、今後改善を検討すべき課題については、

概ね以下の４つの観点に整理できるものと考える。 

 

（１）法学部以外の学部出身者を巡る主な課題 

・法学部以外の学部出身者は、大学等において体系的に法学を学んだ経験がなく、法

科大学院に入学して、初めて本格的な法学に関する学修に取り組むことになること

から、まず法学の基礎的な学識の修得が課題となる。したがって、特に１年次にお

いては、法学に関する学修の方法や法律用語の理解など、法科大学院における学修

を進めるに当たって前提となる基盤ができていない可能性があることについて十

分配慮して教育課程を構築する必要がある。 

 

・また、入学者の中には、法理論を身に付けていく上で必要となる法的思考力、ある

いは事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力など、

法的な考え方になじめない学生が一定数存在することが課題として指摘されてい

る。 

 

・さらに、法科大学院において継続して学修を続けることにより、徐々に理解が進む

者もいれば、ある時何らかのきっかけで一気に理解が深まるという者も存在するな

ど３年間の学修の進み方にも個人差があることに留意する必要がある。同時に、３

年間の教育課程を経ても、なお法曹に共通して必要とされる水準にまで至らない学

生への対応も課題として挙げられる。 

 

（２）法学部出身者を巡る主な課題 

・現在、標準修業年限３年の教育課程に入学する者の中で、学部段階で法学を学修し

た者が大勢を占めているが、この教育課程は、法学の基礎的な学識を有していない

者を対象としているものであることから、スタート時点において、法学部出身者と

法学部以外の学部出身者とでは、知識・理解度の面において大きな差があり、法学

部出身者にとっては学修に対する意欲や姿勢を保ちにくいなどの影響を及ぼす場

合があることが課題として挙げられる。 

 

・また、法学部出身者は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有

しているとの認定を受けない、あるいは受けられていないということを勘案して、

法科大学院入学後の教育上の工夫を要するとともに、法学部出身者であっても法的

な考え方になじみにくい学生が一部に存在することにも留意する必要がある。 
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（３）社会人経験を有する者を巡る主な課題 

・一定の社会人経験を経た上で法科大学院に入学する者については、職歴等の多様性

を背景として、入学時点における法学に関する学識や専門的資質・能力の水準も様

々であると考えられる。 

 

・特に、民間や公務の分野で活躍するなど豊かな社会人経験等を有している者につい

ては、視野を広げたり、専門領域の幅を広げたりすることよりも、基本的な法学に

関する科目の確実な修得が求められるが、その点に注力した指導がしにくいといっ

た課題があると考えられる。 

 

・また、社会人経験を有する者の入学者数が減少傾向にある現状をみれば、法科大

学院への進学、修了に対する動機付け・モチベーションの不足が課題であると考

えられる。特に、仕事を続けながら法科大学院に通うことを希望する社会人にとっ

ては、学修時間が夜間等に限られるなどの時間的制約の中で効果的・効率的に学修

することができる環境整備が不足しているのではないかという点が課題として考

えられる。 

 

（４）上記（１）～（３）の者が混在して学ぶことに関する課題 

・以上のとおり、法学未修者は、法学部出身者と法学部以外の学部出身者に大別され

るとともに、それぞれに学部等から直接進学する者と社会人経験を経て入学する者

がいることから、法学未修者として同一の教育課程の枠組みの中で、法学に関する

学識や専門的資質・能力の水準が異なる者が混在して学ぶこととなる。その中で、

それぞれの学生の到達度には差があり、授業のみでそれぞれの学生に対するきめ細

やかな対応を取ることが難しい状況にあることから、授業の内容・方法に工夫が求

められるとともに、授業以外の時間においても、きめ細やかな対応を取ることが求

められると考えられる。 

 

・なお、その際には、法学部出身者が同じクラスにいることで、初めて法学を学ぶ他

の法学未修者が学修を進める上での刺激となり、良い影響を及ぼす効果もあること

について留意が必要である。 
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３．法学未修者教育に関する充実方策について 

（１）法学未修者教育の充実を通じて目指すべき姿 

上記１．及び２．で確認したように、現在の法学未修者については、社会人や法学

部以外の学部出身者など、多様なバックグラウンドを有する人材が減る傾向にある。 

しかしながら、司法制度改革審議会意見書では、「法科大学院には学部段階での専

門分野を問わずに広く受け入れ、また、社会人等にも広く門戸を開放する必要がある」

とされており、法科大学院は標準修業年限３年の教育課程を基本とする制度設計がな

されているものである。 

本ワーキング・グループとしては、法学未修者教育の充実に向けた改善方策の検討

・実施を通じて、司法制度改革における当初の理念に基づき、多様なバックグラウン

ドを有する者に対して更に充実した教育を行えるよう改善方策を講じることで、法学

未修者が安心して法科大学院で学び、法曹を目指せる環境を整えることを目指すこと

とする。 

その際、特に社会人や法学部以外の学部出身者の特性を踏まえて、法学未修者教育

の充実に向けた改善方策を検討・実施し、法曹の多様性の確保に資することに配慮す

ることとする。 

 

（２）具体的な充実方策 

本ワーキング・グループとしては、上記（１）を前提として、法学未修者教育が抱

える課題の解決を目指した法学未修者教育の充実方策として、次に掲げるものを検討

・実施していく必要があると考える。 

なお、これらの方策については、あくまで、専ら法曹の養成のための教育を行うこ

とを目的とする法科大学院における教育の充実を目指すものであることに留意が必

要である。また、具体的な充実方策に取り組むに当たっては、例えば、文部科学省令

又は告示の一部改正に伴い、認証評価機関における評価基準及び留意事項の改訂がな

されるなど、現在の法科大学院制度や認証評価の規定、それらの運用の改善について

も所要の見直しがなされる必要がある。 

 

【Ⅰ．システム改革に向けた検討】 

（１）法科大学院全体を通じた厳格な到達度判定の仕組みの検討 

法科大学院については、修了生、特に法学未修者の司法試験合格率が低迷している

ことから、その修了生の質の保証が強く求められているが、上記のとおり、法学未修

者の３年間の学修の進み方には個人差があると同時に、この教育課程を経ても、なお

法曹に共通して必要とされる水準にまで至らない学生も少なくない。 

そこで、法学未修者に対する教育の質保証の観点から、３年間の教育課程の充実は

もとより、その教育を通じ、将来の法曹として求められる法学的な素養や法的思考力

等をどの程度修得できたのかを教育課程の各段階で客観的に把握し、その後の教育指

導に活かすことが重要である。 
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さらに、法学未修者が学ぶ３年間の教育課程における２度の進級判定の在り方を抜

本的に見直し、学修の到達度を客観的に把握するとともに、次の年次に進級し、新た

な学修に取り組むことが適当かどうかを厳格に認定することができる新しい体系的な

仕組みの導入を検討する必要があると考える。 

法学未修者１年次については、公法系・民事系・刑事系の基本的な法律である憲法

・民法・刑法といった法律基本科目をより重点的に教育することで、その基礎・基本

の修得の徹底を図る（具体的な改善内容は後述（２））とともに、２年次への進級に

当たっては、法学未修者の中に法的な考え方等になじめない者が一部存在する可能性

があることも踏まえ、２年次以降の教育課程における学修への適性等を判定するため、

憲法、民法、刑法等の基礎的な学識や法的思考力を客観的かつ厳格に評価することが

必要である。特に、２年次からは法学既修者も受講する授業を学ぶことになることか

ら、各学生は、進級に当たり、１年間の学修到達度を確認し、その後の学修につなげ

ることも期待される。 

このため、法科大学院教育全体の質保証を図るという観点から、「共通到達度確認

試験（仮称）」の導入など法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行う仕

組みの構築を検討することとする。なお、この仕組みを全法科大学院共通で実施する

ことを念頭において構築することによって、個々の法科大学院間に差が生じている現

状や学生数が著しく少ない法科大学院が増加しつつある現状の中で、学生は全国規模

の比較の中で自らの学修到達度を把握することも可能となり、各法科大学院の教育内

容の改善はもとより、各学生の学修促進にも資するという利点があると考えられる。 

 

また、多くの法科大学院では、２年次において、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、

刑事訴訟法、商法、行政法などの法律基本科目等に関して大学院レベルの高度な知識

・能力の修得を目指した双方向の授業によるカリキュラムを組んでいるところであ

る。 

そして、３年次は、これら法律基本科目の修得をベースとして、例えばエクスター

ンシップやリーガルクリニックなど実務に関する体験的学修や、法曹実務・企業法務

等において求められる、より発展的な学修をすることとなっている。 

このため、２年次から３年次への進級に当たっては、各大学におけるカリキュラム

の編成や法学未修者の学修の進み方に関する個人差を考慮すれば、画一的な方法によ

る実施はふさわしくないと考えられるものの、その後の発展的な学修に取り組むため

に必要となる法的な知識を活用して課題を解決する能力が確実に修得できているか

どうかを客観的かつ厳格に判定することができる仕組みの導入を検討することが重

要である。 

 

上記の到達度判定の仕組みを導入するに当たっては、２年次あるいは３年次以降、

予定通り標準修業年限での修了を目指して通常の教育課程を進むのか、それともより

時間をかけて学修する方向に転換するのか、各学生の適性・能力等に応じて法科大学
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院在学中でも「長期履修コース」への転換を可能とするなどの柔軟な対応を検討する

ことが求められる。その際、長期履修制度に対応した（独）日本学生支援機構の有利

子奨学金が活用されるよう各法科大学院において周知に努める必要がある。 

また、法学未修者は、法科大学院への入学者選抜の段階では法学の基礎的な学識は

問わずに入学が認められている者であることを踏まえ、進級判定の更なる厳格化を推

進することとあわせて、個々の学生の法学に対する適性の有無や本人の希望等に応じ

て、法曹以外への進路の途中変更もより円滑に行える仕組みについても別途検討する

ことが求められる。 

なお、在籍学生の進級判定に関する最終的な判断は各大学が行うものであり、上記

の仕組みについても、各大学の判断でその活用の程度などが決められるよう制度設計

することが必要である。 

その際、進級判定の客観性及び厳格性が確保されることで法科大学院制度の全体と

しての信頼性を高めるとともに、学生にとっても全国規模の比較の中で自らの学修到

達度を把握することが可能となる利点があることから、各法科大学院が「共通到達度

確認試験（仮称）」を活用した進級判定の更なる厳格化の取組に主体的に参加するこ

とが期待される。 

 

（２） 基本的な法律科目をより重点的に学ぶことを可能とするための改善の検討 

法学未修者については、法学の基礎的な学識が全くない者も、最終的には３年間の

教育課程修了時までに法学に関する知識・能力を法学既修者と同等のレベルにまで引

き上げる必要がある。したがって、特に学修の出発点である１年次については、公法

系・民事系・刑事系の基本的な法律である憲法・民法・刑法といった法律基本科目を

より重点的に教育することで、基礎・基本の修得の徹底を図ることが求められる。 

法科大学院が開設すべきとされている４つの授業科目（「法律基本科目」、「法律

実務基礎科目」、「基礎法学・隣接科目」、「展開・先端科目」）について、各学生

の授業科目の履修がいずれかに過度に偏ることのないよう配慮しつつも、これまでの

法学未修者と法学既修者との間での標準修業年限修了率や司法試験合格状況の差を

勘案して、法学未修者が法律基本科目をより重点的に学ぶことができるようにする工

夫が必要である。 

基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目は、学生の視野を拡げるとともに社会の様

々な領域における法的ニーズの増大・多様化に対応できるようにするという趣旨から

設けられていることから考えると、法学未修者が有する多様で幅広い法学部以外の学

部における学修経験や実務経験・社会経験等を考慮すれば、必ずしもそうした基礎法

学・隣接科目や展開・先端科目を法学既修者と全く同一レベルで履修する必要はない

とも考えられる。 

したがって、法学未修者、特に社会人・法学部以外の学部出身者については、法学

部以外の学部における学修経験や実務経験・社会経験等を考慮して、基礎法学・隣接

科目や展開・先端科目の履修を一部免除し、より法律基本科目に注力して学ぶことが
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できる仕組みの導入を検討することが重要である。 

 

（３） 法学未修者に対する入学者選抜の改善の検討 

法学未修者については、法学の学修経験がなく、法科大学院に入学して初めて法

学を学ぶ者が一定程度存在していることから、入学後に結果として法学になじめな

い者が一部生じてしまうという現状がある。 

他方、入学者選抜の段階では、法律科目試験を実施することはできないため、法

学になじめるか否かを判定するのは容易ではないが、法学になじめる者を判定する

精度を上げる努力は引き続き必要である。 

このため、まず入学者選抜における適性試験の在り方については、法科大学院に

おける履修の前提となる判断力、思考力、分析力、表現力に関する能力をより高い

精度で測ることで、その後法科大学院で行われる教育への適応性を見極めることが

できるよう、特に、第一部・第二部・第三部ごとの各学生の成績とその後の法科大

学院での成績及び司法試験の結果との相関性を調査することも含め、その仕組みの

改善・見直しなどに継続的に取り組むことが期待される。 

また、各法科大学院においては、独自に実施する小論文の設問の工夫、あるいは面

接試験の工夫などの改善に取り組むことが期待される。さらに、入学者選抜段階にお

ける適性試験や入学試験の結果とその後の法科大学院における成績及び司法試験にお

ける成績との間の相関関係を継続的にチェックし、そこで得られた結果を基に適性試

験や入学試験に反映することや、得られた結果を各法科大学院間で情報共有すること

を通じて、法的なセンスの判定精度を高めることができる手法を検討・実施すること

が望ましい。 
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【Ⅱ．入学前・入学後・卒業後を一貫した法学未修者教育の充実方策】 

（１）法科大学院「入学前」における教育の充実方策 

①これから法科大学院を目指す者に対する入門的な教育機会の提供 

法科大学院への志願者が減少する中で、多様なバックグラウンドを有する者が少

しでも多く法曹を目指し、法科大学院を志願することになるよう、あらゆる努力を

講じることが急務である。 

このため、これから法科大学院を志望しようと考えている者を対象に、法学の学

識や法的な考え方等を学ぶきっかけや、法的な考え方が自分に合うかどうかを確認

する機会となるよう、法学に関する優れた入門教材の作成や、インターネット等を

活用した優れた法学講座の配信等の取組について検討する必要がある。その際、法

学を初めて学ぶ者に対する教育のノウハウを有すると考えられる法学部との連携

・協力も視野に入れて、例えば、法科大学院への入学を希望する者に対する特別コ

ースのほか、法学部の授業の活用などの取組も検討していくことが望まれる。 

同時に、各法科大学院においては、法曹が職種として持つ将来の可能性やその魅

力についても、法学の教育内容と併せて積極的に発信していくことが望まれる。 

 

②法科大学院入学が内定している者に対する事前の学修支援の促進 

多くの法科大学院における入学者選抜は入学前年度の秋頃を中心に実施され、そ

の合格者が決まっていくことになるが、翌年４月の入学まで数ヶ月程度期間がある

ことに着目して、法科大学院に入学し、初めて本格的に法学に関する学修に取り組

む法学未修者に対し、その学修方法や法律用語の理解など、法科大学院における学

修を円滑にスタートするために必要な基盤をできるだけ早く身に付けることがで

きるよう支援することが期待されている。 

このため、各法科大学院においては、入学が内定している者に対し、入学前ガイ

ダンスの実施や入門用の基本書・教材の紹介及び学修の奨励など事前準備に取り組

んでいく必要がある。 

 

（２）法科大学院「入学後」における充実方策 

①法学未修者に対する教育内容の改善 

現在、法科大学院修了生が、将来の法曹となるにふさわしい法学の学識を修得し

ていることを保証する観点から、修了者が共通に備えておくべき能力等の到達目標

モデルが策定され、全ての法科大学院に対して提示されているが、特に法学未修者

にとって、法科大学院における学修を通じて目指すべき目標となる重要な指針の一

つであると言うことができる。 

このため、各法科大学院においては、この共通的な到達目標モデルを踏まえ、特

に１年次については、その内容を厳選するなどの創意工夫をしながら、各々具体的

な到達目標を設定するとともに、それに応じた教育課程の見直し・改善に取り組む

ことで法学未修者教育の充実に努める必要がある。 
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また、法学未修者は、法学の基礎・基本を徹底的に身に付ける必要があることか

ら、各法科大学院においては、例えば講義形式を中心とする基礎的な授業科目の充

実はもとより、別途その科目に関する補充的な演習科目を設けて履修可能とするこ

となどにより、法学未修者の理解を深めるといった取組を進める必要がある。併せ

て、法曹として共通的に必要とされる法的文書の作成の基礎的技能を伸ばすこと

は、法科大学院教育において求められている役割の一つであることから、法的文書

作成に係る授業科目を設定するなど更に充実した内容とする取組を進める必要が

ある。 

なお、各法科大学院の限られた教育資源でこれらの方策を実現するためには、例

えば、法律基本科目など講義形式を中心とする授業科目については、双方向性は確

保しつつも、必ずしも少人数授業にこだわらないこととし、教員の余力を補充的な

演習科目等に振り向けることができるようにすることも検討する必要がある。 

 

法学未修者のうち、これまで法学を学んだことがない者であっても、３年間の学

修を通じて修了時までには法学既修者と同水準まで到達することが求められるが、

１年次修了時の段階で、必ずしも法学既修者と同水準にならなければならないもの

ではない。 

このため、各法科大学院においては、各大学ごとに定めている到達目標について、

各年次においてどの程度まで到達すべきかについて提示するなど、それぞれの学生

の置かれた状況を踏まえたきめ細やかな情報提供の取組が進められることが望ま

しい。 

 

②法学未修者に対する教育方法等の改善 

法科大学院における授業方法等は、双方向的・多方向的で密度の濃いものとする

ことが求められている。しかしながら、法学未修者に対する標準的な３年間の教育

課程のうち、特に１年次の教育課程については、法学を全く学んでいない者を含め、

法学の基礎的な学識を問われずに入学している者が対象となることから、質疑応答

や討論を中心とした授業方法に過度にこだわるのではなく、法学の知識や法的思考

力等の基礎・基本の徹底を図るため、講義形式での授業方法を中心として取り入れ

るといった工夫が求められる。なお、講義形式を中心とする授業の規模については

従来よりも柔軟に考えるとともに、旧来の一方向的な授業とならないよう配慮する

ことが必要である。 

 

このため、各法科大学院においては、３年間の教育課程を通じて最終的に目指す

べき目標に到達できるよう、学生の理解度等の状況に応じて効果的な授業方法を使

い分けるなど適宜工夫することが求められる。その際、希有な事例や過度に難しい

事例を扱うのではなく、典型的な事例や適度な難易度の事例を素材とし、当該制度
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についての基本的な理解を徹底させるような授業を展開する必要があるとともに、

特に法学を学んだことのない者の指導に用いる教材開発にも取り組む必要がある。 

 

法学未修者に対するきめ細やかな指導を行うためには、学生の理解度を随時把握

し、つまずきが見られる場合には早期に指導助言することが重要であるため、各法

科大学院においては、効果的かつ効率的な手法として、ＩＣＴ等を活用しながら、

授業科目の単元毎に小テスト・中間テストを実施し、それらを通じて学生の理解度

を確認するなどの工夫に努めることなどが求められる。 

また、授業や演習の中で学生に修得した基本的学識を文書に表現させる機会を設

けるとともに、定期試験等の講評の機会等を捉えて模範的な学生の答案について公

表することや添削指導等の方法により、学生に文書作成能力を修得させる機会を積

極的に設けるといった取組を充実させていくことも必要である。 

 

さらに、法科大学院教育が一層効果的なものとなるためには、正規の教育課程の

充実はもとより、個々の学生の自学自修を促すことも重要であり、正課外における

学生の学修を支援することによって学生の理解度を高め、法科大学院における教育

の習熟度をより高めることが期待できることから、法科大学院には、学生の自学自

修を促進する環境を整備することが求められる。 

このため、各法科大学院においては、正課外や長期休業期間におけるゼミ開講や

チューター制の活用などの学修支援に努めることも期待される。 

 

（３）法科大学院「卒業後」における充実方策 

①修了生に対する支援の充実 

そもそも法科大学院を修了した学生に対する対応方策を講じることには限界が

あるが、法学未修者については、その修了後、法学既修者と比較して司法試験をよ

り長期にわたり受験する状況にあると考えられることから、法学未修者として修了

した者に対する可能な支援を検討することが求められる。 

このため、各法科大学院においては、修了者の状況に応じて適切な支援を行うた

めの前提として、修了後の動向把握の徹底を図るとともに、修了生に対して授業や

学校施設の開放の促進、就職支援を含む相談体制の確立・充実に努める必要がある。 

 

（４）多様な入学者に対応するための教育体制・支援体制の整備 

①教員の資質能力の向上のための取組の充実  

特に、法学を学んだことのない者が含まれる法学未修者に対する教育を充実させ

るためには、教育内容・教育方法の改善とともに、学生の指導に直接あたる教員の

資質能力の向上が求められる。 

このため、各法科大学院においては、教員の資質能力の向上のためのＦＤ（ファ

カルティ・ディベロップメント）について、研究者教員と実務家教員とが共同して
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行うＦＤ活動を更に促進することとし、国内外からの外部講師の招聘や講習会等へ

の参加、研究会の実施、着実な教育成果をあげている法科大学院の授業見学など教

員の資質能力を向上させる機会の確保等により積極的に取り組む必要がある。 

また、共通的な到達目標についても、ＦＤ活動に取り組むことを通じて教員間の

意識を共有化する必要があるとともに、当該法科大学院に在籍する学生の状況は様

々であることから、ＦＤ等を通じて、教員間での個々の学生に関する情報の共有を

密にするとともに、教育内容や教育方法についても不断の見直しに向けた検討を行

うことが必要である。 

 

②法学未修者が学修しやすい支援体制の整備  

現在、多様なバックグラウンドを有する法学未修者の入学者数が減少しているこ

とを踏まえ、特に社会人や法学を学んだことのない者を含む法学未修者が学修しや

すいような教育支援体制の整備が重要である。とりわけ夜間開講は、社会人が定職

に就きながら法曹を目指す手段として有効で、多様性の確保にも資するものである。 

このため、例えば地域ごとにいくつかの法科大学院が共同するなど夜間開講コー

スの充実を検討することが望まれる。 
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法学未修者教育の充実に向けた実践例①

～ 法学基礎教育に重点を置くカリキュラムの編成 ～

一橋大学 ～法学基礎教育を充実した教育課程～

■１年次のカリキュラムでは、法律基本科目を
重視（基本的に全て必修）。前期に憲法、民
法、刑法、後期に民事訴訟法、刑事訴訟法
を扱う。

■双方向的な授業の方式も取り入れつつ、ま
ずは知識の定着を目指して講義形式を中心
に講義を行う。

■また、特に法科大学院生は復習が疎かにな
りがちなため、穴埋め問題等の「小テスト」を
活用し、基本をしっかりと理解させる。

■さらに、純粋未修者を対象に、六法の読み方
等の基本的な情報を提供する「導入ゼミ」（１
単位、8回の講義）を実施。（9人（全体の約
36％）が受講）

中央大学 ～法律基本科目の増加を活用した未修者カリキュラムの強化～

■修了に必要な法律基本科目の単位
数を増加

※１年次と3年次に「総合系科目」を

新設し、単位数の割り振りも見直し

■１年次の法律基本科目を増加

※具体的には「刑法Ⅱ」 「基礎事案研究」

を新設、「生活紛争と法」を必修化

■1年次には、少人数できめ細かな指導

を行う、正規の授業科目として「基礎
演習」、課外の学修支援として「フォ
ローアップ演習」を提供

※「フォローアップ演習」には、法学未修

入学者のほぼ全員が参加
〔法律基本科目一覧〕

〔法学未修者１年次の科目履修例〕

憲法Ⅰ 2単位
民法Ⅰ 3.5単位
民法Ⅱ 3.5単位
民法Ⅳ 1単位
刑法Ⅰ 4単位
導入ゼミ 1単位
（刑事訴訟法）
法曹実務見学講習 -
憲法Ⅱ 2単位
民法Ⅲ 4単位
民事訴訟法 4単位
刑法Ⅱ 2単位
刑事訴訟法 4単位
比較法制度論 1単位

前期

夏

後期
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東京大学 ～基本科目演習 ５科目の新設～

■１年次に「基本科目演習」１単位×５科目（民法２科目、刑法、行政法、商法）を
追加。身につけた基本科目の定着を図る。

■20名以下の少人数クラスを専任講師が担当。各基本科目と同一の教材を使用

し、基本科目の復習や文章を書く練習を実施。

（毎年、休学者を除く未修１年次全員が受講）

■基本科目演習に対する授業評価の例

・ 授業を聞いてなんとなく理解したつもりになっていたが、この演習で理解の足り

ていない部分やどうしてそう考えるのかといった思考方法を教えて頂き、大変勉
強になった。

・ この演習を通じて、授業や教科書の情報をうまく整理し直すことができた。

・ 他の授業の予習に追われて消化不良になるところが、演習があることによって

強制的に復習せざるを得なくなったので助かった。

・ 講義内容を大まかに分かっただけでは、具体的な事例を解くことはできないとい

うことを実感できてよかった。

〔平成25年3月修了予定者の1年次の科目履修例〕

２０１０年夏 ２０１０年冬
（必修－法律基本科目）基本科目憲法 ２単位
（必修－法律基本科目）基本科目民法１ ４単位
（必修－法律基本科目）基本科目民法２ ４単位
（必修－法律基本科目）基本科目刑法 ４単位
（必修－法律基本科目）基本科目演習（民法Ｓ） １単位
（必修－法律基本科目）基本科目演習（刑法） １単位
（展開・先端科目）アメリカ法プログラム ２単位

（必修－法律基本科目）基本科目行政法 ２単位
（必修－法律基本科目）基本科目民法３ ４単位
（必修－法律基本科目）基本科目商法 ４単位
（必修－法律基本科目）基本科目民事訴訟法 ４単位
（必修－法律基本科目）基本科目刑事訴訟法 ２単位

（必修－法律基本科目）基本科目演習（民法Ｗ） １単位
（必修－法律基本科目）基本科目演習（商法） １単位
（必修－法律基本科目）基本科目演習（行政法） １単位

法学未修者教育の充実に向けた実践例②

～ 法学基礎教育に重点を置くカリキュラムの編成 ～
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法学未修者教育の充実に向けた実践例③

～ 基本科目の確実な修得に向けた取組の工夫 ～

東北大学 ～反復的・段階的な学修の重視と助教等による学修支援～

〔助教による指導の様子〕

■繰り返し段階的に学ぶことを重視

◇第1年次・基本科目（30単位必修）

①授業における議論の筋道を明確化
②講義形式を重視・活用
③小テスト・中間試験により理解度を
把握

◇第2年次・基幹科目（28単位必修）

未修者・既修者の理解度の平準化
に配慮

◇第3年次・応用基幹科目
（4単位まで選択可）

知識の定着、応用力・表現力の向上
に配意

■助教等による学修支援

◇学期中、助教がオフィスアワーを設定

◇法学未修者に対する補習ゼミを開設
平成20年度より第1年次末に実施
第2年次末にも実施（法学既修者も参加）

◇助教や研究大学院学生が指導を担当
開講科目は憲法、民法及び刑法
各年度の参加者は1科目当たり5名
(18%) から22名(44%)の間で推移

◇第1年次に学んだ内容を確認し、基本知
識を定着させる機会（第2年次より法学

既修者の学生と一緒のクラスで学ぶ基
礎固め）
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法学未修者教育の充実に向けた実践例④

～ 学生の学修意欲を引き出す取組の工夫 ～

明治大学 ～成績優秀者の表彰と厳格な成績評価～

■厳格な進級判定を設定しており、具体

的には、1年次から2年次の進級要件

として、必修科目の総単位数（30単位）

の5分の4（24単位）以上の修得、及び

必修科目のGPAで1.4以上の修得が

必要。平成23年度は12人（14.5％）が

不合格。

厳しい進級判定

成績優秀者の表彰

〔成績優秀者表彰式〕

■入学から3年次前期までに履修した全

科目の成績（GPA）が顕著に優秀な

学生に対し「成績優秀者表彰」を実施。

平成24年度は25人（うち法学未修者

15人）を表彰。

■ また、入学から2年次前期までに履

修した全科目の成績（GPA）が顕著に

優秀な学生に対し、「明治大学法科大

学院振興基金成績優秀者表彰」を実

施。平成24年度は20人（うち法学未

修者10人）を表彰。

■前年度の必修科目の成績（ＧＰＡ）が

顕著に優秀な2年生及び3年生に対し，

「明治大学法科大学院給費奨学金

（在学生）」を給付。平成24年度は2年
生17人（17人全員法学未修者），3年
生29人（うち法学未修者17人）に給付。

■ 2010年度より、成績不良者への退学

制度を実施。同一年次に引き続き2年

間在学する学生が、なお進級できない

場合、その年度末において退学となる。

平成23年度は9人（10.8％）が該当。
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法学未修者教育の充実に向けた実践例⑤

～ 手厚い教育支援体制 ～

早稲田大学 ～充実したアカデミック・アドバイザーの配置～

■早稲田大学出身の法律実務家がア
カデミック・アドバイザーとして、心身
両面において個人の学修を細やか
にサポート。

■純粋未修者に対し、入学前の導入
教育、1年次春学期のフォローアッ

プゼミによって、法律基本科目の学
修に必要な基礎的スキルの構築を
促進。（純粋未修者のほぼ全員が
受講）

■学修が進んでいる学生に対しては、
苦手科目の克服や発展的内容の学
修のために、テーマ別ゼミや法律文
書作成指導、コーチング指導など幅
広い視野による支援を展開。

京都大学 ～教育補助スタッフを活用した教育支援～

■教育補助スタッフ（法科大学院を修了して博士後期課程に進学した学生）及び法科
大学院を修了した助教により、未修者の学修を支援。

（平成24年度のスタッフ数：9人）

■具体的には、

・法律基本科目において、授業の進度に応じ、各科目の教員の助言の下に、知識確
認テストの問題を作成・実施。

・問題は基礎知識の確認に必要な範囲に限定。

・採点の結果は記録として残し、教員や教育補助スタッフ等が学生への助言をする
際の参考にする。（授業の成績には反映させない。）

・実施後、解説を配付し、質問を受け付ける。

■これにより、学生は自分がどの程度授業内容を理解できたか客観的に把握できる。

■スタッフは将来の法科大学院教員であるので、それに備えた教育の経験にもなる。

〔法律文書作成指導の一コマ 〕
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法学未修者教育の充実に向けた実践例⑥

～ 手厚い教育支援体制 ～

上智大学 ～若手弁護士等による手厚い学修支援～

〔チューター陣〕

〔ゼミの様子〕

■上智大学出身の若手弁護士が在校生に対

する様々な学修支援を実施。具体的には、

学修や受験のアドバイスを行うチューター

制度や、ＯＢ・ＯＧ会主催のゼミや論文個別

指導を実施。（チューターは約90人登録、活

動は主に各学年週1回程度、ゼミや論文個

別指導は年にのべ70回程度実施）

■未修者向けの授業（法学実務基礎）で数名

の若手弁護士が講師およびチューターの役

割を担うことによって、学生とチューターの

距離が近く、学生は気兼ねすることなく学修

上の相談ができている。チューターも授業を

とおして個々の学生の法律学についての習

熟度を了知しているために未修者に対する

適切な指導と、きめ細かいサポートが可能

となっている。

■入学直後のガイダンスにおいて、「法曹へ

の道」と題して、裁判官、検察官、弁護士に

よる各々の講話を提供し、法曹について具

体的イメージを持たせ、学修へのモチベー

ションを抱かせるよう努めている。
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法学未修者教育の充実に向けた実践例⑦

～ ＩＣＴ等を利用した学修支援 ～

同志社大学 ～ＩＣＴを用いた学生理解度の把握～

■ICTによる学修支援システムやe-learningシステムを導入し、授業レジュメの配布

や、レポート課題の提示、レポートの提出、提出状況の管理を電子データ上で行

うことで、効率的・効果的な授業を実施。

■特に、未修者1年の授業において、授業内容に応じて短答式の問題を割り当て、

復習課題として翌週までの解答を推奨することで、授業の理解を促すとともに、

学生に自らの理解度を把握させている。

■また、リアルタイムで学生の解答率、所要時間、正答率をクラス単位・個人単位

で把握できるため、教員にとっても学生の理解度の把握に役立っている。さらに、

授業時間中に小テストを実施する必要が無く、より効率的・効果的な授業をする

ことが可能。

■なお、特定の設問についてのみ正答率が低い場合などについては、その結果を

受けて、授業における説明の工夫や補充的な解説を行うことで、学生の理解を

深め、知識を定着させることができる。
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法学未修者教育の充実に向けた実践例⑧

～ ＩＣＴ等を利用した学修支援 ～

名古屋大学 ～「お助け君ノート」システムと「学ぶ君」システム～

■Web上で択一問題を実施する「学ぶ

君」システムを開発。他の７法科大学

院と共同利用。

■学生の理解度を教員・学生双方に提

供。学生は自身の基礎学力を確認し、

弱点を把握することができる。（1ヶ月

あたり約170人の学生が利用）

■授業を録画し、受講生がLANを通じ

て復習に活用する「お助け君ノート」

システムを開発・導入。

■法律基本科目のうち1年次と2年次

の必修科目を収録。効率的かつ正

確な復習の支援に効果。（1ヶ月あ

たり数百から数千のアクセス数）
〔お助け君ノートシステム〕

〔学ぶ君システム〕

〔学ぶ君システムの問題数〕

学ぶ君トップページ

①IDと
Passwordで
ログイン

②テスト一覧
から受験する
テストを選ぶ

③問題解答ページ
回答をクリックして選ぶ

分野 問題数

憲法 1299

民法 2891

刑法 1313

商法 746

民事訴訟法 1913

刑事訴訟法 649

行政法 1281

知的財産法 60

労働法 287

分野 問題数

憲法 1299

民法 2891

刑法 1313

商法 746

民事訴訟法 1913

刑事訴訟法 649

行政法 1281

知的財産法 60

労働法 287

学ぶ君問題数

2012年8月末現在

お助け君ノートシステム

学ぶ君ノートシステム
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法学未修者教育の充実に向けた

その他の実践例

■夏休み期間中に集中講義形式で「裁判・行政の基本構造」を自由選択科目として設置。

■具体的には、刑事訴訟法と民事訴訟法の講義を４回ずつ実施した後、行政法の講義を６回実施し、

それぞれの機能する場面を整理した上で、概観を理解できる講義を実施。

■例えば、民事訴訟法では、まず手続のイメージを持ってもらうために、第１審手続の流れを物語形

式で紹介するビデオの視聴や、シナリオに沿って模擬裁判をやってもらうといった授業を実施。

神戸大学

～～ 教育課程や教育内容における取組教育課程や教育内容における取組 ～～

■1年次配当の法律基本科目の単位数を増加し、入門科目「法解釈入門」を設置。実務家教員が担

当し、法曹三者の職務内容の紹介をはじめ、実務家になるための素養、必要とされる法的知識の

程度、簡単な事例問題分析（民事・刑事）、憲法訴訟に関する代表的判例などについて講義。

■実務家教員が指導するため、学生は自らが目指す実務家像を早期の段階で具体的にイメージす

ることができ、その後の勉学に対するモチベーションの向上に繋がっている。

岡山大学

■未修者コースの法律基本科目の単位数を５単位増加。刑法、憲法、刑事訴訟法は既存の科目を

１単位増加し、民法、民事手続法については、基礎演習（各1単位）を新設。

■例えば、民法については、既存の科目が民法Ⅰ～民法Ⅵまで分断して授業が行われるため、相

互に科目を架橋し、民法全体についての総合的な視角を涵養することを図っている。また、４０人

クラスを２つに分けて授業を行うため、教員の指導も行き届きやすくなっている。

慶應義塾大学

■法学の基礎的な能力を養成するため、 １年次に「起案等指導1及び2」を開講（教員1人に対し学

生4、5名という少人数制クラス）。

■具体的な判決を素材にして、関連する判決･文献・解説を探索する練習、判決の意義や問題点を

文章に表現する練習、法律学事典の使い方･六法の引き方等を指導。

■文書作成能力の向上や、自分の頭で考えることの重要性の理解を促進することができる。

学習院大学

■1年次に「民事法基礎演習」を開講し、民法に関する基本的な最高裁判例について学修する。

■一審からの判決原本と最高裁判所判例解説を事前に予習し、当事者の主張・立証に留意した事

案の整理と民法上の問題点について、演習形式で授業を実施。

■判決文を読んだことのない学生に対して、判決文や判例解説の読み方を指導でき、現実の裁判の

仕組みを理解させることで、2年次以降の学修のための基礎的な能力を修得させることができる。

立教大学

■未修者１年次を対象に「基礎ゼミ」を実施。（年間で、民事法７回、刑事法３回、計１０回）

■学生は、事前に出題された事例問題に対してレポートを作成。ゼミの際に、担当教員は問題の解

説やレポートの添削を行う。担当教員は実務経験５～１０年程度の弁護士（非常勤講師）が務める。

■これにより、①法律家としての文章の書き方を体得、②学生同士の自主ゼミの基盤を形成、③実

務家とふれ合うことで将来像を具体的に描くことができるといった効果が期待できる。

北海道大学

9
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■１年次必修科目の５科目について、法律を全く学修したことがない者と、法律を一通り学修した者

にレベルを分けて、「入学前の事前学修用図書」を提示し、授業までによく読むように指導。

■また、入学直後１週間の時期には、１年次必修科目として「法学入門」を開講し、研究者教員と実

務家教員で分担しながら、法学未修者向けに、法の解釈、判例、実務の概要等、学修の基礎とな

る知識を教えている。

金沢大学

～～ 入学前及び入学時における取組入学前及び入学時における取組 ～～

■修学上の悩みに対応するため、チューター制度を設け、新入生に対して春と秋の２回面談を実施。

春は先輩との良好な関係を早期に築けるよう２・３年次生との会合形式、秋は特に成績中位者以

下の者の指導に力を入れて面談を実施。

■また、未修者コースであっても、きちんと勉強すれば司法試験に合格できることを理解させ、落ち

着いて学修に臨ませるため、未修者コース出身の司法試験合格者に、在学中の勉強計画や方法

といった修学体験を伝えてもらう取組を実施。

九州大学
～～ 学修支援に関する取組学修支援に関する取組 ～～

■授業終了後に若手弁護士（本法科大学院を修了し、２～３年程度の実務経験を有する者が中心）

による学修支援の時間を設定。

■ 具体的には、若手弁護士が1年次配当の法律基本科目の担当教員とも連携しつつ、法律論をど

のように構成するか、その前提となる基礎的知識をどのように定着させるかといった内容について

学生にアドバイス等を行うことで、学生の法律基本科目への理解を深める。

大阪市立大学

法学未修者教育の充実に向けた

その他の実践例

■1年次の授業のあり方について、ＦＤ(ファカルティ・デベロップメント)を通じて、入学者の学修経験

や授業等に対する姿勢を把握し、現在の教育の質と量が、入学者に一定レベルの法的・論理的

思考を修得させるという教育目的の達成に効果的であるのかを検討。

■ 平成２４年度後期は、パイロット授業として選定した1年次必修の刑法・憲法について全教員が授

業を参観し、授業の進め方が適切かつ効果的かといった点について検証を行う。

広島大学
～～ ＦＤＦＤ((ファカルティ・デベロップメントファカルティ・デベロップメント))に関する取組に関する取組 ～～

■未修者コースの入学者に対し、入学前の３月に、憲法・民法・刑法の基本科目の導入講座「スプリ

ングスクール」（1.5h×6コマ程度×3科目）を実施。

■学修の進め方などのガイダンスから始まり、1学期の正課授業との関係を意識しながら、全体像を

とらえることに重点を置いた授業を実施。

■正課授業の序盤から用いる、法令・判例の分析検討に対する戸惑いの緩和などに繋がる。

大阪大学
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第６期 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会 

法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループ 

委員名簿  

 

 

◎：主査  ○：主査代理 

 

   （専門委員） ８名 

秋 山 靖 浩  早稲田大学法学学術院教授 

齋 藤 誠二郎  弁護士 

○ 佐 伯 仁 志  東京大学大学院法学・政治学研究科教授 

日 吉 由美子  弁護士 

松 並 孝 二  法務省大臣官房付 

 松 本 哲 治  同志社大学大学院司法研究科教授 

村 田   渉  司法研修所教官 

◎  山 本 和 彦  一橋大学大学院法学研究科教授 

 

計  ８名   

 

 

＊発令日は平成 24 年 9 月 26 日 

＊日吉委員、山本委員の発令日は平成 23 年 5 月 10 日 

＊松並委員の発令日は平成 24 年 3 月 7 日 
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法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループの設置について 

 

平成２４年７月１９日             

中央教育審議会大学分科会 

法科大学院特別委員会決定 

 

 法科大学院特別委員会の下に、「法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グル

ープ」（以下、「未修者教育ワーキング・グループ」という。）を次のとおり設置する。 

 

 １．所掌事務 

 法曹の多様性を確保する観点から、法科大学院においては、法学未修者を受け入れ

て、法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せ持った教育を実施してい

るところであるが、昨今の入学者選抜における法学未修者の割合の著しい減少や、法

科大学院教育における法学未修者の修了認定等での厳しい状況を踏まえ、法学未修者

教育の充実に向けた調査・分析を行う。 

 

 ２．委員、臨時委員、専門委員 

① 未修者教育ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員（以下、

「委員」という。）は、座長が指名する。 

② 未修者教育ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。 

③ 主査に事故があるときは、未修者教育ワーキング・グループに属する委員のうち

から主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

 ３．設置期間 

未修者教育ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成２５年１月

３１日までとする。 

 

 ４．法科大学院特別委員会への報告 

   未修者教育ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報

告するものとする。 

 

 ５．その他 

    ① 未修者教育ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で

処理する。 

② ここに定めるもののほか、議事の手続その他未修者教育ワーキング・グループの

運営に関し必要な事項は、主査が未修者教育ワーキング・グループに諮って定める。 
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